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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

営業収益 (百万円) 760,601 908,872 913,9321,124,9601,154,054

税引前当期純利益 (百万円) 104,763 153,719 247,697 316,349 249,766

当期純利益 (百万円) 54,020 91,496 166,388 196,506 169,597

株主資本 (百万円) 564,047 727,333 953,6461,194,2341,267,917

総資産額 (百万円) 5,624,9576,068,9537,242,4558,207,1878,994,970

１株当たり株主資本 (円) 6,739.648,322.9610,608.9713,089.8314,010.62

１株当たり当期純利益 (円) 645.52 1,087.821,883.892,177.101,860.63

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 601.46 1,002.181,790.302,100.931,817.81

株主資本比率 (％) 10.03 11.98 13.17 14.55 14.10

株主資本当期純利益率 (％) 10.10 14.17 19.80 18.30 13.78

株価収益率 (倍) 17.83 12.57 19.45 14.10 7.31

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 152,812 126,467 136,003 226,128 156,287

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 123,978△408,004△799,357△802,278△838,331

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △328,284 274,343 762,528 545,014 792,966

現金および現金等価物
の期末残高

(百万円) 152,235 145,380 245,856 215,163 320,655

従業員数 (人) 12,481 13,734 15,067 16,662 18,702

(注) １　米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式および作成方法(以下、「米国会計基準」という。)に

基づき記載されております。

２　米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に従い、第45期において、重要な継続的

関与がなく売却された、または売却等による処分予定の子会社、事業および不動産に伴う第41期から第44期ま

での損益を組替再表示しております。

３　株主資本は米国会計基準に基づく資本合計を記載しており、１株当たり株主資本および株主資本比率は、当該

資本合計を用いて算出しております。

４　営業収益には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 489,688 459,360 481,009 472,069 472,812

経常利益 (百万円) 21,702 23,352 89,255 70,115 74,508

当期純利益 (百万円) 6,104 9,535 34,242 67,205 71,922

資本金 (百万円) 52,068 73,100 88,458 98,755 102,107

発行済株式総数 (株) 84,366,31487,996,09090,289,65591,518,19492,193,067

純資産額 (百万円) 244,742 294,610 368,328 465,197 496,219

総資産額 (百万円) 3,491,8633,834,7654,621,8705,279,7055,911,395

１株当たり純資産額 (円) 2,923.603,370.444,096.545,090.425,458.59

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

25

(―)

40

(―)

90

(―)

130

(―)

260

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 72.94 113.34 387.60 744.39 789.04

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 68.52 105.45 377.18 736.05 782.92

自己資本比率 (％) 7.01 7.68 7.97 8.80 8.36

自己資本利益率 (％) 2.59 3.54 10.33 16.14 15.01

株価収益率 (倍) 157.79 120.61 94.56 41.24 17.24

配当性向 (％) 34.27 35.29 23.22 17.46 32.95

従業員数 (人) 2,386 2,273 2,462 2,619 2,945

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　純資産額の算定にあたり、第44期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。
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２ 【沿革】
　

年月 沿革

昭和39年４月

　

　

　

　

　

　

　

日綿実業株式会社(現・双日株式会社)、日商株式会社(現・双日株式会社)、岩井産業株式会社(現・双

日株式会社)の三商社および株式会社三和銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)、東洋信託銀行株式会

社(現・三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社日本勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行および株式会社

みずほコーポレート銀行)、株式会社神戸銀行(現・株式会社三井住友銀行)、株式会社日本興業銀行

(現・株式会社みずほ銀行および株式会社みずほコーポレート銀行)の五銀行を株主として創立、その

目的を①各種動産、不動産の賃貸借及び売買、②前号に関連する一切の事業、③前各号に関連する事業

に出資し、その事業を営む他会社の株式を保有し及びその発起人となることとして大阪市中央区高麗

橋４丁目２番16号にオリエント・リース株式会社を設立。

昭和39年８月 東京支店(昭和45年６月、改組により現・東京本社)を開設。その後各地に支店・営業所を開設。

昭和44年10月

　

株式額面変更のため、大阪市北区中之島２丁目15番地所在のオリエント・リース株式会社に吸収合併

される。

昭和45年４月 大阪証券取引所市場第二部に株式上場。

昭和46年４月 東京証券取引所市場第二部に株式上場。

昭和46年９月 香港に現地法人「東方利市(香港)有限公司(現・ORIX Asia Limited)」設立(現・連結子会社)。

昭和47年３月 名古屋証券取引所市場第二部に株式上場(平成16年10月名古屋証券取引所上場廃止)。

昭和47年３月

　

オリエント・リース・インテリア株式会社(現・オリックス・アルファ株式会社)設立(現・連結子会

社)。

昭和47年12月 本店所在地を東京都港区に変更。

昭和48年２月

　

東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所市場第一部に株式上場(平成16年10月名古屋証券

取引所上場廃止)。

昭和48年６月 オリエント・オート・リース株式会社(現・オリックス自動車株式会社)設立(現・連結子会社)。

昭和51年９月 オリエント測器レンタル株式会社(現・オリックス・レンテック株式会社)設立(現・連結子会社)。

昭和54年６月 ファミリー信販株式会社(現・オリックス・クレジット株式会社)設立(現・連結子会社)。

昭和56年８月

　

アメリカに現地法人「Orient Leasing Containers,Inc.(現・ORIX USA Corporation)」設立(現・連

結子会社)。

昭和60年２月 バジェット・レンタカー株式会社(現・オリックス自動車株式会社)設立(現・連結子会社)。

昭和61年３月 茜証券株式会社(現・オリックス証券株式会社)に資本参加(現・連結子会社)。

昭和61年12月 大阪市岡株式会社(現・オリックス・エステート株式会社)に資本参加(現・連結子会社)。

昭和62年１月

　

株式会社トーシキインテリア(旧オリックス・インテリア株式会社)に資本参加(平成11年４月に当社

と合併)。

昭和63年12月 会社の目的変更。

平成元年４月 商号をオリックス株式会社に変更。

平成３年４月 オリックス・オマハ生命保険株式会社(現・オリックス生命保険株式会社)設立(現・連結子会社)。

平成９年７月 クラウン・リーシング株式会社の国内リース債権等を譲り受け。

平成10年４月 山一信託銀行株式会社(現・オリックス信託銀行株式会社)の全株式を取得(現・連結子会社)。

平成10年６月 執行役員制度導入。

平成10年９月 ニューヨーク証券取引所に株式上場。

平成11年３月 オリックス・リアルエステート株式会社(現・オリックス不動産株式会社)設立(現・連結子会社)。

平成11年４月 オリックス債権回収株式会社設立(現・連結子会社)。

平成11年６月 オリックス・インベストメント株式会社設立(現・連結子会社)。

平成11年６月 社外取締役選任、指名・報酬委員会設置。

平成11年11月 オリックス・コールセンター株式会社設立(現・連結子会社)。

平成13年９月 株式会社イフコ(現・オリックス自動車株式会社)の株式を取得(現・連結子会社)。

平成14年７月 日鐵リース株式会社(現・エヌエスリース株式会社)の株式を取得(現・連結子会社)。

平成15年６月 旧商法改正に伴い「委員会等設置会社」(現・委員会設置会社)へ移行。

平成17年１月

　

オリックス・オート・リース株式会社は、株式会社イフコ、オリックス・レンタカー株式会社、他自動

車関連４社と合併し、オリックス自動車株式会社へ社名変更(現・連結子会社)。

平成18年１月 米国の投資銀行Houlihan Lokey Howard & Zukinを買収(現・連結子会社)。

(注)　設立年月日は昭和25年３月28日でありますが、これは株式額面変更を目的とする合併のためであり、事実上の存続
会社であるオリエント・リース株式会社(被合併会社)の設立年月日は昭和39年４月17日であります。
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３ 【事業の内容】
オリックスグループは当社、連結子会社218社および関連会社102社から構成されており、様々な事業を展
開しております。各事業の主な内容、各事業における当社および関係会社の位置付け等は次のとおりであり
ます。
なお、これらの区分は「第５　経理の状況　1　(1) 連結財務諸表　連結財務諸表注記」に記載しているセグ
メント情報の区分と同一であります。
(1) 法人金融サービス事業
当事業では、主に融資事業、リース事業、金融商品販売などの手数料ビジネスを行っています。
[主な関係会社]
オリックス㈱、オリックス・アルファ㈱、エヌエスリース㈱

(2) 自動車事業
当事業では、主に自動車リース事業、レンタカー事業を行っています。
[主な関係会社]
オリックス自動車㈱

(3) レンタル事業
当事業では、主に測定機器・パソコン等の情報関連機器のレンタル事業およびリース事業を行ってい
ます。
[主な関係会社]
オリックス・レンテック㈱

(4) 不動産関連ファイナンス事業
当事業では、主に不動産ファイナンス事業、個人向け住宅ローン事業、商業用不動産担保ローンの証券
化事業、サービサー(債権回収)事業を行っています。
[主な関係会社]
オリックス㈱、オリックス信託銀行㈱、オリックス債権回収㈱

(5) 不動産事業
当事業では、主にマンション分譲事業、オフィスビル・物流施設などの開発・賃貸事業、ホテル・ゴル
フ場・研修所等の運営事業、高齢者向け住宅の開発・運営事業、建物総合管理および関連サービス事業、
不動産投資法人(ＲＥＩＴ)の資産運用・管理事業を行っています。
[主な関係会社]
オリックス㈱、オリックス不動産㈱、オリックス・ファシリティーズ㈱

(6) 生命保険事業
当事業では、通信販売や代理店を利用した保険の募集および関連事業を行っています。
[主な関係会社]
オリックス生命保険㈱

(7) その他の事業
当事業には、金融商品取引業、ベンチャーキャピタル業、カードローン事業、プリンシパルインベストメ
ント事業およびその他新規事業等が含まれています。
[主な関係会社]
オリックス㈱、オリックス・クレジット㈱、オリックス・キャピタル㈱、オリックス証券㈱、オリック
ス野球クラブ㈱、オリックス・インベストメント㈱、富士火災海上保険㈱、㈱大京

(8) 米州
当地域の主な事業は、法人向けファイナンス事業、投資銀行業務、不動産関連事業となっています。
[主な関係会社]
ORIX USA Corporation

(9) アジア・大洋州・欧州
当地域の主な事業は、リース事業、船舶・航空機関連事業、法人向け融資事業、プリンシパルインベスト
メント事業となっています。
[主な関係会社]
ORIX Asia Limited、ORIX Leasing Malaysia Berhad、PT. ORIX Indonesia Finance、
ORIX Investment and Management Private Limited、ORIX Taiwan Corporation、
ORIX Australia Corporation Limited、ORIX Aviation Systems Limited
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[事業の系統図]

オリックスグループにおける主な事業を系統図で示すと以下のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社
　

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

役員の

兼務等

貸付金

(百万円)

営業上

の取引

設備の

賃貸借

国内

オリックス・アルファ㈱ 東京都港区 1,860

流通サービス

業向け

ファイナンス

100

(4)
なし 132,819

賃貸資産等

の購入他

事務機器等

の賃貸借

エヌエスリース㈱ 東京都千代田区 4,000

リース、融資、

その他金融

サービス

100 なし 46,251なし なし

オリックス自動車㈱ 東京都港区 500
自動車リース、

レンタカー
100 なし 225,176

営業債務の

立替払他

社用車の賃

借

オリックス・

レンテック㈱
東京都品川区 730

測定機器・

パソコン等の

情報関連

機器レンタル

およびリース

100

(1)
なし 16,828

リース取引

他

事務機器等

の賃貸借

※

オリックス信託銀行㈱
東京都中央区 30,000信託銀行 100 なし ― 〃

事務機器等

の賃貸

オリックス債権回収㈱ 東京都港区 500サービサー 100 有 140,186

債権管理・

回収業務の

委託他

なし

オリックス不動産㈱ 東京都港区 200不動産関連事業 100 有 694,497

不動産関連

業務の委託

他

社用設備の賃

借

オリックス・

ファシリティーズ㈱
京都市下京区 857

建物総合管理

および関連

サービス

100 有 ―
建物総合

管理他
なし

※

オリックス生命保険㈱
東京都新宿区 15,000生命保険

100

(23)
なし ―

保険の販売

代理他
〃

オリックス・

クレジット㈱
東京都立川市 1,170

カードローン、

信販

100

(6)
なし 224,346

営業債務の

立替払他
〃

オリックス・

キャピタル㈱
東京都港区 300

ベンチャー

キャピタル
100 有 ―

組合管理業

務の委託他
〃

オリックス証券㈱ 東京都中央区 3,000金融商品取引業
100

(41)
なし ―

リース取引

他

事務機器等

の賃貸

オリックス野球クラブ㈱ 大阪市北区 125
プロ野球

球団経営
100 有 2,440 〃

社用設備の

賃貸

オリックス・

インベストメント㈱
東京都港区 500

オルタナティブ

・インベストメ

ント

100 なし ― なし なし

その他132社

米州地域

※

ORIX USA Corporation

アメリカ

ダラス

US$

30,016千

法人向け

ファイナンス

事業、投資銀行

業務、不動産

関連事業

100 有 ― なし なし

その他17社
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名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

役員の

兼務等

貸付金

(百万円)

営業上

の取引

設備の

賃貸借

アジア・大洋州・欧州地域

ORIX Asia Limited
中国

香港

HK$

14,000千

US$

29,200千

リース、

自動車リース
100 有 ― なし なし

ORIX Leasing Malaysia 

Berhad

マレーシア

クアラルンプー

ル

RM

50,000千

リース、

融資、割賦
100 有 5,194 〃 〃

PT.ORIX Indonesia 

Finance

インドネシア

ジャカルタ

Rp

420,000

百万

リース、

自動車リース
85 有 ― 〃 〃

※

ORIX Investment and 

Management

Private Limited

シンガポール

S$

3,000千

US$

112,000千

エクイティ投資 100 有 ― 〃 〃

ORIX Taiwan

Corporation

台湾

台北

NT$

220,000千

リース、

割賦、

サービサー

95 有 ― 〃 〃

ORIX Australia

Corporation

Limited

オーストラリア

シドニー

A$

30,000千

自動車リース、

トラックレンタ

ル

100 有 ― 〃 〃

ORIX Aviation 

Systems Limited

アイルランド

ダブリン

US$

300千
航空機リース 100 有 3,952

航空機リー

ス案件のア

レンジ業務

の委託他

〃

その他47社

　
(2) 持分法適用関連会社
　

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合

(％)

関係内容

役員の

兼務等

貸付金

(百万円)

営業上

の取引

設備の

賃貸借

富士火災海上保険㈱ 大阪市中央区 41,334損害保険 26 有 ― なし なし

㈱大京 東京都渋谷区 27,063
マンション

分譲

41

(0)
有 ─

不動産

共同事業
〃

その他100社

(注) １　名称欄中※印は特定子会社であります。
２　オリックス自動車㈱およびオリックス生命保険㈱については、連結営業収益に占める各々の営業収益(連結会
社相互間の内部取引を除く)の割合が10％を超えておりますが、セグメント情報に独立して記載しております
ので、主要な損益情報等の記載を省略しております。
オリックス不動産㈱については、連結営業収益に占める営業収益の割合が10％を超えております。日本会計基
準に基づく主要な損益情報等は以下のとおりであります。
　　売上高　　　　　　　　273,851百万円
　　経常利益　　　　　　　 50,449百万円
　　当期純利益　　　　　　 26,847百万円
　　純資産額　　　　　　　 86,999百万円
　　総資産額　　　　　　　884,594百万円

３　議決権に対する所有割合欄の(　)内数字は間接所有割合(内書)であります。なお、数字は小数点以下の端数を切
り捨てて表示しております。

４　富士火災海上保険㈱および㈱大京は有価証券報告書を提出しております。なお、その他に含まれる会社のうち
有価証券報告書を提出している会社は次のとおりであります。 
＜連結子会社＞　㈱インターネット総合研究所、㈱ユビテック 
＜持分法適用関連会社＞　オリックス不動産投資法人、㈱ブロードバンドタワー 

５　連結の範囲に含まれる変動持分事業体およびSPE(特定の案件のために設立された事業体)などの数は、570と
なっております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

法人金融サービス事業 1,932

自動車事業 1,969

レンタル事業 997

不動産関連ファイナンス事業 932

不動産事業 2,894

生命保険事業 572

その他の事業 4,117

国内計 13,413

米州 1,121

アジア・大洋州・欧州 2,212

海外計 3,333

全社(共通) 1,956

全社計 18,702

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数が当連結会計年度において2,040人増加しておりますが、その主な理由は事業の拡大によるものであ

ります。

３　当連結会計年度における派遣社員およびアルバイト等の平均人員は6,483人であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

2,945 35.8 8.5 7,020,998

(注) １　従業員数は就業人員数であります。
２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数が当事業年度において326人増加しておりますが、その主な理由は営業の拡大によるものであります。

４　当事業年度における派遣社員およびアルバイト等の平均人員は690人であります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

以下の業績等の概要は、米国会計基準に基づき記載されております。(「(2) 特定金融会社等の開示に関

する内閣府令に基づく営業貸付金の状況」を除く)

　

(1) 連結業績およびキャッシュ・フローの状況

当連結会計年度の世界経済は、拡大基調を維持しましたが、米国のサブプライム（低所得者向け）住宅

ローン問題に端を発した金融システム不安や信用収縮などの影響から減速感が強まりました。 

　米国経済は、底堅い設備投資や輸出に支えられて成長を維持しましたが、住宅投資は大幅に減少し、個人

消費も減速基調を辿るなど先行きには不透明感が生じ始めました。欧州経済も、引き続き拡大傾向を示し

ましたが、個人消費の停滞などにより成長率は鈍化しました。また、アジア経済は、中国において引き続き

高い成長を記録し、他のアジア諸国においても総じて景気の拡大が見られましたが、停滞する米国経済の

影響が懸念され始めました。 

一方、日本経済は、設備投資や輸出の拡大に支えられ、緩やかな景気回復基調を維持しましたが、住宅投

資の落ち込みやエネルギー・原材料価格の上昇、円高の影響などから減速傾向が明らかになり、調整色が

強まりました。

　

業績総括

営業収益……………………………… 1,154,054百万円(前年同期比３％増)

営業利益………………………………… 189,201百万円(前年同期比33％減)

税引前当期純利益……………………… 249,766百万円(前年同期比21％減)

当期純利益……………………………… 169,597百万円(前年同期比14％減)

営業資産……………………………… 7,203,473百万円(前期末比９％増)

　

１株当たり当期純利益(基本的)……………1,860.63円(前年同期比15％減)

１株当たり当期純利益(希薄化後)…………1,817.81円(前年同期比13％減)

１株当たり株主資本……………………… 14,010.62円(前期末比７％増)

　

ＲＯＥ(株主資本当期純利益率)…………………… 13.8％(前年同期18.3％)

ＲＯＡ(総資本当期純利益率)……………………… 1.97％(前年同期2.54％)

　

(注)　　１株当たり株主資本およびＲＯＥ(株主資本当期純利益率)は、米国会計基準に基づく資本合計を用いて算

出しております。

　

なお、連結業績およびキャッシュ・フローの詳細については、「７　財政状態及び経営成績の分析　(3)　

財政状態および経営成績の分析」および「７　財政状態及び経営成績の分析　(4)　資金調達および流動

性」をご参照ください。
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(2) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金の状況

「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(平成11年５月19日　大蔵省令第57号)に基づく、提出会社

個別における営業貸付金の状況は次のとおりであります。

本項目における数値は、日本会計基準により作成しており、貸金業法の規定に該当しない債権183,623

百万円を含めて表示しております。

①　貸付金の種別残高内訳

平成20年３月31日現在

貸付種別
件数
(件)

構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合
(％)

平均約定金利
(％)

消費者向

無担保
(住宅向を除く)

― ― ― ― ―

有担保
(住宅向を除く)

― ― ― ― ―

住宅向 14,718 51.52 258,970 12.28 3.43

計 14,718 51.52 258,970 12.28 3.43

事業者向 計 13,851 48.48 1,850,727 87.72 4.21

合計 28,569 100.00 2,109,697 100.00 4.11

　

②　資金調達内訳

平成20年３月31日現在

借入先等 残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 2,555,754 1.27

その他 2,489,069 1.26

　　　(社債・CP) (2,068,298) (1.33)

合計 5,044,823 1.26

自己資本 490,631 ―

　　　(資本金・出資額) (102,107) (―)

(注)　当期における貸付金譲渡金額は、128,293百万円であります。

　

③　業種別貸付金残高内訳

平成20年３月31日現在

業種別 先数(件) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％)

製造業 494 2.33 24,592 1.16

建設業 1,220 5.76 58,211 2.76

電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.01 33 0.00

運輸・通信業 187 0.88 33,105 1.57

卸売・小売業、飲食店 1,352 6.38 71,716 3.40

金融・保険業 94 0.44 31,060 1.47

不動産業 2,505 11.82 1,142,349 54.15

サービス業 1,995 9.41 413,324 19.59

個人 11,681 55.10 258,970 12.28

その他 1,669 7.87 76,333 3.62

合計 21,198 100.00 2,109,697 100.00

(注)　不動産業には、ノンリコース・ローンを含めて表示しております。
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④　担保別貸付金残高内訳

平成20年３月31日現在

受入担保の種類 残高(百万円) 構成割合(％)

有価証券 11,150 0.53

　(うち株式) (11,140) (0.53)

債権 146,542 6.95

　(うち預金) (1,856) (0.09)

商品 ― ―

不動産 1,600,240 75.85

財団 ― ―

その他 15,904 0.75

計 1,773,838 84.08

保証 286,809 13.59

無担保 49,050 2.33

合計 2,109,697 100.00

　

⑤　期間別貸付金残高内訳

平成20年３月31日現在

期間別
件数
(件)

構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合
(％)

１年以下 3,882 13.59 156,485 7.42

１年超　５年以下 4,221 14.78 909,791 43.11

５年超　10年以下 7,033 24.62 779,958 36.97

10年超　15年以下 3,205 11.22 85,421 4.05

15年超　20年以下 2,698 9.44 65,220 3.10

20年超　25年以下 3,326 11.64 39,409 1.87

25年超 4,204 14.71 73,409 3.48

合計 28,569 100.00 2,109,697 100.00

一件あたり平均期間 6.12年

(注)　期間は、約定期間によっております。
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２ 【営業取引の状況】
(1) 営業実績等の状況

営業収益およびセグメント利益を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

当社は、当連結会計年度より経営管理区分の見直しを行っており、従来その他の事業部門に含まれてい

た持分法適用会社のリース事業について、法人金融サービス事業部門に含めて開示しております。なお、

当連結会計年度の表示に合わせ、前連結会計年度も同様に組替再表示しております。(以下、(2) 資産の状

況においても同じであります。)
　

前連結会計年度 当連結会計年度

営業収益
(百万円)

セグメント利益
(△損失)(百万円)

営業収益
(百万円)

セグメント利益
(△損失)(百万円)

法人金融サービス事業 123,328 58,231 131,139 35,932

自動車事業 146,966 28,224 158,093 25,577

レンタル事業 67,859 10,869 78,317 11,658

不動産関連ファイナンス事業 82,345 44,682 91,179 42,089

不動産事業 245,336 51,236 278,096 80,778

生命保険事業 132,060 9,921 128,742 7,318

その他の事業 145,443 60,387 126,343 24,720

国内計 943,337 263,550 991,909 228,072

米州 119,940 31,315 101,739 16,198

アジア・大洋州・欧州 103,593 37,763 121,988 45,391

海外計 223,533 69,078 223,727 61,589

連結財務諸表との調整 △41,910 △16,279 △61,582 △39,895

全社計 1,124,960 316,349 1,154,054 249,766

　

　

(2) 資産の状況

総資産残高を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

前連結会計年度 当連結会計年度

総資産残高
(百万円)

構成比(％)
総資産残高
(百万円)

構成比(％)

法人金融サービス事業 1,861,403 22.7 1,965,200 21.9

自動車事業 510,805 6.2 519,643 5.8

レンタル事業 121,621 1.5 130,171 1.4

不動産関連ファイナンス事業 1,517,927 18.5 1,932,874 21.5

不動産事業 901,237 11.0 1,053,364 11.7

生命保険事業 511,051 6.2 480,745 5.3

その他の事業 773,595 9.4 745,318 8.3

国内計 6,197,639 75.5 6,827,315 75.9

米州 487,900 6.0 452,976 5.0

アジア・大洋州・欧州 625,036 7.6 598,486 6.7

海外計 1,112,936 13.6 1,051,462 11.7

連結財務諸表との調整 896,612 10.9 1,116,193 12.4

全社計 8,207,187 100.0 8,994,970 100.0

　

なお、前連結会計年度および当連結会計年度における新規実行高の詳細については、「７　財政状態及

び経営成績の分析　(3) 財政状態および経営成績の分析」をご参照ください。
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３ 【対処すべき課題】

(1) オリックスグループの対処すべき課題

①　中長期的な会社の経営戦略

オリックスグループは中長期的な視点に立った持続的な成長を目指しています。オリックスグルー

プが主として事業活動を行う金融サービス分野は、経済社会の変化とともに市場から求められる商品

やサービスが移り変わっています。したがって、中長期的な成長の継続を図るためには、市場の変化に

応じて機敏かつ柔軟に経営を行うことが重要であると考えています。

　

このため、以下のような方針のもとに業務を推進しています。

　

・融資やリースなどの金融サービスを通じて構築してきた営業ネットワークを拡充し、多角的な事

業展開による成長のための事業基盤を一層強固なものとする。

・営業ネットワークを活用して、企業再生や事業承継などを目的としたプリンシパルインベストメ

ント、Ｍ＆Ａや財務リストラクチャリングのアドバイザリーなどの投資銀行業務を推進する。

・不動産の金融商品化が進む環境において、金融と不動産の両事業を手掛ける強みを活かして不動

産関連事業を展開する。

・海外事業については、中小企業向けファイナンスを中心としたビジネスから不動産関連事業や投

資銀行業務への多角化を行うとともに、新たな地域への展開を図る。

　

平成20年４月から開始される事業年度に向け、オリックスグループは組織を一部変更し新体制で経

営を執行していくこととなりました。これに合わせて戦略の策定、経営資源の配分、ポートフォリオバ

ランスの決定などを行うセグメントを、新たに法人金融サービス、メンテナンスリース、不動産、投資銀

行、リテール、海外の６つに変更いたしました。

　

新たなセグメントは、ここ４～５年で大きく変貌したオリックスグループにおいて、大きな戦略の単

位それぞれに事業戦略における優位性を確保し企業価値の最大化を行うにあたって、経営陣が最適と

考えるものです。

　

今後はこの６セグメントごとに、利益の源泉である株主資本・資金・人材などの経営資源の最適な

配分とモニタリングのプロセスにより、企業価値の最大化を図ってまいります。

　

新たな６セグメントの事業内容および事業戦略は以下のとおりであります。
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　 事業部門
(セグメント)の種類

事業内容 事業戦略

法人金融サービス

事業部門

融資事業、リース事業、金融商品販売などの手

数料ビジネス、環境関連ビジネス

グループ全体の基盤となる事業部門として、

きめ細かく柔軟でスピーディな対応によっ

て、主要な顧客である中堅・中小企業の競争

力強化を支援します。また、リスクに応じたス

プレッドと保全により収益性と健全性を確保

しつつ、環境関連ビジネスなど新たな成長分

野の構築を図ります。

メンテナンス

リース事業部門

自動車リース事業、レンタカー事業、カーシェ

アリング事業、測定機器・情報関連機器等の

レンタル事業およびリース事業

独自の専門性に基づく付加価値の高いサービ

スを提供しつづけることで優位性を確保し、

高い収益性を維持します。

不動産事業部門 マンション分譲事業、オフィスビル・物流施

設などの開発・賃貸事業、ホテル・ゴルフ場

・研修所等の運営事業、高齢者向け住宅の開

発・運営事業、建物総合管理および関連サー

ビス事業、不動産投資法人(ＲＥＩＴ)の資産

運用・管理事業

資産回転型の不動産ビジネスの展開、共同事

業による大型プロジェクト開発の推進などに

より、投資銀行的なデベロッパーとしてユ

ニークな地位を築きます。

投資銀行事業部門 ベンチャーキャピタル業、プリンシパルイン

ベストメント事業、Ｍ＆Ａアドバイザリー事

業、不動産ファイナンス事業、商業用不動産担

保ローンの証券化事業、サービサー(債権回

収)事業

投資戦略に応じたリスク管理を行いつつ、事

業投資のバリューチェーンの連携強化、金融

法人との関係強化、証券市場における取引拡

大を図ります。

リテール事業部門 住宅ローン事業、カードローン事業、生命保険

事業、金融商品取引業

ニッチ・マーケットにおける独自の専門性と

効率性を高めつつ、付加価値の高い商品・

サービスを提供し、新たな個人向け市場を開

拓します。

海外事業部門 リース事業、融資事業、債券投資事業、投資銀

行業務、不動産関連事業、船舶・航空機関連事

業

長年培ってきた各地域におけるパートナーと

の提携関係を中心とする事業基盤と日本や米

国での事業ノウハウを活用し、今後とも長期

的な成長が期待されるアジア等の市場におい

て多国籍かつ多角的な事業展開を狙います。
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②　会社の対処すべき課題

オリックスグループは、今後とも持続的な成長のためには企業体質の強化が重要であると考えてい

ます。その具体策として、次の４つの打ち手に取り組んでまいります。

　

(a)社会性と経済性を同時に満たす取引の積み重ね

(b)財務体質の更なる改善

(c)価値ある職場づくり

(d)リスクマネジメントの高度化

　

(a)「社会性と経済性を同時に満たす取引の積み重ね」については、お客様にとって価値のある商品や

サービスを提供し、オリックスグループの収益を向上させるとともに、コンプライアンスや環境へ

の配慮など社会性も意識した取引を積み重ねてまいります。

　

(b)「財務体質の更なる改善」については、ここ数年、計数や格付の面において相応の成果として表れ

ていますが、新たな成長機会の獲得を図るためにも引続き改善に努めます。特に、現在のように信

用不安が高まり、先行きの見通しが難しい環境下においては、バランスシートを適切に管理してま

いります。

　

(c)「価値ある職場づくり」については、国籍・年齢・性別・職歴・学歴・雇用形態などの異なるすべ

ての社員が働きがい、生きがいを感じられる職場づくりを進めることで、組織としての力を一層高

めることに注力してまいります。

　

(d)「リスクマネジメントの高度化」については、事業環境の変化とビジネスの多様化に臨機応変に対

応するために、資本政策、各事業のリスク、資金調達、人事戦略を含む包括的かつタイムリーな全社

的リスクマネジメントによって、経営目標の安定的な達成を図ります。

　

（2）財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

「第４　提出会社の状況　６　コーポレート・ガバナンスの状況　(1) コーポレート・ガバナンスに関する

基本的な考え方およびその体制の状況　③　財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針」をご参照ください。
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４ 【事業等のリスク】

当社が発行する有価証券への投資は、リスクを伴います。投資家の皆様は以下に記載するリスクに限ら

ず、オリックスグループの連結財務諸表および注記などのあらゆる情報について慎重にご検討ください。オ

リックスグループの事業活動や財政状態、経営成績は以下およびその他の要因によって悪影響を受ける可

能性があります。当社の有価証券の価格は、以下およびその他の要因によって下落する可能性があります。

本項には、リスクや不確定要素を伴う将来の予測に関する記述もあります。よって、実際の結果は本項また

は本有価証券報告書の他の部分に記載されている要因だけに限らず、様々な要因によってかかる予測とは

異なることもあり得ます。なお、本項における将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において

判断したものです。

　

(1) 財務面に関するリスク

①　貸倒引当金の十分性および与信関係費用の増加

オリックスグループは、ファイナンス・リースおよび営業貸付金について貸倒引当金を計上してい

ます。この貸倒引当金は、今後発生する可能性のある損失について主に後記要素を考慮して見積もって

います。

・債務者の性質と特徴

・経済状況およびそのトレンド

・過去の貸倒償却実績

・未収状況および過去のトレンド

・ファイナンス・リースおよび営業貸付金の将来のキャッシュ・フロー

・債権に対する担保および保証の価値

これらの債権について、貸倒引当金残高が将来の信用損失を補填するのに十分であるかどうかの確

証はありません。特に、オリックスグループが事業を行っている日本および海外の経済環境の悪化もし

くは特定のお客様、業界、市場に悪影響が及ぶ個別の事情により、現在の貸倒引当金が不十分となるか

もしれません。オリックスグループは、債務者が支払義務を履行できない場合、債権回収の極大化を図

るため、オリックスグループが債権者として有する権利の全部または一部を行使しないことがあり、債

権放棄や追加貸付を行うことがあります。また、金融、経済情勢の変化によって担保価値の下落、その他

保全手段の劣化が生じることもあります。その結果、与信関係費用が増加する可能性があります。もし、

これらの変化および事情により、貸倒引当金の追加繰入が必要となった場合、オリックスグループの経

営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。

　

②　投資ポートフォリオにおいて生じるリスク

オリックスグループは日本および米国その他の地域において、債券、株式、ファンド、船舶、航空機等

への投資を行っています。これらの投資の価格は変動するものであり、その価値は将来著しく下落する

可能性があります。短期売買目的有価証券に分類された株式や債券は時価評価され、それから生じた評

価損益は、直接損益に影響します。売却可能有価証券に分類された株式や債券の未実現損益は、資本勘

定に税効果控除後の金額が計上され、通常、直接損益には反映されません。しかしながら、短期売買目的

有価証券を除くすべての有価証券の公正価額の低下が一時的ではないと判断した場合には評価損を計

上します。 

　米国のサブプライムローン問題に端を発する市場の混乱は、有価証券の流動性の低下、ボラティリ

ティの拡大、信用スプレッドの拡大や価格の透明性の欠如を招きました。オリックスグループではリス

ク管理手法を通じてリスクの最小化に努めていますが、現在のような不安定な市場環境が継続し世界

の金融市場がさらに悪化した場合、有価証券の評価損を計上する可能性があります。 
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③　金利および為替相場の変動

オリックスグループの事業は、国内外の市場金利および為替相場の変動リスクにさらされています。

オリックスグループでは資産と負債の状況をモニタリングし、管理(ＡＬＭ)を行っていますが、資産と

負債において、それぞれ固定金利、変動金利の割合、固定金利資産、負債の期間等が必ずしも一致してい

るわけではありません。そのため市場金利が上昇もしくは低下する場合、また短期金利と長期金利が

違った動きをする場合等、様々なパターンでの市場金利の動向により影響を受け、経営成績に不利な影

響が及ぶ可能性があります。

また、資産が、市場金利の動きと連動しない可能性があります。金利の急激な上昇もしくは上昇懸念

時には調達コストが上昇する一方で、ファイナンス・リースおよび営業貸付金等の新規取引において、

市場金利の上昇に見合ったリース料の上昇や貸付金利の上昇等を見込めない可能性があります。

さらに、市場金利の変動が、オリックスグループの資産の信用状況や資産構成に影響を与える可能性

もあります。オリックスグループの貸付金金利が変動金利の場合には、金利の上昇により、営業貸付金

に対するお客様の支払負担が増加する可能性があります。このような負担増によりお客様の支払能力

や財政状態に悪影響が及び、リース取引や営業貸付金に関して債務不履行になるおそれがあります。一

方、金利低下時には、営業貸付金の期限前弁済を促進させ、オリックスグループの資産が減少する可能

性があります。

オリックスグループのすべての資産および負債の通貨が合致しているわけではなく、また営業資産

および営業収益、税引前当期純利益のうち海外事業部門、特に米国に帰属する部分も少なくなく、為替

リスクが存在しています。特に海外では、米国だけでなく他の国にも子会社や関連会社を持っており、

そういった子会社および関連会社への出資、持分に応じた剰余金にも為替リスクが存在します。その結

果、為替相場が急激または大幅に変動した場合には、オリックスグループの財政状態および経営成績に

不利な影響を及ぼす可能性があります。

　

④　格付の引き下げが資金の調達等に及ぼす影響

当社は格付機関から格付を取得しています。当社の格付が引き下げられた場合、オリックスグループ

の金利負担が増加する可能性、資本市場からの資金調達能力に不利な影響が及ぶ可能性があり、その結

果、財政状態および流動性が悪化するおそれがあります。例えば銀行借入、資産の売却等の他の資金調

達手段で手当が可能であっても、これらの代替的資金調達手段が量的に十分ではない、または条件的に

悪化する可能性があります。その結果、オリックスグループの事業活動や財政状態、経営成績に不利な

影響が及ぶ可能性があります。

　

⑤　デリバティブ取引に関するリスク

オリックスグループは投資ポートフォリオの価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リス

クを管理するため、またトレーディング活動を目的としてデリバティブ取引を利用しています。しかし

ながら、リスク管理が十分に機能しない可能性があります。また、デリバティブ取引を行っている取引

相手が取引の不履行を起こす可能性があります。一方、当社の格付が引き下げられた場合、デリバティ

ブ取引に不利な影響をもたらす可能性があります。さらに、トレーディング活動から損失が生じる可能

性があります。これらにより、オリックスグループの財政状態や経営成績に不利な影響が及ぶ可能性が

あります。
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(2) 業務面に関するリスク

①　オペレーショナルリスクの顕在化による影響

オリックスグループが多様な業務を遂行していくにあたっては各種のオペレーショナルリスクが存

在します。オペレーショナルリスクとは、内部プロセス、人、システムが不適切もしくは機能しないこ

と、または外生的事象が生起することから生じる直接的または間接的損失にかかるリスクであり、例え

ば不適切な販売行為や機密情報の漏洩、役職員による不正行為、資金決済事務におけるミス、証券子会

社における株式の誤発注、外部からの不法侵入行為の発生、労務管理および職場環境での問題発生等の

リスクが考えられます。オリックスグループの経営陣は、オペレーショナルリスクをコントロールし、

適正と考える管理水準を維持するようにしていますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは

限らず、また当該リスクはオリックスグループの事業環境の一部として存在することから、リスク顕在

化によりオリックスグループの財政状態および経営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。また、

たとえ、当該リスクの顕在化により直接に金銭的損失が発生しなかったとしても、オリックスグループ

の評判に不利な影響が及ぶ可能性があります。

　

主なオペレーショナルリスクは、以下に記載の(a)から(c)です。

　

(a) 法令違反等による影響

オリックスグループが国内において事業活動を行ううえで、会社法、金融商品取引法、独占禁止

法、個人情報保護法等経営にかかる一般的な法規制の他に、貸金業法、割賦販売法、保険業法、銀行

法、信託業法、宅建業法、建築基準法等の法令等の適用、さらには規制当局の監督を受けています。

また、海外での事業活動においては、それぞれの国、地域における法令等の適用および規制当局の

監督を受けています。オリックスグループでは法令等が遵守されるよう、コンプライアンスの徹底

等を図っていますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。法令違反等が発生

した場合には、規制当局による行政処分や評判の低下等により、オリックスグループの事業活動や

財政状態、経営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。

オリックスグループの事業は広範に及んでおり、新規事業への進出やＭ＆Ａ等によりさらに事

業が拡大する可能性があります。オリックスグループが行う事業については、様々な内部統制上の

仕組みを講じていますが、事業が拡大するに伴い内部統制が効かなくなる可能性があります。この

ような場合、制裁や罰則の適用を受けることがあり、オリックスグループの評判に不利な影響が及

ぶ可能性があります。

また、オリックスグループの事業に関連して訴訟を受けたり、規制当局等の調査対象となる可能

性があります。そのような場合、法令違反の事実が存在しなくてもオリックスグループの事業活動

や評判等に不利な影響が及ぶ可能性があります。
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(b) システムリスクの顕在化による影響

オリックスグループは、事業の意思決定やリスクマネジメントの一環として、財務取引や個人情

報の管理、事業のモニタリングおよび業務処理等を行うにあたり、コンピューターシステム、その

他情報システムに高度に依存しています。また、オリックスグループではデータセンターサービス

を展開しており、お客様にシステム環境を提供しています。これらのシステムの不測の事態による

停止や誤作動または障害の発生、役職員や第三者による誤操作や不正行為、コンピューターウィル

スの侵入等により、入出金に関する障害等の業務活動への悪影響、機密情報および個人情報の漏洩

や消失、事業意思決定やリスクマネジメントに利用する情報における誤り、お客様が保有する情報

の漏洩や消失、お客様が提供しているサービスの中断等が生じる可能性があります。このような障

害により、オリックスグループの流動性、あるいはオリックスグループからの資金調達や支払いに

依拠しているお客様の流動性に悪影響や、データセンターサービスを利用しているお客様への悪

影響が生じ、また、お客様との関係が悪化する可能性があり、その結果、提訴されたり、行政処分を

受けたり、あるいはオリックスグループの評判や信用に不利な影響が及ぶ可能性があります。

オリックスグループの情報システムの設備は、大規模自然災害、テロ行為等による被害を受ける

可能性があります。企業活動において、情報システムの役割がとりわけ重要になる傾向にあるな

か、災害、テロ行為によるネットワークや情報システムの停止リスクが高まっています。ネット

ワークや情報システムが停止した場合、企業活動の停止、支払、回収の遅滞、ネットワークや情報シ

ステムの多額の復旧費用等の発生の可能性があります。

　

(c) 人的資源を確保できないことによる影響

オリックスグループの事業では、国内外の市場における競合の中で成功するために多くの人的

資源を安定的に確保する必要があります。オリックスグループの事業の多くは、豊富な経験、先進

的な金融サービス分野における卓越した商品知識等の専門性をもった有能な人材を必要としてい

ます。もし、オリックスグループが必要な人材を育成または雇用できない場合や、雇用している人

材が退職した場合には、戦略的目標を達成できない可能性があります。

　

②　トップマネジメントの離脱

オリックスグループの継続的な成功は、トップマネジメントの能力と手腕に大きく依存しています。

現在のトップマネジメントの離脱があった場合、オリックスグループの事業運営、財政状態、経営成績

に不利な影響を及ぼす可能性があります。

　

③　内部統制の構築等に関するリスク

平成14年に制定された米国企業改革法404条に基づき、米国証券取引委員会は、外国企業に対しても

経営者による財務報告にかかる内部統制の有効性の評価を年次報告書(Form 20-Ｆ)に記載するよう要

求しています。さらに、当社の財務報告にかかる内部統制の有効性について、独立した会計監査人によ

る証明と報告が求められています。これらは、平成19年３月期の年次報告書から適用されています。オ

リックスグループは404条遵守のために、財務報告にかかる内部統制の構築とその評価に注力していま

すが、当社の会計監査人がオリックスグループの財務報告にかかる内部統制について重大な欠陥を指

摘することにより、財務報告にかかる内部統制が有効でないと報告する可能性があります。かかる事態

が発生した場合、当社の財務報告に関する投資家の信頼低下により、金融市場に悪影響を及ぼす可能性

があります。その結果、当社株価の下落およびオリックスグループの評判低下、事業活動、財政状態およ

び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 20/288



④　リスクマネジメントが十分効果を発揮しないリスク

オリックスグループは、リスクマネジメントの強化に注力していますが、事業拡大や外部環境の変化

等が発生した場合には、リスクマネジメントが十分な効果を発揮しない可能性があります。その結果、

オリックスグループの事業活動や財政状態、経営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。

　

(3) 経済環境等外部環境に関するリスク

①　競合によりマーケットシェアや利益が減少するリスク

オリックスグループは主に価格設定、取引条件および取引の仕組みにおいて競合にさらされていま

す。その他の競合要因としては、業界での経験、お客様へのサービスやお客様との結びつき等があげら

れます。近年、日本の銀行やその関係会社、その他金融機関は中堅、中小企業への取引を強化する戦略を

進めています。中堅、中小企業は、オリックスグループの日本における取引相手の中心となるものです。

競合他社は収益性を度外視した価格設定や取引条件で積極的に競合することもありますが、オリック

スグループが利益を確保するために、競合他社と価格や取引条件で競り合わなかった場合、マーケット

シェアが下がる可能性があります。また、競合関係にあるいくつかの会社は、オリックスグループより

も規模が大きく、または資金調達コストも低いため、価格を抑えつつ利益を確保できる可能性がありま

す。オリックスグループが価格設定および取引条件についてこれらの競合先と競り合う場合、利益が減

少する可能性があります。

　

②　流動性および資金の調達に関するリスク

オリックスグループの基本的な資金調達方法は、銀行およびその他の金融機関からの借入、資本市場

からの調達(例えばコマーシャル・ペーパー(ＣＰ)、ミディアム・ターム・ノート、普通社債、資産担保

証券およびその他の債券等)、ならびに預金等です。その中にはＣＰや一部の金融機関からの借入など、

短期資金の調達も相当額あります。

金融市場の混乱により、金融機関の倒産や存続懸念等が顕在化した結果、流動性リスクが著しく高ま

る可能性があります。これにより例えば金融システムへの不安、市場金利の上昇、信用リスクの高まり、

投資家の積極的投資の手控えなどによって、オリックスグループの資金調達、事業活動、財政状態、経営

成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。

オリックスグループでは流動性に不安が生じる状況を想定し、流動性補完のためにコミットメント

ライン枠の設定を行うなど適切な対応策を講じています。しかしながら、このような様々な手段が厳し

い資金調達環境となった場合にも十分有効である保証はありません。

　

③　マスコミ報道や風評による事業や財政状態、経営成績、株価への影響

オリックスグループの事業は、お客様や市場関係者からの信頼を基盤としています。オリックスグ

ループあるいはオリックスグループ役職員が関連する活動全般やオリックスグループの事業に関連す

る業界について、インターネットも含めて否定的なメディア報道や風評が、その内容が事実かどうかに

関わらず、オリックスグループの評判を傷つける可能性があります。オリックスグループがいかに適切

な広報活動や投資家説明等を行っていても、オリックスグループの評判への悪影響を防ぐことができ

るという保証はなく、結果として経営成績の悪化や株価への不利な影響が及ぶ可能性があります。
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④　景気変動や政治情勢の混乱等による影響

オリックスグループは日本の各地域において事業を行っています。また米国、アジア、大洋州、中東、

欧州等の海外諸国においても事業を行っています。これらの国や地域における経済状況の悪化、金融市

場の混乱、商品市況の変化、政治情勢の混乱や宗教騒乱等が生じた場合には、オリックスグループの事

業活動や財政状態、経営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。

例えば、米国のサブプライムローン問題等により、不安定な市場環境が継続し世界の金融市場がさら

に悪化した場合には、オリックスグループの有価証券、営業貸付金やその他の取引の評価にとって、大

きな不確実性の要因となります。オリックスグループではリスク管理手法を通じてリスクの最小化に

努めていますが、オリックスグループの財政状態や経営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。

　

⑤　法令等の改正、変更による影響

法令、規則、会計基準等の改正や変更は予測困難であり、かつオリックスグループのコントロールが

及ぶところではなく、オリックスグループの事業活動の方法や日本や海外で提供する商品、またはオ

リックスグループの投融資先に影響を及ぼす可能性があります。これらの改正や変更により、既存の法

令や規則等よりもコストがかかるようになる場合があり、またオリックスグループの事業活動や財政

状態、経営成績に少なからず不利な影響が及ぶ可能性があります。

　

⑥　予測不能な事象の影響

オリックスグループの事業活動や財政状態、経営成績は、予測不能な事象やその事象から継続的に生

じる好ましくない効果により不利な影響が及ぶ可能性があります。予測不能な事象には単一の事象や

複数の事象、人的な事象や自然の事象が含まれますが、このような事象が発生した場合、予想外に大規

模な市場価額の変動や、特定国家の経済状況の予想外の悪化を引き起こす可能性があります。

　

(4) ビジネス固有のリスク

①　不動産関連ビジネスに関するリスク

オリックスグループで行っている不動産関連ビジネスは、主に不動産関連の営業貸付金と不動産事

業です。不動産関連の営業貸付金とは、不動産を担保とする貸付金、国内の不動産会社および建設会社

向けの貸付金、不動産からのキャッシュ・フローを返済原資とするノンリコース・ローン等です。不動

産事業とは、マンション分譲事業、オフィスビル・物流施設などの開発・賃貸事業、ホテル・ゴルフ場

・研修所等の運営事業、高齢者向け住宅の開発・運営事業、建物総合管理および関連サービス事業、不

動産投資法人(ＲＥＩＴ)の資産運用・管理事業等です。

国内および海外で、不動産売買や不動産賃貸の需給バランスが崩れたり、不動産購入、開発の資金調

達環境が悪化したりした場合、不動産市場が悪化する可能性があります。オリックスグループの貸付先

の業況や営業貸付金にかかる担保物件の価値、あるいはオリックスグループが保有している不動産の

価値に不利な影響を及ぼす可能性があります。その結果、例えば保有不動産の評価損の計上が必要とな

る等、オリックスグループの財政状態および経営成績に不利な影響を及ぼす可能性があります。

オリックスグループは、建物を建設するにあたり、建設工事の発注先から可能な範囲で物件の欠陥や

瑕疵等に対する補償を得るようにしています。不動産を購入する場合には、当該不動産に係わる地盤地

質、構造、材質等の欠陥、瑕疵等による負担をカバーするために、売主から可能な範囲で補償を得るよう

にしています。
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しかし、建設工事の発注先に起因して工事中断や工期延長が発生した場合や、オリックスグループが

売却済みもしくは賃貸中の建物、設備等に欠陥や瑕疵等が発見された場合で、物件の提供先に対して何

らかの経済的補償が必要となった際、本来補償を遡求すべき先の業況が悪化していた場合には、オリッ

クスグループは自らそれらの経済的な補償を行うことが必要となる可能性があります。物件提供先へ

の補償が必要とならない場合でも、事業を継続するにあたりオリックスグループの事業コストが増加

する可能性があります。また、仮に経済的な損失が発生しない場合でも、欠陥や瑕疵の内容によっては

対象物件の売主、所有者または元請業者の立場としてオリックスグループの評判に不利な影響が及ぶ

可能性があります。

土壌汚染対策法の適用となる「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷

地であった土地」および「土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地」に関して、法施行前

(平成15年２月15日より前)に取得(営業貸付金の担保として提供を受けているものも含む)したものに

ついては、取得時点において土壌汚染対策法に基づく調査を実施していないため、汚染の事実が判明

し、対策が必要となった場合には、売却や担保権実行による回収見込額に不利な影響が及ぶ可能性があ

ります。土壌汚染対策法施行後の土地取得に際しては土壌汚染調査を実施していますが、調査後に何ら

かの理由で汚染の事実が発見された場合には、同様に不利な影響が及ぶ可能性があります。

また、建築基準法、都市計画法その他不動産関連法令の改正などがあった場合に、新たな義務負担の

発生や費用負担の増加が生じる可能性があります。例えば、「アスベスト問題」や「構造計算書偽装問

題」に端を発した建築基準法等の関連法令改正に伴う事業者の義務負担増加、社内デュー・デリジェ

ンス作業の厳格化による各種コストの増加と、作業厳格化による事業期間の長期化等が想定されます。

　不動産の開発事業においては、開発に必要な許認可を取得している場合においても、近隣住民との協

議の結果によっては、当初の事業計画に変更が生じることも想定されます。他には、不動産マーケット

全体に対する信頼低下や、事業者の選別によるマーケットの極端な偏重が想定され、これにより不動産

の売却がより難しくなる可能性があります。これらは、オリックスグループの収益が低下する要因とな

り得ます。また、オリックスグループの貸付先で不動産関連ビジネスを行う会社も同様の影響を受ける

ため、貸付先の業況が悪化した場合、オリックスグループの債権回収が困難になる可能性があります。

オリックスグループが担保として取得した物件についても処分性が劣る可能性があり、担保物件の処

分による債権回収が困難になる可能性があります。

オリックスグループは通常、投資不動産に対して包括的な損害保険契約を付しており、予想される損

失に対して十分かつ適切な保険限度額を設定しています。しかしながら、例えば、戦争、テロ、故意また

は重過失等による損失等については、保険契約の対象にすることができません。また、地震や台風等の

天災によって生じる損害については、その一部しか付保対象にすることができず、かつ相対的に保険料

も高額なため、通常は付保の対象としていません。

投資不動産のうち付保の対象となっていない部分について損失が発生した場合、オリックスグルー

プの不動産投資残高や投資収益に不利な影響が及ぶ可能性があります。さらに、投資不動産に付随する

借入金やその他の金融債務が残る可能性があります。

　

②　事業拡大、縮小やＭ＆Ａ(資産買収、株式買い取り等)に伴うリスク

オリックスグループはこれまでの事業範囲に留まらない新たな商品やサービスへの事業拡大を行っ

ています。事業拡大に伴い、オリックスグループは新たなリスクや複雑化したリスクに直面することが

ありますが、これらのリスクに十分に対応できず、大幅な損失を被る可能性があります。また、オリック

スグループが新たな商品やサービスの提供に注力しても、事業機会が想定どおり増加しなかった場合

や、競合により事業機会の収益性が損なわれた場合等においては、期待した結果を得ることができない

可能性があります。

事業を縮小あるいは撤退する場合、それに伴う損失を計上するだけでなく、風評リスクを負う可能性

があり、そのことがオリックスグループの経営成績に不利な影響を及ぼす可能性があります。
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オリックスグループは事業拡大や企業再生ビジネスの一環としてＭ＆Ａを実施することがあります

が、Ｍ＆Ａにおける買い取り価格が常に適正、妥当であるという保証はありません。買収後の収益が、買

収時に見込んだ将来の収益予想を大幅に下回った場合、Ｍ＆Ａに伴い発生したのれん(営業権等)につ

いて、大幅な減損処理が必要となる可能性があります。

近年、オリックスグループの子会社および関連会社となる投資先の連結利益に対する貢献が大きく

なっています。しかしながら、このような貢献が今後も維持されることを保証することはできません。

オリックスグループは、今後も投資機会を吟味し選択的に投資していく方針ですが、継続して魅力的な

投資機会を見出すことができる保証はなく、それらの投資が当初予定していたとおりの利益をもたら

すものとは限りません。オリックスグループの投資先の事業内容は多岐にわたっており、これらには金

融サービス事業とは事業内容が大きく異なっているものもあります。これらの事業の経営に失敗する

と、財務上損失を被るだけではく、将来におけるビジネスの機会を失うことにもなります。また、当初期

待した時期または期間で、期待した価格で売却できない可能性があります。これら投資先の財政状態が

悪化した場合には、追加的な投資が必要となる可能性があります。さらにオリックスグループの投資に

際して投資先の中核人材が流出するリスクもあります。

オリックスグループが投資しているこれらの子会社や関連会社が、業績悪化の状況になくても、社会

的関心の高い問題を起こした場合で、オリックスグループから社外取締役等の人材を出している場合

には、これらの役職員が責務を十分果たしていたか否かに関わらず、オリックスグループの評判に不利

な影響を及ぼす可能性があります。

　

③　リース契約終了後のリース物件の残価に関するリスク

オリックスグループは、ファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースという２種類の

リース取引を行っています。リース開始時にリース契約終了時の物件の残存価額を見積もり、これを物

件の処分等により回収することとしている場合、その見積額を回収することができなければ、損失を被

ります。このリスクは、オペレーティング・リースにおいて特に重要なリスクです。もし、リース期間満

了後、物件を再リースするかまたは売却することができなければ、投資額を回収できず損失を被ること

になります。リース物件の残存価額は、中古市場における時価および物件陳腐化の時期や度合いに関す

る見積もりに基づいて算出します。物件価格と商品市場のトレンドが想定と異なるものであった場合、

追加的な評価損の計上が必要になる可能性があります。

　

④　ベンダーリースに関するリスク

リース事業においては、その対象となる物件の販売業者(ベンダー)の行為、その業界内の問題の影響

を受けることがあります。例えば、平成17年には、リースを利用した電話機販売において不当、不適切な

販売行為が大きな問題となりました。そのため、経済産業省は、平成17年に特定商取引法の運用を変更

し、各業界団体に対し対策につき指導を行うなどしました。これにより、お客様からのクレーム、問合せ

等が発生し、その結果として、実行済みの契約について解除が増え、オリックスグループの経営成績に

不利な影響が及ぶ可能性があります。オリックスグループではこれらの問題の解決と防止に向けた対

策を講じ対応を図っていますが、こうした対策の実施等により、リース事業のコストが増加したり、取

引高が減少したりすることがあります。また、オリックスグループの評判に不利な影響を及ぼす可能性

があります。
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⑤　エンターテイメント業界関連ビジネスに関するリスク

オリックスグループでは、パチンコホール等のエンターテイメント業界に対して、ファイナンス・

リース、営業貸付金等の取引により信用を供与しています。オリックスグループではこれまでの経験に

よる与信ノウハウを蓄積しており、エンターテイメント業界固有のリスクを吟味したうえで担保を取

得し保全を行っていますが、業界におけるさらなる競争激化や大幅な法規制等の変更等が生じ与信先

の財政状況が悪化した場合には、オリックスグループの財政状態、経営成績に不利な影響を及ぼす可能

性があります。

　

⑥　貸金業法、上限金利変更による影響

オリックスグループでは、消費者金融や事業者金融業界に対して営業貸付金等の取引により信用を

供与しています。当業界をとりまく経営環境は、多重債務者問題やグレーゾーン金利問題に端を発した

貸金業法の改正による法的規制の強化と過払利息返還請求の増加により、厳しくなっています。今後、

当業界全体の業績動向がオリックスグループの財政状態、経営成績に不利な影響を及ぼす可能性があ

ります。

　

⑦　環境関連ビジネスに関するリスク

オリックスグループは、平成18年６月より埼玉県寄居町において埼玉県のＰＦＩ事業として廃棄物

処理施設を運営しています。また、平成20年３月に兼松環境株式会社(現 船橋環境株式会社)の株式を

譲り受け、千葉県船橋市を拠点に廃棄物処理事業を展開しています。埼玉県のＰＦＩ事業では、環境汚

染物質発生のリスクを抑えるための技術の導入や、専門技術を有するプラント・メーカー(以下、「オ

ペレーター」)の選定および業務委託等により、適切な施設運営がなされるようにしていますが、運営

におけるオペレーション上のミスや処理施設の欠陥等により、環境汚染や火災等が発生する可能性が

あります。

これらの事故に対しては多岐にわたるリスクに適した保険を付し、加えて、施設の運転および維持管

理に関してはオペレーターとの委託契約において、また施設の欠陥についてはオペレーターとの設計

施工請負契約において、それぞれオペレーターが責任を負っています。

しかしながら、損失に対して保険金額が十分でない場合、かつオペレーターの財政状態が悪化してい

る場合には契約に基づく債務の履行や損失補填がなされず、そのためにオリックスグループが損失を

被る可能性があります。契約上オペレーターが責任を負うべき事由以外の事由で事故が発生した場合

にはオリックスグループの責任となり、損失を保険でカバーできない場合、オリックスグループに損失

が発生する可能性があります。たとえ損失が発生しなかったとしても、オリックスグループの評判に不

利な影響が及ぶ可能性があります。

オリックスグループでは、廃棄物処理事業の他に環境コンサルティングサービス事業、エネルギーソ

リューション事業、環境配慮型保証融資事業、環境負荷低減を目的としたカーシェアリング事業等の事

業を展開しています。これら環境関連ビジネスのいずれかにおいて環境汚染等の事故が発生した場合

や環境法令、住民協定に定める基準として要求される基準等を満たすことができない場合には、環境関

連ビジネス全般についての評判に不利な影響が及ぶ可能性があります。
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⑧　医療、介護関連ビジネスに関するリスク

オリックスグループは、子会社である高知医療ピーエフアイ㈱を通じて、高知県および高知市のＰＦ

Ｉ事業である高知医療センターの運営を行っています。当該会社が直接医療行為に関与することはあ

りませんが、診療材料の滅菌業務等を受託しており、医療事故が発生した場合には、当該会社の受託業

務に起因した事故であるとして損害賠償責任が発生する可能性があります。また金銭的賠償の有無に

かかわらずオリックスグループの評判に不利な影響が及ぶ可能性があります。

オリックスグループは、医療機器のレンタルを行っています。医療機器についての検査業務は製造者

の指定した業者に委託しており、検査不備等により人体への悪影響等が発生した場合には、原則として

製造者責任となりますが、貸主としての損害賠償責任が発生する可能性があります。また金銭的賠償の

有無にかかわらずオリックスグループの評判に不利な影響が及ぶ可能性があります。

オリックスグループは高齢者向け住宅の販売および運営等や施設介護サービスを含む高齢者に対す

る生活支援サービスを行っています。このような介護サービスにおいて、例えば食中毒や集団感染等の

不測の事態が発生し、それがオリックスグループの設備やオペレーションに起因する場合には、オリッ

クスグループに損害賠償責任が発生する可能性があります。また、金銭的賠償の有無にかかわらずオ

リックスグループの評判に不利な影響が及ぶ可能性があります。また、介護保険制度が見直され利用者

の経済的負担が増加した場合、介護ビジネスマーケットが縮小し、オリックスグループの業績に不利な

影響を及ぼす可能性があります。

　

⑨　アドバイザリー業務に関するリスク

オリックスグループは、オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱、Houlihan Lokey Howard & Zukin社

等において、お客様に事業売却、買収、資金調達に関するアドバイザリー業務等を提供し、それに対する

対価を得ています。このようなアドバイザリー業務等に関して提供した助言や報告等の役務に瑕疵等

があり、お客様が直接的に損害を被った場合には、オリックスグループに損害賠償責任が発生する可能

性があります。

　

⑩　生命保険事業に関するリスク

オリックスグループは、オリックス生命保険㈱(以下、「オリックス生命保険」)において、予測を超

える死亡保険金および給付金支払の増加という保険引き受けリスクにさらされています。また、運用目

的で購入した有価証券の価値が低下すれば評価損の計上を余儀なくされる可能性があります。さらに、

オリックス生命保険が慎重かつ将来を見据えた資産、負債管理を実施し、運用資産と保険契約から生じ

るリスクと期待収益を最適化することができなければ、財政状態および経営成績に不利な影響が及ぶ

可能性があります。

加えてオリックス生命保険は、生命保険契約者保護機構に対して分担金を支払わなくてはなりませ

ん。生命保険契約者保護機構は、破綻した生命保険会社を財政的に救済するために平成10年に設立さ

れ、オリックス生命保険を含む日本のすべての生命保険会社は同機構の会員であり、各社の保険料収入

や責任準備金の割合に基づいて、生命保険契約者保護機構に対する分担金が割り当てられています。平

成10年以降、生命保険会社数社が破綻状態となった際には、生命保険契約者保護機構がこれらの会社に

財政支援をしています。新たな生命保険会社の破綻が生じると、オリックス生命保険を含む会員会社

は、生命保険契約者保護機構より追加的に分担金を要求される可能性があります。このような事象によ

り、オリックスグループの財政状態や経営成績に不利な影響が及ぶ可能性があります。
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⑪　プロ野球球団保有に関するリスク

オリックスグループはプロ野球球団を経営しています。プロ野球球団の経営はその公共的性格から、

様々な社会的影響や評判に十分配慮する必要があります。プロ野球球団の評判が低下した場合、結果と

してオリックスグループの事業活動や財政状態、経営成績や株価に不利な影響を及ぼす可能性があり

ます。

　

⑫　船舶転売取り組みに関するリスク

オリックスグループでは造船所に船舶の発注を行うと同時に当該船舶を船会社へ売却する船舶の転

売取り組みを行っています。船舶の発注から引渡しまでの間に数年を要するため、市況が大きく下落

し、かつ、転売先が資金不足などの理由で船舶を購入することができなくなった場合には、オリックス

グループが船舶を購入または保有することとなり、経営成績に不利な影響を及ぼす可能性があります。

　

(5) 株式の保有および取引に伴うリスク

①　株式売買における値幅制限の影響

日本の証券取引所における株価は、ビッドとオファーの均衡する点でリアルタイムに決定されます。

このような取引は、価格を形成するスペシャリストやマーケットメーカーの存在しない、オーダーベー

スの取引です。証券取引所は、過度の価格変動を抑えるために、前日の終値を基にして各株価の上限お

よび下限を日々設定しています。もし特定の取引日において株価がいずれかの限度に到達したならば、

当該上限または下限の価格で取引が継続されますが、証券取引所においては当該限度を超える価格で

の取引はなされません。その結果、日本の証券取引所において日々の限度額を超える価格で取引したい

場合でもその日に取引を行うことができないかもしれません。

米国預託証券の保有者には日本の証券取引所に適用されている株価の取引価格制限は適用されてい

ません。そのため、日本の証券取引所において株価が上限または下限に達したために、限度額を超えた

価格で取引ができず売却できなくなった株式の保有者は、米国預託証券の保有者による取引によって

不利な影響を受ける可能性があります。

　

②　株主による株式処分の影響

ある少数の株主は当社の発行済株式総数の５％を超える株式を保有しています。これらの株主は戦

略上の理由または投資上の理由から当社株式の保有を減少させる可能性があります。特にこのような

大株主が株式を処分した場合には、当社の株価に不利な影響が及ぶ可能性があります。

また、世界情勢や経済環境の変動によって外国人投資家の日本株式保有割合が削減されるときには、

外国人持ち株比率の高い当社株式はその影響を受けやすく、当社の株価に不利な影響が及ぶ可能性が

あります。

　

③　銘柄の指定替えおよび株式上場廃止

現在日本で株式を上場している東京証券取引所と大阪証券取引所には、上場を維持するための株式

の分布状況(単元株主数等)の基準等があります。これらの基準等に抵触した場合には、市場第一部銘柄

から市場第二部銘柄に指定替えや、上場廃止のリスクがあります。なお、第二部銘柄は一般に流動性が

低く、価格の変動率が高いと考えられます。当社の株式が指定替えまたは上場廃止になった場合には、

流動性または株価に不利な影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

６ 【研究開発活動】

特記事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 概要

以下の財政状態および経営成績の分析は、オリックスグループの財政状態および経営成績に大きなイ

ンパクトを与えた事象や要因を経営陣の立場から説明したものです。一部には将来の財政状態や経営成

績に影響を与えうる要因や傾向を記載していますが、それだけに限られるものではないことをご承知お

きください。また、本有価証券報告書の「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」および「第５　経理の状

況　１　連結財務諸表等」などを併せてご覧いただくことをお勧めいたします。なお、将来に関する事項の

記載は、本有価証券報告書提出日現在において判断したものです。以下の記載においては、米国会計基準

に基づく数値を用いています。

　

平成19年の夏以降、米国のサブプライムローン問題に端を発する、国際的な金融市場の混乱により事業

環境は激変し、また国内経済においてもオリックスグループの主要顧客である中堅・中小企業をとり巻

く事業環境が大きく悪化しました。こうした環境の変化により当期純利益は前連結会計年度比で14％減

少し1,696億円となりました。当連結会計年度後半からは戦略を変更し信用リスクに対してより慎重に対

応し、資産の増加ペースを抑えることとしました。株主資本当期純利益率(ＲＯＥ)は13.8％、株主資本比

率は14.1％へ低下しました。しかしながら、世界の金融機関が信用収縮に伴い多額の損失の計上を迫られ

るなか、オリックスグループは引続き高い収益性を維持しています。

以下に当連結会計年度の経営成績の主な要因について概要をご説明します。

当連結会計年度においては、主に「不動産事業部門」および「アジア・大洋州・欧州地域」で好調で

したが、「法人金融サービス事業部門」「その他の事業部門」および「米州地域」で大幅な減益となり、

全体でも前連結会計年度比14％の減益となりました。

オリックスグループの基盤事業である「法人金融サービス事業部門」は、主要な顧客層である中小企

業を取り巻く事業環境の悪化に伴い貸倒引当金繰入額が増加するなどの影響により、減益となりました。

「その他の事業部門」は、前連結会計年度に株式会社あおぞら銀行株式の売却益があったことや、国内

株式市場の低迷の影響を受けてベンチャーキャピタル事業からの収益が減少したことなどにより減益と

なりました。

「米州地域」は、法人向け融資からの収益が増加したものの、サブプライムローン問題の余波により債

券市場が悪化したことから投資有価証券の評価損を計上した結果、減益となりました。 

一方、マンション分譲、オフィスビルや物流施設などの開発・賃貸を手掛ける「不動産事業部門」は、

数年前の投資の成果が実現し、前連結会計年度に引き続いて大きく利益を伸ばしました。

「アジア・大洋州・欧州地域」においては、不動産、航空機、船舶関連の利益が増加するとともに、自動

車などのオペレーティング・リースが伸びたことから増益となりました。
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(2) 重要な会計方針および見積もり

会計上の見積もりは、財務諸表の作成において必要不可欠であり、経営陣の現在の判断に基づいていま

す。「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　２　重要な会計方針」には、連結財務諸表

の作成において利用される重要な会計方針の要約が記載されています。会計上の見積もりは、連結財務諸

表における重要性、ならびに見積もりに影響を与える将来の事象が、経営陣の現在の判断から大幅に異な

る可能性があることから、特に慎重な判断を要するものであります。当社および子会社は、以下の２つの

理由から、本項中に説明する会計上の見積もりをきわめて重要な項目とみなしています。第１に、見積も

りは、会計上の見積もりがなされる時点では非常に不確定である事象について推定を行うことを必要と

するからです。第２に、当社および子会社が該当する連結会計年度において合理的に利用し得た様々な見

積もり、または前連結会計年度と比較して合理的に発生する可能性の高い会計上の見積もりの変更は、当

社および子会社の財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があるからです。以下は、当社お

よび子会社の重要な会計方針および見積もりを表すものと考えています。

　

貸倒引当金

貸倒引当金は、ポートフォリオに内在された今後発生する可能性のある損失に対する経営陣による見

積もりであります。貸倒引当金の設定は多数の見積もりと判断に左右されます。貸倒引当金の決定にかか

る見積もりは、全てのセグメントに関して極めて重要な会計上の見積もりであります。

貸倒引当金の計上において、当社および子会社は、多数の要因の中でもとりわけ以下の要因を考慮して

います。

　

・債務者の性質と特徴

・経済状況およびそのトレンド

・過去の貸倒償却実績

・未収状況および過去のトレンド

・ファイナンス・リースおよび営業貸付金の将来のキャッシュ・フロー

・債権に対する担保および保証の価値

　

特に、大口の均質でない営業貸付金は、将来キャッシュ・フローの現在価値、債権の市場価額または、貸

付金が担保に依存している場合には貸付金を保全する担保の客観的な公正価額に基づいて、個別に評価

されます。回収条件の緩和を行っていない個人向けの住宅ローンやカードローンを含む同種小口の貸付

金とリース債権に対する貸倒引当金については、経済状況およびそのトレンド、担保および保証の価値、

過去の貸倒償却実績、未収状況や収益計上の停止などの要素を勘案し、総合的に評価されます。上記の要

素が実際の将来動向において不利になる場合、もしくは当該見積もりの計算に利用した過去の実績が将

来の損失を反映していない場合には、追加の引当てが必要とされます。

貸倒引当金は貸倒引当金繰入によって増加し、回収額差引後の未回収残高の貸倒処理により減少しま

す。
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当社および子会社は、国内の取引の場合には一定金額以上の未収あるいは業況悪化等の懸念のある取

引について月３回の頻度で審査しています。支払期日を90日以上超過した取引は、リスク管理本部長に報

告されます。当社および子会社は、元本または利息が支払期日より90日以上超過しても回収されない場

合、または経営陣が回収可能性に懸念があると判断した場合は、それ以前であってもファイナンス・リー

ス投資および営業貸付金にかかる収益の計上を停止しています。ファイナンス・リース投資および営業

貸付金にかかる収益計上の停止の判断は、一般的な経済環境、個々の顧客の信用状況、および過去の償却

実績、未収およびその発生状況などの要因を基に行っています。不良債権に対し引当金を計上した後も、

担保の質、債務者の経営状況、およびその他の重要な要因を注意深くモニタリングしています。債務者か

らの継続的回収可能性がほとんどないと判断した場合には、リース資産または貸付金の担保資産を売却

し、残リース債権または貸付債権は貸倒処理されます。

当社および子会社の方針では、顧客に対する債権が回収不能かつ貸倒処理が妥当と評価するにあたり、

経営陣の判断を必要とします。このような判断に際して、経営陣は、日本の税法に定められている償却基

準(債権者集会での回収条件の緩和、会社更生法等による債務免除、あるいは債務者との取引停止期間が

１年以上を経過する等)を考慮に入れています。

　

有価証券の減損

当社および子会社は、有価証券の公正価額が取得原価を著しく下回り、その下落が一時的ではないと判

断した場合に、連結損益計算書において有価証券評価損を計上しています。当社および子会社は通常次の

条件に該当した場合に、短期売買目的有価証券を除くすべての投資有価証券に対しての評価損を計上し

ています。

　

・売却可能持分証券の公正価額が、取得原価(または過去に評価減を計上した場合、評価減後の帳簿価額)

を著しく下回る期間が６ヶ月を超えて継続した場合。

・売却可能負債証券の発行体の信用格付が著しく低下したあるいは債務不履行等の状況に陥り、公正価

額の下落が一時的ではないと判断される場合。

・持分証券の公正価額が帳簿価額を著しく下回る期間が６ヶ月を超えていない場合において、公正価額

の下落が発行者の経営状態に基づくもので、単に株式市場全般の下落に伴うものではないため、その公

正価額が６ヶ月以内に回復不能と考えられる場合。

・その他の有価証券の価値の下落が一時的ではないと判断される場合。

　

一時的ではない下落の判断を伴う見積もり時点では、非常に不確定な将来予想に基づいた見積もりが

含まれています。連結会計年度末において評価損を計上するべき事実が存在するかを判定するには、主に

客観的要因に基づいた経営陣の判断が必要とされます。当社および子会社における株式保有の分散化と

金額の大きさから、不安定に上下する株式市場において、下落が一時的ではないと判断することは困難に

なっています。

債券発行体の財務状況が悪化した場合、投資先の予想が達成できない場合、あるいは実際の市況が経営

陣の予測より悪化した場合において、当社および子会社は有価証券の追加損失を計上する可能性があり

ます。
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営業権および償却しない無形資産の減損

当社および子会社は、営業権および償却しない無形資産について少なくとも年１回の減損テストを

行っています。また、減損の可能性を示す事象または状況の変化が起きた場合、発生した時点において減

損テストを行っています。

営業権の減損は、それぞれのセグメントまたはそれよりひとつ下のレベルの単位で、２段階の手続きに

よって行われます。第１ステップは、判定単位の営業権を含む帳簿価額と公正価額を比較し、潜在的な減

損の把握を行います。営業権を含む帳簿価額が公正価額を上回っている場合、減損金額を測定するため第

２ステップの判定を行います。第２ステップは、営業権の帳簿価額と公正価額を比較します。営業権の帳

簿価額が公正価額を上回っている場合、超過額を評価損として認識します。営業権の公正価額は、企業結

合において認識される営業権の金額の決定と同じ手法により決定されます。償却しない無形資産の減損

テストは、無形資産の帳簿価額と公正価額を比較して行われます。無形資産の帳簿価額が公正価額を上

回っている場合、超過額を評価損として認識します。

営業権の減損判定の第１ステップおよび第２ステップにおける公正価額の決定は、経営陣の将来予測

に基づいた見積もりや独自に定めた前提が使用されています。同様に、見積もりや前提は償却しない無形

資産の公正価額の決定にも使用されています。公正価額の決定は、割引キャッシュ・フローにより社内で

評価されていますが、必要な場合は第三者による評価を参考にしています。またこの決定は、判定単位の

将来の見積もりキャッシュ・フロー、個別のリスクを反映した割引率、成長率など多くの見積もりや前提

が使用されます。経済情勢や判定単位独自のリスクにより、実際の将来キャッシュ・フローや公正価額に

影響を与える各項目が経営陣の予測よりも悪化した場合、当社および子会社は追加で減損を計上する可

能性があります。

　

長期性資産の減損

当社および子会社は、使用目的で保有している有形固定資産や償却対象となる無形資産および不動産

開発プロジェクトを含む長期性資産について、定期的に減損判定を実施しています。以下のような減損し

ていることを示唆する状況や環境の変化が生じた場合、回収可能性の判定を行います。

　

・市場価値の著しい低下

・使用状況や方法、物理的状態の著しい悪化

・規制当局による不利な行為または査定を含む、法的規制や経営環境の著しい悪化

・取得や建設コストの大幅な見積超過

・継続的な営業損失、キャッシュ・フロー損失の発生あるいは発生見込み

・将来売却の予定であるが、その際に売却損が計上される見込み

　

上記のケースに該当するか、その他の要因により減損している可能性があると判断される場合、当該資

産から生じる将来キャッシュ・フローを見積もります。将来キャッシュ・フローの見積もりは、将来の市

況および営業状況の最善の見積もりを反映して調整された過去の実績の傾向を斟酌して行います。さら

に見積もりには、将来キャッシュ・フローを見積もる期間を含んでいます。回収可能性テストの結果、当

該資産から生じると予想される割引前見積将来キャッシュ・フローの総額が当該資産の帳簿価額を下回

り、かつ当該資産の公正価額が帳簿価額を下回る場合には、当該資産を公正価額まで評価減しています。

減損していると判断された場合、減損額は帳簿価額と公正価額の差額となります。公正価額は、同種の

資産の売却を含む最近の取引事例やその他の評価技法に基づき、独立した鑑定機関や内部の不動産鑑定

士によって評価されます。実際の市況および使用状況が経営陣の予測より悪化した場合には、見積将来

キャッシュ・フローの下方修正あるいはキャッシュ・フロー見積期間の短縮をもたらし、減損の追加計

上が必要となる可能性があります。さらに、前提としたビジネスや営業状況の想定外の変化により、公正

価額の下方修正を招くような見積もりの変更が生じ、長期性資産の評価に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

長期性資産の減損に関する会計上の見積もりは、全セグメントに影響する可能性があります。

　

ファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースの無保証残存価額
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当社および子会社は、ファイナンス・リースにおいてリース期間にわたり収益として認識される未実

現リース益を計算する際、また、高い陳腐化リスクおよび再販リスクを持つオペレーティング・リースの

減価償却額を計算する際において、リース物件(不動産を除く、上記「長期性資産の減損」参照。)の無保

証残存価額を見積もっています。無保証残存価額は、中古物件の市場価額および陳腐化する時期、程度に

ついての見積もりを勘案して決定されています。中古物件にかかる実際の将来的な再リース需要や実際

の市場状況が経営陣の予測を下回る場合、無保証残存価額の評価損が必要とされる可能性があります。

ファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースに対する無保証残存価額の会計上の見積もり

は、主に法人金融サービス事業、自動車事業、レンタル事業の各セグメントおよび海外の全セグメントに

影響します。

　

保険契約債務および繰延募集費用

当社の子会社はお客様と生命保険契約を締結しています。将来保険給付債務は、予想される将来の保険

加入者への保険給付金に基づく平準純保険料方式によって算出されています。保険契約は長期契約に分

類され、主に終身保険、定期保険、養老保険および医療保険契約等から構成されています。必要とされる保

険契約債務および保険契約準備金の算出は、死亡率、契約脱退率および保険契約締結時における将来投資

利回りと適切なその他要素が反映されています。当該生命保険子会社は継続的に保険契約債務の計算に

用いた見積もりや仮定の変化の可能性を再評価し、これらの再評価を認識済みの給付債務の修正、保険契

約引受基準および募集の調整に反映しています。死亡率、契約脱退率、投資利回り、およびその他の要素が

保険契約債務を適切に反映していない場合は、不足分について準備金を設定する可能性があります。

米国財務会計基準書第60号(保険企業の会計処理と報告)は、保険契約の引き受け時に発生する費用(募

集費用)を繰り延べ、保険料収入の認識に応じた期間で償却することを要求しています。繰延募集費用は

新規および更新保険契約の募集に関連する費用であり、保険契約維持費等を除く実質的な初年度委託手

数料および保険引受費用です。繰延募集費用の未償却残高が、保険料収入および運用益によって回収可能

かについて定期的に見直しが行われます。回収不能と判断された場合は、当該費用はその期の損益として

認識されます。想定の計算に利用する契約脱退率、投資利回り、死亡率、経費率、解約費などの過去のデー

タが将来の収益性を適切に反映していない場合は、追加の償却が必要となる可能性があります。

保険契約債務および繰延募集費用に関する会計上の見積もりは、生命保険事業に影響します。

　

ヘッジ取引の有効性評価と非有効部分の測定

当社および子会社は、ヘッジ目的で通貨スワップ、金利スワップおよび先物為替予約を利用し、公正価

値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、外貨ヘッジの適用にあたり、公正価額の変動を測定し会計処理

しています。

ヘッジ会計を適用するために、リスク管理の目的、ヘッジの方針、ヘッジ対象、ヘッジされる特定のリス

ク、利用するデリバティブ商品、および有効性の評価方法を含めたヘッジ関係の詳細を、ヘッジ取引開始

時に正式に文書化しています。ヘッジ目的で利用されるデリバティブは、ヘッジされたリスクおよび取引

開始時に定めた有効性の要件に対して、適切に公正価額もしくはキャッシュ・フローの変動を相殺する

ことに高度に有効でなければなりません。

ヘッジの有効性は実績および将来予測に基づき四半期ごとに評価されます。また非有効部分も四半期

ごとに測定され、その結果は損益に計上されています。ヘッジ取引の開始時または四半期ごとの評価にお

いて、有効性の前提となる特定の条件が満たされない場合、ヘッジ会計は中止されます。ヘッジ取引の有

効性の評価および非有効部分の測定を行うために、回帰分析および比率分析等の手法を用いています。
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年金制度

年金制度において予測給付債務および年金費用の見積もりは、主に従業員数、会計で用いられる年金数

理計算上の基礎率、年金資産長期期待収益率および割引率によって決定します。

年金費用は、制度の対象となる従業員数の影響を直接的に受けます。企業内部の成長または買収に伴う

雇用の拡大によって、年金費用が増加する可能性があります。

予測給付債務の見積もりにおいて、年金数理計算の基礎率として死亡率、制度脱退率、退職率および昇

給率を用いています。計算数値と実際の結果が異なる場合は、米国財務会計基準書第87号(事業主の年金

会計)に従ってその差異は累積され将来期間にわたって償却されるため、測定の結果は将来期間に認識さ

れる年金費用および債務に影響を与えます。

年金資産長期期待収益率については、年金資産のポートフォリオの内容およびこれらのポートフォリ

オから生じる長期期待収益率に基づいて毎期決定しています。長期期待収益率は、従業員が勤務の結果と

して生じる給付を受けるまでの期間に、実際に年金資産から生じる長期の収益率に近似するように設定

されます。その設定にあたっては、年金資産のポートフォリオから生じた過去の実際の収益や様々な資産

から生じる個々の独立した予定利率を含む、多くの要素を用いています。

年金資産および予測給付債務の測定日は主として、３月31日です。割引率や他の基礎率を一定として、

長期期待収益率が１％上昇または低下した場合、年金費用は約848百万円減少または増加すると想定され

ます。

割引率は、将来の年金債務の現在価値を決定するために用いています。割引率は、満期が将来の確定給

付の支払時期に近似している安全性の高い長期の固定利付債券の利率を考慮しています。割引率は、毎年

測定日に決定しています。

長期期待収益率および他の基礎率を一定として、割引率が１％上昇した場合、年金費用は約894百万円

減少すると想定されます。また、長期期待収益率および他の基礎率が一定として、割引率が１％低下した

場合、年金費用は約1,055百万円増加すると想定されます。コリドー方式を採用しているため、割引率の

１％上昇に伴う年金費用の減少額と、割引率の１％低下による年金費用の増加額は異なります。

当社および子会社は、年金計算に用いる見積もりおよび基礎率は適切であると考えていますが、実際の

結果との差異やこれらの基礎率あるいは見積もりの変更は、当社および子会社の年金債務および将来の

費用に不利な影響を及ぼす可能性があります。

平成19年３月31日に、当社および子会社は米国財務会計基準書第158号(給付建年金および他の退職後

給付制度に関する雇用主の会計処理－米国財務会計基準書第87号、88号、106号および第132号(Ｒ)の改訂

－)の積立状況の認識および開示に関する規定を適用し、年金資産の公正価額と給付債務の差額として測

定される年金制度の積立超過額または積立不足額を、連結貸借対照表において、資産または負債として認

識しており、これに対応する調整をその他包括利益(損失)累計額(税効果控除後)に計上しています。
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法人税等

当社および子会社は、連結財務諸表作成に際し、事業活動を行っている税管轄地ごとに法人税等の見積

もりを行っています。その過程においては、税務申告上と財務報告上とで処理が異なるために生じる一時

差異を算定すると共に、実際の連結会計年度の法人税等を見積もります。この一時差異は、連結貸借対照

表に繰延税金資産および負債として計上されます。当社および子会社は、繰延税金資産が将来の課税所得

により回収される可能性を評価しており、回収が見込めない場合には評価性引当金を計上しています。当

社および子会社が評価性引当金を計上、または連結会計年度中に評価性引当金を増加させるとき、連結損

益計算書において法人税等の費用を計上しています。

法人税等、未払法人税等(当期分)、繰延税金資産・負債、および繰延税金資産に対する評価性引当金の

決定においては、経営陣の重要な判断が求められます。当社および子会社は日本および海外各国で税務申

告を行っており、申告上で採用するあるいは将来採用するであろうタックス・ポジションについて、税法

上の技術的な解釈に基づき、申し立てや訴訟等による決定を含む税務調査において認められる可能性が

認められない可能性よりも高い場合に、その影響を財務諸表で認識し、税務当局との解決において実現す

る可能性が50％を超える最大の金額で当該認識基準を満たすタックス・ポジションを測定しています。

このタックス・ポジションの評価の過程においては、日本および海外各国の複雑な税法の適用について

の解釈を含む経営陣の判断が求められており、この判断が実際の結果と異なる可能性があります。また、

当社および子会社は、主に税務上の繰越欠損金にかかる一部の繰延税金資産について、期限が切れる前に

使用できることが不確実なため、評価性引当金を計上しています。繰越欠損金を使用できることは確実で

はありませんが、経営陣は、評価性引当金控除後のすべての繰延税金資産について実現する可能性は実現

しない可能性よりも高いと考えています。評価性引当金の計上は、当社および子会社が事業活動を行う税

管轄地ごとの課税所得および繰延税金資産が回収される期間の見積もりに基づいています。実際の結果

がこれらの見積もりと異なる場合、または当社および子会社が将来の期間におけるこれらの見積もりを

変更した場合、当社および子会社の財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす評価性引当金の追加

計上が必要となる可能性があります。

当社が永久的に再投資すると考えている一部の海外子会社の未分配利益に対する繰延税金負債は認識

していません。繰延税金負債は、当社が永久的に再投資しないことを決定したときに認識されます。した

がって、仮に未分配利益が配当として支払われた場合に支払うこととなる海外源泉税および日本の法人

税等に対する費用は計上していません。

　

　

監査委員会との討議および同委員会による検証

当社の経営陣は平成20年６月、特に重要度の高い個々の会計上の見積もりについて、その策定と選択を

監査委員会と討議しています。
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(3) 財政状態および経営成績の分析

①　連結業績総括

　

損益の状況

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

営業収益 1,124,960 1,154,054 29,094 3

営業費用 842,524 964,853 122,329 15

営業利益 282,436 189,201 △93,235△33

税引前当期純利益 316,349 249,766 △66,583△21

当期純利益 196,506 169,597 △26,909△14

　

営業収益

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

ファイナンス・リース収益 90,272 78,592 △11,680△13

オペレーティング・リース収益 251,482 290,743 39,261 16

貸付金および有価証券利息 201,531 227,020 25,489 13

有価証券等仲介手数料
および売却益

70,684 23,521 △47,163△67

生命保険料収入および運用益 132,835 128,616 △4,219 △3

不動産販売収入 87,178 88,445 1,267 1

賃貸不動産売却益 22,958 16,756 △6,202 △27

その他の営業収入 268,020 300,361 32,341 12

合計 1,124,960 1,154,054 29,094 3

　

当連結会計年度の営業収益は前連結会計年度比３％増の1,154,054百万円になりました。「ファイナ

ンス・リース収益」は、案件を選別し良質の営業資産（リスク・リターンに見合った資産）に投資す

る方針を継続しているため減少しました。「有価証券等仲介手数料および売却益」は、主に前連結会計

年度には株式会社あおぞら銀行の当社保有株式を一部売却したことによる売却益が計上されていたこ

とにより減少しました。一方、「オペレーティング・リース収益」は、自動車、不動産および測定機器等

のオペレーティング・リースが伸長したことにより増加しました。「貸付金および有価証券利息」は、

ノンリコース・ローンを含む法人向け融資などが伸長したことに伴い増加しました。
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営業費用

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

支払利息 80,871 106,140 25,269 31

オペレーティング・リース原価 162,014 185,278 23,264 14

生命保険費用 115,565 112,869 △2,696 △2

不動産販売原価 73,999 81,056 7,057 10

その他の営業費用 140,597 170,476 29,879 21

販売費および一般管理費 248,587 265,863 17,276 7

貸倒引当金繰入額 13,805 33,226 19,421 141

長期性資産評価損 1,027 1,742 715 70

有価証券評価損 5,592 8,290 2,698 48

為替差損(△益) 467 △87 △554 ―

合計 842,524 964,853 122,329 15

　

当連結会計年度の営業費用は、前連結会計年度比15％増の964,853百万円になりました。「支払利

息」は、金利が上昇したことに加え、借入債務の期中平均残高の増加により増加しました。「オペレー

ティング・リース原価」は、オペレーティング・リース投資の平均残高の増加に伴い増加しました。

「貸倒引当金繰入額」は、前連結会計年度において一部戻し入れがあったことや営業貸付金の増加に

加えて、最近の景気の減速などを反映し増加しました。「有価証券評価損」は、主に国内の株式市場の

下落により増加しました。

　

　営業利益、税引前当期純利益および当期純利益

営業利益は、主に「支払利息」、「販売費および一般管理費」、「貸倒引当金繰入額」が増加したこ

と、また「ファイナンス・リース収益」、「有価証券等仲介手数料および売却益」が減少したことによ

り、前連結会計年度比33％減の189,201百万円になりました。税引前当期純利益は、主に営業利益が減少

したことにより、前連結会計年度比21％減の249,766百万円になりました。

当期純利益は、税引前当期純利益が減少したことにより、前連結会計年度比14％減の169,597百万円

になりました。

基本的１株当たり当期純利益および希薄化後１株当たり当期純利益は、当連結会計年度ではそれぞ

れ1,860.63円および1,817.81円、また前連結会計年度ではそれぞれ2,177.10円および2,100.93円であ

ります。
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資産の状況

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

ファイナンス・リース投資 1,258,404 1,098,128△160,276△13

営業貸付金 3,490,326 3,766,310275,984 8

オペレーティング・リース投資 862,049 1,019,956157,907 18

投資有価証券 875,581 1,121,784246,203 28

その他営業資産 152,106 197,295 45,189 30

営業資産合計 6,638,466 7,203,473565,007 9

貸倒引当金 △89,508 △102,007 △12,499 14

その他 1,658,229 1,893,504235,275 14

資産合計 8,207,187 8,994,970787,783 10

　

当連結会計年度末現在における営業資産は、引き続き案件を選別した結果、前連結会計年度末に比べ

て「ファイナンス・リース投資」が減少しましたが、「営業貸付金」「オペレーティング・リース投

資」「投資有価証券」「その他営業資産」が前連結会計年度末に比べて増加し、前連結会計年度末比

９％増の7,203,473百万円になりました。

　

　株主資本、株主資本当期純利益率(ＲＯＥ)および総資本当期純利益率(ＲＯＡ)

株主資本は、前連結会計年度末から６％増加して1,267,917百万円になりました。「その他の利益剰

余金」が921,823百万円から1,081,219百万円に増加したこと、転換社債の株式への転換や事業買収に

おける株式交換などにより「資本金」および「資本剰余金」が19,109百万円増加したことが株主資本

の増加に寄与しました。

総資産が10％増加した結果、株主資本比率は14.55％から14.10％に減少しました。当期純利益の減少

により、ＲＯＥ、ＲＯＡは18.30％から13.78％、2.54％から1.97％にそれぞれ減少しました。
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②　連結業績概要

連結損益計算書中の諸科目、連結貸借対照表中の営業資産およびその他財務情報の詳細は以下のと

おりです。

　

営業収益、新規実行高および営業資産残高

　

ファイナンス・リース

　

ファイナンス・リースの状況

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減

金額 率
（百万円） （％）

ファイナンス・リース収益 90,272 78,592 △11,680△13

　国内 62,442 53,727 △8,715 △14

　海外 27,830 24,865 △2,965 △11

ファイナンス・リース新規実行高
(受取金額ベース)

720,840 654,987 △65,853 △9

　国内 566,863 444,401△122,462△22

　海外 153,977 210,586 56,609 37

ファイナンス・リース新規実行高
(購入金額ベース)

636,723 574,859 △61,864△10

　国内 501,699 390,377△111,322△22

　海外 135,024 184,482 49,458 37

ファイナンス・リース投資残高 1,258,404 1,098,128△160,276△13

　国内 966,907 829,139△137,768△14

　海外 291,497 268,989 △22,508 △8

　

　ファイナンス・リースは、国内では競争激化やリース業界全体での新規実行高が減少するという状況

のなか、当社および子会社は案件を選別し良質の営業資産(リスク・リターンに見合った資産)に投資

する方針を継続しているため、事業は減少傾向です。さらに、当連結会計年度では中小企業の業況の悪

化も手伝って、特に小口ファイナンス・リースの取扱いが減少しました。また、自動車リースの分野で

は、オペレーティング・リースが選好される傾向が強くなっていることも、国内でのファイナンス・

リースの新規実行高を減少させています。海外では、アジア各国で自動車リースを積極的に進めていま

すが、米州でのリース事業は縮小させており、また当連結会計年度においては為替の影響もあり、全体

での残高は減少しました。

　ファイナンス・リース収益は、前連結会計年度比13％減の78,592百万円になりました。国内では、前連

結会計年度後半に実施した証券化の影響や新規案件を慎重に選別しているために営業資産が減少した

ことに加え、ファイナンス・リース資産の解約・売却益や証券化による利益が減少したことなどによ

り、前連結会計年度の62,442百万円に比べて14％減の53,727百万円になりました。海外では、特に米州

において営業資産が減少したため、前連結会計年度の27,830百万円に比べて11％減の24,865百万円に

なりました。

　国内のファイナンス・リースの毎月末残高による平均利率は5.12％と、前連結会計年度の5.05％から

ほぼ横ばいとなりました。海外では、主にアジア地域において利率が低下したことから前連結会計年度

の9.43％から8.65％へ低下しました。
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　ファイナンス・リースの新規実行高(購入金額ベース)は、前連結会計年度比10％減の574,859百万円

となりました。国内では、引き続き案件を選別した結果、前連結会計年度比22％減少しました。海外で

は、主にアジア・大洋州・欧州地域での増加により、海外全体で前連結会計年度比37％増加しました。

　ファイナンス・リース投資残高は、前連結会計年度末に比べ13％減の1,098,128百万円となりました。

国内では、新規実行高が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ14％減少しました。海外では、米

州でのリース事業の縮小により前連結会計年度末に比べ８％減少しました。

　当連結会計年度末現在においてファイナンス・リース投資の総額の３％を単独で超える顧客はあり

ません。当連結会計年度末現在のファイナンス・リース投資の76％は国内の顧客、24％は海外の顧客と

の取引です。海外では、マレーシアが６％、インドネシアが５％を占めており、その他各国の資産残高で

５％を越えるものはありません。

　

ファイナンス・リース投資残高

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減

金額
（百万円）

率
（％）

情報関連機器・事務機器 171,389 130,075 △41,314△24

産業工作機械 189,319 169,952 △19,367△10

商業・サービス業用機械設備 147,436 115,675 △31,761△22

輸送機器 465,923 425,694 △40,229 △9

その他 284,337 256,732 △27,605△10

合計 1,258,404 1,098,128△160,276△13

　

情報関連機器・事務機器、産業工作機械、商業・サービス業用機械設備および輸送機器のファイナン

ス・リース投資残高は、国内および海外での減少により、それぞれ前連結会計年度末比24％、10％、22％

および９％の減少となりました。また、その他のファイナンス・リース投資残高は、主として国内での

減少により、前連結会計年度末比10％の減少となりました。

上記の表のファイナンス・リース投資残高には証券化により売却されたリース資産は含まれていま

せんが、証券化による売却益はファイナンス・リース収益に計上されています。当社および子会社は、

前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ167,567百万円、116,445百万円のファイナン

ス・リース資産(すべて国内のもの)を証券化により売却しましたが、これらはオフバランス処理され

ています。証券化による売却益は、前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ4,237百万

円、1,688百万円であり、ファイナンス・リース収益に計上しています。オフバランス処理されたファイ

ナンス・リース投資の残高は、前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ289,694百万

円、303,034百万円となっています。証券化により売却された資産を含めると、ファイナンス・リース投

資の総残高は、前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ1,548,098百万円、1,401,162百

万円となります。証券化に関する詳細は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　10

　資産の証券化」をご参照ください。
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アセットクオリティ

　

90日超未収債権額および貸倒引当金内訳

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

90日超未収債権額 21,149 22,637

ファイナンス・リース投資残高に占める90日超未収債権額割合 1.68％ 2.06％

ファイナンス・リース投資平均残高に占める貸倒繰入率* 0.14％ 0.73％

貸倒引当金残高 25,545 25,481

ファイナンス・リース投資残高に占める貸倒引当金の割合 2.03％ 2.32％

* 平均残高は四半期末残高により算出しています。

　

　ファイナンス・リース投資におけるアセットクオリティは、前連結会計年度は景気の回復に伴い改善

し、90日超未収債権額の割合は２％を下回りました。これと同時に平均残高に占める貸倒繰入率も前連

結会計年度は0.2％以下に減少しました。しかしながら、当連結会計年度においては、日本経済は住宅投

資の落ち込みやエネルギー・原材料価格の上昇、円高の影響などから減速傾向が明らかになり、調整色

が強まりました。主要顧客である中小企業もこれらの影響を受けており、全体として未収債権額、貸倒

引当金繰入額ともに増加しました。

　当連結会計年度末においてファイナンス・リース投資残高に占める90日超未収債権額割合が2.06％

へ増加したのは、未収債権額が海外では減少したものの、国内では最近の景気の減速を反映し増加した

ことが主な要因です。

　当連結会計年度末におけるファイナンス・リース投資残高に対する貸倒引当金の割合は下記事由に

より妥当であると判断しています。

・リース債権は全体として小口分散しており、１契約の損失額は比較的少額の発生ですむ可能性が高

いこと。

・すべてのリース契約はリース物件を担保としており、当該リース物件を売却することで、リース債権

の少なくとも一部を回収できると考えられること。

　ファイナンス・リース投資平均残高に対する貸倒損失率は、前連結会計年度において0.52％、当連結

会計年度において0.66％となっています。
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オペレーティング・リース

　

オペレーティング・リースの状況

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減

金額 率
（百万円） （％）

オペレーティング・リース収益 251,482 290,743 39,261 16

　国内 189,563 214,422 24,859 13

　海外 61,919 76,321 14,402 23

オペレーティング・リース新規
実行高

348,561 465,909 117,348 34

　国内 258,338 366,187 107,849 42

　海外 90,223 99,722 9,499 11

オペレーティング・リース投資
残高

862,049 1,019,956157,907 18

　国内 689,646 850,489 160,843 23

　海外 172,403 169,467 △2,936 △2

　

国内では近年、自動車事業および不動産事業に力を入れていることから、オペレーティング・リース

取引が増加しています。自動車事業で取り扱うリース車両の管理台数は引き続き増加しておりますが、

中でもオペレーティング・リース取引が増える傾向にあります。これは、レッサーにとって中古車市場

が安定しており残価リスクがとりやすいことと、レッシーからの要請などによるものです。不動産につ

いては、オフィスや物流倉庫を中心とした賃貸不動産の開発・投資を行い、一定期間でキャッシュ・フ

ローを安定化させた上で売却益を享受するというビジネスモデルで展開しており、当連結会計年度ま

では資産を積み増してきました。今後は開発・投資・売却のサイクルを維持することで、資産規模は当

面現状を維持する予定です。また、測定機器等のレンタル事業においてはレンタル需要の回復に伴って

収益・資産ともに増加させました。海外においては、近年継続して自動車リースに注力しています。ま

た、船舶・航空機リースについてはその時々のマーケットの状況に鑑み、投資と売却を行っています。

　オペレーティング・リース収益は、前連結会計年度比16％増の290,743百万円になりました。国内で

は、自動車、不動産および測定機器等のオペレーティング・リースが伸長したことなどにより、前連結

会計年度の189,563百万円に比べて13％増の214,422百万円になりました。海外では、アジア・大洋州・

欧州地域における自動車のオペレーティング・リースが伸長したことなどにより、前連結会計年度の

61,919百万円に比べて23％増の76,321百万円になりました。オペレーティング・リース収益には賃貸

不動産以外のオペレーティング・リース資産の売却益が含まれており、前連結会計年度および当連結

会計年度においてそれぞれ12,105百万円、15,217百万円が計上されています。

　オペレーティング・リース新規実行高は、国内および海外における賃貸不動産および自動車を主とす

る輸送機器の購入が増加したことにより、前連結会計年度比34％増の465,909百万円となりました。

　オペレーティング・リース投資残高は、前連結会計年度末比18％増の1,019,956百万円となりました。

主に賃貸不動産や輸送機器の増加により、国内では前連結会計年度末比23％の増加となりましたが、海

外では為替の影響により前連結会計年度末比２％の減少となりました。
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オペレーティング・リース投資残高

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減

金額
（百万円）

率
（％）

輸送機器 340,850 383,298 42,448 12

測定・分析機器、情報関連機器 61,463 67,871 6,408 10

不動産他 440,082 552,239 112,157 25

未収レンタル料 19,654 16,548 △3,106 △16

合計 862,049 1,019,956157,907 18

　

輸送機器のオペレーティング・リース投資残高は、主に国内における自動車のオペレーティング・

リースの増加により、前連結会計年度末比12％増の383,298百万円となりました。測定・分析機器、情報

関連機器のオペレーティング・リース投資残高は、国内・海外ともに増加したことにより、前連結会計

年度末比10％の増加となりました。また、不動産他のオペレーティング・リース投資残高は、主に国内

で増加したことにより、前連結会計年度末比25％の増加となりました。

　

営業貸付金および投資有価証券

　

営業貸付金

　

営業貸付金の状況

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

増減

金額 率
（百万円） （％）

貸付金利息* 181,972 204,577 22,605 12

　国内 149,628 169,629 20,001 13

　海外 32,344 34,948 2,604 8

営業貸付金新規実行高 2,226,282 2,331,331105,049 5

　国内 1,941,828 2,083,643141,815 7

　海外 284,454 247,688 △36,766△13

営業貸付金残高 3,490,326 3,766,310275,984 8

　国内 3,145,424 3,407,568262,144 8

　海外 344,902 358,742 13,840 4

  *   生命保険事業に関連する貸付金から生じる損益は、連結損益計算書上「生命保険料収入および運用益」に計上され
ております。

　

近年、法人金融サービス事業、不動産関連ファイナンス事業、および米州において法人向け融資に注

力してきましたが、当連結会計年度後半以降は景気の先行きに不透明感が増してきたため、慎重に取り

組む方針へ転換しました。

貸付金利息は前連結会計年度比12％増の204,577百万円となりました。国内では、主としてノンリ

コース・ローンを含む法人向け融資などが伸長した結果、前連結会計年度比13％の増加となりました。

海外では、主に米州における法人向け融資の伸長により、前連結会計年度比８％の増加となりました。

毎月末残高による国内貸付金の平均利率は、主にサービサー事業の平均利率が低下したことにより

前連結会計年度の4.71％に比べて当連結会計年度は4.69％に低下しました。毎月末残高による海外貸

付金の平均利率は、主に米州における市場金利の低下により、前連結会計年度の10.50％から当連結会

計年度は9.49％に低下しました。
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営業貸付金新規実行高は前連結会年度比５％増の2,331,331百万円となりました。これは主に国内に

おけるノンリコース・ローンや法人向け融資の伸長によるものです。

営業貸付金残高は前連結会計年度末比８％増の3,766,310百万円となりました。国内では主にノンリ

コース・ローンや法人向け融資が増加したことから前連結会計年度末比８％の増加となり、海外では

主に米州の法人向け融資の伸長により前連結会計年度末比４％の増加となりました。

当連結会計年度末現在において、営業貸付金のうち90％は国内向け、８％は米州向けとなっていま

す。

　

次の表は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における国内および海外の営業貸付金残高

で、国内については個人または法人向けの種類別に示したものです。当連結会計年度末現在、国内の個

人および法人向け営業貸付金総額の４％を占める121,884百万円は、生命保険事業に関連するものであ

ります。これらの貸付金からの収益は、連結損益計算書上、生命保険料収入および運用益に含まれてい

ます。

　

営業貸付金残高

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額 率
(百万円) (％)

国内個人向け：

　住宅ローン 627,659 661,911 34,252 5

　カードローン 335,288 343,963 8,675 3

　その他 92,666 59,638 △33,028△36

小計 1,055,613 1,065,512 9,899 1

国内法人向け：

　不動産業 620,946 844,985 224,039 36

　商工業およびその他 1,302,595 1,318,621 16,026 1

小計 1,923,541 2,163,606240,065 12

中計(国内) 2,979,154 3,229,118249,964 8

海外貸付(法人その他) 304,391 330,544 26,153 9

買取債権* 191,959 192,275 316 0

初期直接費用 14,822 14,373 △449 △3

合計 3,490,326 3,766,310275,984 8

*   買取債権とは、米国公認会計士協会意見書第03-3(譲渡により取得された貸付債権または負債証券の会計処理)に
従って、当初契約実行時より債務者の信用リスクが悪化し、取得時において契約上要求されている支払額の全額は
回収できないと想定される債権をいい、主として国内の住宅ローン債権および法人(不動産業、商工業およびその
他)向け債権が含まれています。

　

当連結会計年度末現在において、営業貸付金総額の25％の927,678百万円は不動産業および建設業向

けであります。このうち営業貸付金総額の１％にあたる41,939百万円は個別に回収可能性の評価を

行っており、6,574百万円の貸倒引当金を計上しています。当連結会計年度末現在において、営業貸付金

総額の７％の256,494百万円は娯楽産業向けであります。このうち営業貸付金総額の１％の30,090百万

円は個別に回収可能性の評価を行っており、4,782百万円の貸倒引当金を計上しています。

当連結会計年度末現在、国内個人向け貸付金残高はオリックス証券による顧客への信用取引の貸付

金が減少しましたが住宅ローンが増加したことにより、前連結会計年度末比１％増の1,065,512百万円

になりました。信用取引の貸付金残高は、一般的に市場の変動に左右されます。国内法人向け貸付金残

高は主に不動産業向け貸付金の増加により、前連結会計年度末比12％増の2,163,606百万円になりまし

た。
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上記の表の営業貸付金残高には証券化により売却された資産は含まれていませんが、証券化による

売却益は貸付金利息に含まれています。当社および子会社は、前連結会計年度および当連結会計年度に

おいてそれぞれ88,150百万円、59,161百万円の営業貸付金を証券化により売却しましたが、これらはオ

フバランス処理されています。証券化による売却益は、前連結会計年度および当連結会計年度において

それぞれ3,146百万円、1,155百万円であり、貸付金利息に計上しています。オフバランス処理された営

業貸付金の残高は前連結会計年度末および当連結会計年度末においてそれぞれ154,357百万円、

152,208百万円となっています。証券化により売却された貸付金を含めると、営業貸付金の総残高は前

連結会計年度末および当連結会計年度末においてそれぞれ3,644,683百万円、3,918,518百万円となり

ます。証券化についての詳細は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　10　資産の

証券化」をご参照ください。

　

アセットクオリティ

当社および子会社は、回収期日を経過した未収貸付金を個別引当対象貸付金と個別引当対象外貸付

金の２種類に分類しています。

　

貸付金投資残高(個別引当対象)

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

総対象債権額 100,589 165,283

要引当対象債権額 67,934 108,921

評価性引当金残高* 29,189 38,081

*   貸倒引当金は将来キャッシュ・フローの現在価値、債権の市場価額または、貸付金の回収が担保に依存している場
合は、担保の把握可能な公正価額に基づき個別に評価されます。

　

前連結会計年度および当連結会計年度における貸倒引当金の繰入額はそれぞれ4,942百万円および

13,664百万円であり、償却額はそれぞれ7,222百万円および4,633百万円であります。貸倒引当金繰入額

は、景気の減速を反映して個別引当対象貸付金が増加したことに伴い、前連結会計年度に比べて8,722

百万円増加しました。個別引当対象貸付金は増加したにもかかわらず、償却額は前連結会計年度に比べ

て2,589百万円減少しました。これは、個別引当対象貸付金の多くは、当連結会計年度において回収可能

性があると見込んでいるため償却するまでには至らなかったことによります。翌連結会計年度では償

却額が増加する可能性があります。

　

個別引当対象貸付金の国内・海外および種類別の内訳は以下のとおりであります。国内個人向け貸

付金は、主に契約条件の緩和により回収条件が変更されたため個別に回収可能性の評価を行った同種

小口の貸付金です。個別引当対象貸付金は、景気の減速を反映して主に国内の不動産業、商工業および

その他向けを中心に当連結会計年度において増加しています。

　

個別引当対象貸付金内訳

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

国内個人向け 17,878 20,595

国内法人向け

　不動産業 12,749 37,658

　商工業およびその他 48,785 80,356

小計 61,534 118,014

海外貸付(法人その他) 6,412 12,080

買取債権 14,765 14,594

合計 100,589 165,283
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未収貸付金のうち、個々の金額が少額のため、同種小口の多数の貸付金を１つのグループとして回収

可能性を評価する未収貸付金の情報は以下のとおりであります。

　

個別引当対象外90日超未収貸付金および貸倒引当金内訳

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

個別引当対象外90日超未収貸付金残高 12,656 15,333

個別引当対象外貸付金残高に占める90日超未収貸付金の割合 0.37％ 0.43％

営業貸付金平均残高に占める貸倒繰入率* 0.22％ 0.30％

個別引当対象外営業貸付金に対する貸倒引当金残高 34,774 38,445

個別引当対象外営業貸付金残高に占める貸倒引当金の割合 1.03％ 1.07％

* 平均残高は四半期末残高により算出しています。

　

個別引当対象外の90日超未収貸付金残高は当連結会計年度に21％増加しました。カードローンにお

ける90日超未収貸付金が増加したことが主な要因であります。

　

個別引当対象外90日超未収貸付金内訳

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

国内個人向け貸付

　住宅ローン 10,177 9,425

　カードローンおよびその他 2,376 5,861

海外貸付(法人その他) 103 47

合計 12,656 15,333

　

上記の同種小口の貸付金に対する損失に備えて貸倒引当金を設定しています。国内の住宅ローンに

ついてはその担保価値、過去の貸倒償却実績および債務不履行率に影響を及ぼすおそれがあると判断

される経済状況を慎重に検討して貸倒引当金を計上しています。

カードローンおよびその他についての貸倒引当金は、過去の貸倒償却実績、全般的な経済状況および

現在のポートフォリオ構成を勘案して決定しています。

90日超未収債権の大部分は住宅ローンであり、多種多様な個人を対象にしています。これら融資先の

個人層の信用度は総じて全国平均水準以上であり、支払余力も高いものがあります。このような状況を

踏まえ、当連結会計年度末における貸倒引当金残高は、妥当な水準と判断しています。

営業貸付金平均残高に対する貸倒償却額の割合は、前連結会計年度に0.22％、当連結会計年度に

0.16％となっています。当連結会計年度における営業貸付金平均残高に対する貸倒償却額の割合は、住

宅ローン債権の売却などによる貸倒償却額が減少し、営業貸付金が増加したために、前連結会計年度に

比べて低下しています。
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投資有価証券

当社および子会社は、多様な有価証券に多額の投資を行っています。有価証券投資の主なセグメント

は生命保険事業であり、当連結会計年度末における投資有価証券総額の約30％を占めています。これら

の大半は円建社債であり、主に固定金利付き証券です。

　

投資有価証券残高

前連結会計年度末
(百万円)

生命保険事業 その他 合計

短期売買目的有価証券 ― 45,912 45,912

売却可能債券 283,648 243,857 527,505

売却可能株式 9,054 113,338 122,392

その他の有価証券* 47,635 132,137 179,772

合計 340,337 535,244 875,581

　

当連結会計年度末
（百万円）

生命保険事業 その他 合計

短期売買目的有価証券 ― 34,535 34,535

売却可能債券 297,780 486,621 784,401

売却可能株式 12,920 87,456 100,376

その他の有価証券* 31,179 171,293 202,472

合計 341,879 779,905 1,121,784

* その他の有価証券は主として市場性のない株式、優先出資証券および投資ファンドであります。

　

投資損益は、生命保険事業で保有されているか否かによって、連結損益計算書上、異なる科目で表示

されています。

生命保険事業以外で保有する売却可能債券からの受取利息は、連結損益計算書では「貸付金および

有価証券利息」に計上されています。生命保険事業以外で保有する有価証券の利息を除くすべての損

益は(為替差損益を除く)、連結損益計算書では「有価証券等仲介手数料および売却益」に計上されて

います。生命保険事業で保有する有価証券のすべての損益は、連結損益計算書では「生命保険料収入お

よび運用益」に計上されています。

　

投資有価証券の状況

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

有価証券利息 19,559 22,443 2,884 15

　国内 4,406 12,685 8,279 188

　海外 15,153 9,758 △5,395 △36

投資有価証券新規実行高 331,055 688,148 357,093 108

　国内 314,678 666,296 351,618 112

　海外 16,377 21,852 5,475 33

投資有価証券残高 875,581 1,121,784 246,203 28

　国内 753,078 1,021,537 268,459 36

　海外 122,503 100,247 △22,256 △18
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生命保険事業以外で保有する投資有価証券からの利息は、国内では有価証券残高が増加したことに

より前連結会計年度比188％増の12,685百万円となり、海外では、米州において前連結会計年度に貢献

のあった有価証券利息が減少したことにより、前連結会計年度比36％減の9,758百万円となりました。

毎月末残高による国内投資有価証券の平均利率は、主に利率の高い商業用不動産を担保とした特定社

債への投資が増加したことにより、前連結会計年度の2.43％から当連結会計年度には2.87％へ上昇し

ました。毎月末残高による海外投資有価証券の平均利率は、前連結会計年度の9.66％から当連結会計年

度の9.76％のほぼ横ばいとなりました。

投資有価証券の新規実行高は前連結会計年度比108％増の688,148百万円となりました。国内におけ

る新規実行高は主に特定社債への投資の増加などにより、前連結会計年度比112％増となりました。海

外における新規実行高は、米州における増加などにより、前連結会計年度比33％増となりました。

投資有価証券残高は前連結会計年度末比28％増の1,121,784百万円となりました。国内における投資

有価証券残高は、主に特定社債の残高が増加したことにより、前連結会計年度末比36％増となりまし

た。海外の投資有価証券残高は、主に米州において短期売買目的有価証券の評価損を計上したことや為

替の影響により、前連結会計年度末比18％減となりました。

　

投資有価証券内訳

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

短期売買目的有価証券 45,912 34,535 △11,377 △25

売却可能有価証券 649,897 884,777 234,880 36

その他の有価証券 179,772 202,472 22,700 13

合計 875,581 1,121,784 246,203 28

　

短期売買目的有価証券残高は前連結会計年度末比25％減となりました。これは主に米州における債

券市場の下落によりハイ・イールド債の評価損を計上したことや為替の影響によります。売却可能有

価証券は、主に特定社債の残高が増加したことにより、前連結会計年度末比36％増となりました。当連

結会計年度末において米州の売却可能有価証券に含まれるＣＭＢＳ・ＲＭＢＳおよびハイ・イールド

債の残高は、それぞれ41,152百万円および7,835百万円となりました。その他の有価証券は主に優先出

資証券の残高が増加したことにより、前連結会計年度末比13％増となりました。

上記の表には証券化により売却された資産は含まれていません。当社および子会社は、前連結会計年

度および当連結会計年度においてそれぞれ12,519百万円、10,851百万円の投資有価証券を証券化によ

り売却しましたが、これらはオフバランス処理されています。投資有価証券の証券化による売却益は、

前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ379百万円、638百万円であり、有価証券売却益

に計上しています。オフバランス処理された投資有価証券残高は、前連結会計年度末および当連結会計

年度末においてそれぞれ41,535百万円、46,707百万円となっています。証券化についての詳細は「第５

　経理の状況　1　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　10　資産の証券化」をご参照ください。

投資有価証券についての詳細は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　９　投資

有価証券」をご参照ください。
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有価証券等仲介手数料および売却益

生命保険事業以外で保有する有価証券からの利息を除くすべての損益(為替差損益を除く)は、連結

損益計算書に「有価証券等仲介手数料および売却益」として計上されています。

　

有価証券等仲介手数料および売却益

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

有価証券等仲介手数料 7,851 6,879 △972 △12

有価証券売却益(純額) 62,833 16,642 △46,191 △74

合計 70,684 23,521 △47,163 △67

　

当連結会計年度における有価証券等仲介手数料および売却益は前連結会計年度比67％減の23,521百

万円となりました。有価証券等仲介手数料は、証券業からの収益が減少したことにより前連結会計年度

比12％減となりました。有価証券売却益は、国内においては主にベンチャーキャピタル事業からの収益

が減少したことおよび前連結会計年度には株式会社あおぞら銀行の東京証券取引所への上場に伴い、

当社保有株式を一部売却したことによる売却益が計上されていたこと、海外においては主に米州にお

ける債券市場の悪化からの短期売買目的有価証券の評価損が発生したことにより、前連結会計年度比

74％減となりました。

生命保険事業保有分を含む売却可能有価証券の未実現評価益は、前連結会計年度末および当連結会

計年度末においてそれぞれ97,493百万円、61,706百万円であり、未実現評価損は、前連結会計年度末お

よび当連結会計年度末においてそれぞれ2,843百万円、9,222百万円となっています。未実現評価益の減

少は主として国内証券市場の下落および米州における債券市場の悪化によります。

　

生命保険料収入および運用益

生命保険事業に関連して保有している有価証券、営業貸付金およびその他投資からの損益(貸倒引当

金繰入額は除く)はすべて、連結損益計算書上、「生命保険料収入および運用益」に計上されています。

　

生命保険料収入および運用益の内訳

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

生命保険料収入 121,373 120,527 △846 △1

生命保険事業にかかる運用益 11,462 8,089 △3,373 △29

合計 132,835 128,616 △4,219 △3

生命保険料収入および運用益は、前連結会計年度比３％減の128,616百万円となりました。生命保険

料収入は前連結会計年度比１％減、運用益は前連結会計年度比29％減になりました。
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生命保険事業の投資内訳

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

売却可能債券 283,648 297,780 14,132 5

売却可能株式 9,054 12,920 3,866 43

その他の有価証券 47,635 31,179 △16,456 △35

投資有価証券合計 340,337 341,879 1,542 0

貸付金その他 170,714 138,866 △31,848 △19

合計 511,051 480,745 △30,306 △6

リスクの低い公社債などの債券への投資を増やした結果、売却可能債券は増加し、その他の有価証券

は減少しました。貸付金その他は貸付金の回収額が多かったために19％減少しました。

　

生命保険事業にかかる運用益内訳

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

有価証券売却損益(純額) 3,208 1,342 △1,866 △58

貸付金利息および有価証券利
息等

8,254 6,747 △1,507 △18

合計 11,462 8,089 △3,373 △29

生命保険事業の詳細については「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　23　生命

保険事業」をご参照ください。

　

不動産販売収入

　

不動産販売収入の内訳

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

不動産販売収入 87,178 88,445 1,267 1

不動産販売収入は、国内におけるマンション分譲の引き渡し戸数が前連結会計年度の2,194戸から

1,931戸へと減少しましたが大洋州地域で不動産販売収入が計上されたことにより、前連結会計年度比

１％増の88,445百万円になりました。

　

賃貸不動産売却益

　

賃貸不動産売却益

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

賃貸不動産売却益 22,958 16,756 △6,202 △27

　

賃貸不動産売却益は主に、売却された賃貸不動産のうち非継続事業に該当しない案件が減少したこ

とにより、前連結会計年度比27％減の16,756百万円となりました。売却された賃貸不動産で、売却後も

当社および子会社が引き続き当該物件に重要な関わりをもつ場合に、当該物件の売却益を当科目に計

上します。当社および子会社が継続してサービスを提供しない物件の売却益は非継続事業からの損益

に計上されます。非継続事業からの損益の詳細については「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連

結財務諸表注記　26　非継続事業」をご参照ください。
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その他の営業

　

その他の営業の状況

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

その他の営業収入 268,020 300,361 32,341 12

　国内 203,823 236,341 32,518 16

　海外 64,197 64,020 △177 △0

その他営業取引新規実行高 215,409 152,480 △62,929 △29

　国内 214,115 152,480 △61,635 △29

　海外 1,294 ― △1,294 ―

その他営業資産残高 152,106 197,295 45,189 30

　国内 146,487 192,628 46,141 31

　海外 5,619 4,667 △952 △17

　

その他の営業収入は、前連結会計年度比12％増の300,361百万円になりました。国内では、主にゴルフ

場・研修所などの不動産運営事業の収益が増加し、また前連結会計年度中に取得した会社が期首から

貢献したことなどにより、前連結会計年度の203,823百万円に比べて16％増の236,341百万円になりま

した。海外では、前連結会計年度並みの64,020百万円になりました。

その他営業取引新規実行高は、主に前連結会計年度においてＰＦＩ事業の廃棄物処理施設が操業を

開始したことにより、前連結会計年度比29％減の152,480百万円となりました。その他営業取引には、そ

の他の営業収入にかかる営業資産に加え、分譲マンションや商業用不動産などの販売用不動産への新

規投資を含んでいます。

その他営業資産残高は前連結会計年度末に比べ30％増加し、197,295百万円となりました。この増加

は主として国内における不動産運営事業のための資産取得によるものです。

　

営業費用

　

支払利息

支払利息は、主に国内での増加により前連結会計年度比31％増の106,140百万円になりました。国内

では、金利が上昇したことに加え、借入債務の期中平均残高の増加により、前連結会計年度比50％増に

なりました。海外では、主に借入債務の期中平均残高の増加により前連結会計年度比６％増となりまし

た。

毎月末残高による国内における短期および長期債務の平均利率は、金利の上昇により前連結会計年

度の1.09％から当連結会計年度では1.33％に上昇しました。また、毎月末残高による海外の短期および

長期債務の平均利率は、米州における金利の下落を反映し前連結会計年度の5.66％から当連結会計年

度では5.41％に低下しました。金利の変動リスクについては「第２　事業の状況　４　事業等のリスク　

(１)　財務面に関するリスク　③　金利および為替相場の変動」をご参照ください。

　

オペレーティング・リース原価

オペレーティング・リース原価は、オペレーティング・リース投資の平均残高の増加に伴い、前連結

会計年度比14％増の185,278百万円となりました。
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生命保険費用

生命保険費用は、生命保険料収入の減少に伴い、前連結会計年度比２％減の112,869百万円となりま

した。収入から費用を控除したマージンは、前連結会計年度の13％から12％に縮小しました。

　

不動産販売原価

不動産販売原価は、開発中物件にかかる開発コストの増加などによる評価損を計上したことにより、

前連結会計年度比10％増の81,056百万円になりました。広告宣伝費やモデルルーム費用などの先行費

用が不動産販売原価には含まれています。なお、収入から原価を控除した粗利益は、評価損を計上した

ことにより、前連結会計年度の15％から当連結会計年度には８％へ悪化しました。

　

その他の営業費用

その他の営業費用は、前述のその他の営業収入と同様に前連結会計年度中に取得した会社の費用が

期首から計上されたことなどの要因により、前連結会計年度比21％増の170,476百万円になりました。

　

販売費および一般管理費

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

人件費 138,794 141,985 3,191 2

販売費 34,730 38,025 3,295 9

管理費 71,399 81,758 10,359 15

減価償却費 3,664 4,095 431 12

合計 248,587 265,863 17,276 7

　

従業員給与およびその他の人件費が販売費および一般管理費のほぼ半分を占め、残りは事務所賃借

料、通信費、旅費交通費等の一般管理費であります。当連結会計年度の販売費および一般管理費は、企業

買収における売主との契約が終了したことによる無形資産の一時償却費の計上などにより管理費が増

加したことに加え、前連結会計年度中に取得した会社の費用が期首から計上されたことや既存事業の

拡大に伴って、前連結会計年度比７％増加しました。

　

貸倒引当金繰入額

当社および子会社はファイナンス・リース投資および営業貸付金に対して貸倒引当金を設定してい

ます。当連結会計年度における貸倒引当金繰入額は前連結会計年度比141％増加しました。ファイナン

ス・リース投資に対する貸倒引当金繰入額は、前連結会計年度においては一部戻し入れがあったこと

などにより前連結会計年度比349％増加しました。個別引当対象外貸付金に対する貸倒引当金繰入額

は、主にカードローンに対する貸倒引当金繰入額が増加したことに伴い前連結会計年度比55％増加し

ました。個別引当対象貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、景気の減速により不動産業向けを中心に個

別引当対象貸付金が増加したことから前連結会計年度比176％増加しました。

　

次へ

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 52/288



貸倒引当金

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

期首残高 97,002 89,508 △7,494 △8

　ファイナンス・リース 30,723 25,545 △5,178 △17

　個別引当対象外貸付金 35,223 34,774 △449 △1

　個別引当対象貸付金 31,056 29,189 △1,867 △6

繰入額 13,805 33,226 19,421 141

　ファイナンス・リース 1,974 8,868 6,894 349

　個別引当対象外貸付金 6,889 10,694 3,805 55

　個別引当対象貸付金 4,942 13,664 8,722 176

取崩額(純額) △21,330 △18,568 2,762 △13

　ファイナンス・リース △7,121 △8,085 △964 14

　個別引当対象外貸付金 △6,987 △5,850 1,137 △16

　個別引当対象貸付金 △7,222 △4,633 2,589 △36

その他* 31 △2,159 △2,190 ―

　ファイナンス・リース △31 △847 △816 2,632

　個別引当対象外貸付金 △351 △1,173 △822 234

　個別引当対象貸付金 413 △139 △552 ―

期末残高 89,508 102,007 12,499 14

　ファイナンス・リース 25,545 25,481 △64 △0

　個別引当対象外貸付金 34,774 38,445 3,671 11

　個別引当対象貸付金 29,189 38,081 8,892 30

 *　その他には為替相場の変動および非継続事業からの損益への振替額が含まれています。

　

長期性資産評価損

米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に基づき、ゴルフ場、独身寮、

オフィスビル、ホテルおよび商業施設、および賃貸マンションなど国内外の保有不動産について減損判

定を行った結果、評価損は前連結会計年度比31％減の2,169百万円となり、長期性資産評価損および非

継続事業からの損益に計上いたしました(うち、長期性資産評価損への計上額は1,742百万円)。主なも

のは、開発予定の土地について計上することとなった1,555百万円です。

基準書第144号によれば、資産から生じる割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ると

見込まれ、かつ当該資産の公正価額が帳簿価額を下回るときは、当該資産は減損しているものとみなさ

れます。減損しているとみなされた資産は、評価損の計上により、見積公正価額まで減額されます。基準

書第144号に従った場合、見積将来キャッシュ・フローの比較的小さい変化が多額の評価損計上の結果

を招く可能性があります。見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回っているかぎりは、当該資産

は減損しているとはみなされません。しかしながら一旦見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下

回ると判断されると、当該資産は見積公正価額(原則として鑑定評価額)まで評価減されることになり

ます。減損の決定前に見積公正価額へ評価減することは認められていません。

当連結会計年度末現在、当社および子会社の長期性資産への投資額は1,435,234百万円でした。うち

1,148,027百万円は国内セグメント、197,810百万円は海外セグメントに属しており、その他は主に本社

部門の管理する社用資産です。国内セグメントの長期性資産のうち712,258百万円は不動産事業に属し

ています。長期性資産のセグメント別内訳については「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財

務諸表注記　32　セグメント情報」をご参照ください。
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有価証券評価損

当連結会計年度の評価損は主に国内の株式市場の下落により8,290百万円となり、前連結会計年度の

5,592百万円に比べ48％増加しました。有価証券の減損については「第２　事業の状況　７　財政状態お

よび経営成績の分析　(２)　重要な会計方針および見積もり　有価証券の減損」をご参照ください。

　

為替差損（△益）

当連結会計年度の為替差益は87百万円です。

　

持分法投資利益

持分法投資利益は、海外における利益は持分法適用会社の大韓生命株式の売却により減少しました

が、国内における共同事業体型のマンション分譲案件や持分法適用会社からの利益が増加したことに

より、前連結会計年度比51％増の48,343百万円になりました。

関連会社投資についての詳細は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　12　関連

会社投資」をご参照ください。

　

子会社・関連会社株式売却益および清算損

子会社・関連会社株式売却益および清算損は、主としてアジア地域における関連会社株式の売却益

や、国内の再生ビジネスにおける関連会社株式の売却益が計上されたため、前連結会計年度に比べて６

倍強の12,222百万円になりました。

　

法人税等

法人税等は主に税引前当期純利益の減少を反映し、前連結会計年度の126,320百万円から当連結会計

年度の98,984百万円へと27,336百万円減少しました。

  法人税等についての詳細は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　17　法人税

等」をご参照ください。

　

少数株主利益

少数株主利益は、主にHoulihan Lokey 社の少数株主にかかる利益が計上されます。当連結会計年度

の少数株主利益は前連結会計年度比19％減の3,918百万円になりました。

　

非継続事業からの損益

当社および子会社は、米国財務会計基準書第144号に準拠して開示を行っています。基準書第144号で

は、対象となるものが事業体の構成要素であり、独立した最小キャッシュ・フロー単位を有し、かつ重

要な継続的関与を持たないものにかかる営業損益を非継続事業として扱うこととなっています。した

がって、非継続事業からの損益には、重要な継続的関与がなくなった子会社および事業部門ならびに賃

貸不動産の売却もしくは処分による純利益が表示されています。税効果控除後の非継続事業からの損

益は、主に国内の賃貸不動産売却益が増加したことにより、前連結会計年度比103％増の21,800百万円

となりました。

　

異常損益項目

米国財務会計基準書第141号(企業結合)に準拠して、関連会社１社の取得時における純資産の公正価

額が購入金額を超過していたため、当連結会計年度において933百万円（税効果控除後）の異常損益を

計上しています。
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セグメント情報

以下に報告されているセグメントの財務情報は、経営陣による業績の評価および経営資源の配分の

決定に定期的に使用されているものです。報告セグメントは、主として、国内事業については事業の種

類によって、海外事業については地域によって分割されています。さらに詳しいセグメント情報、セグ

メント情報作成方法およびセグメント合計と連結財務諸表上の金額との調整については「第５　経理

の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　32　セグメント情報」をご参照ください。

前連結会計年度および当連結会計年度のセグメント利益のうち国内セグメントはそれぞれ79％およ

び79％を占めており、当連結会計年度末現在のセグメント資産の87％にあたる6,827,315百万円は国内

に計上しています。

前連結会計年度および当連結会計年度のセグメント利益のうち海外セグメントはそれぞれ21％およ

び21％を占めており、当連結会計年度末現在のセグメント資産の６％にあたる452,976百万円は米州

に、７％にあたる598,486百万円はアジア・大洋州・欧州に計上しています。

当社は、当連結会計年度より経営管理区分の見直しを行っており、従来その他の事業部門に含まれて

いた持分法適用会社のリース事業について、法人金融サービス事業部門に含めて開示しております。な

お、当連結会計年度の表示に合わせ、前連結会計年度も同様に組替再表示しております。

　

セグメント収益

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

国内事業部門

　法人金融サービス事業 123,328 131,139 7,811 6

　自動車事業 146,966 158,093 11,127 8

　レンタル事業 67,859 78,317 10,458 15

　不動産関連ファイナンス事業 82,345 91,179 8,834 11

　不動産事業 245,336 278,096 32,760 13

　生命保険事業 132,060 128,742 △3,318 △3

　その他の事業 145,443 126,343 △19,100△13

小計 943,337 991,909 48,572 5

海外事業部門

　米州 119,940 101,739 △18,201△15

　アジア・大洋州・欧州 103,593 121,988 18,395 18

小計 223,533 223,727 194 0

セグメント合計 1,166,870 1,215,636 48,766 4

連結財務諸表との調整 △41,910 △61,582 △19,672△47

連結財務諸表上の営業収益 1,124,960 1,154,054 29,094 3

(注) 「非継続事業からの損益」 については、各セグメントのセグメント収益に含めています。

　

次へ

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 55/288



セグメント利益

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

国内事業部門

　法人金融サービス事業 58,231 35,932 △22,299△38

　自動車事業 28,224 25,577 △2,647 △9

　レンタル事業 10,869 11,658 789 7

　不動産関連ファイナンス事業 44,682 42,089 △2,593 △6

　不動産事業 51,236 80,778 29,542 58

　生命保険事業 9,921 7,318 △2,603 △26

　その他の事業 60,387 24,720 △35,667△59

小計 263,550 228,072 △35,478△13

海外事業部門

　米州 31,315 16,198 △15,117△48

　アジア・大洋州・欧州 37,763 45,391 7,628 20

小計 69,078 61,589 △7,489 △11

セグメント合計 332,628 289,661 △42,967△13

連結財務諸表との調整 △16,279 △39,895 △23,616△145

連結財務諸表上の税引前当期純利益 316,349 249,766 △66,583△21

（注）当社の業績評価は、税引前当期純利益に税効果控除前の非継続事業からの損益、少数株主利益および異常損益項

目を加えて行っております。なお、セグメント利益には税金費用は含まれておりません。

　

セグメント資産

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

国内事業部門

　法人金融サービス事業 1,861,403 1,965,200103,797 6

　自動車事業 510,805 519,643 8,838 2

　レンタル事業 121,621 130,171 8,550 7

　不動産関連ファイナンス事業 1,517,927 1,932,874414,947 27

　不動産事業 901,237 1,053,364152,127 17

　生命保険事業 511,051 480,745 △30,306 △6

　その他の事業 773,595 745,318 △28,277 △4

小計 6,197,639 6,827,315629,676 10

海外事業部門

　米州 487,900 452,976 △34,924 △7

　アジア・大洋州・欧州 625,036 598,486 △26,550 △4

小計 1,112,936 1,051,462△61,474 △6

セグメント合計 7,310,575 7,878,777568,202 8

連結財務諸表との調整 896,612 1,116,193219,581 24

連結財務諸表上の総資産 8,207,187 8,994,970787,783 10
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<国内事業部門>

(a) 法人金融サービス事業部門

当事業部門を取り巻く事業環境は、当連結会計年度後半より大きく変化いたしました。期初の国内景

気拡大の見通し以上に、米国経済の減速懸念が高まり、円高、原油等の原材料費の上昇が進行したこと

により、中堅・中小企業においては一部で倒産件数が増加するなど、先行き不透明な状況が続いていま

す。

セグメント収益は、証券化による利益は減少しましたが、主に法人向け融資が伸長したことにより、

前連結会計年度比６％増の131,139百万円になりました。

セグメント利益は、営業収益は増加したものの、支払利息が増加し、貸倒引当金繰入額も最近の景気

の減速を反映して一部戻し入れがあった前連結会計年度より増加したことに加え、無形資産の一時償

却費が計上されたことなどにより、前連結会計年度の58,231百万円に比べて38％減の35,932百万円に

なりました。

セグメント資産は、法人向け融資が伸長したことにより、前連結会計年度末比６％増の1,965,200百

万円になりました。

　

(b) 自動車事業部門

セグメント収益は、自動車リース事業において、前連結会計年度に実施した証券化の影響で営業資産

が減少したことなどによりファイナンス・リース収益は減少しましたが、オペレーティング・リース

収益が増加したことなどにより、前連結会計年度比８％増の158,093百万円になりました。

セグメント利益は、オペレーティング・リースにかかる収益の増加に伴い営業費用が増加したこと

に加え、支払利息や、販売費および一般管理費の増加などにより、前連結会計年度の28,224百万円に比

べて９％減の25,577百万円になりました。オペレーティング・リースはファイナンス・リースに比べ

て営業費用が先行する特徴があることから、オペレーティング・リースによる新規実行が増加してい

る現状においては、一時的に当事業部門の収益性が低くなっております。

セグメント資産は、オペレーティング・リース資産が伸長したことにより、前連結会計年度末比２％

増の519,643百万円になりました。

　

(c) レンタル事業部門

セグメント収益は、測定機器などのオペレーティング・リース収益の増加などにより、前連結会計年

度比15％増の78,317百万円になりました。

セグメント利益は、営業収益の増加を反映し、前連結会計年度の10,869百万円に比べて７％増の

11,658百万円になりました。

セグメント資産は、ファイナンス・リース投資が減少したものの、オペレーティング・リース資産が

増加したことなどにより、前連結会計年度末比７％増の130,171百万円になりました。

　

(d) 不動産関連ファイナンス事業部門

過去数年間、国内における不動産ノンリコース・ローン市場は世界的な過剰流動性を背景に、資金流

入の傾向が続いてきました。当連結会計年度後半からはサブプライムローン問題を契機とする世界的

信用収縮の影響により投資家のリスク許容度が低下し先行きに注視が必要な状況になりました。

セグメント収益は、不動産の販売収入や証券化による利益が減少しましたが、ノンリコース・ローン

を含む法人向け融資事業からの収益が伸長したことなどにより、前連結会計年度比11％増の91,179百

万円になりました。
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セグメント利益は前連結会計年度の44,682百万円に比べて６％減の42,089百万円になりました。こ

れは、不動産の売却益や証券化利益の減少、支払利息の増加、貸倒引当金繰入額の増加(前連結会計年度

は一部戻し入れがあり)が主な要因です。

セグメント資産は、ノンリコース・ローンを含む法人向け融資などの増加により、前連結会計年度末

比27％増の1,932,874百万円になりました。

　

(e) 不動産事業部門

国際的な金融資本市場の混乱・信用収縮の影響を受けて、国内外の投資家のリスク許容度は当連結

会計年度後半より低下しており、国内の不動産事業を取り巻く環境は大きく変化しています。足許の不

動産市況は当面不透明と思われ、先のリスクが読みにくくなっています。こうした環境下では、オリッ

クスグループの多元的な情報収集能力や多角的な事業展開力を活かし付加価値の高い物件を提供する

ことで、競合他社との差別化をはかります。

セグメント収益は、不動産販売収入に計上されるマンション分譲の引き渡し戸数が減少しましたが、

オフィスビルなどの賃貸事業やゴルフ場・研修所などの不動産運営事業からの収益が増加し、賃貸不

動産売却益も増加したことにより、前連結会計年度比13％増の278,096百万円になりました。

セグメント利益は、マンション分譲事業において、開発中物件にかかる開発コストの増加などによる

評価損の計上などがありましたが、賃貸不動産売却益が増加したことに加え、持分法適用となる共同事

業体型マンション分譲の利益も増加したため、前連結会計年度の51,236百万円に比べて58％増の

80,778百万円になりました。なお、持分法適用となる共同事業体型を含むマンション分譲事業全体での

引き渡し戸数は、前連結会計年度の3,098戸から、当連結会計年度3,710戸となりました。

セグメント資産は、主にオペレーティング・リース資産などの営業資産の伸長により、前連結会計年

度末比17％増の1,053,364百万円になりました。

　

(f) 生命保険事業部門

セグメント収益は、保険料収入は前連結会計年度を下回り、運用益も減少したことにより、前連結会

計年度比３％減の128,742百万円になりました。

セグメント利益は、運用益の減少や、貸倒引当金繰入額が一部戻し入れのあった前連結会計年度に比

べて増加したことなどにより、前連結会計年度の9,921百万円に比べて26％減の7,318百万円になりま

した。

セグメント資産は、前連結会計年度末比６％減の480,745百万円になりました。

　

(g) その他の事業部門

セグメント収益は、前連結会計年度中に取得した会社が期首から貢献しましたが、ベンチャーキャピ

タル事業からの収益が減少し、前連結会計年度にはあおぞら銀行株の一部売却益が計上されていたこ

となどにより、前連結会計年度比13％減の126,343百万円になりました。

セグメント利益は、国内における持分法適用会社からの利益は増加しましたが、営業収益の減少が大

きかったことに加え、国内の再生ビジネスにおける子会社からの損失などが計上された結果、前連結会

計年度の60,387百万円に比べて59％減の24,720百万円になりました。

セグメント資産は、前連結会計年度末比４％減の745,318百万円になりました。
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<海外事業部門>

(a) 米州地域

セグメント収益は、法人向け融資からの収益が増加し賃貸不動産の売却益も増加しましたが、サブプ

ライムローン問題については直接的な影響はなかったものの、短期売買目的有価証券に計上されてい

るハイ・イールド債券投資の評価損が計上されました。これは債券市場の悪化に伴い、債券価格が下落

したことによるものです。さらに、前連結会計年度には追加的に貢献した有価証券売却益や有価証券利

息があったため、前連結会計年度比15％減の101,739百万円になりました。

セグメント利益は、営業収益が減少し、貸倒引当金繰入額が増加した結果、前連結会計年度の31,315

百万円に比べて48％減の16,198百万円になりました。

セグメント資産は、主として法人向け融資は増加しましたが、円高の影響やファイナンス・リース投

資の残高の減少などにより、前連結会計年度末比７％減の452,976百万円になりました。

　

(b) アジア・大洋州・欧州地域

当連結会計年度のセグメント収益は、前連結会計年度において計上されていた大洋州地域における

事業部門の売却益がなかったものの、自動車などのオペレーティング・リースが伸長し、不動産販売収

入や船舶関連の収益が計上されたことなどにより、前連結会計年度比18％増の121,988百万円になりま

した。

当連結会計年度のセグメント利益は、Korea Life Insurance Co.,Ltd.(大韓生命保険株式会社)の持

分を売却した結果持分法投資利益は減少しましたが、営業収益の増加に加え、当該株式の売却益が計上

されたことなどにより、前連結会計年度の37,763百万円に比べて20％増の45,391百万円になりました。

当連結会計年度のセグメント資産は、ファイナンス・リース投資やオペレーティング・リース資産

は増加しましたが、関連会社株式の持分売却や円高の影響により、前連結会計年度末比４％減の

598,486百万円になりました。
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(4) 資金調達および流動性

①　概要

オリックスグループは、運転資金の確保および事業拡大のために資金調達を常時必要としており、安

定的な調達を行うことと調達コストの削減を目指し、調達方法を多様化し、調達先の分散を図ってきま

した。

オリックスグループの資金調達は、主に金融機関からの借入と資本市場からの調達で構成されていま

す。資本市場からの調達比率は前連結会計年度末46％、当連結会計年度末47％となっています（資産の

証券化などのオフバランス調達は含んでいません。）。資本市場からの調達比率は、国内外の金融環境

等を鑑みながら機動的に調整しています。

前連結会計年度末および当連結会計年度末における長期借入比率は、ともに77％であり、徐々に長期

借入比率を高める方針です。なお、前連結会計年度末および当連結会計年度末における長期借入による

調達のうち、変動金利による調達、固定金利による調達が占める割合はそれぞれ概ね52％・48％、51％

・49％です。

オリックスグループでは主に国内において金融機関からの借入や資本市場からの調達を行っていま

すが、同時に海外においても必要な調達を行い、調達地域の分散を図っています。前連結会計年度末お

よび当連結会計年度末において、長短借入債務に占める国内調達比率*は、それぞれ88％および89％で

す。なお、前連結会計年度末および当連結会計年度末におけるセグメント資産の合計に占める国内事業

部門の資産の割合は、それぞれ85％および87％です。(*所在地が国内の会社の借入額をベースに計算し

ており、調達の一部は、海外事業部門での資産の取得等にも使われています。)

国内外の主要子会社は、当社と協議のうえで年間の資金計画を作成し、当社が資金繰りを随時モニタ

リングしています。さらに、国内子会社については、効率的な資金調達のため、キャッシュ・マネジメン

ト・システムを活用し、資金供給または、資金の吸収を通して当社にて集中管理を行っています。海外

子会社については、現地状況に応じて現地調達も行っています。調達した資金は、当該海外子会社の資

産の増加、負債その他の支払債務の償還原資となります。顧客への対応や様々な取引需要に迅速に応え

る事ができるよう、常に安定的な資金調達ができる事を最優先しています。営業や投資活動による資金

の必要性や資金需給のバランスをモニタリングしながら、タイムリーかつ機動的に資金調達を行うよ

うに努めています。

なお、当連結会計年度における世界経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した信用

収縮などの影響が見られましたが、オリックスグループの資金調達は引き続き安定しています。

　

格付

当社が発行する債券については、本有価証券報告書提出日現在、国内無担保普通社債およびユーロ・

ミディアム・ターム・ノート・プログラム（ユーロＭＴＮプログラム）は格付投資情報センター

（Ｒ＆Ｉ）で「Ａ+」、日本格付研究所（ＪＣＲ）で「ＡＡ-」の格付を取得しています。また、カウン

ターパーティー格付および長期優先債券格付は、スタンダード＆プアーズで「Ａ－」、無担保長期社

債、長期発行体格付は、ムーディーズ・インベスターズ・サービスで「Ａ３」を取得しています。国内

コマーシャル・ペーパー(ＣＰ)に関しては、Ｒ＆Ｉから「ａ-１」、ＪＣＲから「Ｊ-１+」の格付を取

得しています。

　

短期および長期借入債務の詳細については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注

記　14　短期および長期借入債務」をご参照ください。
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②　流動性の源泉

(a) 金融機関からの借入

借入先は多岐にわたり、大手銀行、地方銀行、生命保険会社、損害保険会社、農業系金融機関、外資

系銀行などとなっています。これら金融機関は当連結会計年度末現在約230社にのぼります。金融

機関からの借入残高の大半は日系金融機関からの借入となっています。なお、前連結会計年度末お

よび当連結会計年度末における金融機関からの短期借入債務はそれぞれ、502,897百万円および

655,549百万円、長期借入債務はそれぞれ、2,432,125百万円および2,693,233百万円です。 

　日本においては典型的なものですが、日本の銀行や保険会社からの借入契約のなかには、貸し手

が債権の保全のために合理的に必要と考える場合は貸し手の要求にもとづいて資産を担保として

差し入れることを約しているものがあります。また幾つかの銀行との借入契約においては、支払期

限の到来する借入契約と預金とを相殺する権利を銀行に与えており、また、デフォルト時やその他

幾つかの特定の条件下においては当該銀行に対するすべての借入債務と預金の相殺を認めている

場合もあります。これらの規定が行使されるかどうかは、そのときの実際の状況によりますが、現

時点において、当社は貸し手からこのような要求は受けていません。 
　
　 (b) コミットメントライン

オリックスグループは流動性の確保手段として、金融機関との間でシンジケート方式を含むコ

ミットメントライン契約を数多く締結しています。前連結会計年度末および当連結会計年度末に

おけるオリックスグループのコミットメントライン設定額総額は、それぞれ 767,004百万円およ

び689,698百万円です。このうち前連結会計年度末および当連結会計年度末における利用可能と

なっている金額はそれぞれ673,978百万円および480,250百万円です。当連結会計年度において、設

定額が減少しているのは、長期借入比率を上げ、流動性の安定性を高めるため、コミットメントラ

インの一部を長期借入に振り替えたことが要因の一つです。これらのコミットメントラインは、契

約の更新時期が一時期に重ならないように、その分散を図っています。なお、これらコミットメン

トラインのうち当社および海外現地法人数社が借入人となっているグローバル・コミットメント

ラインは、前連結会計年度末および当連結会計年度末でそれぞれ総額92,879百万円および125,691

百万円であり、利用可能額は92,879百万円および84,942百万円です。 

　コミットメントラインは、コベナンツ条項（誓約条項）を遵守していることが利用の条件となっ

ており、なかには自己資本比率維持などの財務制限条項の遵守や一定の格付を維持することが条

件のものも一部あります。また、コミットメントラインのうち大半は、一定時点から財政状況等に

重大な悪影響がないことを債務者が表明保証するよう求めています。 

　

(c) 資本市場からの調達

資本市場からの調達には、普通社債、ＣＰ、ユーロＭＴＮ、リース債権や営業貸付金等の証券化、

株式およびその他のエクイティ・ファイナンスが含まれます。

　

普通社債

日本の社債発行市場の拡大に伴い、当社も積極的に無担保普通社債を発行しています。国内普通

社債は主に機関投資家向けと個人向けに分けて発行し、投資家の分散化を図っています。前連結会

計年度末および当連結会計年度末における当社の国内機関投資家向け普通社債（私募を含む）

は、それぞれ 568,000百万円および683,000百万円であり、個人向け普通社債の残高は、それぞれ

350,000百万円および435,000百万円です。なお、当社は平成18年11月に米国ＳＥＣ登録方式で米ド

ル建無担保普通社債を総額1,000百万米ドル（満期平成23年11月）発行しました。また、当社連結

子会社であるORIX Leasing Malaysia Berhad（本社：マレーシア　クアラルンプール）は、マレー

シアにて、マレーシアリンギット建無担保普通社債を平成18年1月に150百万リンギット（満期平

成21年1月）、平成19年10月に200百万リンギット（満期平成22年10月）発行しました。
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ＣＰ

当社は投資家に直接発行できるＣＰ（ダイレクトＣＰ）の発行を推進し、投資家の開拓を進め

てきた結果、その投資家層は、投資信託、生命保険会社、損害保険会社、その他金融機関、さらに事業

法人等と多岐にわたり、また、主要な投資家は継続的に購入を行っており、ＣＰ発行の安定化が図

られています。ＣＰの発行に際しては、なるべく期日が重ならないように分散するようにしていま

す。前連結会計年度末および当連結会計年度末におけるオリックスグループのＣＰ残高は、それぞ

れ671,494百万円および661,550百万円となっています。前連結会計年度末および当連結会計年度

末におけるダイレクトＣＰ発行残高は、ＣＰ発行残高のそれぞれ72％および70％を占めています。

　

ＭＴＮ

海外での資金調達に関しては、現地での金融機関からの借入に加えて、ユーロＭＴＮの発行等に

より資金調達手段の多様化を図ってきました。当連結会計年度末現在、当社および海外現地法人２

社は5,000百万米ドルを発行上限とする「マルチ・イシュアー・ユーロ・ミディアム・ターム・

ノート・プログラム（ユーロＭＴＮプログラム）」を設定しています。ユーロＭＴＮ の発行は海

外の当該現地法人の資金需要にあわせて当社財務部が方針を策定しています。前連結会計年度お

よび当連結会計年度末におけるユーロＭＴＮの発行残高は、それぞれ80,819百万円および136,654

百万円です。このうち前連結会計年度、当連結会計年度における海外子会社の発行残高は、それぞ

れ80,819百万円および90,812百万円となっています。

　

証券化

オリックスグループは、国内外において積極的にリース債権、営業貸付金、特定社債を中心とす

る投資有価証券等の証券化を行っています。前連結会計年度末および当連結会計年度末において、

証券化により「売却」として会計処理が適用された各資産の合計残高は、それぞれ、485,586百万

円および501,949百万円であり、「担保付借入」として会計処理された支払債務の合計残高は、

260,529百万円および374,920百万円です。なお、国内の証券化市場は、米国等に比べて安定してお

り、オリックスグループの証券化による資金調達は引き続き安定しています。

　

エクイティおよびエクイティ関連ファイナンス

平成10年９月、当社はニューヨーク証券取引所に米国預託株式を上場しました。以降、継続的に

国内および海外市場においてエクイティ関連ファイナンスを行っています。

また、平成15年10月には、米国ＳＥＣに対してユニバーサル・シェルフ（Ｆ３）登録を行ったこ

とにより、総額500百万米ドルまでを下記の形で米国市場で調達することが可能になりました。

　　・普通社債　・劣後債　・ワラント　・普通株式　・優先株　・米国預託株式(ADS)

　

　これら債券、株式は個別でも同時でも発行することができます。（平成18年11月に発行した米ド

ル建無担保普通社債は、上述のＦ３登録とは別枠での発行です。）

　

(d) 現金および現金等価物

前連結会計年度末および当連結会計年度末における現金および現金等価物は、それぞれ、

215,163百万円および320,655百万円で、主に円建てです。

　

前へ　　　次へ
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③　借入債務

当社の資金調達は季節要因による影響は受けていません。資金需要は、営業活動の状況によっては各

会計年度末の時期に集中することがあります。しかしながら、これらの要因は年間の資金計画に含まれ

ており、こういった資金需要の集中などの季節要因が資金調達に重要な影響を及ぼすとは考えていま

せん。なお、一般的に、借入債務の資金使途についての制限はありません。しかしながら、ノンリコース

・ローンなどの場合は特定の目的に限定されています。

　

(a) 短期借入債務

　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

金融機関からの借入 502,897 655,549 152,652 30

コマーシャル・ペーパー 671,494 661,550 △9,944 △1

ミディアム・ターム・ノート ― 13,048 13,048 ―

合計 1,174,391 1,330,147155,756 13

　

当連結会計年度末における短期借入債務は1,330,147百万円であり、借入債務の総額に占める割合

は前連結会計年度末、当連結会計年度末ともに23％となっています。短期借入債務の49％は金融機関

からの借入となっています。

　

(b) 長期借入債務

　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

増減

金額
(百万円)

率
(％)

金融機関からの借入 2,432,125 2,693,233261,108 11

社債 1,089,584 1,270,428180,844 17

ミディアム・ターム・ノート 80,819 123,606 42,787 53

ファイナンス・リースおよび貸付
債権等の証券化に伴う支払債務

260,529 374,920 114,391 44

合計 3,863,057 4,462,187599,130 16

　

当連結会計年度末における長期借入債務は、4,462,187百万円であり、借入債務の総額に占める割

合は前連結会計年度末、当連結会計年度末ともに77％となっています。長期借入債務の60％は金融機

関からの借入となっています。

当連結会計年度末における長期借入債務の利払いのうち約49％は固定金利で、残りが主にTIBORお

よびLIBORをベースとした変動金利となっています。

長期借入債務の償還スケジュールや長短借入債務の金利の詳細については、「第５　経理の状況　

１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　14　短期および長期借入債務」をご参照ください。

当社は借入金の金利変動リスク管理の目的で様々な種類の金利契約を結んでいますが、詳細につ

いては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　28　デリバティブとヘッジ活

動」をご参照ください。
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(c) 預金

前記の長短借入債務に加えて、オリックス信託銀行㈱およびORIX Asia Limitedは預金の受け入れ

を行っています。オリックス信託銀行㈱の預金については、主に住宅ローンで運用しています。当連

結会計年度末における預金残高は470,683百万円で、前連結会計年度末より５％、24,209百万円増加

しました。 

　詳細については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　15　預金」をご参照く

ださい。 

 

　

　④　キャッシュ・フロー

　販売費および一般管理費のような営業費用の支払いを行うための現金以外に、以下の目的で現金が必

要になります。

・　長短借入債務の金利および元本の支払い

・　リース資産の購入、顧客への営業貸付金の実行、売却可能有価証券やその他の有価証券の購入、不動

産開発に伴う支出

　必要資金は、営業資産の新規実行高に大きく左右されます。リース資産や貸付金などの新規実行高が

増加すると、需要に応じて必要資金も増加し、反対に、減少するとそれに伴い必要資金も減少し、債務返

済額が増加します。

　前述の資金調達に加え、ファイナンス・リース投資や営業貸付金の元本返済による入金や、投資有価

証券やオペレーティング・リース資産の売却による入金もあります。利息および税金に関するキャッ

シュ・フローの情報については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　４　

キャッシュ・フローに関する情報」をご参照ください。

　

キャッシュ・フローの状況

　現金および現金等価物(以下「資金」という。)は、借入債務の増加により、前連結会計年度末より

105,492百万円増加し、320,655百万円になりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、「売却予定の営業貸付金の増加」や「棚卸資産の増加」およ

び「受入保証金の減少」などによる資金流出がありましたが、当期純利益に「減価償却費・その他償

却費」や「貸倒引当金繰入額」のような資金の動きを伴わない損益を加えた結果、156,287百万円の資

金流入になりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、「営業貸付金の元本回収」の増加による資金流入がありまし

たが、法人向け融資の伸長による「顧客への営業貸付金の実行」の増加や「売却可能有価証券の購

入」が増加したことなどにより、前連結会計年度の802,278百万円から838,331百万円の資金流出にな

りました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、営業資産の増加に伴い借入債務が増加したことにより、前連

結会計年度の545,014百万円から792,966百万円の資金流入になりました。

　

　⑤　買付予約額

　当連結会計年度末現在におけるリース資産の買付予約額は13,072百万円であります。その他詳細につ

いては「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　31　契約債務、保証債務および偶発

債務」をご参照ください。
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(5) オフバランスシート・アレンジメント

　①　特別目的事業体の利用

　当社および子会社は、リース債権、貸付債権等を定期的に証券化しています。証券化によって、資本市

場へのアクセスを可能にし、資金調達手段・投資家層の多様化が図られると同時に信用リスク・金利

変動リスクの低減化にも一部寄与しています。

　証券化においては、証券化の対象となる資産を特別目的事業体(ＳＰＥ)に譲渡し、その資産を担保と

した証券等を投資家に発行します。ＳＰＥは多くの場合、信託の形態をとります。証券化の際にＳＰＥ

を使用することは、証券化市場における慣例で、譲渡された資産を資産の譲渡人を含めた他の債権者か

ら隔離するために、ＳＰＥが倒産隔離の形態をとることがあり、もしこのような形態をとる場合には

(さらに特定の他の条件をみたすことを条件として)、譲渡された資産は当社および子会社の連結貸借

対照表から除かれます。当社および子会社が使用している一部のＳＰＥは、米国財務会計基準書第140

号(金融資産の譲渡およびサービス業務ならびに負債の消滅に関する会計処理)で定義されている適格

ＳＰＥと一致し、基準書第140号に従って、適格ＳＰＥの資産および負債は連結貸借対照表上、連結され

ていません。また、これらのＳＰＥは譲渡資産の債務者の債務不履行に際し、投資家が当社および子会

社の他の資産について請求権を持たない仕組みになっています。加えて、当社および子会社は投資家に

対し、取組にかかる支払保証を行っておらず偶発債務のエクスポージャーはありません。このような方

法で資産の証券化を行った場合、当社および子会社は連結貸借対照表に留保した劣後持分を計上して

います。劣後持分は譲渡資産から発生するキャッシュ・フローからＳＰＥの運営費用、優先する投資家

への配当ならびに元本償還金を控除した残余金から配当、元本償還金が支払われる権利のことで、譲渡

資産のパフォーマンス(信用リスク、期限前償還、金利水準等)による影響を受けます。表明保証に違反

した場合やリース債権が解約された場合など譲渡契約等に規定される一定の条件のもとで、当社およ

び子会社は証券化された資産を買い戻す事がありますが、買い戻し条項に該当する事象は当社および

子会社ではコントロール出来ません。当社および子会社はＳＰＥの取組において、時には投資家、サー

ビサーまたは管理者となることがあります。これらの取引の影響は連結財務諸表に反映されています。

　当社および子会社は、問題のあるリース債権、貸付債権あるいはその他の問題のある資産を、非連結の

ＳＰＥを使って処分していません。当社および子会社の役員、取締役および従業員は、ＳＰＥに対する

資本持分を保有しておらず、またＳＰＥから直接あるいは間接的な報酬を受け取っていません。ＳＰＥ

は当社および子会社の資本持分を保有しておらず、またそのような契約はありません。

ＳＰＥはＣＰを発行しておらず今後発行する可能性もございません。またＳＰＥは資産の譲り受け

時に社債もしくは受益権等を発行した後に、リファイナンス等の目的で追加的に社債もしくは受益権

等を発行する予定もございません。

　当社および子会社は、資産の証券化を行うにあたり、ＳＰＥを使用し続けていくつもりです。資産の証

券化に関する詳細については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　10　資産の

証券化」をご参照ください。

　

投資商品

　当社および子会社は、ＳＰＥに類似した形態である組合方式を利用した投資商品を提供しており、こ

の商品の販売および組成を行っています。投資家は、航空機、船舶やその他の大型物件を購入してリー

スするために必要な資金の一部を組合に投資し、残りの資金は組合がノンリコース・ローンの形態で

金融機関から調達します。この投資に関するリスクおよび便益はすべて投資家(および組合への資金の

貸し手)に帰属しており、リース事業から生じる損益は投資家が計上します。組成と販売、一部サービ

サーや組合管理者としての責任が当社および子会社の責任範囲です。組成や管理からの手数料は連結

財務諸表に計上しています。当社および子会社は組合または関係するＳＰＥに対して保証を行ってお

らず、貸付のコミットメントもしくは貸付残高もありません。

　

その他金融取引

　航空機、船舶および不動産に関連するファイナンス取引、投資ファンドに関する取引および不動産の

取得や開発プロジェクト等において、ＳＰＥに対してリース、ローン供与および出資をしている場合が

あります。ＳＰＥ形態を利用した取引については全て、米国会計基準審議会解釈指針第46号(2003年12

月改訂)(変動持分事業体の連結)に従って、当社および子会社がＳＰＥの主たる受益者となるような受

益持分を保有しているかどうかを判定します。当社および子会社がＳＰＥの主たる受益者であると結

論付けられた場合は当該ＳＰＥを連結し、それ以外の場合については、貸付金、リース、出資等として、

連結貸借対照表に計上されています。

　

　ＳＰＥを利用した取引に関する詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　

11　特別目的事業体を利用した取引」をご参照ください。

　

　②　コミットメント
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　当連結会計年度末現在における保証残高、貸付金およびその他のコミットメント契約の満期スケ

ジュールは以下のとおりです。

　

合計
(百万円)

１年以内
(百万円)

１年超～
３年以内
(百万円)

３年超～
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

保証残高 177,475 50,900 72,624 34,559 19,392

貸付金およびその他の
コミットメント契約

789,543 218,464 135,647 92,478 342,954

合計 967,018 269,364 208,271 127,037 362,346

　

コミットメント契約、保証債務および偶発債務の詳細については「第５　経理の状況　１　連結財務諸

表等　連結財務諸表注記　31　契約債務、保証債務および偶発債務」をご参照ください。

　

　③　契約上の義務の開示

　当連結会計年度末現在における契約債務の支払スケジュールは以下のとおりです。

　

合計
(百万円)

１年以内
(百万円)

１年超～
３年以内
(百万円)

３年超～
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

預金 470,683 206,992 165,869 97,812 10

長期借入債務 4,462,187747,5041,983,4691,367,598363,616

解約不能レンタル料の
支払予定額

17,740 3,453 4,675 2,523 7,089

リース資産の買付予約額 13,072 12,970 102 ― ―

解約不能なシステム
委託料の支払予定額

2,630 1,016 1,387 227 ―

金利スワップ：

想定元本
(変動から固定)

293,176 51,546 193,553 18,823 29,254

想定元本
(固定から変動)

73,151 2,414 56,243 11,494 3,000

合計 5,332,6391,025,8952,405,2981,498,477402,969

　

　上表に含まれないその他の科目には短期借入金、受入保証金、支払手形および買掛金等、保険契約債務

およびキャップがあります。当連結会計年度末におけるこれらの残高はそれぞれ1,330,147百万円、

163,872百万円、374,062百万円、486,379百万円、110百万円となります。年金制度およびデリバティブの

詳細については「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　18　年金制度、28　デリバ

ティブとヘッジ活動」をご参照ください。コミットメントおよび契約債務のための資金については、金

額、満期までの期間およびその他特性に応じて、当社および子会社の有する多様な資金調達源のいずれ

か、もしくはそのすべてから調達する予定であります。

　借入債務および預金の詳細については「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　14

　短期および長期借入債務、15　預金」をご参照ください。
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第３ 【設備の状況】

１ 【賃貸設備】

(1) 設備投資等の概要

当社および子会社では、オペレーティング・リース事業の一環として賃貸設備を保有しており、当連結

会計年度の投資額は465,909百万円であります。賃貸設備は主に不動産事業部門、自動車事業部門および

レンタル事業部門に関するものであります。

　

(2) 主要な設備の状況

当連結会計年度末現在におけるオペレーティング・リース事業の賃貸資産の内訳は次のとおりであり

ます。

　

金額(百万円) 構成比(％)

輸送機器 578,988 42.8

測定・分析機器、情報関連機器 180,835 13.4

不動産他 594,169 43.8

小計 1,353,992 100.0

減価償却累計額 △350,584 ―

差引残高 1,003,408 ―

未収レンタル料 16,548 ―

合計 1,019,956 ―

　

当連結会計年度において、当社および子会社の所有する賃貸設備に対し米国財務会計基準書第144号

(長期性資産の減損または処分の会計処理)を適用し、帳簿価額を切り下げております。主な内容につきま

しては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　25　長期性資産評価損」に記載のと

おりであります。

　

(3) 設備の新設、除却等の計画

当連結会計年度後１年間のオペレーティング・リース事業に関する賃貸資産の設備投資計画は以下の

とおりであります。

なお、除却等については通常の営業活動の範囲内での発生を予定しており、重要な計画はありません。

　

設備の内容 投資予定金額(百万円) 資金調達方法

賃貸設備 460,000自己資金、借入金および直接調達
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２ 【社用設備および賃貸目的以外の事業用設備】

(1) 設備投資等の概要

当社および子会社では、本社ビル他厚生福利の充実のために保有する社用設備と、ゴルフ場運営、研修

施設運営等の事業のために保有する設備への投資を行っており、当連結会計年度では全体で31,390百万

円の設備投資を行いました。

社用設備については、主に複数の事業別セグメントに関連する全社的資産であり、当連結会計年度にお

いては重要な新規投資は行っておりません。

賃貸設備を除く事業用の保有設備は、主に不動産事業部門に関するものであり、当連結会計年度におい

てはゴルフ場や研修所、ホテルなどの取得を中心に25,147百万円の投資を行いました。

当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

　

(2) 主要な設備の状況

当社および子会社における主要な設備は以下のとおりであります。

1)　提出会社

重要なものはありません。

　

2)　国内子会社

　

会社名
事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業

員数

(人)建物及び

構築物

機械装置

及び備品

土地

(面積千㎡)
合計

国内子会社 オリックス自動車㈱
オリックス乾ビル

(東京都港区)
全社的資産 社用設備 5,358 214

32,090

(2)
37,662916

国内子会社 オリックス不動産㈱
立川センタービル

(東京都立川市)
全社的資産 社用設備 10,119 24

14,217

(5)
24,3601,217

国内子会社 オリックス不動産㈱
クロス・ウェーブ

(千葉県船橋市)
不動産事業 研修施設 2,805 155

8,204

(3)
11,164 18

国内子会社
オリックス

資源循環㈱

彩の国資源循環

工場

(埼玉県大里郡

寄居町)

その他の事業
廃棄物

処理施設
4,36410,728

―

(―)
15,092 8

　

3)　在外子会社

重要なものはありません。

　

当連結会計年度において、当社および子会社の所有する賃貸目的以外の事業用設備に対し米国財務

会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)を適用し、帳簿価額を切り下げておりま

す。主な内容につきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　連結財務諸表注記　25　長期性資

産評価損」に記載のとおりであります。

　

(3) 設備の新設、除却等の計画

当社は、オリックスグループの大阪本社機能を集約することを目的とし、大阪市西区西本町に新本社ビ

ルを建設することとしました。

　当本社ビルは、2011年１月竣工予定であり、約300億円の投資を予定しております。

　その他当連結会計年度後１年間の重要な計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 259,000,000

計 259,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 92,193,067

　
　
　

92,201,867
　
　

※１

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部
ニューヨーク証券
取引所

―

計 92,193,06792,201,867― ―

(注) ※１　提出日現在の発行数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】
①　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権は次のとおりでありま
す。
平成14年６月26日定時株主総会決議及び平成14年10月25日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 872個 ※１ 846個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 87,200株※２ 84,600株※２

新株予約権の行使時の払込金額 745,200円※３ 745,200円※３

新株予約権の行使期間
　　　平成16年６月27日～
　　　平成24年６月26日

※４
　　　平成16年６月27日～
　　　平成24年６月26日

※４

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

　　 発行価格 　　　　 7,452円
　　 資本組入額　　　　3,726円

　　 発行価格 　　　　 7,452円
　　 資本組入額　　　　3,726円

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、監査役または使用人のいずれの
地位も失った日から１年を経過してい
ないこと(ただし、平成24年６月26日を
超えないこと)を要することとしてお
ります。なお、新株予約権者が、当該い
ずれの地位も失った後、再び当社また
は当社子会社等の取締役、監査役また
は使用人のいずれかの地位に就いたと
しても、当該１年の期限は何ら変更さ
れないものであります。 
　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、監査役または使用人のいずれの
地位についても旧商法その他日本の法
令若しくは海外の法令または当社若し
くは当社子会社等が定める社内規則に
規定される欠格事由、解任事由若しく
は解職事由が生じておらず、かつ当該
法令の違反若しくは社内規則の重大な
違反に該当する行為がないことを要す
ることとしております。ただし、当社
が、当該新株予約権者のこれまでの当
社または当社子会社等の業績向上への
貢献度、当該事由若しくは行為の内容
及びその治癒若しくは解消の状況を考
慮し、当該新株予約権の行使を認める
のが相当と判断した場合にはこの限り
ではありません。 
　新株予約権者は、平成16年６月26日以
前においては、新株予約権行使時にお
いて、当社または当社子会社等の理事
または理事に相当する職以下の職にあ
る使用人の地位を自己の都合により退
職していないことを要することとして
おります。 
　新株予約権者は、当社取締役会の承認
がない限り新株予約権の譲渡を行わな
いものとし、かついかなる場合におい
ても新株予約権について質入、譲渡担
保の設定その他の担保に供する等いか
なる処分も行わないものとしておりま
す。 
　新株予約権者は、１個の新株予約権を
分割して行使することはできないこと
としております。(新株予約権１個を最
低行使単位とする。) 
 

同左
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　　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者及びその相続人は、後
述の新株予約権割当契約に従い、新株
予約権を行使するものとしておりま
す。 
　その他の条件は、平成14年６月26日
開催の当社定時株主総会決議及び平
成14年10月25日開催の当社取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者と
の間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによっております。 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するには当社取締
役会の承認を要するものとしており
ます。ただし、新株予約権がストック
オプションを目的として発行される
ものであることに鑑み、当社と新株予
約権者との間で締結する新株予約権
割当契約において、新株予約権の全部
または一部を第三者に譲渡、質権、譲
渡担保の設定その他の担保に供する
等いかなる処分も一切することはで
きないことを規定しております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

※２　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数

は、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割

当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしておりま

す。

調整後株式数＝調整前株式数× 分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約

権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。

※３　新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)であります。新株予約権１個当たりの行使価額は、新株予約権の行使により発行または移転する場

合における１株当たりの行使価額(以下、「１株当たりの行使価額」という。)に前記「新株予約権の目

的となる株式の数」に定める新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。なお、新株

予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げることとしております。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行を行うとき(平成13年法律第128号に

よる改正前の旧転換社債の転換、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく

旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により１株当

たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数であります。 

さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１株当

たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４　ただし、平成16年６月26日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が、当社または当社子会

社若しくは当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、監査役また

は使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能と

します。
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平成15年６月25日取締役会並びに定時株主総会決議及び平成15年８月６日付当社執行役による決定

　
事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数                    1,148個※１ 　　　　　　　　　　1,135個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 　　　　　　　　　114,800株 ※２    　　　　　　　　113,500株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 　　　　　　　　　723,000円 ※３ 　　　　　　　　　 723,000円 ※３

新株予約権の行使期間
　平成17年６月26日～
平成25年６月25日

※４
　平成17年６月26日～
平成25年６月25日

※４

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額

　　発行価格　　　 7,230円
　　資本組入額　　 3,615円

　　発行価格　　　 7,230円
　　資本組入額　　 3,615円

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位も失った日から１年
を経過していないこと(ただし、平成
25年６月25日を超えないこと)を要す
ることとしております。なお、新株予
約権者が、当該いずれの地位も失った
後、再び当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人の
いずれかの地位に就いたとしても、当
該１年の期限は何ら変更されないも
のであります。 
　新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位についても旧商法そ
の他日本の法令若しくは海外の法令
または当社若しくは当社子会社等が
定める社内規則に規定される欠格事
由、解任事由若しくは解職事由が生じ
ておらず、かつ当該法令の違反若しく
は社内規則の重大な違反に該当する
行為がないことを要することとして
おります。ただし、当社が、当該新株予
約権者のこれまでの当社または当社
子会社等の業績向上への貢献度、当該
事由若しくは行為の内容及びその治
癒若しくは解消の状況を考慮し、当該
新株予約権の行使を認めるのが相当
と判断した場合にはこの限りではあ
りません。 
　新株予約権者は、平成17年６月25日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職
していないことを要することとして
おります。 
　新株予約権者は、当社取締役会の承
認がない限り新株予約権の譲渡を行
わないものとし、かついかなる場合に
おいても新株予約権について質入、譲
渡担保の設定その他の担保に供する
等いかなる処分も行わないものとし
ております。 
　新株予約権者は、１個の新株予約権
を分割して行使することはできない
こととしております。(新株予約権１
個を最低行使単位とする。) 
 

同左
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　　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者及びその相続人は、後
述の新株予約権割当契約に従い、新株
予約権を行使するものとしておりま
す。 
　その他の条件は、平成15年６月25日
開催の当社定時株主総会決議及び同
日に開催された当社の取締役会決議
に基づいて委任を受けた執行役によ
る同年８月６日付決定に基づき、当社
と新株予約権者との間で締結する新
株予約権割当契約に定めるところに
よっております。 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につい
ては、当社取締役会の承認を要するも
のとしております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

※２　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数

は、次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割

当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしておりま

す。

調整後株式数＝調整前株式数× 分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約

権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。

※３　新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」とい

う。)であります。新株予約権１個当たりの行使価額は、新株予約権の行使により発行または移転する場

合における１株当たりの行使価額(以下、「１株当たりの行使価額」という。)に前記「新株予約権の目

的となる株式の数」に定める新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。なお、新株

予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げることとしております。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行を行うとき(平成13年法律第128号に

よる改正前の旧転換社債の転換、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく

旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により１株当

たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数であります。 

さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１株当

たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。 

※４　ただし、平成17年６月25日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が、当社並びに当社子会

社及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役

または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可

能とします。
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平成16年６月23日定時株主総会決議及び平成16年８月４日付当社執行役による決定
　

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 2,334個※１ 2,285個※１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 233,400株※２ 228,500株※２

新株予約権の行使時の払込金額 1,212,100円※３ 1,212,100円※３

新株予約権の行使期間
　　　平成18年６月24日～
　　　平成26年６月23日

※４
　　　平成18年６月24日～
　　　平成26年６月23日

※４

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

　　 発行価格 　　　　12,121円
　　 資本組入額　　　　6,061円

　　 発行価格 　　　　12,121円
　　 資本組入額　　　　6,061円

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人のい
ずれの地位も失った日から１年を経過
していないこと(ただし、平成26年６月
23日を超えないこと)を要することと
しております。なお、新株予約権者が、
当該いずれの地位も失った後、再び当
社または当社子会社等の取締役、執行
役、監査役または使用人のいずれかの
地位に就いたとしても、当該１年の期
限は何ら変更されないものでありま
す。
　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人のい
ずれの地位についても旧商法その他日
本の法令若しくは海外の法令または当
社若しくは当社子会社等が定める社内
規則に規定される欠格事由、解任事由
若しくは解職事由が生じておらず、か
つ当該法令の違反若しくは社内規則の
重大な違反に該当する行為がないこと
を要することとしております。ただし、
当社が、当該新株予約権者のこれまで
の当社または当社子会社等の業績向上
への貢献度、当該事由若しくは行為の
内容及びその治癒若しくは解消の状況
を考慮し、当該新株予約権の行使を認
めるのが相当と判断した場合にはこの
限りではありません。
　新株予約権者は、平成18年６月23日以
前においては、新株予約権行使時にお
いて、当社または当社子会社等の使用
人の地位を自己の都合により退職して
いないことを要することとしておりま
す。
　新株予約権者は、当社取締役会の承認
がない限り新株予約権の譲渡を行わな
いものとし、かついかなる場合におい
ても新株予約権について質入、譲渡担
保の設定その他の担保に供する等いか
なる処分も行わないものとしておりま
す。
　新株予約権者は、１個の新株予約権を
分割して行使することはできないこと
としております。(新株予約権１個を最
低行使単位とする。)

同左

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 74/288



　　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者及びその相続人は、後述
の新株予約権割当契約に従い、新株予
約権を行使するものとしております。
　その他の条件は、平成16年６月23日開
催の当社定時株主総会決議及び同日に
開催された当社の取締役会決議に基づ
いて委任を受けた執行役による同年８
月４日付決定に基づき、当社と新株予
約権者との間で締結する新株予約権割
当契約に定めるところによっておりま
す。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するには当社取締
役会の承認を要するものとしておりま
す。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

※２　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、

次の算式により調整されるものとしております。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割当を受

けた者(以下、「新株予約権者」という。)が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行

われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権の目

的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。

※３　新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」という。)

であります。新株予約権１個当たりの行使価額は、新株予約権の行使により発行または移転する場合におけ

る１株当たりの行使価額(以下、「１株当たりの行使価額」という。)に前記「新株予約権の目的となる株式

の数」に定める新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。なお、新株予約権発行日後に

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げることとしております。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行を行うとき(平成13年法律第128号によ

る改正前の旧転換社債の転換、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条ノ19の規定に基づく旧新株

引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により１株当たりの行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしております。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数であります。

さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、１株当たり

の行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。

※４　ただし、平成18年６月23日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が、当社並びに当社子会社

及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または

使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能としま

す。
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平成17年６月21日定時株主総会決議及び平成17年９月22日付当社執行役による決定
　

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 4,033個※１ 4,033個※１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 403,300株※２ 403,300株※２

新株予約権の行使時の払込金額 1,955,000円※３ 1,955,000円※３

新株予約権の行使期間
　　　平成19年６月22日～
　　　平成27年６月21日

※４
　　　平成19年６月22日～
　　　平成27年６月21日

※４

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

　　 発行価格 　　　　19,550円
　　 資本組入額　　　　9,775円

　　 発行価格 　　　　19,550円
　　 資本組入額　　　　9,775円

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人のい
ずれの地位も失った日から１年を経過
していないこと(ただし、平成27年６月
21日を超えないこと)を要することと
しております。なお、新株予約権者が、
当該いずれの地位も失った後、再び当
社または当社子会社等の取締役、執行
役、監査役または使用人のいずれかの
地位に就いたとしても、当該１年の期
限は何ら変更されないものでありま
す。
　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人のい
ずれの地位についても旧商法その他日
本の法令若しくは海外の法令または当
社若しくは当社子会社等が定める社内
規則に規定される欠格事由、解任事由
若しくは解職事由が生じておらず、か
つ当該法令の違反若しくは社内規則の
重大な違反に該当する行為がないこと
を要することとしております。ただし、
当社が、当該新株予約権者のこれまで
の当社または当社子会社等の業績向上
への貢献度、当該事由若しくは行為の
内容及びその治癒若しくは解消の状況
を考慮し、当該新株予約権の行使を認
めるのが相当と判断した場合にはこの
限りではありません。
　新株予約権者は、平成19年６月21日以
前においては、新株予約権行使時にお
いて、当社または当社子会社等の使用
人の地位を自己の都合により退職して
いないことを要することとしておりま
す。
　新株予約権者は、いかなる場合におい
ても新株予約権について質入、譲渡担
保の設定その他の担保に供する等いか
なる処分も行わないものとしておりま
す。
　新株予約権者は、１個の新株予約権を
分割して行使することはできないこと
としております。(新株予約権１個を最
低行使単位とする。)

同左
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　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者及びその相続人は、後述
の新株予約権割当契約に従い、新株予
約権を行使するものとしております。
　その他の条件は、平成17年６月21日開
催の当社定時株主総会決議及び同日に
開催された当社の取締役会決議に基づ
いて委任を受けた執行役による同年９
月22日付決定に基づき、当社と新株予
約権者との間で締結する新株予約権割
当契約に定めるところによっておりま
す。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するには当社取締
役会の承認を要するものとしておりま
す。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

※２　当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場合には、新

株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとしております。

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行

われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。

調整後株式数＝調整前株式数× 分割または併合の比率

　　　また、当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換または株式移転

を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしております。

※３　新株予約権１個当たりの行使時に払込みをなすべき金額は、１株当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価

額」という。)に新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。

なお、当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場合

は、次の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることと

しております。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

また、平成17年６月21日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の

処分を行うとき(平成13年法律第128号による改正前の旧転換社債の転換、平成13年法律第79号による改正

前の旧商法第210条ノ２第２項に基づく自己株式の譲渡、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法第280条

ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合並びに新株予約権の権利行使の場合を除く。)は、次の

算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしてお

ります。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとしております。

さらに、当社が平成17年６月21日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換または株

式移転を行う場合には、１株当たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしております。

※４　ただし、平成19年６月21日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以下、「新

株予約権者」という。)が、当社並びに当社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子

会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を

失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。
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②　会社法第236条、第238条、第239条（当社取締役、執行役については第240条）の規定に基づく新株予約

権は次のとおりであります。

平成18年６月20日取締役会並びに定時株主総会決議及び平成18年７月４日付当社執行役による決定

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 19,020個※１ 　　　　　　　　　　18,996個 ※１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 　　　　　　　　　190,200株 ※２ 　　　　　　　　　 189,960株 ※２

新株予約権の行使時の払込金額 　　　　　　　　　306,260円 ※３ 　　　　　　　　 　306,260円 ※３

新株予約権の行使期間
　平成20年６月21日～
平成28年６月20日

※４
　平成20年６月21日～
平成28年６月20日

※４

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額

　　発行価格　　　 30,626円
　　資本組入額　　 19,968円

　　発行価格　　　 30,626円
　　資本組入額　　 19,968円

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人のい
ずれの地位も失った日から１年を経過
していないことを要することとしてお
ります。
　新株予約権者は、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の取
締役、執行役、監査役または使用人のい
ずれの地位についても会社法その他日
本の法令若しくは海外の法令または当
社若しくは当社子会社等が定める社内
規則に規定される欠格事由、解任事由
若しくは解職事由が生じておらず、か
つ当該法令の違反若しくは社内規則の
重大な違反に該当する行為がないこと
を要することとしております。ただし、
当社が、当該新株予約権者のこれまで
の当社または当社子会社等の業績向上
への貢献度、当該事由若しくは行為の
内容及びその治癒若しくは解消の状況
を考慮し、当該新株予約権の行使を認
めるのが相当と判断した場合にはこの
限りではありません。
　新株予約権者は、平成20年６月20日以
前においては、新株予約権行使時にお
いて、当社または当社子会社等の使用
人の地位を自己の都合により退職して
いないことを要することとしておりま
す。
　新株予約権者は、いかなる場合におい
ても新株予約権について質入、譲渡担
保の設定その他の担保に供する等いか
なる処分も行わないものとしておりま
す。

同左
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　　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者及びその相続人は、後述
の新株予約権割当契約に従い、新株予
約権を行使するものとしております。
　その他の条件は、当社と新株予約権者
との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによっております。
　上記のいずれかを充たさなくなった
場合、当該新株予約権者の有する新株
予約権は会社法第287条に従い消滅す
ることとしております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につい
ては、当社取締役会の承認を要するも
のとしております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、10株であります。

※２　当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割(株式無償割当を含む。以下同

じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるもの

としております。

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

また、当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もしくは

株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的たる株式の数

は、合理的な範囲で調整されるものとしております。

※３　新株予約権１個当たりの行使時に出資をなすべき金額は、１株当たりの行使時の払込金額(以下、「行使

価額」という。)に新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。

なお、当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場

合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしてお

ります。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

また、平成18年６月20日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式

の処分を行うとき(平成13年法律第128号による改正前の旧転換社債の転換、平成13年法律第79号による

改正前の旧商法第210条ノ２第２項に基づく自己株式の譲渡、旧新株引受権証券の権利行使及び旧商法

第280条ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付された

ものを含む。)の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げることとしております。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとしております。

さらに、当社が平成18年６月20日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もしく

は株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、１株当たりの行使価額は、合

理的な範囲で調整されることとしております。

※４　ただし、平成20年６月20日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)が、当社または当社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、

「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当

該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。
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平成19年６月22日取締役会並びに定時株主総会決議及び平成19年７月４日付当社執行役による決定

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年5月31日)

新株予約権の数 14,390個※１ 　　　　　　　      14,370個※１

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 　　　　　　　　　143,900株 ※２ 　　　　　　       143,700株※２

新株予約権の行使時の払込金額 　　　　　　　　　320,720円 ※３ 　　　　　　　　 　320,720円 ※３

新株予約権の行使期間
　平成21年７月５日～
平成29年６月22日

※４
　平成21年７月５日～
平成29年６月22日

※４

新株予約権の行使により株式を
発行する場合の株式の発行価格
及び資本組入額

　　発行価格　　　 32,072円
　　資本組入額　　 22,356円

　　発行価格　　　 32,072円
　　資本組入額　　 22,356円

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位も失った日から１年
を経過していないことを要すること
としております。
　新株予約権者は、新株予約権行使時
において、当社または当社子会社等の
取締役、執行役、監査役または使用人
のいずれの地位についても会社法そ
の他日本の法令若しくは海外の法令
または当社若しくは当社子会社等が
定める社内規則に規定される欠格事
由、解任事由若しくは解職事由が生じ
ておらず、かつ当該法令の違反若しく
は社内規則の重大な違反に該当する
行為がないことを要することとして
おります。ただし、当社が、当該新株予
約権者のこれまでの当社または当社
子会社等の業績向上への貢献度、当該
事由若しくは行為の内容及びその治
癒若しくは解消の状況を考慮し、当該
新株予約権の行使を認めるのが相当
と判断した場合にはこの限りではあ
りません。
　新株予約権者は、平成21年７月４日
以前においては、新株予約権行使時に
おいて、当社または当社子会社等の使
用人の地位を自己の都合により退職
していないことを要することとして
おります。
　新株予約権者は、いかなる場合にお
いても新株予約権について質入、譲渡
担保の設定その他の担保に供する等
いかなる処分も行わないものとして
おります。

同左

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 80/288



　　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者及びその相続人は、後
述の新株予約権割当契約に従い、新株
予約権を行使するものとしておりま
す。
　その他の条件は、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予約権割当
契約に定めるところによっておりま
す。
　上記のいずれかを充たさなくなった
場合、当該新株予約権者の有する新株
予約権は会社法第287条に従い消滅す
ることとしております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につい
ては、当社取締役会の承認を要するも
のとしております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、10株であります。

※２　当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割(株式無償割当を含む。以下同

じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるもの

としております。

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についての

み行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしております。

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

また、当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もしくは

株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的たる株式の数

は、合理的な範囲で調整されるものとしております。

※３　新株予約権１個当たりの行使時に出資をなすべき金額は、１株当たりの行使時の払込金額(以下、「行使

価額」という。)に新株予約権１個の目的となる株式数を乗じた金額であります。

なお、当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場

合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとしてお

ります。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

また、平成19年６月22日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式

の処分を行うとき(平成13年法律第79号による改正前の旧商法第210条ノ２第２項に基づく自己株式の

譲渡、平成13年法律第128号による改正前の(以下同じ。)旧新株引受権証券の権利行使および旧商法第

280条ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合、ならびに新株予約権(新株予約権付社債に付

されたものを含む。)の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げることとします。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとしております。

さらに、当社が平成19年６月22日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もしく

は株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、１株当たりの行使価額は、合

理的な範囲で調整されることとしております。

※４　ただし、平成21年７月４日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以下、

「新株予約権者」という。)が、当社または当社子会社及び当社関連会社等資本関係のある会社(以下、

「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当

該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。
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③　平成13年改正旧商法第341条ノ２に基づく新株予約権付社債は次のとおりであります。
2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債(2002年６月14日発
行)

　
事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権付社債の残高
733,979千米ドル

(91,710,676千円)
※１

733,979千米ドル
(91,710,676千円)

※１

新株予約権の数 733,979個※２ 733,979個※２

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 2,252,282株※３ 2,252,282株※３

新株予約権の行使時の払込金額
391.06ドル
(48,863円)

※４
391.06ドル
(48,863円)

※４

新株予約権の行使期間
平成14年７月１日～
平成34年５月30日

平成14年７月１日～
平成34年５月30日

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

発行価格　　　　15,863円
資本組入額 　　　7,932円

発行価格　　　15,863円
資本組入額 　　7,932円

新株予約権の行使の条件

(イ)本新株予約権を行使するには、そ
の行使に係る本社債額面金額合計
額が100,000米ドル以上であるこ
とを要しております。

同左

(ロ)平成14年７月１日から平成34年５
月30日までの１月１日、４月１日、
７月１日及び10月１日から始まる
各四半期における社債権者による
本新株予約権の行使は、各々の前
四半期の最終日である12月31日、
３月31日、６月30日、および９月30
日から遡る30取引日(当該前四半
期の最終日を含む)のうち、20取引
日以上の東京証券取引所(東京証
券取引所において売買取引がない
場合は大阪証券取引所)における
当社普通株式の期間中の日毎の終
値(ただし、その日にいずれの取引
所においても売買取引がないとき
は、その後最初になされた売買取
引の成立価格とする。両取引所に
おいてかかる売買取引の成立価格
が存在する場合、東京証券取引所
における同価格によるものとす
る。)を、ロイター・グループ・
ピーエルシーが提供するロイター
スクリーンにて公表される午後３
時(日本時間)のビッド・レートで
米ドルに換算した金額が、前四半
期末の「転換トリガー価額」以上
である場合に限り、これを行うこ
とができるとしております。なお
「取引日」とは、東京証券取引所
(ただし、その日に東京証券取引所
において売買取引がないときは大
阪証券取引所）の営業日のうち、
終値が示される日を指し、「転換
トリガー価額」とは、転換価額に、
発行日から当該前四半期末まで年
率4.75％(１月を30日、１年を360
日とする。)の半年複利計算をした
額を加えた額の110％相当額であ
ります。

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 82/288



　 事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の行使の条件

(ハ)上記(ロ)の規定にかかわらず、当
社格付または当社の長期債務(シ
ニア)格付が以下に示すいずれか
の水準以下の場合、社債権者は、そ
の期間中いつでも本新株予約権を
行使することができるとしており
ます。

同左

　　①　ムーディーズについてBa3
　　②　スタンダード・アンド・プアー

ズについてBB-
(ニ)上記(ロ)の規定にかかわらず、当
社に関して以下の事由が生じた場
合、当該事由の効力発生予定日の
30日以前から、効力発生予定日の
前日までの期間中、社債権者は、い
つでも本新株予約権を行使するこ
とができるとしております。

　　①　新設合併・吸収合併(当社が存続
会社となる場合を除く。)

　　②　当社の資産の全部(または実質的
全部)の譲渡

　　③　新設分割・吸収分割において、本
社債に基づく当社の債務が承
継会社に承継される場合

　　④　株式交換・株式移転により当社
が他社の完全子会社となる場
合

(ホ)上記(ロ)の規定にかかわらず、当
社による繰上償還がなされる場
合、社債権者は、本新株予約権を行
使することができるとしておりま
す。かかる場合、社債権者は当該繰
上償還期日の15日前までに新株予
約権を行使しなければならないと
しております。

新株予約権の譲渡に関する事項

　旧商法第341条ノ２第４項の定めによ
り本社債と本新株予約権のうち一方の
みを譲渡することはできないものとし
ております。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　額面による残高を記載しております。
なお、貸借対照表上の残高は、上記額面金額より社債発行差金金額を控除しております。

※２　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、本社債の発行価額を下記※４記載の転換価額で除した数であ
ります。ただし、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、旧商法に定める単元未満株
式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算することとしております。行使により生じる１株
未満の端数は切り捨てて、現金による調整は行わないものとしております。

※３　本新株予約権の行使により発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式
の発行または移転を当社普通株式の「交付」という。)すべき当社普通株式の数は、本社債の発行価額の総
額を下記※４記載の転換価額で除した数を上限としております。ただし、本新株予約権の行使により単元未
満株式が発生する場合には、旧商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金によ
り精算することとしております。行使により生じる１株未満の端数は切り捨てて、現金による調整は行わな
いものとしております。

※４　本新株予約権１個の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各本社債の発行価額と同額であります。本新
株予約権の行使に際して払い込みをなすべき１株当たりの額(以下、「転換価額」という。)は当初127.44米
ドル(15,863円)であります。

　　　転換価額は、本社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を交付する場合には、次
の算式により調整されるものとしております。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済
普通株式総数(ただし、普通株式に係る自己株式数を除く。)であります。

既発行株式数＋
交付株式数×１株当たりの交付価額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行株式数＋交付株式数
　　　また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行等が行われる場合その他一定
の事由が生じた場合にも適宜調整されることとしております。
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　 ④　旧商法第280条ノ19第２項に基づく新株引受権は次のとおりであります。

平成13年６月28日定時総会決議
　

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 ―個 ―個

新株予約権のうち自己新株予約権
の数

――――― ―――――

新株予約権の目的となる株式の
種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 85,700株※１ 85,700株※１

新株予約権の行使時の払込金額 12,329円※２ 12,329円※２

新株予約権の行使期間
　　　平成15年６月29日～
　　　平成23年６月28日

※３
　　　平成15年６月29日～
　　　平成23年６月28日

※３

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

　　 発行価格　　　　 12,329円
　　 資本組入額　　　　6,165円

　　 発行価格　　　　 12,329円
　　 資本組入額　　　　6,165円

新株予約権の行使の条件

　新株引受権を付与された者が、当社あ
るいは当社子会社等の取締役、監査役
または使用人のいずれの地位も失った
日から１年を経過した場合には、当該
付与対象者が行使していない新株引受
権は失効し、当該付与対象者はその後
当該新株引受権を行使することができ
ないものとしております。
　新株引受権の相続の可否その他の条
件は、平成13年６月28日の定時株主総
会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と付与の対象者との間で締結する新
株引受権付与契約に定めるところに
よっております。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

　第三者に譲渡し、または質権、譲渡担
保の設定その他の担保に供する等いか
なる処分もすることはできないとして
おります。

同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する事項

――――― ―――――

(注) ※１　新株引受権付与日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株引受権の目的たる株式の数は、
次の算式により調整されるものとしております。

　　　ただし、かかる調整は、当該時点で新株引受権の付与対象者が行使していない新株引受権の目的たる株式の数
についてのみ行われ、調整により単元未満株式が生じる場合は切り捨てるものとしております。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

※２　新株発行価額を記載しております。
　　　なお、新株引受権付与日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとしております。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割・併合の比率
　　　また、新株引受権付与日後に当社が時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとしております。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後発行価額＝調整前発行価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
※３　平成15年６月28日以前であっても、新株引受権付与日後に、新株引受権を付与された者が、当社あるいは当社

子会社若しくは当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、監査役ま
たは使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株引受権行使可能であり
ます。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成15年４月１日～
平成16年３月31日
※１

0 84,366 1 52,068 1 68,915

平成16年４月１日～
平成17年３月31日
※１

3,629 87,996 21,031 73,100 21,070 89,985

平成17年４月１日～
平成18年３月31日
※１

2,293 90,289 15,357 88,458 15,437 105,423

平成18年４月１日～
平成19年３月31日
※１

1,228 91,518 10,297 98,755 10,297 115,720

平成19年11月１日
※２

324 ― ― ― 10,214 ―

平成19年４月１日～
平成20年３月31日
※１

349 92,193 3,351 102,107 3,351 129,286

(注)※１　新株予約権の権利行使(旧商法に基づき発行された転換社債の株式への転換及び新株引受権付社債の権利行

使を含む。)による増加であります。

※２　株式会社インターネット総合研究所との株式交換による増加であります。

※３　平成20年４月１日から平成20年５月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が　　8千

株、資本金が44百万円、資本準備金が44百万円増加しております。

　
(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数10株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 138 69 494 691 28 24,42525,845 ―

所有株式数
(単元)

― 2,793,52681,54564,0015,810,171308467,3779,216,92823,787

所有株式数
の割合(％)

― 30.31 0.89 0.69 63.04 0.00 5.07100.00 ―

(注) １　「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式が、それぞれ169,620単元及び４株含まれてお

ります。

２　「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ583単元及

び９株含まれております。

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

 85/288



(6) 【大株主の状況】
平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー
(常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

7,512 8.15

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,283 7.90

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 5,920 6.42

ザチェースマンハッタンバンク
385036
(常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室)

360 N. CRESCENT DRIVE BEVERLY 
HILLS, CA 90210 U.S.A.
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

2,643 2.87

ナッツクムコ
(常任代理人　シティバンク銀行株
式会社)

111 WALL STREET NEW YORK, NEWYORK
10043 U.S.A.
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

2,298 2.49

ステートストリートバンクアンド
トラストカンパニー505103
(常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

2,032 2.20

ジェーピーモルガンチェースバン
ク380055
(常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 
10017 U.S.A.
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

1,908 2.07

メロンバンクエヌエーアズエー
ジェントフォーイッツクライアン
トメロンオムニバスユーエスペン
ション
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA
02108 U.S.A.
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

1,681 1.82

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

1,385 1.50

ザチェースマンハッタンバンクエ
ヌエイロンドンエスエルオムニバ
スアカウント
(常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務
室)

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREETLONDON
EC2P 2HD, ENGLAND
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

1,376 1.49

計 ― 34,043 36.93

(注) １　信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿

上の名義での保有株式数を記載しております。

２　ナッツクムコは、当社のＡＤＲ(米国預託証券)の預託銀行であるシティバンク・エヌ・エイの株式名義人であ

ります。

３　上記のほか、当社所有の自己株式1,696千株(1.84％)があります。
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４　アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、アライアンス・バーンスタイン株式会社の２社による連名の大

量保有報告書(変更報告書)の提出が、平成19年９月25日付であり、平成19年９月18日現在で以下の株式を所有

している旨の報告を受けましたが、当社としては当事業年度末の実質所有状況の確認ができませんので、上記

「(6)大株主の状況」には含めておりません。

　

氏名又は名称
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 13,319 14.55

アライアンス・バーンスタイン株式会社 252 0.28

計 13,572 14.83

５　バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社、バークレイズ・グローバル・インベスターズ

株式会社、バークレイズ・グローバルインベスターズ、エヌ・エイ、バークレイズ・グローバル・ファンド・

アドバイザーズ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド、バークレイズ・バンク・ピーエ

ルシーの６社による連名の大量保有報告書(変更報告書)の提出が、平成19年10月15日付であり、平成19年10月

８日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社としては当事業年度末の実質所有状況

の確認ができませんので、上記「(6)大株主の状況」には含めておりません。

　

氏名又は名称
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

バークレイズ・グローバル・インべスターズ信託銀行株式会社 279 0.30

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 1,286 1.40

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 1,533 1.67

バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ 710 0.77

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 880 0.96

バークレイズ・バンク・ピーエルシー 118 0.13

計 4,808 5.24

６　キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カン

パニー、キャピタル・インターナショナル・リミテッド、キャピタル・インターナショナル・インク、キャピ

タル・インターナショナル・エス・エイの５社による連名の大量保有報告書(変更報告書)の提出が、平成20

年３月27日付であり、平成20年３月19日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社とし

ては当事業年度末の実質所有状況の確認ができませんので、上記「(6)大株主の状況」には含めておりませ

ん。

　

氏名又は名称
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 2,395 2.60

キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー 3,668 3.98

キャピタル・インターナショナル・リミテッド 1,114 1.21

キャピタル・インターナショナル・インク 1,532 1.66

キャピタル・インターナショナル・エス・エイ 341 0.37

計 9,053 9.82
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

1,696,200
― ―

(相互保有株式)
普通株式 53,350

― ―

完全議決権株式(その他)※１
普通株式

90,419,730
9,041,973 ―

単元未満株式※１,２ 普通株式 23,787 ― １単元(10株)未満の株式

発行済株式総数 92,193,067― ―

総株主の議決権 ― 9,041,973 ―

(注) ※１　「完全議決権株式(その他)」欄及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ
5,830株(議決権583個)及び９株含まれております。

※２　単元未満株式には、当社所有の自己株式４株が含まれております。

　

② 【自己株式等】
平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
　オリックス株式会社

東京都港区浜松町２-４-１ 1,696,200 ― 1,696,200 1.84

(相互保有株式)
　株式会社香川銀リース

高松市亀井町７-１ 13,020 ― 13,020 0.01

　しがぎんリース・
　キャピタル株式会社

大津市浜町４-28 6,000 ― 6,000 0.01

　中銀リース株式会社 岡山市丸の内１-14-17 6,000 ― 6,000 0.01

　とりぎんリース株式会社 鳥取市扇町９-２ 6,000 ― 6,000 0.01

　百五リース株式会社 津市栄町３-123-１ 6,000 ― 6,000 0.01

　山口リース株式会社 下関市南部町19-７ 6,000 ― 6,000 0.01

　みなとリース株式会社
神戸市中央区伊藤町
107－１

3,600 ― 3,600 0.00

　泉銀総合リース株式会社 岸和田市宮本町26-15 3,000 ― 3,000 0.00

　北銀リース株式会社 富山市荒町２-21 2,000 ― 2,000 0.00

　ニッセイ・
　リース株式会社

東京都千代田区有楽町
１-１-１

1,200 ― 1,200 0.00

　株式会社インターネット
　総合研究所

東京都新宿区西新宿
１-26-２

530 ― 530 0.00

計 ― 1,749,550 ― 1,749,550 1.90

(注) ※１　「自己名義所有株式数」の欄には、ストックオプション制度に係る株式が115,100株含まれております。
※２　上記の他、株主名簿上は当社子会社名義になっておりますが実質的に所有していない株式が2,070株(議決権

207個)あります。なお、当該株式数は、「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれておりま
す。
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(8) 【ストックオプション制度の内容】
　

決議年月日 平成10年６月26日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　18名
当社使用人　 6名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
146,000株を上限としております。
(１人3,000株から20,000株までの範囲)

新株予約権の行使時の払込金額 7,784円　※１

新株予約権の行使期間 平成10年10月１日～平成20年６月26日

新株予約権の行使の条件

　権利を付与された者が、当社あるいは当社子会社の取締役、監査役または
使用人の地位を失った後１年を経過した場合には、当該権利を失います。
　その他の条件は、平成10年６月26日定時株主総会決議及び取締役会決議
に基づき、当社と対象取締役及び使用人との間で締結する契約に定めると
ころによっております。

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡し、または譲渡担保、質権の設定その他の担保に供すること
はできないとしております。

代用払込みに関する事項 ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―――――

(注) ※１　譲渡価額を記載しております。譲渡価額は、当社が取得した自己株式の平均取得価額(１円未満の端数は切り
上げる)に1.0を乗じた額であります。ただし、この譲渡価額が権利付与日における東京証券取引所の当社株
式普通取引の終値を下回るときは、当該終値としております。

　　　なお、株式分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により
生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後譲渡価額＝調整前譲渡価額×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　

決議年月日 平成11年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 9名
当社使用人　12名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
145,000株を上限としております。
(１人3,000株から20,000株までの範囲)

新株予約権の行使時の払込金額 10,393円　※１

新株予約権の行使期間 平成11年10月16日～平成21年６月29日

新株予約権の行使の条件

　権利を付与された者が、当社あるいは当社子会社の取締役、監査役または
使用人の地位を失った後１年を経過した場合には、当該権利を失います。
　その他の条件は、平成11年６月29日定時株主総会決議及び取締役会決議
に基づき、当社と対象取締役及び使用人との間で締結する契約に定めると
ころによっております。

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡し、または譲渡担保、質権の設定その他の担保に供すること
はできないとしております。

代用払込みに関する事項 ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―――――

(注) ※１　譲渡価額を記載しております。譲渡価額は、当社が取得した自己株式の平均取得価額(１円未満の端数は切り
上げる)に1.0を乗じた額であります。ただし、この譲渡価額が権利付与日における東京証券取引所の当社株
式普通取引の終値を下回るときは、当該終値としております。

　　　なお、株式分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により
生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後譲渡価額＝調整前譲渡価額×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数
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決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 10名
当社使用人　468名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数
316,700株を上限としております。
(１人100株から30,000株までの範囲)

※１

新株予約権の行使時の払込金額 16,272円　※２

新株予約権の行使期間 平成15年６月30日～平成22年６月29日　※３

新株予約権の行使の条件

　権利を付与された者が、当社あるいは当社子会社の取締投、監査役または
使用人の地位を失った後１年を経過した場合には、当該権利を失います。
　その他の条件は、平成12年６月29日定時株主総会決議及び取締役会決議
に基づき、当社と譲渡の対象者との間で締結する権利付与契約に定めると
ころによっております。

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者に譲渡し、または質権、譲渡担保の設定その他の担保に供する等い
かなる処分もすることはできないとしております。

代用払込みに関する事項 ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―――――

(注) ※１　当社が株式分割(配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とする)また

は株式併合を行うときは、次の算式により、譲渡する株数を調整し、調整により単元未満株式が生じる場合

は切り捨てるものとします。

調整後譲渡株式数＝調整前譲渡株式数×分割・併合の比率

※２　譲渡価額を記載しております。譲渡価額は、当社が取得した自己株式の平均取得価額(１円未満の端数は切り

上げる)に1.0を乗じた額であります。ただし、この譲渡の価額が権利付与日における東京証券取引所の当社

株式普通取引の終値を下回るときは、当該終値としております。

　　　なお、株式分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により譲渡の価額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後譲渡価額＝調整前譲渡価額×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

※３　権利を付与された者が、平成15年６月29日以前に当社あるいは当社子会社の取締役、監査役または使用人の

地位を失った場合は、地位を失った日の翌日より権利行使が可能とします。

　

　決議年月日 平成13年６月28日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　9名
当社使用人　558名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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　決議年月日 平成14年６月26日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 10名
当社監査役　 ３名
その他当社割当名簿に記載の者　860名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　
決議年月日 平成15年６月25日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 12名
当社執行役　 15名
その他当社割当名簿に記載の者　993名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　
決議年月日 平成16年６月23日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 12名
当社執行役　 17名
その他当社割当名簿に記載の者　1,077名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　
決議年月日 平成17年６月21日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 12名
当社執行役　 19名
その他当社割当名簿に記載の者　1,160名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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　決議年月日 平成18年７月４日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 11名
当社執行役　 18名
その他当社割当名簿に記載の者　1,268名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　
決議年月日 平成19年７月４日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 11名
当社執行役　 18名
その他当社割当名簿に記載の者　479名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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　決議年月日 未定

付与対象者の区分及び人数

　当社の取締役、執行役及び使用人並びに当社子会社及び当社関連会社等
資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、監査役及
び使用人
※１

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 162,000株を上限としております。※２

新株予約権の行使時の払込金額 ※３

新株予約権の行使期間
　当社取締役会の委任を受けてなされる当社の執行役による新株予約権の
募集事項に関する決定が行われた日後２年を経過した日(以下、「２年経
過日」という。)から平成30年６月24日までとする。　※４

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社等

の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った日から

１年を経過していないことを要しております。

②　新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社等

の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位についても会社

法その他日本の法令若しくは海外の法令または当社若しくは当社子会

社等が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由若しくは解職事

由が生じておらず、かつ当該法令の違反若しくは社内規則の重大な違反

に該当する行為がないことを要しております。ただし、当社が、当該新株

予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、

当該事由若しくは行為の内容及びその治癒若しくは解消の状況を考慮

し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と判断した場合にはこの限

りではありません。

③　新株予約権者は、２年経過日以前において、新株予約権を行使する場合

には、当該新株予約権行使時において、当社または当社子会社等の使用

人の地位を自己の都合により退職していないことを要しております。

④　新株予約権者は、いかなる場合においても新株予約権について質入、譲

渡担保の設定その他の担保に供する等いかなる処分も行わないものと

します。

⑤　新株予約権者及びその相続人は、後記⑥に定める新株予約権割当契約

に従い、新株予約権を行使するものとします。

⑥　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割

当契約に定めるところによっております。

⑦　新株予約権者が前記①ないし⑥に定める新株予約権行使の条件のいず

れかを充たさなくなった場合、当該新株予約権者の有する新株予約権は

会社法第287条に従い消滅するものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するも

のとしております。

代用払込みに関する事項 ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―――――

(注) ※１　付与対象者の人数については後日決定いたします。

※２　当社が平成20年６月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとしま

す。

ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ

行われ、調整により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

また、当社が平成20年６月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換若しくは株

式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、合

理的な範囲で調整されるものとします。
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※３　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの行使時に

払込まれる価格(以下、「行使価額」という。)に前記※２に定める付与株式数を乗じた金額であります。行

使価額は、割当日の前日である行使価額の決定日に先立つ東京証券取引所における45取引日目に始まる30

取引日の各日(取引が成立しない日を除く。)における当社普通株式の終値の平均値とし、１円未満の端数は

切り上げるものとします。

ただし、当該価額が行使価額の決定日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下

回る場合は、行使価額の決定日の終値をもって行使価額としております。

なお、当社が平成20年６月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

また、平成20年６月24日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の

処分を行うとき旧商法(平成９年法律第56号)第210条ノ２第２項にもとづく自己株式の譲渡、同法第280条

ノ19の規定にもとづく旧新株引受権の権利行使の場合、ならびに旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ

20および第280条ノ21または会社法(平成17年法律第86号)第236条、238条、239条および240条にもとづく新

株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数

を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとします。

さらに、当社が平成20年６月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換若しくは

株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整さ

れるものとします。

※４　２年経過日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」

という。)が、当社または当社子会社等の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合

には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第459条第１項の規定に基づく取締役会決議

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成19年11月６日)での決議状況
(取得期間　平成19年11月７日～平成20年６月23日)

1,500,000 30,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 1,428,350 29,999,856

残存決議株式の総数及び価額の総額 71,650 144

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 4.8 0.0

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 4.8 0.0

(注)　当該取締役会決議による自己株式の取得は、平成19年12月14日(約定日)をもって終了しております。

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成20年３月17日)での決議状況
(取得期間　平成20年３月17日～平成20年４月30日)

1,800,000 30,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 1,800,000 30,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 100.0 100.0

当期間における取得自己株式 1,800,000 29,290,283

提出日現在の未行使割合(％) 0.0 2.4

(注)　当該取締役会決議による自己株式の取得は、平成20年４月21日(約定日)をもって終了しております。
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 328 8,565

当期間における取得自己株式 49 872

(注)　当期間における取得自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式数は含めておりません。

　

会社法第155条第13号による取得

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 32,140 740,827

当期間における取得自己株式 ― ―

(注)　株式交換における会社法第797条第１項に基づく株主からの買取請求によるものであります。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数
(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数
(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 11,340 181,839 ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
た取得自己株式

― ― ─ ─

その他
(ストック・オプションの権利行使)

16,800 191,051 500 3,760

その他
(単元未満株式の売渡請求)

88 1,607 69 1,376

保有自己株式数 1,696,204 ― 3,495,684 ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式

数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、事業活動で得られた利益を主に内部留保として確保することにより、事業基盤の強化や成長のた

めの投資に活用し、財務の健全性を維持しつつ持続的な成長を果たすことが株主価値の増大に繋がると考

えております。

現在の方針としましては、株主の皆様には、中長期的な利益成長による株主価値の増大に加え、適正な利

益配分により株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。配当については、株主資本配当率

(DOE)を主要指標と捉え、決定してまいります。昨今の経営環境を踏まえ、当面は２％程度を目安といたしま

す。また、自己株式の取得につきましても、必要な内部留保の水準を考慮しつつ、経営環境の変化、株価の動

向、および財務状況等を勘案のうえ、弾力的・機動的に対処してまいります。

当事業年度の１株当たりの配当金につきましては、上記の方針および最近の経営状況等も踏まえて、昨年

の130円から倍増の260円とすることを配当の決定機関である取締役会にて決議いたしました。なお、毎事業

年度における配当の実施につきましては、基本的に年１回の期末配当を予定しております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

　

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成20年５月22日
取締役会決議

23,529 260

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 12,550 14,790 36,800 38,150 35,200

最低(円) 4,850 9,950 13,330 24,330 11,930

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成19年
10月

11月 12月
平成20年
１月

２月 ３月

最高(円) 28,700 23,930 23,570 18,880 19,140 15,590

最低(円) 21,990 18,300 18,270 14,830 14,030 11,930

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

(1) 取締役の状況
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役 宮　内　義　彦 昭和10年９月13日生

昭和35年８月 日綿実業株式会社(現双日株式会

社)入社

※１ 39,375

昭和39年４月 当社入社

昭和42年12月 社長室長

昭和45年３月 当社取締役就任

昭和48年11月 当社常務取締役就任

昭和51年５月 当社専務取締役就任

昭和52年11月 当社代表取締役専務取締役就任

昭和54年12月 当社代表取締役副社長就任

昭和55年12月 当社代表取締役社長就任

平成12年４月 当社代表取締役会長就任

平成15年３月 昭和シェル石油株式会社取締役就

任(現任)

平成15年６月 ソニー株式会社取締役就任(現任)

平成15年６月 当社取締役兼代表執行役会長就任

(現任)

平成17年６月 双日ホールディングス株式会社

(現双日株式会社)取締役就任(現

任)

平成18年４月 株式会社ACCESS取締役就任(現任)

取締役 藤　木　保　彦 昭和20年11月27日生

昭和46年７月 三菱開発株式会社入社

※１ 6,942

昭和51年11月 当社入社

平成６年２月 総務部長

平成６年６月 当社取締役就任

平成10年６月 当社取締役兼執行役員就任

平成11年６月 当社取締役兼常務執行役員就任

平成12年４月 当社代表取締役社長就任

平成15年６月 当社取締役兼代表執行役社長就任

平成19年６月 株式会社大京取締役就任(現任)

平成20年１月 当社取締役兼執行役副会長就任

(現任)

取締役 梁　瀬　行　雄 昭和19年６月15日生

昭和43年４月 株式会社埼玉銀行(現株式会社り

そな銀行)入行

※１ 517

平成13年10月 同行頭取就任

平成14年３月 同行頭取兼株式会社大和銀ホール

ディングス(現株式会社りそな

ホールディングス)代表取締役副

社長就任

平成15年11月 当社常任顧問

平成16年２月 当社専務執行役就任

平成17年２月 当社執行役副社長就任

平成17年６月 当社取締役兼執行役副社長就任

平成19年６月 株式会社TDK監査役就任(現任)

平成20年１月 当社取締役兼代表執行役社長就任

(現任)

取締役 西　名　弘　明 昭和19年９月18日生

昭和43年４月 当社入社

※１ 3,376

平成２年１月 東京営業第一部長

平成５年６月 当社取締役就任

平成10年６月 当社取締役兼執行役員就任

平成11年４月 不動産事業本部長(現任)

平成12年６月 当社取締役兼常務執行役員就任

平成14年４月 当社取締役兼専務執行役員就任

平成15年６月 当社取締役兼専務執行役就任

平成17年２月 当社取締役兼執行役副社長就任

(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

取締役 浦　田　晴　之 昭和29年11月８日生

昭和52年４月 当社入社

※１ 1,361

平成16年２月 リスク管理本部副本部長

平成17年２月 当社執行役就任

平成18年８月 当社常務執行役就任・経営計画室

管掌(現任)

平成19年６月 当社取締役兼常務執行役就任(現

任)

平成20年１月 当社取締役兼執行役副社長就任・

海外担当・社長室管掌(現任)

取締役 小　島　一　雄 昭和31年７月５日生

昭和55年４月 当社入社

※１ 2,226

平成15年４月 不動産ファイナンス本部副本部長

平成17年２月 当社執行役就任

平成18年１月 証券化商品室管掌(現任)

平成19年１月 当社常務執行役就任

平成20年１月 当社専務執行役就任、投資銀行本

部長(現任)

平成20年６月 当社取締役兼専務執行役就任(現

任)

取締役 横　山　禎　徳 昭和17年９月16日生

昭和41年４月 前川国男建築設計事務所(東京)入

社

※１ 600

昭和48年９月 デービス・ブローディ　アンド　ア

ソシエイツ(ニューヨーク)入社

昭和50年９月 マッキンゼー・アンド・カンパ

ニー・インク入社

昭和62年７月 同社ディレクター就任

平成11年６月 当社顧問

平成14年６月 当社取締役就任(現任)

平成18年６月 株式会社三井住友フィナンシャル

グループ取締役就任(現任)

平成18年６月 株式会社三井住友銀行取締役就任

(現任)

取締役
ポール・
シェアード

昭和29年11月25日生

昭和61年４月 オーストラリア国立大学豪日研究

センター研究員

※１ 1,600

昭和63年７月 オーストラリア国立大学経済経営

学部経済学科講師

平成５年７月 大阪大学経済学部国際協調寄付講

座助教授

平成７年１月 ベアリング投信投資顧問株式会社

日本株ストラテジスト就任

平成９年９月 同社日本株運用本部ヘッド就任

平成12年９月 リーマン・ブラザーズ証券会社東

京支店マネージング・ディレク

ター　チーフエコノミスト・アジ

ア就任

平成15年６月

平成18年４月

当社取締役就任(現任)

リーマン・ブラザーズ・インク　

マネージング・ディレクター　グ

ローバルチーフエコノミスト就任

(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

取締役 竹　内　弘　高 昭和21年10月16日生

昭和44年４月 株式会社マッキャン・エリクソン

博報堂(現株式会社マッキャン・

エリクソン)入社

※１ ―

昭和51年９月 ハーバード大学経営大学院講師

昭和52年12月 ハーバード大学経営大学院助教授

昭和58年４月 一橋大学商学部助教授

昭和62年４月 一橋大学商学部教授就任

平成10年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科長就任(現任)

平成12年６月 当社監査役就任

平成16年６月 当社取締役就任(現任)

平成17年３月 トレンドマイクロ株式会社取締役

就任(現任)

取締役 佐々木　　　毅 昭和17年７月15日生

昭和43年４月 東京大学法学部助教授

※１ ―

昭和53年11月 東京大学法学部教授就任

平成３年４月 東京大学大学院法学政治学研究科

教授就任

平成10年４月 東京大学法学政治学研究科長・同

法学部長就任

平成13年４月 東京大学総長就任

平成15年６月 国立大学協会(現社団法人国立大

学協会)会長就任

平成17年４月 学習院大学法学部政治学科教授就

任(現任)

平成17年７月 当社顧問

平成18年６月 当社取締役就任(現任)

平成18年６月 東日本旅客鉄道株式会社取締役就

任(現任)

平成19年６月 株式会社東芝取締役就任(現任)

取締役 尾　﨑　輝　郎 昭和19年12月29日生

昭和43年４月 アーサーアンダーセン会計事務所

入社

※１ ―

昭和59年７月 英和監査法人代表社員就任

平成３年９月 井上斎藤英和監査法人代表社員就

任

平成５年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)

代表社員就任

平成11年７月 同監査法人専務理事就任

平成14年１月 同監査法人副理事長就任

平成15年９月 同監査法人退社

平成15年10月 尾﨑輝郎公認会計士事務所所長

(現任)

平成16年３月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホー

ルディングス株式会社)監査役就

任(現任)

平成16年６月 東海ゴム工業株式会社監査役就任

(現任)

平成16年８月 当社監査委員会顧問

平成16年10月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱

東京UFJ銀行)取締役就任(現任)

平成17年６月 株式会社大京取締役就任(現任)

平成18年６月 当社取締役就任(現任)

計 55,997
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(注)※１　平成20年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までであ　

　ります。

　　　２　取締役横山禎徳、ポール・シェアード、竹内弘高、佐々木毅及び尾﨑輝郎は、会社法第２条第15号に定め

　る社外取締役であります。

　　　３　当社は委員会設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されております。

指名委員会 議長 竹内弘高

委員 横山禎徳

委員 ポール・シェアード

委員 佐々木毅

委員 尾﨑輝郎

監査委員会 議長 尾﨑輝郎

委員 横山禎徳

委員 竹内弘高

委員 佐々木毅

報酬委員会 議長 横山禎徳

委員 竹内弘高

委員 佐々木毅

委員 尾﨑輝郎
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(2) 執行役の状況

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表執行役
会長

オリックス
グループCEO

宮　内　義　彦 昭和10年９月13日生 (1) 取締役の状況参照 ※１ 39,375

執行役
副会長

オリックス
グループ
CFO

藤　木　保　彦 昭和20年11月27日生 (1) 取締役の状況参照 ※１ 6,942

代表執行役
社長

オリックス
グループ
COO

梁　瀬　行　雄 昭和19年６月15日生 (1) 取締役の状況参照 ※１ 517

執行役
副社長

不動産事業
本部長

西　名　弘　明 昭和19年９月18日生 (1) 取締役の状況参照 ※１ 3,376

執行役
副社長

海外担当、
社長室・
経営計画室
管掌

浦　田　晴　之 昭和29年11月８日生 (1) 取締役の状況参照 ※１ 1,361

専務執行役

投資銀行

本部長、証券化

商品室管掌

小　島　一　雄 昭和31年７月５日生 (1) 取締役の状況参照 ※１ 2,226

専務執行役
リスク管理
本部長

中　島　　　洋 昭和20年11月９日生

昭和43年４月 当社入社

※１ 3,934

平成６年11月 大阪営業推進部長

平成７年６月 当社取締役就任

平成10年６月 当社取締役兼執行役員就任

平成11年６月 当社執行役員就任

平成13年４月 当社常務執行役員就任

平成15年４月 当社専務執行役員就任

平成15年６月 当社専務執行役就任(現任)

平成15年10月 リスク管理本部長(現任)

専務執行役
ORIX USA 
Corporation
会長

佐　藤　　　健 昭和21年９月１日生

昭和44年４月 株式会社埼玉銀行(現株式会社り

そな銀行)入行

※１ 7,026

昭和47年１月 当社入社

平成８年２月 国際事業企画部長

平成９年６月 当社取締役就任

平成10月６月 当社取締役兼執行役員就任

平成11月６月 当社取締役兼常務執行役員就任

平成13年４月 ORIX USA Corporation会長(現任)

平成15年６月 当社取締役兼常務執行役就任

平成17年２月 当社取締役兼専務執行役就任

平成17年６月 当社専務執行役就任(現任)

専務執行役
人事・総務
本部長

小　林　信　行 昭和19年12月26日生

昭和44年４月 富士通ファコム株式会社(現富士

通株式会社と合併)入社

※１ 6,420

昭和54年10月 当社入社

平成９年２月 OQL統轄部長

平成10年６月 当社執行役員就任

平成15年４月 当社常務執行役員就任

平成15年６月 当社常務執行役就任

平成17年３月 人事・総務本部長(現任)

平成20年１月 当社専務執行役就任(現任)

常務執行役

法務部・
コンプライ
アンス部・
内部統制
統括室・
監査部管掌

中　村　　　博 昭和23年５月16日生

昭和46年４月 当社入社

※１ 1,560

平成９年６月 審査第一部長

平成11年６月 当社執行役員就任

平成12年６月 当社常勤監査役就任

平成15年６月 当社執行役就任

平成17年２月 当社常務執行役就任(現任)

平成17年４月 法務部・コンプライアンス部管掌

(現任)

平成19年３月 内部統制統括室管掌(現任)

平成20年１月 監査部管掌(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

常務執行役 財務部管掌 縣　　　信太郎 昭和25年11月14日生

昭和48年４月 当社入社

※１ 1,140

平成９年５月 財務部長

平成12年６月 当社執行役員就任

平成15年６月 当社執行役就任

平成17年２月 当社常務執行役就任・財務部管掌

(現任)

常務執行役

近畿営業
本部長、
業務センタ
ー管掌

森　田　秀　朗 昭和25年５月９日生

昭和49年４月 蝶理株式会社入社

※１ 3,540

昭和51年８月 当社入社

平成14年１月 近畿営業本部副本部長

平成15年１月 当社執行役員就任

平成15年４月 近畿営業本部長(現任)

平成15年６月 当社執行役就任

平成18年１月 当社常務執行役就任・業務セン

ター管掌(現任)

常務執行役

海外事業
統括
本部長、
プロ
ジェクト
開発
本部長、
業務改革
室管掌

井　上　　　亮 昭和27年10月２日生

昭和50年４月 当社入社

※１ 1,000

平成15年１月 投資銀行本部副本部長

平成17年２月 当社執行役就任、プロジェクト開

発本部長(現任)

平成18年１月 当社常務執行役就任(現任)

平成18年12月 業務改革室管掌(現任)

平成20年６月 海外事業統括本部長（現任）

常務執行役
東京営業
本部長

善　積　義　行 昭和25年２月７日生

昭和47年４月 当社入社

※１ 1,595

平成14年１月 不動産ファイナンス本部副本部長

平成14年４月 当社執行役員就任

平成15年６月 当社執行役就任

平成16年２月 グループ執行役員就任

平成18年１月 当社執行役就任、東京営業本部長

(現任)

平成18年８月 当社常務執行役就任(現任)

執行役
地域営業
本部長

岡　本　雅　之 昭和30年９月６日生

昭和53年４月 当社入社

※１ 600
平成15年１月 投資銀行本部副本部長

平成16年５月 当社執行役就任(現任)

平成20年１月 地域営業本部長(現任)

執行役 経理部管掌 津　谷　忠　男 昭和23年７月９日生

平成13年３月 デンセイ・ラムダ株式会社入社

※１ 666

平成16年７月 当社入社

経理部兼経営計画室担当理事

平成17年２月 当社執行役就任(現任)

平成18年１月 経理部管掌(現任)

執行役
海外事業
本部長

大　嶋　祐　紀 昭和22年６月７日生

昭和46年４月 当社入社

※１ 960

平成16年３月 ORIX Auto Leasing Korea 

Corporation(現ORIX Capital 

Korea Corporation) 社長

平成17年６月 当社執行役就任・海外事業本部長

(現任)

執行役
投資銀行本部
副本部長

西　海　三　男 昭和23年７月５日生

昭和47年４月 日本火災海上保険株式会社（現日

本興亜損害保険株式会社）入社

※１ 1,210

昭和48年10月 当社入社

平成17年２月 スペシャルインベストメンツグ

ループ部長

平成19年１月 グループ執行役員就任

平成20年１月 当社執行役就任・投資銀行本部副

本部長(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

執行役
地域営業本部
副本部長

広　瀬　秋　良 昭和24年９月４日生

昭和50年４月 北海道炭鉱汽船株式会社入社

※１ 1,423

昭和54年10月 当社入社

平成16年５月 オリックス・キャピタル株式会社

取締役社長就任

平成19年１月 グループ執行役員就任

平成20年３月 当社執行役就任・地域営業本部副

本部長(現任)

執行役
東京営業本部
副本部長

門　脇　克　俊 昭和29年９月18日生

昭和52年４月 当社入社

※１ 1,267平成16年２月 東京営業本部副本部長(現任)

平成19年１月 当社執行役就任(現任)

執行役
投資銀行本部
副本部長

安　田　　　博 昭和29年４月10日生

昭和52年４月 当社入社

※１ 3,308
平成19年１月 不動産ファイナンス本部副本部長

平成20年１月 当社執行役就任・投資銀行本部副

本部長(現任)

執行役

ｅ－コマース
担当、OQL
営業本部長、
資産管理部・
広域事業部
管掌

亀　井　克　信 昭和32年７月８日生

昭和55年４月 当社入社

※１ 612

平成17年２月 近畿営業本部副本部長

平成20年１月 当社執行役就任・ｅ－コマース担

当・OQL営業本部長・資産管理部

管掌・広域事業部管掌(現任)

計 90,058

(注)※１　平成20年３月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から、平成21年３月期に

係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、「(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその体制の状況」「(2) 内部

統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況」「(3) リスク管理体制の整備の状況」「(5) 

監査報酬の内容」については、提出会社の企業統治に関する事項に代えて連結会社の企業統治に関する事

項を記載しています。

　

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその体制の状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

オリックスグループは、経営の基本方針*に沿った事業活動の推進のためには、コーポレート・ガバ

ナンスが重要であると考えています。そして、国内および海外のベストプラクティスを参考にしなが

ら、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指しています。

　

* 経営の基本方針

　オリックスグループは以下の企業理念および経営方針を定めています。

〔企業理念〕

　オリックスグループは、たえず市場の要請を先取りし、先進的・国際的な金融サービス事業を通じて、

新しい価値と環境の創造を目指し、社会に貢献してまいります。

〔経営方針〕 

・オリックスグループは、お客様の多様な要請に対し、たえず質の高いサービスを提供し、強い信頼

関係の確立を目指します。

・オリックスグループは、連結経営により、すべての経営資源を結集し、経営基盤の強化と持続的な

成長を目指します。

・オリックスグループは、人材の育成と役職員の自己研鑽による資質の向上を通じ、働く喜びと誇り

を共感できる風土の醸成を目指します。

・オリックスグループは、この経営方針の実践を通じて、中長期的な株主価値の増大を目指します。
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②　コーポレート・ガバナンス体制の状況

コーポレート・ガバナンス体制強化の歩み

　当社は、平成９年６月に外部の有識者と経営の専門家を迎えて諮問委員会を設置して以降、事業活動

が株主価値を重視したものになっているかを客観的にチェックするために、コーポレート・ガバナン

スの仕組みを強化してきました。平成10年６月には、執行役員制度を導入し、経営戦略・意思決定機能

と業務執行機能の分離を図りました。また、平成11年６月には、取締役数を絞り、３名の諮問委員を社外

取締役および顧問として迎えることによって、諮問委員会を発展的に解消しました。さらに、取締役会

のサポート機関となる指名・報酬委員会を設置しました。

そして、経営の意思決定と業務執行の迅速化をさらに図るとともに、経営と業務執行の監督機能を強

化するため、平成15年４月の改正旧商法の施行に伴い、同年６月から「委員会等設置会社」へ移行し、

「指名」「監査」「報酬」の３つの委員会を設置しました。なお、平成18年５月１日の会社法施行に伴

い、現在は「委員会設置会社」となっています。

本有価証券報告書提出日現在、社外取締役５名であり、平成19年６月以降は指名委員会を構成する委

員全員も社外取締役としました。これにより現在では、監査委員会および報酬委員会を含め３委員会の

委員全員が社外取締役となっています。この委員構成の変更は、経営の透明性と客観性のさらなる向上

に繋がると考えています。

　

コーポレート・ガバナンス体制の状況

本有価証券報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の状況は、以下のとおりです。
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（a）業務執行に関わる事項

〈取締役会〉

取締役会は業務執行の決定のうち、法令、定款の定めるところにより執行役に委任することができな

い事項および取締役会規則に定める重要な事項にかかる業務執行の決定を行います。これらの取締役

会が決定する事項を除き、取締役会は業務執行の決定を代表執行役に委任しています。また、取締役会

は執行役および各委員会からその職務の執行の状況の報告を受けます。

当連結会計年度における取締役会は合計８回開催されました。これらの取締役会における取締役の

出席率は98％でした。

取締役会は取締役11名で構成され、うち５名が社外取締役です。

　

〈執行役〉

代表執行役は、各種社内規則の定めるところにより重要な業務執行の決定を、投・融資等委員会の審

議を経て行います。執行役は取締役会の決定、代表執行役による業務執行の決定および各種社内規則に

従って業務を執行します。

業務執行に関する重要な意思決定、モニタリングおよび議論、情報共有は、次の機関において行われ

ています。

・投・融資等委員会

　トップマネジメントおよび投融資担当の執行役が出席し、主として一定金額以上の投融資案件や経

営に関わる重要事項、取締役会から執行役に委任された事項等を審議・決裁するために原則月３回

開催します。決裁された案件・事項の内容、重要性等を考慮し、必要に応じて取締役会に報告してい

ます。

・経営情報化委員会

　トップマネジメントおよび情報システム担当の執行役が出席し、経営における情報化の基本方針や

情報システムに関する重要事項を審議・決裁するために、原則月１回開催しています。本委員会はシ

ステム投資の必要性や優先順位等をトップマネジメントレベルで判断しています。これにより事業

戦略との整合性を確保し、事業の成長やリスクの低減に寄与するシステム投資の実現に努めていま

す。

・月例戦略会議

　トップマネジメントと各事業本部またはグループ会社の責任者が、その部門の戦略の達成状況や事

業環境の変化等を議論する機関です。各事業部門ごとに原則月１回開催され、オリックスグループに

おける多岐にわたる事業をモニタリングし、コントロールする重要な役割を担っています。

・グループ執行役員会

　当社の執行役とグループ執行役員が出席し、オリックスグループの業務執行に関わる重要な情報を

共有するために毎月１回開催しています。

・ディスクロージャー・コミッティ

当社では、開示統制をコーポレート・ガバナンス全体のなかで重要な位置を占めるものと考えて

おり、投資家への適時適切な情報開示のためにディスクロージャー・コミッティを中心とした情報

開示体制を整えています。

オリックスグループの開示統制において中心的な役割を果たすディスクロージャー・コミッティ

は、当社のＣＦＯおよび広報・ＩＲ・経理・財務・経営計画・内部監査・コンプライアンス・法務

・リスク管理等を管掌する各役員により構成されており、各部門から報告される重要情報について

適時開示の要否その他適時適切な情報開示を実現し確保するために必要な対応を随時検討していま

す。
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（b）指名、監査、報酬決定等の機能に関わる事項

〈指名委員会〉

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定します。取締

役の選任および解任は、株主総会決議によって行われます。また、法令に基づく権限ではありませんが、

指名委員会は執行役の選任および解任についても審議するものとしています。

当連結会計年度における指名委員会は合計７回開催されました。これらの指名委員会における委員

の出席率は94％でした。

なお、本有価証券報告書提出日現在における指名委員会の委員である取締役は、竹内弘高(議長)、横

山禎徳、ポール・シェアード、佐々木毅、尾﨑輝郎の５名で、全員が社外取締役です。

　

当社は指名委員会において、取締役の選任基準のもとに以下の「独立性を有する取締役の要件」を

定めており、現在在任中の社外取締役は全員この要件を満たしています。

　

独立性を有する取締役の要件

・ 本人または家族*が、当社または当社の子会社から、取締役としての報酬以外に高額(年間10百万円

以上)の報酬(ただし、家族については使用人としての報酬を除く。)を現に受け取っていないこと。

・ 本人または家族*が、当社の大株主(発行済株式総数の10％以上を保有する株主)またはその利益を

代表する者でないこと。

・ 本人が、当社または当社の子会社の執行役等または使用人でないこと。また、家族*が、当社または当

社の子会社の執行役等でないこと。過去にそうであった場合には、退任または退職から５年以上経過

していること。

・ 本人が執行役等として所属する会社と当社との間で、取締役の相互兼任がないこと。取締役の相互

兼任とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または当社の子会社の執行役等が当該

会社の取締役となり、本人が当社の取締役となる場合を指す。

・ その他、取締役としての職務を執行するうえで重大な利益相反を生じさせるような事項または判断

に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

　

*　家族とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。

　

〈監査委員会〉

監査委員会は、取締役および執行役の職務の執行を監査し、監査報告を作成します。また、株主総会に

提出する会計監査人の選任および解任ならびに再任しないことに関する議案の内容を決定します。監

査委員会の職務の執行を補助するため監査委員会事務局を置いています。

監査委員会においては、以下の５つの観点で監査委員会に部門責任者を招聘し、執行役の業務執行や

会社の内部統制について評価を行っています。

まず第１点は、内部監査を管掌する執行役から、監査の結果やその指摘事項の改善状況等の報告を受

け、業務執行上の問題点の確認を行います。必要に応じて監査委員会事務局や内部監査部門等へ調査を

指示できる体制を整えています。

第２点としては、業務執行の根底にあるリスクコントロールについて各部門の本部長やグループ会

社の社長から特にリスク制御を中心に説明を受け議論します。

第３点としては、経理部門を管掌する執行役から、部門ごとの収益構造や会計の観点から見た事業の

問題点の報告を受け経営状況を確認します。
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第４点としては、以上を総括するうえで、代表執行役から会社の方向性や重要なビジネスの執行状況

の報告を受け議論します。

最後に第５点として、会計監査人から監査上の重要事項がないか報告を受け議論します。

当連結会計年度における監査委員会は合計８回開催されました。これらの監査委員会における委員

の出席率は97％でした。

なお、本有価証券報告書提出日現在における監査委員会の委員である取締役は、尾﨑輝郎(議長)、横

山禎徳、竹内弘高、佐々木毅の４名で、全員が社外取締役です。

　

〈報酬委員会〉

報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容にかかる決定に関する方針、およびそれ

らの個人別の報酬等の内容を決定します。

　

当社は報酬委員会において、以下の「取締役および執行役の報酬の決定に関する方針」を定めてい

ます。

　

取締役および執行役の報酬の決定に関する方針

オリックスグループは、中長期的な株主価値の増大を経営目標としています。また、取締役および執

行役の一人ひとりが確実に職務を執行するとともに、オリックスグループ全体の継続的な成長を図っ

ていくために、チームプレーが重要であると考えています。

報酬委員会は、この経営目標を達成するために、取締役および執行役は直近の業績のみならず、中長

期的な成果をも重視すべきであると考えています。したがって、取締役および執行役の報酬体系ならび

に報酬水準を決定するにあたって、これらのことを勘案し、報酬がインセンティブとして有効に機能す

ることを基本方針としています。

その基本方針を踏まえたうえで、取締役と執行役の役割に応じてそれぞれに以下の報酬方針を設定

しています。

　

・取締役に対する報酬方針

　取締役(執行役を兼務しない者)の報酬については、取締役の主な職務である業務執行の監督および

監視機能を維持するために有効な水準および構成としています。具体的には競争力のある報酬水準

を保ちつつ、その報酬構成を職務に応じて固定報酬、株式報酬*およびストックオプションとします。

・執行役に対する報酬方針

　執行役(取締役を兼務する者を含みます。)の報酬については、執行役の主な職務である業務執行機

能を維持するために有効な水準とし、かつ業績に対する連動性を持たせた構成としています。具体的

には競争力のある報酬水準を保ちつつ、その報酬構成を役位、役割に応じて、固定報酬、業績連動型報

酬、株式報酬*およびストックオプションとします。

　

*　株式報酬とは、当社所定の基準によるポイントを付与し、退任時に累積ポイントにその時点の株価を乗じた

金額を支給するものであります。この制度では、源泉税控除後の支給金額で当社から自社株式を退任時株価

で購入する義務を付しています。

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

109/288



当連結会計年度における報酬委員会は合計７回開催されました。これらの報酬委員会における委員

の出席率は93％でした。

なお、本有価証券報告書提出日現在における報酬委員会の委員である取締役は、横山禎徳(議長)、竹

内弘高、佐々木毅、尾﨑輝郎の４名で、全員が社外取締役です。

　

③　財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、現時点では、会社の経営を支配できる議決権数を保有する株主の取り扱いについての基本的

な対処方針は定めていません。また、現時点では、買収防衛策は導入していません。

なお、本事項については、法令変更や環境変化を踏まえ、今後とも慎重に検討を進め、必要があれば対

処いたします。
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(2) 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方

オリックスグループの内部統制システムは、会社を健全に経営していくために必要なルールや仕組み

・体制として、リスクを管理する方策・体制とともに、時間をかけて徐々に構築されてきました。また、グ

ループ全体の経営を連結ベースで捉える経営スタイルを創業以来進展させてきたことから、内部統制シ

ステムについてもグループ一体となった取組を指向してきました。さらにオリックスグループにおいて

は、平成19年３月期より適用となったＳＯＸ(Sarbanes-Oxley Act；米国企業改革法)404条による「財務

報告にかかる内部統制」の整備を図る中で、「ＣＯＳＯ(The Committee of Sponsoring　

Organizations of the Treadway Commission)の内部統制のフレームワーク」を採用したことからその

後の内部統制システムの整備もこのフレームワークにより進めています。ＣＯＳＯのフレームワークに

おいては、内部統制の構成要素として、「統制環境」、「リスクの評価」、「統制活動」、「情報と伝達」、

「監視活動」が挙げられていますが、「統制環境」はその中でもすべての構成要素の基礎をなすもので

す。

　

「統制環境」では、経営者の経営理念や構成員の誠実性・倫理観が企業風土として醸成しているかが

問われることから、オリックスグループでは、コンプライアンスが内部統制の基礎になると考え、企業風

土としてのコンプライアンスの浸透・強化を、継続的かつ積極的に行い、健全な「統制環境」の整備に努

めています。

オリックスグループにおける具体的なコンプライアンスの推進は、平成元年４月のオリエント・リー

スからオリックスへの社名変更の際に、グループＣＩ(コーポレート・アイデンティティ)を導入し、「グ

ループ理念」「グループ経営方針」および「グループ行動指針」を定めたときから始まりました。

その後、21世紀を目前にした平成10年４月に、上記の「理念」等を土台として、オリックスグループが

21世紀に向かって目指すべき企業像を「誇り」「信頼」「尊敬」という３つの言葉に集約して明確化

し、その実現のための規範として「企業行動規範」および「社員行動規範」を定め、これを「ＥＣ21」と

して発表しました。

「ＥＣ21」とは、「21世紀におけるExcellent Company」を目指すという意味です。この「ＥＣ21」が

オリックスグループにおけるコンプライアンス実践のよりどころとなり、さらにその浸透を図るため、コ

ンプライアンス推進の専門部署を設置し、平成14年２月には「コンプライアンス・マニュアル」を作成

しました。そして、このマニュアルの中に、「ＥＣ21」の精神にかなった行動をするためのより具体的な

行動指針として「役職員行動実践」を定めるとともに、研修プランを作成し、これに従いグループ全役職

員に対しコンプライアンスの啓発・研修を進めています。平成15年３月期からは、「コンプライアンス・

プログラム」(コンプライアンスを実践するための具体的な実践計画)を毎年策定し、グループ全役職員

が、これを実践しています。

さらに、当連結会計年度には、「コンプライアンス基本規則」を制定し、オリックスグループのコンプ

ライアンスに対する基本的な考え方、その浸透のための推進体制や推進計画、役職員の遵守事項等をより

明確にしました。その中で、従来より定めていたオリックスグループにおいてのコンプライアンスについ

ての定義も規則化し、これらの実現のため、様々な施策に取り組んでいます。

（オリックスグループにおけるコンプライアンスの定義）

・法令等(法規範)を遵守した行動

・社内の規程を遵守した行動

・社会一般の倫理、常識および規範に即した行動

・グループ企業理念およびＥＣ21にかなった行動
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内部統制システムに関する整備状況

オリックスグループでは、業態の多様化、また拡大に伴い内部統制システムを日々改善していくことが

重要であると考えており、前述のような企業風土にかかる「統制環境」を意識した活動を礎に、「内部統

制システム」に関する決定事項を以下のとおり定めています。

　

①　監査委員会の職務の執行のため必要な事項についての取締役会決議の内容の概要

(a) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

監査委員会の職務を補助するため、監査委員会事務局(３名)を置いています。

監査委員会の構成員である監査委員は、その職務の執行に必要な場合は、監査委員会事務局に監査

委員会の職務の執行の補助を委嘱することとしています。

(b) 前記(a)の取締役および使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会事務局のスタッフについての任命、評価、異動、懲戒は、監査委員会の同意を得てこれを

行うものとしています。

(c) 執行役および使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する

体制

・執行役および使用人は、職務執行に関し重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会

社に著しい損害を及ぼす事実を知ったとき、監査委員会に報告することとしています。

・執行役および使用人は、法令違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行為等が行われてい

ることを知った場合、コンプライアンス・ヘルプラインに報告・相談し、ヘルプライン責任者

は、その報告・相談事項について重要と判断した場合には監査委員会に報告することとしてい

ます。また、執行役および使用人は、会計・会計の内部統制・監査に関連する事項については、監

査委員会または監査委員会が指名する監査委員に対して、通報できるものとしています。

・執行役および使用人は、監査委員会において選定された監査委員の求めに応じて、その職務の執

行に関する事項の報告、説明をすることとしています。

・グループ会社は、監査委員会において選定された監査委員の求めに応じて、事業の報告をするこ

ととしています。

(d) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査部(計39名)は、内部監査の実施に際しては、監査計画を策定し、その監査計画は監査委員会

の承認を得るものとしています。

・監査部は、内部監査の監査結果を、監査結果報告書により監査委員会に報告するものとしていま

す。また、監査により改善すべき事項とされた事項につき必要な措置を講ずるものとし、フォ

ローアップ監査を行う等して改善措置状況を監査委員会にも報告するものとしています。

・監査部は、監査委員会と常に連携し、監査委員からの調査要請があれば、これに全面的に協力す

るものとしています。

・監査委員会は、その職務を執行するために必要な外部のアドバイザー、弁護士、その他専門家を

利用できることとしています。
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②　執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業

務の適正を確保するために必要な体制の整備についての取締役会決議の内容の概要

(a) 執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

・監査部を設置し、内部統制体制のモニタリングを行っています。

・リスク管理本部を設置し、与信・投資取組の審査・モニタリング等を行うことにより、取組や商

品の適合性のチェックを行っています。

・法務部を設置し、業務が法令に適合しているかのチェックを行い、必要に応じ、それらを遵守す

るためのルールを作成しています。

・コンプライアンス部を設置し、コンプライアンス体制の推進を図っています。

・内部統制統括室を設置し、内部統制の整備を推進しています。

・コンプライアンス・マニュアルを制定し、役職員が法令、社内規則および社会通念等を遵守した

行動をとるための規範や行動基準を定め、その推進を図っています。

その中のオリックス企業行動規範においては、社会から批判を浴びる反社会的な者や団体への

関与を永遠に排除することを宣言しています。

・コンプライアンス・ヘルプラインを設置し、法令違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する

行為等の相談・報告を受け、これらを早期に発見し、不祥事を未然に防ぐとともに、必要な改善

を図り、オリックスグループの健全性を高めています。

(b) 執行役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

・別途定める規則等に基づいて、情報を分類したうえで情報の管理方法、保存、廃棄に関する事項

を定め、情報の有効活用と秘密保持を図る体制の整備を進めています。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクは、大きくは次のように分類し、それぞれ必要に応じ、別途規則等を定め、評価し適切な対

応を行う体制をとっています。

    i）信用・投資等にかかるリスク

 ii）市場リスク(金利・為替リスク)・流動性リスク

iii）災害等にかかるその他のリスク

・リスクの種類と評価の程度に応じたリスクマネジメントを行っています。

　i）リスクの計測は、各ビジネスの資産・事業特性に応じた方法を採用しています。計測方法に

ついては、ビジネスモデル、事業環境の変化とともに随時必要な変更を行っています。

 ii）リスクのモニタリングは、事業ごと、およびリスクの種類ごとに行っています。モニタリン

グの内容は、資本の使用状況、時系列推移や当初計画との乖離に関する分析、経済資本(当社で

はリスクキャピタルと呼称)も考慮した収益性評価などです。

iii）モニタリングは、継続的に整備・強化を行っており、その成果を通じて、リスク計測手法の

精度向上、リスクマネジメント体制の高度化および強化を進めています。

 iv）モニタリングの結果は、四半期ごとにグループ執行役員会(後記(d)をご参照ください。)等

を通してトップマネジメントへ報告され、今後の経営戦略を考える重要な材料となっていま

す。
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(d) 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・委員会設置会社制度を選択し、取締役会の決議により法令によって認められた範囲でその業務

執行の決定を執行役に委任し、業務執行の効率化・迅速化を図っています。

・別途定める規則等に基づいて、職務権限および意思決定ルールを定め、一定金額以上の投融資案

件や経営に関わる重要事項、および取締役会から執行役に委任された事項等については、原則月

３回開催される投・融資等委員会(ＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯ等のトップマネジメントおよび投融

資担当の執行役が出席)に付議され、その他の事項については、その重要度に応じて決裁者を定

め、適切に効率よく業務が執行されるよう定めています。

・経営における情報化の基本方針や情報システムに関する重要事項については、原則月１回開催

される経営情報化委員会（ＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯ等のトップマネジメントおよび情報システム

担当の執行役が出席）に付議しています。

・当初定めた経営計画がその計画どおり進行しているかをトップマネジメントがモニタリングす

るため、各事業部門ごとに、原則月１回、月例戦略会議を開催し、当該部門の戦略の達成状況や事

業環境の変化等を議論し、必要な戦略変更を機能的に行える体制をとっています。

・毎月１回、グループ執行役員会を開催し、当社の執行役とグループ執行役員がオリックスグルー

プの業務執行に関わる重要な情報を共有することにより、オリックスグループ全体の業務の効

率化を図っています。

(e) 当社およびグループ会社から成るオリックスグループにおける業務の適正を確保するための体制

・オリックスグループを構成するグループ会社の運営・管理その他の事項については、原則とし

て、当社が指名する者の事前承認・協議・報告を要するものとすることができるものとしてお

り、業務の適正を確保することに努めています。

・オリックスグループとしての企業理念、経営方針、行動指針等を定めています。

・前記(a)の当社の内部統制関連部門は、原則として、当社の営業関連部門のみならずグループ会

社に対する管理・支援等を行うものとしています。

・オリックスグループの事業・財務等に影響を与える重要情報が発生した場合の適切な情報伝達

と管理、およびオリックスグループに適用ある法令・規則等に基づく適時適切な情報開示を実

現し確保するための体制としてディスクロージャー・コミッティを設置しています。

・オリックスグループにおける財務報告の信頼性を確保するため、別途定める規則等に基づき財

務報告にかかる内部統制が有効に機能する体制の整備を進めています。
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(3) リスク管理体制の整備の状況

①　オリックスグループの全社的リスクマネジメント

オリックスグループは、企業価値の向上を目的として経営資源の最適な配分を行い、事業環境の変化

とビジネスの多様化に臨機応変に対応する全社的リスクマネジメントのプロセスを不可欠と考えてい

ます。資本政策、各事業のリスク、資金調達、人事戦略を含む包括的かつタイムリーな全社的リスクマネ

ジメントによって、経営目標の安定的な達成を図ります。

　

②　全社的リスクマネジメントを支える体制および機能

　

　

全社的リスクマネジメントにおいては、取締役会、執行部門の会議体および専門部門が各々に重要な

機能を果たしています。一方で、基本的な機能として、各事業部門の責任者が利益の源泉であるリスク

をコントロールしています。

取締役会は、主として資本政策、各事業のリスク、資金調達、人事戦略の基本方針について承認し、そ

れらについて定期的にチェックする機能を果たしています。また、監査委員会は各部門の責任者からリ

スクコントロールの状況について説明を受けて議論を行っています。

執行部門の会議体としては、月例戦略会議、グループ執行役員会、投・融資等委員会があります。オ

リックスグループのトップマネジメントはこれらの会議体において頻繁に行われる議論を重要視して

います。

月例戦略会議は、部門ごとに、執行責任者とトップマネジメントが事業計画の達成状況や環境の変

化、経営資源の配分状況や部門課題などを議論するもので、ビジネス特性に応じて原則月１回開催され

ます。月例戦略会議で議論された重要性の高いものについては、投・融資等委員会で決定され、必要に

応じて取締役会に報告されます。

グループ執行役員会は、当社の執行役およびグループ執行役員により構成され、全社レベルの戦略や

経営資源の状況、オリックスグループの業務執行にかかる重要な情報について共有し、監視をしていま

す。
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投・融資等委員会は、ＣＥＯ、ＣＯＯ、ＣＦＯおよび投融資担当の役員等が出席し、主として一定金額

以上の投融資案件や執行上の重要事項を審議するために原則月３回開催しています。投融資案件につ

いては案件の特性に応じてリスクと収益性を評価しています。

執行部門ではこれらの会議体とともに、リスク管理本部、法務部、コンプライアンス部などの専門部

門が部門横断的な視点で監視機能を果たしています。

　

③　全社的リスクマネジメントの枠組み

オリックスグループでは、最大想定損失に基づいた各事業部門のリスク量と全社的リスク選好方針

を勘案して各事業部門に株主資本を割当てています。そして、その「資本コスト」を事業ポートフォリ

オの評価に活用しています。このプロセスを通して、当社資本の充分性を常時把握し、また内外の事業

環境や競合環境も踏まえて成長性のある部門により多くの経営資源を配分することが可能となりま

す。

トップマネジメントは、各事業部門のリスクを定期的にレビューし、リスクの状況、当初の資産、収益

計画との乖離の状況を把握し、割当てられた株主資本に対する収益性を評価しています。また、株主資

本とグループ全体のリスクの状況を比較し、その結果は資本政策の検討においても考慮されています。

　

④　各事業の主なリスクマネジメント

(a) ファイナンス・リース、営業貸付金のリスクマネジメント

　ファイナンス・リースや営業貸付金業務の主要リスクは、お客様の信用リスクであり、この分野のリ

スクマネジメントは個別案件の与信審査、信用情報管理、問題債権への対応、ポートフォリオ管理、とい

う４つの視点から構成されています。当ビジネスは、主に法人金融サービス事業、米州、アジア・大洋州

・欧州の各セグメントにて担当しています。

　

個別案件の与信審査

　新規取り組み案件について、お客様に対する既与信を含めた与信残高および企業価値貢献スプレッ

ド(運用利回り、デフォルト確率、保全状況、調達金利、資本コスト、経費率より算出)を基準として、営

業部門の責任者には職責に応じた一定限度の決裁権限が与えられています。与信残高が営業部門の

決裁権限を超える場合は、リスク管理本部の決裁が必要となります。さらにリスク管理本部の決裁権

限を超える取引については、投・融資等委員会で審議、決裁されます。取り組み案件については、お客

様の財務内容、支払実績、キャッシュ・フロー、保全条件、取引条件、採算性等から総合的に信用リス

クを分析し、判断したうえで決裁しています。

　リスク管理本部では、国、地域あるいは業種レベルの評価を定期的に行い、潜在的にリスクの高い

マーケットへのエクスポージャーをコントロールできるよう与信制限措置を講じています。

　

信用情報管理

　リスク管理本部は、数社の信用情報機関から日々入手する、倒産、手形不渡り、手形割止め、業績不振

などの信用情報を専用データベースに入力し、また、業界分析レポートや注意喚起情報を適宜営業部

門に提供して、重要なお客様に対する近況把握をサポートしています。リスクが高まっていると考え

られる業界や融資先に関し、追加与信ストップや与信削減措置をとることもあります。
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問題債権への対応

　オリックスグループでは、破産、民事再生など法的整理申請先、銀行取引停止処分先、手形不渡り発

生先、３ヶ月以上未収先、業況悪化先、詐欺事件などの債権を問題債権と認識し、管理を行っていま

す。問題債権は問題発生時の債権残高に応じて、営業部門からリスク管理本部あるいはトップマネジ

メントへ速報ベースで報告されます。問題債権のデータは独自の専用システムに入力され、リスク管

理本部が中心になって残高やスケジュールを管理し、債権残高に応じて決裁を仰ぎながら営業部門

との協働で債権回収が進められ、進捗状況等について定期的に担当役員に報告されます。さらに、リ

スク管理本部は問題債権の全体像の推移および一定金額以上の問題債権についてグループ執行役員

会に定期的に報告しています。一定金額以上の問題債権の報告には、全件の個別状況、残高および予

想回収率等が含まれます。

　問題債権の回収においては、初期対応が非常に重要です。問題債権発生の情報を入手した場合、主管

部門であるリスク管理本部は直ちに営業部門と協力して保全強化、回収行動に入ります。初期督促か

ら担保権実行、差押え等の強制執行に至るまで、リスク管理本部に集約、蓄積された回収ノウハウは、

営業部門への的確な指示や営業部門との協働により、債権回収に大きな力を発揮しています。

　

ポートフォリオ管理

　リスク管理本部では、個々の案件、お客様に対する与信審査ならびに取り組み後の与信管理に加え、

様々なポートフォリオの信用リスクを継続的に管理しています。例えば、国内、海外を問わず、取り組

み別の大口先や業種別、保全別債権を定期的に把握し、特定のお客様や業種への集中度の状況を残高

のみならず信用ＶａＲ等に基づいた経済資本（当社ではリスクキャピタルと呼称、以後はリスク

キャピタルと表示）の観点からもモニタリングしています。海外のポートフォリオについては、さら

に地域別、カントリーリスク別にモニタリングしています。

　リスク管理本部ではこれらを定期的に投・融資等委員会やグループ執行役員会に報告しています。

　

(b) オペレーティング・リースのリスクマネジメント

　オペレーティング・リースにかかる主要なリスクには、リース物件の残存価額の変動リスクがありま

す。信用リスクマネジメントについては上述同様です。ここでは、不動産を除くオペレーティング・

リースの特徴である残存価額のリスクマネジメントについて説明します。当ビジネスは、主に自動車事

業、レンタル事業、アジア・大洋州・欧州の各セグメントで担当しています。

　

残存価額のリスクマネジメント(ＲＶリスクのマネジメント)

　残存価額の価格変動リスクをコントロールするために、リース物件の在庫や市場環境、事業環境の

モニタリングを行っています。

　船舶や航空機などのオペレーティング・リース物件は長期性資産ですが、リース契約は数年単位で

更新されるため、オリックスグループはＲＶリスクを負っています。オリックスグループが船舶を所

有し、オペレーティング・リースする場合には、原則として、物件引き揚げや再リースが容易で汎用

性の高い船舶に限定しています。汎用性の低い大型船については、ファイナンスは行いますが、船舶

を保有するオペレーティング・リースは行いません。航空機に関しても、基本的に汎用性が高い機種

を選んで投資してきました。これらの船舶および航空機の評価額は常にモニタリングしており、市況

変化に応じて売却を検討します。

　自動車業界は中古車市場が確立しているため、ほとんどの車両が売却可能です。中古車市場の動向

を常に把握しながら、購入金額に対するＲＶ金額の比率の推移や、売却価格の動向などについてのモ

ニタリングを継続的に実施しています。
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(c) 不動産関連ビジネスのリスクマネジメント

　オリックスグループが行う不動産関連ビジネスは、マンション分譲事業、商業用不動産開発・賃貸事

業、ホテル・ゴルフ場・研修所などの運営事業からなる不動産事業と、不動産事業を行う先に対する不

動産ファイナンス事業に大別されます。これらのビジネスに関わるリスクをコントロールする目的で、

オリックスグループ内に後記のような個別案件を分析、評価し総合的な投融資判断をするための機能、

能力、あるいはポートフォリオを分析、評価するためのモニタリング機能、能力を有しています。

　

不動産開発、運営事業の事業実績

　オリックスグループは、オフィスビルや商業ビルなど様々な不動産の開発や賃貸、運営業務を、事業

主体として行ってきた長年の実績があります。個々の不動産のハード、ソフト面の質、特徴やキャッ

シュ・フローを読み取る専門性を有しています。

　

不動産鑑定スペシャリスト

　不動産専門の管理部門であるリスク管理本部不動産鑑定グループ(うち、鑑定士、鑑定士補、計15名)

と、オリックス不動産㈱建築監理部(うち、一級建築士30名)により、迅速な「不動産鑑定評価書」

「エンジニアリング・レポート」の入手が可能となっています。

　

与信審査、デューデリジェンス能力

　ファイナンス業務で蓄積した与信判断能力により、ゼネコンやテナント等に対する与信リスクを

チェックしています。また、不動産の管理やデューデリジェンスを専門とするグループ会社を有して

います。これらの会社は、不動産に関する各種情報を入手できるほか、専門的な観点からの不動産の

評価が可能です。

　

専門家間の協力

　法務、会計、税務およびコンプライアンス等専門部署との連携により、スピーディーで総合的な投融

資判断が可能な体制となっています。

　不動産関連ビジネスの案件は前記体制のもと、複数の採算性指標による評価およびレピュテーショ

ンリスクを含めた様々なリスクを検証したレポートをもとに、投・融資等委員会で決裁されます。

　不動産関連ビジネスのポートフォリオについては、主に事業戦略とスケジュールのモニタリングに

重点を置いています。方針変更、収益やスケジュールのブレが見込まれる場合は、事業戦略の再検討

を行います。

　具体的には、これらのモニタリングを各事業の特性に応じた方法で行うことにより、リスクのコン

トロールや軽減を図っています。例えば、ノンリコース・ローン事業の場合は、金利スプレッド、ＬＴ

Ｖ(担保掛目)、ＤＳＣＲ(年間の元利支払額に対する事業キャッシュ・フローの割合を算出したも

の)、その他個別の取引条件(他社出資状況、金利リザーブや保証など)を精査します。マンション分譲

事業においては、完成在庫や販売期間、利益率を、そして、開発・賃貸・運営事業の場合は、スケ

ジュール、ＮＯＩ利回り、保有期間、利益率などを精査します。モニタリングによる実績評価の結果

は、リスクキャピタルの算定に際しても考慮し活用されています。なお、このモニタリング結果につ

いては取り組み形態、物件タイプ、所在地など様々にカテゴリー化され、定期的に投・融資等委員会

およびグループ執行役員会に報告されています。
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(d) 投資事業のリスクマネジメント

　オリックスグループでは、プライベートエクイティ投資、ベンチャーキャピタル投資、企業再生ビジネ

スといった投資事業を拡大しています。これらのビジネスは主に不動産事業、その他の事業、アジア・

大洋州・欧州の各セグメントに含まれています。

　投資事業案件の入口審査においては、チェックアンドバランスをさらに有効に機能させるために、従

来の与信審査という観点からのみではなく、事業性や投資のスキームなど案件に対する多面的かつ専

門的な検討を加えています。そのため、会計、税務、法務等の専門知識を持つスペシャリストを活用し、

リスク分析や資産評価等のデューデリジェンスを行っています。

　投資事業においては、事業戦略とスケジュールのモニタリングをリスク管理の重要な要素と考えてい

ます。投資戦略やバリューアップイベントなどの変更、収益やスケジュールのブレが見られた場合、事

業戦略の再検討を行います。なお、モニタリングによる実績評価はリスクキャピタルの算定要素にも使

用しています。

　投資事業のポートフォリオの詳細については、定期的に投・融資等委員会、グループ執行役員会およ

び月例戦略会議に報告されています。出口戦略別、取り組み期間別、取り組み残高別、業種別、国別、出資

持分別といった切り口で資産残高とリスクキャピタルの推移や分布を把握、分析し、リスクをコント

ロールないしは軽減できる体制になっています。

　

(e) 有価証券投資のリスクマネジメント

株式、債券の価格下落リスクマネジメント

　株式や債券に関するマーケットリスクは、オリックスグループの各事業部門が自ら市場動向、取引

先の状況をモニタリングすると同時に、リスク管理本部もモニタリングを通じて、リスクの早期把握

や軽減を図っています。保有している上場株式の多くは日本国内の取引先企業へのものであり、通常

のクレジットリスクマネジメントと同様に営業部門が投資先の市場環境、経営成績、財政状態などを

モニタリングしています。加えて、リスク管理本部も信用情報機関からの信用情報や業界分析レポー

トなどを営業部門に提供するほか、投資株式の評価損益や自社開発モデルにより算出された推定倒

産確率などをベースに売却の検討や業況詳細調査を勧告します。

　また、生命保険事業や米州での債券投資については、債券運用部門が日々、金融政策やマクロ指標、

株式市場や金融市場の動向をモニタリングしつつ、個々の銘柄の値動き、損益状況、財政状態などの

分析を行っています。その結果、利益確定、損失処理、ポジションの解消などのガイドラインに従って

適切な処理を行っています。それぞれのリスク管理部門も、日々作成されるレポートを債券運用部門

と同様に、様々なガイドラインやマクロ、ミクロ状況と比較しつつレビューし、ガイドラインが遵守

されているかどうかを管理しています。
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(f) その他の主要事業におけるリスクマネジメント

　前記のリスクマネジメントに加え特定の事業については、その特性に応じた固有のリスクマネジメン

トを行っています。

　

住宅ローン

　オリックス信託銀行㈱で取り扱っている住宅ローンを大きく分けると、次の３種類があります。

・実需(自宅向け)用住宅ローン

・投資マンション(ほとんどの場合ワンルームマンション)用住宅ローン

・アパート(賃貸用集合住宅)ローン

 

　オリックス信託銀行㈱では、これらの住宅ローンを取り扱う際に、お客様との面談を通じて固有の

事情や生活実態に沿った返済能力の確認を行い、また不動産関連のマーケット情報を収集し、お客様

の返済能力だけでなく、不動産からもたらされるキャッシュ・フローや担保価値を総合的見地で判

断する個別対応型の審査を実践しています。実需(自宅向け)用の住宅ローンでは、お客様の調査を行

う際に所得安定性に着目します。すなわち、それぞれのお客様の事情を踏まえ総収入額ではなく可処

分所得の額を重視した審査を行っています。投資マンション用の住宅ローンのお客様は、医師、公務

員、上場企業管理職等の比較的高額所得者層が主体です。ただし、複数の物件を所有するなど投資額

が膨らんでいるお客様に対しては、投資物件の賃料収入が減少した場合でもどの程度まで収支が成

立するかなどのストレステストを行います。アパートローンにおいては、周辺家賃相場を基準に空室

リスク、金利上昇リスクに加え、将来発生することが予想されるコスト要因を織り込んだ賃貸収支シ

ミュレーションを作成し返済能力を検証しています。

　債権管理においては、高額取引を行っているお客様について所得状況や賃貸物件の稼働状態、担保

の時価などを年４回実施する貸出資産自己査定の際に調査し、支払能力と保全状態をフォローして

います。また、約定弁済に延滞が生じた債権もしくは正常返済中であっても、返済履行の継続に不安

のある債権に対しては、その原因、お客様の負債状況、収支状況等を迅速に把握し、適切な回収手段を

講じています。

　

カードローン

　オリックス・クレジット㈱で取り扱っているカードローンは、融資限度枠を最大500万円とする無

担保ローンです。

　個別案件の新規取り組みについては、長年にわたって蓄積してきたデータベースに基づくスコアリ

ングシステムと人的与信のノウハウの蓄積により、独自に構築した与信モデルを活用しています。与

信判断に際しては、所得を中心とした属性、過去の返済状況、現在の負債状況などお客様の支払能力

に影響を与える様々な要素を分析し、案件ごとに信用リスクに見合った金利と融資限度額の条件を

決定しています。

　カードローン契約は、取り組み時のお客様の状況に応じて、加盟する数社の信用情報機関の情報を

得て、定期的に途上審査を実施することで、常にお客様の信用状態をモニタリングしています。

　途上審査においては、お客様の属性や負債状況などの変化や自社、他社を含めた返済履歴などの分

析に加え、特に信用状態に劣化が見られたお客様に対しては、カウンセリング活動を通じてお客様の

状況をヒアリングし、より詳細な状況の把握に努めています。
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　審査の結果によっては、追加貸出の停止や融資限度額の引き下げなど必要な処置を講じ、信用リス

クの継続的なコントロールに努めています。

　なお、お客様より融資限度額の増額の申し出があった場合には、途上審査と同様に、お客様の属性や

負債状況、返済状況を確認し、融資限度額の増額の審査を実施しています。

　また、個別の途上与信管理に加え、カードローン債権全体のポートフォリオの信用リスクを定期的

に管理しています。

　具体的には、各商品別やお客様属性別、債権状態別など様々な視点から債権残高や未収状況、貸倒れ

の状況をモニタリングし、必要なリスクキャピタルを算出しています。また、外部環境、例えば、自己

破産者数の推移や完全失業者数の推移などについても定期的にモニタリングし、将来の信用リスク

の変化を予期することでより適切に債権全体の信用リスクをコントロールすることを心掛けていま

す。

　

生命保険

　オリックス生命保険㈱の販売チャネルを大きく分けると、インターネットでの資料請求や申込予約

ができるダイレクトチャネルと、募集代理店を経由する代理店チャネルがあります。

　ダイレクトチャネルでは、インターネット経由で住所や生年月日といった個人情報を扱うため、Ｓ

ＳＬ対応、入力したデータを画面上に残しておかない設定など、個人情報の漏洩防止策を講じていま

す。代理店チャネルでは、新規に代理店を登録する際には、委託基準を設け厳正に審査を行っていま

す。登録に際しては、保険募集に関するコンプライアンスを中心に研修を実施しています。登録代理

店に対しては、代理店経営、募集人に対する管理等の観点から定期的に業務検査を行い、適正な募集

が行われるよう代理店の教育、指導を行っています。

　保険契約の引受けに際しては、健康状態の告知、診査結果をもとに厳正な査定をするとともに、保険

募集状況等の確認と合わせ、不正な契約が入り込まないような手段を講じています。これは、保険契

約者間の公平性を確保するとともに、将来の保険関係収支を左右する重要な業務であると認識し、十

分な人員の確保、専門知識を持った職員の養成など体制の整備をしています。

　お客様から預かった保険料は、将来の保険金支払等にあてるため、責任準備金として法律に定めら

れた金額を積み立てており、その十分性については定期的に検証しています。また、運用にあたって

は、安定した収益確保を目標としており、適宜リスクの分散を行うとともに、信用リスク、市場リス

ク、流動性リスク等を定期的にモニタリングし、経営に報告する体制を構築しています。　

　また、保険事故が発生した場合にお客様に対し適正に正確に保険金および給付金をお支払いできる

ように、規定や体制の強化およびシステム整備をさらに進めています。

　

米国

　米国では、法人向けファイナンス事業、投資銀行業務および不動産関連事業を行っています。

　リスクマネジメントは、法人向けファイナンス事業、不動産関連事業等の投融資業務および米国子

会社傘下の Houlihan Lokey Howard ＆ Zukin 社(以下、「Houlihan Lokey 社」)によるＭ＆Ａ・事

業価値評価等に関するアドバイザリー業務それぞれについて、次の枠組みのもとで行われています。
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投融資業務

　営業各部門には専門の審査担当者がいます。また、営業部門とは独立したリスクマネジメント担当

者がおり、ポートフォリオ管理や信用リスクのモニタリングを行っています。新規投融資取り組み時

の決裁権限は、金額に応じて駐在役員を含む米国グループ会社のシニアマネジメントの共同決裁を

原則とし、一定金額以上の投融資案件については当社の投・融資等委員会に委ねられます。また、取

り組み後の個別案件、ポートフォリオのモニタリング状況も当社のリスク管理本部に報告され、牽制

機能が持たされています。個別の投融資案件の新規取り組みから、エグジットに至るまでの継続的な

モニタリング、およびポートフォリオのモニタリングの手段としては、社内格付を採用しています。

社内格付は、事業ごとの特性を考慮のうえ基準を設定しています。案件の実行後は、各事業部門が社

内格付の変更に関する提言を行う責任があります。貸倒引当金等については、四半期ごとに開催され

るリスクマネジメント・レビューミーティングで決定され、その結果はＣＥＯ、ＣＯＯや海外担当の

役員に報告されています。

　

コーポレートファイナンスおよびファイナンシャルオピニオン業務

　Houlihan Lokey 社では、以下のような委員会が、顧客に提出する助言や報告等の瑕疵についてのモ

ニタリングなど、リスク管理の主要な役割を担っています。それらの委員会は、米国およびアジアに

おけるＭ＆Ａおよびファイナンス業務引受の際の基準や手続きを定める「ＵＳ Ｍ＆Ａ委員会」お

よび「ＵＳ ファイナンス委員会」、欧州におけるＭ＆Ａおよびファイナンス業務引受の際の基準や

手続きを定める「ヨーロッパ・コーポレートファイナンス委員会」、フェアネスオピニオン・プロ

ジェクトについて引受の適否判断と品質監督およびレビューを行う「フェアネスオピニオン業務引

受審議委員会」と「フェアネスオピニオン検査監督委員会」および「フェアネスオピニオン検査委

員会」、自己資本水準の適切性評価についての意見書のレビューを行う「自己資本水準適正意見書

検査委員会」です。

　

⑤　資金調達にかかるリスクマネジメント

オリックスグループは、資金調達にかかるリスクとして流動性リスクを、また資金調達時に考慮すべ

きリスクとして金利リスク、為替リスクを最も重要なリスクとして捉え、それらのリスクを適切に把握

し、それらのリスクに対し的確に対応するために、資産、負債の管理を行っています。管理にあたっては

資産、負債の管理（以下「ＡＬＭ」）の規制、要領を制定し、それらに則った運用を行っています。ま

た、デリバティブ取引については、原則ＡＬＭを通じて金利リスクや為替リスクを削減する必要がある

と判断した場合に、ヘッジ手段としてデリバティブ取引を利用しています。

　

流動性リスクマネジメント

　流動性リスクとは、市場の混乱や当社の財務内容の悪化等により必要な資金を確保できない、または

資金調達にあたり、著しく高い金利でしか調達できなくなるリスクを指します。オリックスグループで

は、資産と負債の満期から将来のキャッシュ・フローを展開し、流動性を把握するとともに、金融市場

の混乱、当社の格下げ等のシナリオを想定した流動性リスク分析を行っています。そして、これらリス

クについて、資金調達の多様化、金融機関からのコミットメントラインの取得、市況を考慮した負債の

長短のバランス調整等を通じて管理を行っています。オリックスグループでは、前記ＡＬＭ規則、要領

に流動性比率等の指標を設定し、財務部にてモニタリングを行い、その結果を財務部管掌役員およびＣ

ＦＯに報告しているほか、グループ執行役員会にも報告しています。
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金利リスクおよび為替リスクマネジメント

　オリックスグループは、資産、負債にかかる金利リスク、為替リスクを適正に把握、管理するために、前

記ＡＬＭ規則、要領に基づき、半期ごとにＡＬＭに関する方針を投・融資等委員会にて決定し、グルー

プ執行役員会等においてＡＬＭの方針に基づく現状、今後の対応等の報告を行っています。また、ＡＬ

Ｍに関するレポートは、財務部にて作成され、財務部管掌役員およびＣＦＯに報告されています。

　金利リスクについては、例えば、金利の変動により保有する資産、負債の公正価額が変動し、損失を被

る場合や、金利の上昇により支払利息が増加する一方、支払利息ほど受取利息が増加せず収益が減少す

る場合があります。オリックスグループではこれらリスクに対して、ＢＰＶ（ベーシス・ポイント・バ

リュー）、ＳＰＶ（スロープ・ポイント・バリュー）、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）といった

指標や、期間損益への影響等様々な角度から分析を行い、金利リスクを定性的、定量的に把握したうえ

で、全体として金利リスク量が一定の範囲に収まるように管理を行っています。

　また、為替リスクについては、外貨建ての営業取引、海外投資に伴う為替の変動リスクに対して、原則

的に外貨建て借入、先物為替予約および通貨スワップ等を利用してヘッジしています。ヘッジされてい

ない外貨建て資産、海外子会社向け出資については、金利リスクと同様にＡＬＭ規則、要領に従い、Ｖａ

Ｒ等の指標を用いながら為替リスク量の把握、管理を行っています。

　

デリバティブリスクマネジメント

　オリックスグループは、ＡＬＭを通じて金利リスクや為替リスクをヘッジすると判断した場合に、

ヘッジ手段としてデリバティブ取引を利用しています。金利リスクについては、デリバティブ取引を利

用することにより、金利変動による資産、負債の公正価額の変動や、キャッシュ・フローの変動を軽減

あるいは相殺しています。金利リスクをヘッジするために利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ、金利キャップ等です。一方、外貨建ての営業取引、海外投資に伴う為替リスクをヘッジするため

に、外貨建て借入のほかに、通貨スワップ、先物為替予約等のデリバティブ取引を利用しています。ま

た、オリックスグループの一部のグループ会社はトレーディング活動の目的でデリバティブ取引を

行っています。

　デリバティブ取引を利用することにより、オリックスグループはデリバティブ取引の取引相手の不履

行が起こった場合には取引相手の信用リスクにさらされます。取引相手ごとにデリバティブ取引の想

定元本額、時価評価額、取引の種類等に関するモニタリング等を定期的にまた必要に応じて行い、この

ような信用リスクのマネジメントを行っています。

　オリックスグループは、デリバティブ取引に関して、グループ共通の規則としてデリバティブ取引管

理に関する規則を制定しています。また、デリバティブ取引を行うグループ会社各社は、この規則に基

づきデリバティブ取引管理に関する要領を制定し、デリバティブ取引を管理し、また、デリバティブ取

引にかかる内部統制制度を確立しています。デリバティブ取引を利用しているグループ会社各社は、四

半期ごとに取引内容に関する報告を財務部へ行い、財務部では、これら報告をもとにグループ全体のデ

リバティブ取引の把握、管理を行っています。
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⑥　法的リスクのマネジメント

オリックスグループの事業における重要な法務リスクとして、取引における法務リスクがあります。

具体的には、個々の取引、新商品開発、その他の事業活動において、契約が法的に有効か、オリックスグ

ループの権利が行使可能であるか、意図したとおりのものであるか、取引等に関わる業法その他法令等

に抵触することがないか、また適用される法令を遵守しているか、などが重要なテーマとなります。

これらリスクについては、日本国内では、取引等の検討段階および契約関係書類の社内承認段階にお

いて、原則として法務関連部門が関与し、リスクの回避、予防、軽減を図ります。個々の取引等における

契約関係書類は、所定の規則に従って決裁され、決裁を得なければ契約、使用することはできません。決

裁のプロセスにも、規則に従って法務関連部門が関与します。また、取引の大きさや重要性に従い、特定

分野については外部の弁護士を利用しています。訴訟を提起する場合、または提起された場合にも、法

務関連部門が関与、管理し、適切な結果、解決へ導きます。訴訟案件については、定期的にグループ執行

役員会に報告しています。

取引等に関わる業法その他の重要な適用法令等の遵守のために必要な社内規則を制定するほか、関

係する重要な法令の改正については、改正案の検討段階から情報を収集し、オリックスグループの事業

環境整備の諸活動を行うとともに、改正法の施行に適切に対応するための必要な措置を実施します。

海外については、各現地法人において社内弁護士の関与のもと、または必要に応じて外部の弁護士を

利用するなどしてリスクの回避、予防、軽減を図ります。

また、法務関連部門では知的財産権の侵害を防ぐためのモニタリングを実施しており、侵害が発見さ

れた場合には直ちに必要な措置を講じます。

　

⑦　オペレーショナルリスクのマネジメント

近年、オリックスグループの事業が拡大してきたことに伴い、オペレーショナルリスクマネジメント

の重要性が増しています。オペレーショナルリスクとは、内部プロセス、人、システムが不適切もしくは

機能しないこと、または外生的事象が生起することから生じる直接的または間接的損失にかかるリス

クです。このオペレーショナルリスクマネジメントの一環として、内部統制およびコンプライアンスの

機能強化を図っています。

具体的には、リスク管理本部によるリスクの評価およびモニタリング、監査部による業務プロセスの

モニタリング、オリックス・システム㈱による技術的な管理策の実施などにより、内部統制を強化し、

オペレーショナルリスクのマネジメントや軽減を図っています。

監査部では、年間の内部監査計画に基づき重要リスクに焦点をあて、業務の有効性、効率性ならびに

法令の遵守状況、社内規則の整備・遵守状況をモニタリングするとともに、自己評価制度による自己評

価実施状況のモニタリングもしています。これらのモニタリングを通じて、現在の内部統制の評価を行

い、必要に応じて改善しています。

コンプライアンス機能強化については、コンプライアンス部がコンプライアンス・マニュアルを国

内の全従業員および海外グループ会社の上級役員に配布しています。また、オペレーショナルリスクを

含めたコンプライアンスリスクについての洗い出しと評価を行って重要リスクを選定し、当該重要リ

スクの低減を図るなどの「コンプライアンス・プログラム」を毎年策定し、実践しています。これらの

施策により組織内でのコンプライアンス意識を高めるとともに、より効果的なコンプライアンスのシ

ステムを構築するよう改善しています。
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災害リスクについては、平成17年12月に「災害リスクマネジメント基本規則」を定め、国内で発生し

た災害に関しては人事・総務本部が統括し、また海外で発生した災害に関しては、海外事業本部が統括

する体制を構築しリスクの発生に備えています。また、本規則に則り、従業員が災害に遭遇した際の行

動マニュアルを配布するとともに継続的に災害訓練を行うことにより、災害リスクに対して適正に対

処できる体制の維持とより効果的なマネジメントシステムを構築するよう改善しています。

　また、内部統制統括室を設置し、オリックスグループの内部統制の整備を統括管理することにより、内

部統制体制のさらなる改善を進めています。
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(4) 役員報酬の内容

　

区分

取締役
（　）は社外取締役

執行役 計

支給人員
(名)

支給額
(百万円)

支給人員
(名)

支給額
(百万円)

支給人員
(名)

支給額
(百万円)

固定報酬
5
(5)

　　　　59　　　　　
(59)

28 927
33
(5)

986
(59)

業績連動型報酬 ― ― 28 165 28 165

計 ― 　　　　59 ― 1,092 ― 1,151

(注) １　当事業年度中、新任執行役５名、退任執行役６名の異動があり、当事業年度末現在の取締役の人数は11名、執行

役の人数は24名であります。

なお、前記支給人員、支給額には、平成19年６月22日開催の第44回定時株主総会の終結時以前の退任者は含ま

れておりません。

２　取締役と執行役の兼任者６名の報酬は、執行役の欄に総額を記載しております。

３　平成20年３月期の業績連動型報酬は、平成20年５月22日の報酬委員会の決定により、平成20年６月に支給した

ものであります。なお、社外取締役への支給はありません。

４　前記の金額のほか、後記の金額を支給しております。

　(1)株式報酬制度による支給

　　①当社所定の基準によるポイントを付与し、退任時に累積ポイントにその時点の株価を乗じた金額を支給する

ものです。この制度では、源泉税控除後の支給金額で当社から自社株式を退任時株価で購入する義務を付して

います。

　　②平成17年６月の本制度導入以降の累積ポイントに応じて、当事業年度中において社外取締役分24百万円、執行

役分823百万円を、日本会計基準に基づく決算において引当金として計上しました。なお、当該引当金は、事業

年度末日の当社の普通株式の株価に基づき毎年再計算しております。

　　③当事業年度中および有価証券報告書提出日までに退任した役員に対する株式報酬制度対象期間中の累積ポイ

ントに応じた株式報酬の金額は、以下のとおりであります。

　　　平成20年１月１日付退任　　　執行役４名　　　 146百万円

　平成20年６月24日付退任　　　執行役１名　　　　71百万円

　(2)ストックオプションとして新株予約権を付与しており、当事業年度中において社外取締役分18百万円、執行役

分331百万円を、日本会計基準に基づく決算において会計上の費用として計上しました。新株予約権の状況に

つきましては、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであり

ます。

　(3)平成15年６月25日開催の第40回定時株主総会決議に基づき、現在支給を保留している役員退職慰労金(同制度

を廃止した平成15年６月までの在任期間を対象としています。)は、社外取締役分２百万円、取締役(現在の執

行役兼任者)分2,840百万円、監査役(現在の執行役)分17百万円であり、今後の退任時に支給する予定です。

５　金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　

(5) 監査報酬の内容

オリックスグループにおけるあずさ監査法人とその提携会計事務所であるＫＰＭＧに対する監査報酬

は以下のとおりです。

①　公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項の業務(監査証明業務)の対価として支払うべき

報酬等の合計額 1,386百万円

②　上記以外の業務に基づく報酬等の額 172百万円

(注)　上記②の合計額は、主に税務申告書作成業務、アドバイザリー業務およびコンフォート・レター

作成業務等であります。

　

(6) 社外取締役と提出会社との関係

社外取締役は当社のその他の取締役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
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(7) 業務を執行した公認会計士

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は天野秀樹、浜嶋哲三、畑岡哲の３氏であり、あずさ監査法

人に所属しています。当連結会計年度の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士４名、会計士補３名、

その他20名です。

　

(8) 責任限定契約に関する事項

社外取締役との間で、会社法第427条第１項の基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する趣

旨の契約(いわゆる責任限定契約)を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第

425条第１項に定める最低責任限度額としています。なお、会計監査人との間では、同趣旨の契約を締結し

ていません。

　

(9) 取締役の定数および取締役の選任・解任の決議要件

当社は、定款に、取締役の員数を３人以上と定め、またその選任・解任の決議要件につき、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過

半数をもって行う旨規定しています。

　

(10) 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

当社は、定款に、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に掲げる事項を取締役会が定めることがで

き、株主総会の決議によっては定めない旨規定しています。

　これは、平成18年６月開催の株主総会において、同年５月１日に施行された会社法、会社法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律に対応して、定款規定を変更し、旧商法上の委員会等設置会社にあるもの

とみなされた定款規定を明記する等したものであります。

　委員会設置会社においては、社外取締役が過半数を占める指名委員会、監査委員会、報酬委員会により、

それぞれ取締役候補者が選定され、職務執行が監査され、個々の取締役報酬が決定されること等を通じ

て、取締役会の監督機能が有効に機能するものであり、取締役会は剰余金の配当等についても適正な決定

を行うことができるものと考えています。

　

(11) 株主総会の特別決議要件

当社は、定款に、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、当該株主総会におい

て議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株

主の議決権の３分の２以上をもって行う旨規定しています。 

　これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものであります。 
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、米国において一般に公正妥当と認めら

れた会計基準による用語、様式および作成方法に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31

日まで)および前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連結財務諸表および財務諸表

について、ならびに金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日

から平成20年３月31日まで)および当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の連結財務

諸表および財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

資産の部

　１　現金および現金等価物 ※30 215,163 2.6 320,655 3.6

　２　使途制限付現金 ※30 121,569 1.5 143,883 1.6

　３　定期預金 ※30 913 0.0 511 0.0

　４　ファイナンス・リース
　　　投資

※５,
８,10,

14

1,258,40415.3 1,098,12812.2

　５　営業貸付金

※７,
８,10,

14,30

3,490,32642.5 3,766,31041.9

　６　貸倒引当金
※８,
30

△89,508 △1.1 △102,007△1.1

　７　オペレーティング・
　　　リース投資

※
６,14

862,049 10.5 1,019,95611.3

　８　投資有価証券
※９,
10,
14,30

875,581 10.7 1,121,78412.5

　９　その他営業資産 ※14 152,106 1.9 197,295 2.2

　10　関連会社投資
※
12,14

367,762 4.5 327,763 3.6

　11　その他受取債権 212,324 2.6 284,286 3.2

　12　棚卸資産 216,150 2.6 232,850 2.6

　13　前払費用 ※18 54,855 0.7 47,657 0.5

　14　社用資産 ※14 90,682 1.1 89,533 1.0

　15　その他資産
※10,
13,
17

378,811 4.6 446,366 4.9

　　　資産合計 8,207,187100.0 8,994,970100.0

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

129/288



　　　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

負債の部

　１　短期借入債務
※14,
30

1,174,39114.3 1,330,14714.8

　２　預金
※15,
30

446,474 5.4 470,683 5.2

　３　支払手形および未払金等 ※31 381,110 4.7 392,346 4.4

　４　未払費用 ※18 122,202 1.5 112,461 1.3

　５　保険契約債務 ※23 491,946 6.0 486,379 5.4

　６　未払法人税等： ※17

　　　　当期分 75,678 0.9 65,178 0.7

　　　　繰延分 244,734 3.0 202,514 2.2

　７　受入保証金 174,196 2.1 163,872 1.8

　８　長期借入債務
※10,
14,30

3,863,05747.1 4,462,18749.6

　　　負債合計 6,973,78885.0 7,685,76785.4

少数株主持分 39,165 0.4 41,286 0.5

契約債務および偶発債務 ※31

資本の部

　Ⅰ　資本金
　　　　授権株式数

259,000,000株
　　　　発行済株式数
　　　　　前連結会計年度末
　　　　　現在

91,518,194株
　　　　　当連結会計年度末
　　　　　現在

92,193,067株

※21
　
　
　
　
　
　
　
　
　

98,755 1.2 102,107 1.1

　Ⅱ　資本剰余金 ※21 119,402 1.5 135,159 1.5

　Ⅲ　利益剰余金 ※21

　　　利益準備金 2,220 0.0 2,220 0.0

　　　その他の利益剰余金 921,823 11.2 1,081,21912.1

　　　　小計 924,043 11.2 1,083,43912.1

　Ⅳ　その他の包括利益(損失)
　　　累計額

※17,
20

　　　未実現有価証券評価益 ※９ 72,994 0.9 36,286 0.4

　　　確定給付年金制度 ※18 3,604 0.1 △4,123 △0.0

　　　為替換算調整勘定 ※28 △22,620 △0.3 △53,802 △0.6

　　　未実現デリバティブ
　　　評価益

※28 1,275 0.0 2,344 0.0

　　　　小計 55,253 0.7 △19,295 △0.2

　Ⅴ　自己株式(取得価額)
　　　　前連結会計年度末現在

284,484株
　　　　当連結会計年度末現在

1,696,204株

※21

 

△3,219 △0.0 △33,493 △0.4

　　　資本合計 1,194,23414.6 1,267,91714.1

　　　負債・資本合計 8,207,187100.0 8,994,970100.0
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② 【連結損益計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益
　１　ファイナンス・リース
　　　収益

※10 90,272 78,592

　２　オペレーティング・
　　　リース収益

※６ 251,482 290,743

　３　貸付金および
　　　有価証券利息

※７,
９,10

201,531 227,020

　４　有価証券等仲介手数料
　　　および売却益

※９,
22

70,684 23,521

　５　生命保険料収入
　　　および運用益

※23 132,835 128,616

　６　不動産販売収入 87,178 88,445

　７　賃貸不動産売却益
※
６,12

22,958 16,756

　８　その他の営業収入
※24,
28

268,0201,124,960100.0 300,3611,154,054100.0

Ⅱ　営業費用

　１　支払利息 80,871 106,140
　２　オペレーティング・
　　　リース原価

※６ 162,014 185,278

　３　生命保険費用 ※23 115,565 112,869

　４　不動産販売原価 73,999 81,056

　５　その他の営業費用
※24,
28

140,597 170,476

　６　販売費および一般管理費 ※16 248,587 265,863

　７　貸倒引当金繰入額 ※８ 13,805 33,226

　８　長期性資産評価損 ※25 1,027 1,742

　９　有価証券評価損 ※９ 5,592 8,290

　10　為替差損(△益) 467 842,52474.9 △87 964,85383.6

　　　営業利益 282,43625.1 189,20116.4

　　　持分法投資利益 ※12 31,9512.8 48,3434.2

　　　子会社・関連会社株式
　　　売却益および清算損

※12 1,9620.2 12,2221.0

　　　税引前当期純利益 316,34928.1 249,76621.6

　　　法人税等 ※17 126,32011.2 98,9848.5

　　　少数株主利益前
　　　当期純利益

190,02916.9 150,78213.1

　　　少数株主利益 4,8440.4 3,9180.4

　　　継続事業からの利益 185,18516.5 146,86412.7

　　　非継続事業からの損益

　　　　非継続事業からの損益
※
25,26

17,710 36,431

　　　　法人税等 ※17 △6,962 △14,631

　　　　非継続事業からの損益
　　　　(税効果控除後)

10,7480.9 21,8001.9

　　　異常損益項目前利益 195,93317.4 168,66414.6

　　　異常損益項目
　　　(税効果控除後)
　　　－関連会社取得時利益－

※12 573 0.1 933 0.1

　　　当期純利益 196,50617.5 169,59714.7
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　　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益： ※27

　基本的

　　継続事業からの利益(円) 2,051.67 1,611.23

　　非継続事業からの損益(円) 119.08 239.16

　　異常損益項目(円) 6.35 10.24

　　当期純利益(円) 2,177.10 1,860.63

　希薄化後

　　継続事業からの利益(円) 1,980.93 1,575.91

　　非継続事業からの損益(円) 113.93 231.97

　　異常損益項目(円) 6.07 9.93

　　当期純利益(円) 2,100.93 1,817.81
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③ 【連結資本勘定計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　資本金： ※21

　　期首残高 88,458 98,755

　　新株引受権および新株予約権の行使による
　　増加額

2,259 991

　　転換社債の株式への転換による増加額 8,038 2,361

　　期末残高 98,755 102,107

Ⅱ　資本剰余金： ※21

　　期首残高 106,729 119,402

　　新株引受権、新株予約権およびストック
　　オプションの権利行使による増加額

2,257 986

　　転換社債の株式への転換による増加額 6,250 1,848

　　ストックオプションによる報酬 3,515 2,150

　　株式交換による増加額 ― 10,215

　　その他の増減(純額) 651 558

　　期末残高 119,402 135,159
Ⅲ　利益剰余金
　　利益準備金：

※21

　　期首残高 2,220 2,220

　　期末残高 2,220 2,220

　　その他の利益剰余金：

　　期首残高 733,386 921,823

　　現金配当金 △8,092 △11,863

　　当期純利益 196,506 169,597

　　持分法適用会社の資本取引による増加額 ― 1,641

　　その他の増減(純額) 23 21

　　期末残高 921,823 1,081,219

Ⅳ　その他の包括利益
　　(△損失)累計額：

※17,
20

　　期首残高 27,603 55,253

　　未実現有価証券評価益(純額) ※９ 22,138 △36,708

　　確定給付年金制度(純額) ※18 ― △7,727

　　最小年金債務調整額(純額) ※18 △5 ―

　　基準書第158号の適用による調整 ※18 4,241 ―

　　為替換算調整勘定(純額) ※28 3,512 △31,182

　　未実現デリバティブ評価益(純額) ※28 △2,236 1,069

　　期末残高 55,253 △19,295

Ⅴ　自己株式： ※21

　　期首残高 △4,750 △3,219

　　ストックオプションの行使額 1,518 190

　　自己株式の取得による増加額 ― △30,749

　　その他の増減(純額) 13 285

　　期末残高 △3,219 △33,493

Ⅵ　株主資本合計：

　　期首残高 953,646 1,194,234

　　当期増加額(純額) 240,588 73,683

　　期末残高 1,194,234 1,267,917

要約包括利益：

　当期純利益 196,506 169,597

　その他の包括利益(損失) 23,409 △74,548

　包括利益 219,915 95,049
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：
　　当期純利益 196,506 169,597
　　営業活動から得た現金(純額)への
　　当期純利益の調整：
　　　減価償却費・その他償却費 151,624 168,767
　　　貸倒引当金繰入額 ※８ 13,805 33,226
　　　保険契約債務の減少 △11,762 △5,567
　　　繰延税金繰入(戻入) 8,730 △10,466
　　　証券化による売却益 ※10 △7,762 △3,481
　　　持分法投資利益 △31,951 △48,343
　　　子会社・関連会社株式売却益
　　　および清算損

△1,962 △12,222

　　　異常損益項目―関連会社取得時利益― △573 △933
　　　少数株主利益 4,844 3,918
　　　売却可能有価証券の売却益 △49,262 △7,563
　　　賃貸不動産売却益 △22,958 △16,756
　　　賃貸不動産以外のオペレーティング・
　　　リース資産の売却益

※６ △12,105 △15,217

　　　長期性資産評価損 ※25 1,027 1,742
　　　有価証券評価損 ※９ 5,592 8,290
　　　使途制限付現金の減少(増加) 51,299 △23,219
　　　売却予定の営業貸付金の増加 △52,811 △23,721
　　　短期売買目的有価証券の減少 11,248 3,275
　　　棚卸資産の増加 △85,899 △19,606
　　　前払費用の増加 △13,708 △403
　　　未払費用の増加(減少) 36,594 △4,591
　　　受入保証金の増加(減少) 21,182 △6,289
　　　その他の増減(純額) 14,430 △34,151
　　　　営業活動から得た現金(純額) 226,128 156,287
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：
　　リース資産の購入 △1,031,591 △1,088,237
　　ファイナンス・リース投資の回収 610,780 546,964
　　リース債権、営業貸付債権および有価証券の
　　証券化による収入

275,998 174,922

　　顧客への営業貸付金の実行 △2,173,322 △2,267,527
　　営業貸付金の元本回収 1,554,422 1,893,172
　　オペレーティング・リース資産の売却 158,396 229,065
　　関連会社への投資(純額) △6,000 △30,350
　　関連会社投資の売却 7,905 102,383
　　売却可能有価証券の購入 △254,044 △595,445
　　売却可能有価証券の売却 105,829 187,095
　　売却可能有価証券の償還 39,252 127,084
　　その他の有価証券の購入 △76,710 △90,088
　　その他の有価証券の売却 73,316 46,964
　　その他営業資産の購入 △50,238 △38,922
　　その他営業資産の売却 7,668 1,324
　　子会社買収(取得時現金控除後) △19,270 △15,220
　　子会社売却(売却時現金控除後) 3,019 3,948
　　その他の増減(純額) △27,688 △25,463
　　　　投資活動に使用した現金(純額) △802,278 △838,331
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：
　　満期日が３ヶ月以内の借入債務の
　　減少(純額)

△111,360 △69,644

　　満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 2,230,830 2,777,541
　　満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 △1,655,581 △1,920,865
　　預金の受入の増加(純額) 93,175 24,695
　　新株発行 4,516 1,977
　　現金配当金の支払 △8,092 △11,863
　　コールマネーの増加(減少)(純額) △10,000 21,500
　　自己株式の取得 ― △30,749
　　その他の増減(純額) 1,526 374
　　　　財務活動から得た現金(純額) 545,014 792,966
Ⅳ　現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 443 △5,430
Ⅴ　現金および現金等価物増加(減少)額(純額) △30,693 105,492
Ⅵ　現金および現金等価物期首残高 245,856 215,163
Ⅶ　現金および現金等価物期末残高 215,163 320,655
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連結財務諸表注記
　
１　会計処理の原則および手続ならびに連結財務諸表の表示方法

この連結財務諸表は、米国預託証券の発行等に関して要請されている会計処理の原則および手続ならび

に表示方法について、株式分割の会計処理(２(n)参照)を除き米国において一般に公正妥当と認められた会

計原則(会計調査広報、会計原則審議会意見書および財務会計基準書等)によって作成されております。

当社は、平成10年９月にニューヨーク証券取引所に上場しており、以来、米国預託証券の発行等に関して

要請されている用語、様式および作成方法により作成した連結財務諸表を含めた年次報告書を米国証券取

引委員会に登録しております。

なお、当社が採用している会計処理の原則および手続ならびに表示方法のうち、わが国の連結財務諸表作

成基準および連結財務諸表規則に準拠した場合と異なるもので主要なものは次のとおりであります。

(a) ファイナンス・リースの会計処理

米国会計基準では、資産の所有に伴うすべての便益と危険を実質的にレッシー(賃借人)に移転する

リースについて、販売または金融として会計処理することが求められており、当社および子会社が行って

いるリース取引(以下、ファイナンス・リース取引)については金融処理を行っております。リース実行に

係わる初期費用(初期直接費用)は、繰延経理を行い、実行時の利回りに対する修正としてリース期間にわ

たって配分しております。

日本会計基準では、ファイナンス・リース取引の賃貸人は原則として通常の売買取引にかかる方法に

準じて会計処理を行うことが求められておりますが、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、所定の事項を財務諸表に注記することにより賃貸借処理を行うことが認められております。

なお、リース債権の証券化を行う場合、米国会計基準では、米国財務会計基準書第140号(金融資産の譲

渡およびサービス業務ならびに負債の消滅に関する会計処理)で要求される一定の条件を満たすものに

ついて売却処理をしております。日本会計基準では、賃貸借処理をしている場合には、将来の受取リース

料を裏付けとした金融取引として処理することになっております。

(b) 営業貸付金の初期直接費用

米国会計基準では、貸付実行に伴う初期費用(初期直接費用)は繰延経理を行い、契約期間にわたって利

息法により配分しております。

日本会計基準では、発生時に費用処理されることとなっております。

(c) オペレーティング・リースの会計処理

米国会計基準では、オペレーティング・リース収益は契約期間にわたって定額で認識しております。ま

たオペレーティング・リース資産は、主として見積耐用年数を償却期間とした定額法により減価償却を

行っております。

日本会計基準では、定率法等による償却も認められております。
　
(d) 生命保険の会計処理

米国会計基準では米国財務会計基準書第60号(保険企業の会計処理と報告)に基づき、保険契約の引き

受け時に発生する費用(募集費用)を繰り延べ、保険料収入の認識に応じた期間で償却しております。

日本会計基準では、これらの費用は、発生年度の期間費用として処理されております。

また、米国会計基準では、将来保険給付債務は、予想される将来の保険加入者への保険給付金に基づく

平準純保険料方式によって算出されておりますが、日本基準では行政監督庁の認める方式により算定さ

れております。

(e) 企業結合会計、営業権およびその他の無形資産に関する処理

米国会計基準では、企業結合の会計処理において、持分プーリング法の使用は禁止されており、すべて

の企業結合はパーチェス法により処理されております。

営業権および耐用年数が確定できない無形資産は償却をせず、年１回および減損の可能性を示す事象

が発生した時点で減損の判定を行っております。

日本会計基準では、営業権(連結調整勘定)は20年以内の適切な償却期間を設定し償却を行うことと

なっております。
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(f) 年金会計

米国会計基準では、米国財務会計基準書第87号(事業主の年金会計)を適用しており、年金数理計算に基

づく年金費用を計上しております。年金数理上の純損失についてはコリドー方式を採用して費用処理し

ております。また、米国財務会計基準書第158号(給付建年金および他の退職後給付制度に関する雇用主の

会計処理－米国財務会計基準書第87号、88号、106号および第132号(Ｒ)の改訂－)を適用し、年金資産の公

正価額と給付債務の差額として測定される年金制度の積立超過額または積立不足額を、連結貸借対照表

上において資産または負債として認識しております。

日本会計基準では、年金数理計算上の差異は平均残存勤務期間内の一定の年数で全額償却することと

なっております。また、給付債務に未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を加減した額から

年金資産の額を控除した額を、連結貸借対照表上において退職給付にかかる負債として認識することと

なっております。

(g) 非継続事業からの損益の表示

米国会計基準では、米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に基づき、

非継続事業と判定された事業の営業損益および処分損益は、連結損益計算書において継続事業からの利

益の後に税効果控除後の金額で区分表示されます。当社は、非継続事業に該当した事業に関し、過年度の

連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書を一部組替えて表示しております。

日本会計基準では、非継続事業の表示に関する規定は無く、継続事業と区分して表示はしません。また

過年度に公表された連結財務諸表の組替は行いません。

(h) 少数株主持分

米国会計基準では、連結貸借対照表上、少数株主持分は負債の部と資本の部の中間に独立の項目として

表示しております。

日本会計基準では、連結貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部に区分し、少数株主持分につい

ては、純資産の部の中に含めて表示されております。

(i) セグメント情報

米国会計基準では、米国財務会計基準書第131号(企業のセグメント情報および関連情報の開示)に基づ

き、経営陣による業績の評価および経営資源の配分の決定に定期的に使用しているセグメント情報を開

示しております。

日本会計基準では、取扱商品を基準とした事業の種類別情報、販売元の所在地を基準とした所在地別情

報、および販売先の所在地を基準とした海外売上高の各セグメント情報の開示が要求されております。

(j) キャッシュ・フロー計算書における区分

米国会計基準は米国財務会計基準書第95号(キャッシュ・フロー計算書)に基づいており、日本会計基

準とキャッシュ・フロー区分が異なっております。重要なものはリース資産の購入およびファイナンス

・リース投資の回収、オペレーティング・リース資産の売却、顧客への営業貸付金の実行および元本回収

(売却予定の営業貸付金の実行および元本回収は除く)であり、「投資活動によるキャッシュ・フロー」

に含まれております。

日本会計基準においては、これらは「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分することとなって

おります。

　

２　重要な会計方針

(a) 連結の方針

本連結財務諸表は当社およびすべての子会社を連結の範囲に含めております。20％以上50％以下の持

分比率を有する、あるいは重要な影響力を行使しうる関連会社についてはすべて持分法を適用しており

ます。なお、一部の会社につきましては議決権の過半数を所有していますが、少数株主が通常の事業活動

における意思決定に対して重要な参加権を持つため、発生問題専門委員会のEITF第96-16号(少数株主が

一定の承認権限または拒否権を持つ場合における、過半数保有株主の会計処理)に従い、持分法を適用し

ております。また、米国財務会計基準審議会解釈指針第46号(2003年12月改訂)(変動持分事業体の連結)に

従い、当社および子会社が主たる受益者である変動持分事業体を連結の範囲に含めております。

必要かつ適切な場合には、継続的に３ヶ月以内の異なる決算日の財務諸表を用いております。

連結にあたり連結会社間のすべての重要な債権・債務および取引は消去しております。
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(b) 見積もり

一般に公正妥当と認められた会計基準に基づく連結財務諸表の作成においては、期末日の資産・負債

の金額および決算期の収益・費用の金額に影響を与える見積もりや推定の結果を用いています。実際の

数値はこれら見積もりの数値と異なる可能性があります。当社は以下の９つの範囲において見積もりが

特に連結財務諸表に重要な影響を与えると考えております。ファイナンス・リースおよびオペレーティ

ング・リースの見積残存価額の決定および再評価((d)参照)、保険契約債務および繰延募集費用の決定お

よび再評価((e)参照)、貸倒引当金の決定((f)参照)、長期性資産の減損の決定((g)参照)、投資有価証券の

評価損の決定((h)参照)、繰延税金資産の評価性引当金の決定およびタックス・ポジションの評価((i)参

照)、デリバティブを用いたヘッジ取引の有効性判定および測定((k)参照)、給付債務および期間純年金費

用の決定((l)参照)、営業権および償却しない無形資産の減損の決定((v)参照)であります。

(c) 外貨換算の方法

当社および子会社は、それぞれの機能通貨をもって会計処理を行っております。外貨建ての取引は、取

引日の為替相場によって機能通貨に換算されております。

海外子会社および関連会社の財務諸表項目の換算について、すべての資産・負債は各年度の期末日の

為替相場により円貨に換算しており、収益および費用については期中の平均為替相場によって円貨に換

算しております。海外の子会社および関連会社の取引通貨を各社の機能通貨として認識しております。外

貨建ての財務諸表の円換算に関して発生した換算差額は為替換算調整勘定として資本の部のその他の包

括利益(損失)累計額に含めて計上しております。

(d) 収益の認識基準

契約の確実な証憑が存在し、サービスまたは商品の提供が完了し、取引価格が決定し、かつ、代金の回収

可能性が高いときに、収益を認識します。

前述の一般的な収益認識方針に加えて、下記で説明されている方針が主な収益項目のそれぞれについ

て適用されております。

リース ―― 当社および子会社はファイナンス・リース契約およびオペレーティング・リース契約の

もとで顧客に様々な資産をリースしております。ファイナンス・リース契約またはオペレーティング・

リース契約の分類は、契約条件に依存することになります。ファイナンス・リースおよびオペレーティン

グ・リースに適用される収益の認識基準は以下に記載しております。リースサービスを提供するときに

は、当社および子会社は、レッシー(賃借人)の代わりにリース資産にかかる保険料や税金の支払い等の補

足的なサービスを実行します。また、自動車メンテナンスサービスもレッシー(賃借人)に提供しておりま

す。リース契約および関連するメンテナンス契約条件に従い、当社および子会社に、費用削減や費用増加

による支出の変動が帰属する場合には、売上および原価を総額で表示しております。しかし、当社および

子会社が所有に伴う実質的なリスクや便益を有していない契約では、当社および子会社はレッシー(賃借

人)から回収を行い、第三者へ支払いを送金する代理人とみなされます。この場合、売上は第三者への費用

を相殺した純額で表示しております。自動車メンテナンスサービスからの売上は、見積費用の割合に応じ

て契約期間にわたって連結損益計算書のその他の営業収入に計上されております。

　　(1) ファイナンス・リースの収益認識基準

ファイナンス・リース取引はＯＡ機器をはじめ、産業機械、輸送機器など様々な物件のリースから

なり、リース期間中に投下元本を全額回収する契約であります。ファイナンス・リースではリース料

総額に見積残存価額を加え、リース資産の購入代金を差し引いた額を未実現リース益として、リース

期間にわたって収益計上しております。見積残存価額はリース期間終了時の物件の処分により見込

まれる売却額であります。見積残存価額は、中古物件の市場価額および陳腐化する時期、程度につい

ての見積もりに基づいて決定されております。リース実行に係わる初期費用(初期直接費用)は、繰延

経理を行い、実行時の利回りに対する修正としてリース期間にわたって配分しております。この未償

却残高は、ファイナンス・リース投資に含めて表示しております。未実現リース益および初期直接費

用の償却額は利息法によって算定されております。
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　　(2) オペレーティング・リースの収益認識基準

オペレーティング・リース収益は契約期間にわたって定額で認識しております。オペレーティン

グ・リース資産は取得原価で計上し、主として見積耐用年数を償却期間とした定額法により減価償

却を行っております。オペレーティング・リース資産の主な種類別の平均見積耐用年数は、輸送機器

が７年、測定・分析機器、情報関連機器が４年、不動産他が30年であります。減価償却費はオペレー

ティング・リース原価に含まれております。オペレーティング・リース資産(賃貸不動産を除く)を

処分することにより発生する損益は、オペレーティング・リース収益に含めて計上しております。商

業ビルのような賃貸不動産の処分について、当社または子会社は、その資産の管理・運営等への関与

のような形で、不動産から生じるキャッシュ・フローの一部を得る権利を保持しているものもあり

ます。当社または子会社が処分された賃貸不動産の営業活動に継続して関与する場合には、当該処分

から生じる損益は、賃貸不動産売却益として表示され、一方、当社または子会社が処分された賃貸不

動産の営業活動に継続して関与しない場合には、非継続事業からの損益にそれぞれ区分して表示さ

れております。

見積残存価額は、中古物件の市場価額および陳腐化する時期、程度についての見積もりに基づいて

決定されております。

営業貸付金 ―― 営業貸付金の利息収入は、発生主義により認識しております。また、貸付実行に係わ

る初期費用(初期直接費用)は営業貸付金の取組手数料収入を控除して繰延経理し、実行時の利回りに対

する修正として貸付の契約期間にわたって利息法により配分しております。

減損した営業貸付金から生じる利息回収額については、貸付元本残高に回収可能性があると見込まれ

る場合は利息収入として計上し、回収可能性が乏しい場合は、貸付元本の回収額として処理しておりま

す。

当初契約実行時より債務者の信用リスクが悪化し、取得時において契約上要求されている支払額の全

額は回収できないと想定される債権につき、期待キャッシュ・フローの回収時期や金額を合理的に見積

もることができない場合には、利息回収額を現金基準または貸付元本の回収額として処理しております。

収益計上停止の方針 ―― ファイナンス・リースおよび営業貸付金については、元本または利息が支

払期日より90日以上経過しても回収されない場合、または経営陣が回収可能性に疑問があると判断した

場合は、それ以前であっても収益の計上を停止しております。未回収の発生利息は、連結貸借対照表上、

ファイナンス・リース投資または営業貸付金に計上され、貸倒引当金の設定対象となります。収益計上停

止債権からの現金回収額は、収益計上を再開するのに適格となるまで、最初に未収に充当し、残余を収益

に計上しております。

有価証券等仲介手数料および売却益 ―― 有価証券等仲介手数料および売却益は、約定日に収益計上

をしております。

不動産販売 ―― 不動産販売による収益は、契約の締結および引き渡しが行われ、買い手の初期投資お

よび継続投資額が不動産代金の全額を支払う確約を示すのに十分であり、そして当社および子会社が実

質的に対象不動産に継続関与しなくなった時点で、認識しております。

(e) 保険料収入および費用

生命保険契約の収入は支払期日に収益計上しております。

生命保険給付金は保険事故が発生した時点で費用として認識されます。将来保険給付債務は、予想され

る将来の保険加入者への保険給付金に基づく平準純保険料方式によって算出されております。保険契約

は長期契約に分類され、主に終身保険、定期保険、養老保険および医療保険契約等から構成されておりま

す。必要とされる保険契約債務の算出は、死亡率、契約脱退率および保険契約締結時における将来投資利

回りと適切なその他要素が反映されております。前連結会計年度および当連結会計年度における平均投

資利回り予定利率は、それぞれ2.1％および1.5％です。当社の生命保険子会社は継続的に保険契約債務の

計算に用いた見積もりや予想の変動の潜在性を再評価し、これらの再評価を認識済みの給付債務の修正、

保険契約引受基準および募集の調整に反映しております。

米国財務会計基準書第60号(保険企業の会計処理と報告)は、保険契約の引き受け時に発生する費用(募

集費用)を繰り延べ、保険料収入の認識に応じた期間で償却することを要求しております。繰延募集費用

は新規および更新保険契約の募集に関連する費用であり、保険契約維持費を除く実質的な初年度委託手

数料および保険引受費用です。
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(f) 貸倒引当金

貸倒引当金は、ファイナンス・リース投資および営業貸付金に内在された今後発生する可能性のある

損失について、経営陣の判断により十分な引当てを行っております。貸倒引当金は貸倒引当金繰入によっ

て増加し、回収額差引後の未回収残高の貸倒処理により減少します。

貸倒引当金の設定は多数の見積もりと判断に左右されます。経営陣は貸倒引当金の残高の妥当性の判

断にあたって、債務者の性質と特徴、経済状況およびそのトレンド、過去の貸倒償却実績、未収状況および

過去のトレンド、ファイナンス・リースおよび営業貸付金の将来のキャッシュ・フロー、債権に対する担

保および保証の価値など、様々な要素を斟酌しております。概して言うと、大口の均質でない営業貸付金

は個別に減損の判定を行い、減損の兆候が見られた場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値、債権

の市場価額または貸付金が担保に依存している場合には貸付金を保全する担保の客観的な公正価額に基

づいて評価されます。回収条件の緩和を行っていない個人向けの住宅ローンやカードローンを含む同種

小口の貸付金とリース債権に対する貸倒引当金については、経済状況およびそのトレンド、担保および保

証の価値、過去の貸倒償却実績、未収状況や収益計上の停止などの要素を勘案し、総合的に評価されます。

将来の回収可能性がほとんどないと経営陣が判断した債権については貸倒処理をしております。

(g) 長期性資産の減損

当社および子会社は米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)を適用し

ております。基準書第144号では、不動産開発プロジェクト案件、ゴルフ場や他の営業資産をはじめとした

使用目的で保有している有形固定資産や償却対象となる無形資産を含む長期性資産について、当該資産

が減損していることを示唆する状況や環境の変化が生じた場合、回収可能性の判定を行うこととなって

おります。当該資産から生じる割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合は回収が困

難であるとみなされ、見積公正価額が帳簿価額より低い場合には見積公正価額まで評価減されます。公正

価額は、同種の資産の売却を含む最近の取引事例やその他の評価技法に基づき、独立した鑑定機関や内部

の不動産鑑定士によって評価されます。

(h) 投資有価証券

短期売買目的有価証券は時価評価し、その評価損益は期間損益に含めて計上しております。

売却可能有価証券は時価評価しており、未実現評価損益は税効果控除後の金額でその他の包括利益(損

失)累計額に計上しております。

満期保有目的有価証券は償却原価法により計上しております。

その他の有価証券は原価法および持分法により計上しております。

原則として当社および子会社は、売却可能持分証券の公正価額が取得原価(または過去に評価減を計上

した場合、評価減後の帳簿価額)を著しく下回る期間が６ヶ月を超えて継続した場合に当該評価損を期間

損益に含めて計上しております。さらに、当社および子会社は以下の状況においても売却可能有価証券の

評価損を期間損益として認識しております。売却可能負債証券の発行体の信用格付が著しく低下したあ

るいは債務不履行等の状況に陥り、公正価額の下落が一時的ではないと判断される場合、および持分証券

の公正価額が帳簿価額を著しく下回る期間が６ヶ月を超えていない場合において、公正価額の下落が発

行者の経営状態に基づくもので、単に株式市場全般の下落に伴うものではないため、その公正価額が６ヶ

月以内に回復不能と考えられる場合には評価損を認識しております。また、その他の有価証券の価値の下

落が一時的でないと判断される場合には公正価額まで減額し、評価損を認識しております。
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(i) 法人税等

法人税等は資産負債法により計上しております。繰延税金資産・負債は、資産および負債の財務諸表上

と税務上との帳簿価額の差異および繰越欠損金による将来の見積税効果について認識しております。繰

延税金資産・負債は、一時差異が解消されると見込まれる期の課税所得に対して適用される税率を使用

して計算しております。繰延税金資産・負債における税率変更の影響は、税率変更が制定された日を含む

年度の損益として認識しております。利用可能な証拠の重要度に基づいて繰延税金資産のすべてあるい

は一部について実現しない可能性が実現する可能性よりも高い場合には、評価性引当金を計上しており

ます。

当社および子会社は当連結会計年度より米国財務会計基準審議会解釈指針第48号(法人税等の不確実

性に関する会計処理－米国財務会計基準書第109号の解釈指針)を適用しております。((ac)参照)。この解

釈指針に従い、当社および子会社は、税務申告において採用するあるいは将来採用するであろうタックス

・ポジションについて、税法上の技術的な解釈に基づき、申し立てや訴訟等による決定を含む税務調査に

おいて認められる可能性が認められない可能性よりも高い場合に、その影響を財務諸表で認識し、税務当

局との解決において実現する可能性が50％を超える最大の金額で当該認識基準を満たすタックス・ポジ

ションを測定しております。当社および子会社は法人税等にかかる課徴金および利息費用については、連

結損益計算書上、法人税等に含めております。

(j) 資産の証券化

当社および子会社は、証券化によりリース債権、営業貸付金および投資有価証券を投資家に売却してお

ります。証券化においては、売却の対象となる資産を信託または特別目的会社に譲渡し、その資産を担保

とした信託受益権および証券を発行し売却します。当社および子会社は対象となる資産に対する支配を

放棄した時点で、売却として会計処理しております。証券化による資産の売却時には、資産の帳簿価額を

売却した部分と継続して保有する部分にそれぞれの公正価額に基づき割り当てます。証券化による売却

損益は、売却による純回収額と売却資産に割り当てられた帳簿価額の差額により認識されます。証券化に

よる損益はファイナンス・リース収益、貸付金および有価証券利息または有価証券等仲介手数料および

売却益に含まれております。

継続して保有する持分には、優先持分、劣後持分および現金担保勘定が含まれております。継続して保

有する持分は、当初、公正価額に基づき、当該資産に割り当てられた帳簿価額により計上され、その後は定

期的に公正価額の評価をしております。継続して保有する持分の公正価額が帳簿価額を下回った際にそ

の下落が一時的でない場合には、当社および子会社は継続して保有する持分の価値が減損したと考え、公

正価額まで評価損を計上いたします。

継続して保有する持分の公正価額は、将来の予想キャッシュ・フローを、予想される貸倒率、割引率お

よび期限前返済率を含む経営陣が見積もった鍵となる前提条件をもとに現在価値に割り引くことによっ

て見積もっております。
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(k) デリバティブ

当社および子会社は米国財務会計基準書第133号(デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理)

を適用しており、保有するすべてのデリバティブは、公正価額で連結貸借対照表に計上されます。計上さ

れた後の公正価額変動の会計処理は、デリバティブの保有目的と、ヘッジ会計の要件を満たしているかど

うかによって異なります。ヘッジ以外の目的で保有されるデリバティブの公正価額の変動は、連結損益計

算書に計上されます。ヘッジ目的で保有されるデリバティブについては、さらにそのヘッジ活動の種類に

応じて、連結損益計算書上でヘッジ対象資産および負債の公正価額変動を相殺するか、その他の包括利益

(損失)累計額に計上されることになります。

認識された資産および負債、もしくは未認識確定契約の公正価額の変動に対するヘッジ(公正価値ヘッ

ジ)の目的でデリバティブを保有している場合、当該デリバティブの公正価額の変動は、ヘッジ対象の公

正価額変動から生じる損益とともに、損益に計上されます。

予定取引、または認識された資産、負債に関連して発生するキャッシュ・フローの変動に対するヘッジ

(キャッシュ・フロー・ヘッジ)の目的でデリバティブを保有する場合、当該デリバティブの公正価額の

変動は、デリバティブがヘッジとして有効である範囲において、指定されたヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動が損益に影響するまで、その他の包括利益(損失)累計額に計上されます。

外貨の公正価額またはキャッシュ・フローに対するヘッジ(外貨ヘッジ)の目的でデリバティブを保有

する場合、当該デリバティブの公正価額の変動は、ヘッジ活動が公正価値ヘッジかキャッシュ・フロー・

ヘッジであるかにより、損益またはその他の包括利益(損失)累計額に計上されます。しかしながら、デリ

バティブが海外子会社の純投資のヘッジとして利用された場合、その公正価額の変動は、ヘッジが有効で

ある範囲において、その他の包括利益(損失)累計額に含まれている為替換算調整勘定に計上されます。

トレーディング目的のようなヘッジ以外の目的で保有されるデリバティブの公正価額変動、または

ヘッジ目的で保有されているデリバティブの公正価額変動のうち、ヘッジに有効でない部分は損益に計

上されます。

当社および子会社はすべてのヘッジ取引の開始にあたり、ヘッジ関係とヘッジ活動の詳細を文書化し

ております。また、当社および子会社はその開始時点およびその後も継続的に、ヘッジ関係が有効である

かどうかを評価しております。デリバティブがヘッジとして有効でないと判断された場合、ヘッジ会計は

中止されます。

　

(l) 年金制度

当社および一部の子会社は、実質的に全従業員を対象とした拠出型および非拠出型の年金制度を採用

しております。これらの年金制度は、米国財務会計基準書第87号(事業主の年金会計)に従い、割引率、昇給

率、年金資産長期期待収益率およびその他の見積もりを前提とした年金数理計算に基づく年金費用を計

上しております。

また、これらの年金制度は、米国財務会計基準書第158号(給付建年金および他の退職後給付制度に関す

る雇用主の会計処理－米国財務会計基準書第87号、88号、106号および第132号(Ｒ)の改訂－)の積立状況

の認識および開示に関する規定に従い、年金資産の公正価額と給付債務の差額として測定される年金制

度の積立状況を連結貸借対照表において認識するとともに、当該積立状況の変動は、その変動が発生した

連結会計年度に、税効果控除後の金額でその他の包括利益(損失)として認識しております。

(m) 株式による報酬制度

当社および子会社は、米国財務会計基準書第123号(2004年改訂)(以下、基準書第123号改訂版)(株式に

基づく支払)を適用しております。この基準書第123号改訂版は、限定的な例外を除き、株式に基づく報酬

費用を従業員が提供するサービスの対価として、付与日の公正価額に基づいて測定することを要求して

おります。その費用は、サービスを提供する期間にわたって認識されます。
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(n) 株式の分割

平成13年10月１日より前に行われた株式分割については、日本の旧商法の規定に基づき、額面金額と同

額を資本剰余金から資本金へ組み入れる処理を行っております。すでに額面超過額を資本金に組み入れ

ている場合には、当該会計処理は行われません。この会計処理方法は、日本で一般的に認められている会

計慣行に従った処理です。

なお、平成13年10月１日より施行された改正旧商法および平成18年５月１日より施行された会社法で

は、旧商法の規定に基づく上記の会計処理は不要となっております。

米国で同様の株式分割が行われた場合には株式配当として考えられ、発行株式の時価相当額をその他

の利益剰余金から資本金および資本剰余金へ振り替え、資本金を額面額で、資本剰余金を時価の額面超過

額で、それぞれ増加させることとなっております。

平成13年10月１日より前に行われた株式分割をこの方法により会計処理した場合、当連結会計年度末

において、資本剰余金がおよそ24,674百万円増加し、その他の利益剰余金が同額減少します。資本の部の

合計額は変わりません。平成12年５月19日に行われた株式分割については、米国において一般に公正妥当

と認められた会計基準に基づく株式配当とは考えていないため、上記の総額から除かれております。

(o) 現金および現金等価物

現金および現金等価物は、手元現金、銀行預金および取得日から３ヶ月以内に満期を迎える流動性の高

い短期投資を含んでおります。

(p) 使途制限付現金

使途制限付現金には、顧客分別金信託に基づき他の資産から分別された現金、サービサー契約に関連し

た預金およびノンリコース・ローンの回収口座預金が含まれております。

(q) その他営業資産

その他営業資産は、主にゴルフ場、ホテルおよび研修所などの運営資産であり、減価償却累計額控除後

の価額で計上しております。減価償却方法は、主として当該資産の見積耐用年数を償却期間とした定額法

であり、減価償却累計額は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ16,035百万円および

17,838百万円であります。見積耐用年数の最長期間は、建物が50年、構築物が56年、その他が20年でありま

す。

(r) その他受取債権

その他受取債権は、主にファイナンス・リース契約に関する固定資産税・保守料・保険料の立替金、

リース物件・分譲マンション等の売却に伴う売掛金および債券売却による未収入金を含んでおります。

(s) 棚卸資産

棚卸資産は、主に販売用不動産の開発のための前渡金および完成在庫(契約後、引き渡しされるまでの

物件を含む)を含んでおります。販売用資産前渡金については減損考慮後の原価法、完成在庫については

低価法により評価しております。前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、販売用資産前渡金は、

それぞれ200,840百万円および210,312百万円、完成在庫は、それぞれ15,310百万円および22,538百万円で

あります。

当連結会計年度において、主に販売用不動産の開発のための前渡金について、開発コストの増加などに

より評価損を認識し、5,222百万円を不動産販売原価に計上しております。なお、当該評価損は「不動産事

業」セグメントに計上しております。

(t) 社用資産

社用資産は、減価償却累計額控除後の価額で計上し、当該資産の見積耐用年数を償却期間とした定率法

または定額法により減価償却を行っております。減価償却累計額は前連結会計年度末および当連結会計

年度末現在、それぞれ34,724百万円および35,857百万円であります。見積耐用年数の最長期間は、建物お

よび構築物が62年、備品等が20年であります。

(u) その他資産

その他資産は、主に買収により計上された営業権およびその他の無形資産((v)参照)、契約期間にわた

り償却をしている保険募集費用の繰延額、不動産賃借に係わる保証金、リース物件購入に関連した前渡金

および賃貸不動産の建設に係わる前渡金であります。
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(v) 営業権およびその他の無形資産

当社および子会社は米国財務会計基準書第141号(企業結合)および米国財務会計基準書第142号(営業

権および他の無形資産)を適用しております。

基準書第141号は、すべての企業結合をパーチェス法により処理することを求めており、持分プーリン

グ法により処理することは認められません。また、企業結合により獲得される無形資産が、２つの基準(契

約または法的基準および分離可能基準)のうちの１つに該当する場合には、営業権から分離して認識する

ことを求めております。

基準書第142号は、無形資産(企業結合により取得されたものを除く)の取得時の処理を規定しており、

また営業権およびその他の無形資産の取得後の処理についても取り扱っています。営業権および不確定

の耐用年数を持つ無形資産は償却を行わず、少なくとも年１回の減損テストを行います。当社および子会

社は、それぞれのセグメントまたはそれよりひとつ下のレベルの単位で、営業権の減損テストを行いま

す。確定した耐用年数を持つ無形資産は、その耐用年数にわたって償却を行い、米国財務会計基準書第144

号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に基づき減損テストを行っております。

(w) 支払手形および未払金等

支払手形および未払金等には、デリバティブに係わる支払勘定、保証契約に係わる債務などが含まれて

おります。

(x) 支払利息の資産計上

当社および子会社は、建設期間中の特定の長期不動産開発プロジェクトに関連する支払利息の資産計

上を前連結会計年度および当連結会計年度において、それぞれ636百万円および2,345百万円行っており

ます。

(y) 広告宣伝費

広告宣伝費は、発生主義により計上しております。前連結会計年度および当連結会計年度に費用として

計上された広告宣伝費は、それぞれ13,664百万円および14,004百万円であります。

(z) 非継続事業

当社および子会社は米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)を適用し

ております。基準書第144号では、独立した最小キャッシュ・フローの単位で重要な継続的関与のないも

のについて非継続事業として扱うこととなっております。重要な継続的関与がなく売却された、または売

却等による処分予定の子会社および事業ならびに一部の不動産に関する連結損益計算書上の過年度の損

益を組替再表示しております。

(aa) １株当たり利益

基本的１株当たり利益は、継続事業からの利益および当期純利益を各年度の期中普通株式加重平均残

高で除して計算します。希薄化後１株当たり利益は、新株発行や株式への転換をもたらす権利の行使や約

定の履行を考慮の上算定しております。また、１株当たり利益は株式分割および株式配当を考慮し、遡及

して調整しております。

なお、米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債については、発生問題専門委員会の

EITF第04-８号(潜在株式調整後１株当たり利益に与える条件付転換債券の影響)を適用しております。

(ab) 子会社および関連会社による株式発行

子会社および関連会社が第三者に株式を発行した場合、当社および子会社の保有する子会社および関

連会社に対する持分比率は減少しますが、当社および子会社の１株当たりの平均投資簿価と異なる価格

で株式が発行された時には、当社および子会社は、保有する子会社および関連会社に対する投資簿価を修

正し、その増減額を持分比率が変動した連結会計年度の損益として認識しております。

(ac) 新たに公表された会計基準
　 平成18年２月、米国財務会計基準書第155号(一定の複合金融商品の会計処理－米国財務会計基準書第
133号および第140号の改訂－)が公表されました。この基準書は、基準書第133号導入問題Ｄ１(証券化さ
れた金融資産に対する受益者持分への基準書第133号の適用)を無効にし、基準書第140号(金融資産の譲
渡およびサービス業務ならびに負債の消滅に関する会計処理－米国財務会計基準書第125号の改訂－)を
改訂しております。この基準書は、平成18年９月15日より後に開始する連結会計年度の開始後に取得、発
行したすべての金融商品から適用されます。この基準書適用による当社および子会社の経営成績および
財政状態への重要な影響はありませんでした。
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平成18年３月、米国財務会計基準書第156号(金融資産のサービス業務の会計処理－米国財務会計基準
書第140号の改訂－)が公表されました。この基準書は、区分して認識されたサービス資産・負債の認識お
よび測定に関するものであり、基準書第140号を改訂しております。この基準書は、平成18年９月15日より
後に開始する連結会計年度から適用されます。この基準書適用による当社および子会社の経営成績およ
び財政状態への重要な影響はありませんでした。
平成18年６月、米国財務会計基準審議会解釈指針第48号(法人税等の不確実性に関する会計処理－米国
財務会計基準書第109号の解釈指針)が公表されました。この解釈指針は、税務申告書において採用するあ
るいは将来採用するであろうタックス・ポジションについて、連結財務諸表上での認識基準および測定
方法を規定することにより、連結財務諸表上で認識される法人税等の不確実性の会計処理を明確にして
おります。また、この解釈指針は認識の中止、計上区分、利息や課徴金、期中の会計処理、開示および移行措
置についての指針を提供しています。この解釈指針は、平成18年12月15日より後に開始する連結会計年度
から適用されます。この解釈指針適用による当社および子会社の経営成績および財政状態への重要な影
響はありませんでした。
平成18年９月、米国財務会計基準書第157号(公正価額測定)が公表されました。この基準書は、公正価額
を定義し、公正価額測定の枠組みを確立し、公正価額測定に関する開示範囲を拡大しています。この基準
書は、平成19年11月15日より後に開始する連結会計年度から適用されます。この基準書適用による当社お
よび子会社の経営成績および財政状態への重要な影響はないと考えております。
平成19年２月、米国財務会計基準書第159号(金融資産および金融負債のための公正価額オプション－
米国財務会計基準書第115号の改訂を含む－)が公表されました。この基準書は、多くの金融商品と特定の
その他の資産および負債について、商品別に公正価額で評価することを認めており、基準書第115号を改
訂しております。この基準書は、平成19年11月15日より後に開始する連結会計年度から適用されます。こ
の基準書適用による当社および子会社の経営成績および財政状態への影響につきましては現在測定中で
あります。
平成19年12月、米国財務会計基準書第141号（2007年改訂）（企業結合）が公表されました。この基準
書は、企業結合における取得企業が、全部または部分的な買収にかかわらず、取得日に当該取引にかかる
取得資産や引受負債、非支配持分についてその全額を公正価額で認識すること、取得関連取引や事業再構
築の費用を繰り延べることなく費用計上すること、そして、取得企業に企業結合の内容や連結財務諸表へ
の影響について評価や理解するために必要なすべての情報を投資家や他の利用者に開示することを要求
しております。この基準書は、取得日が平成20年12月15日より後に開始する連結会計年度の期首以降とな
る企業結合について事後に適用されます。一般的に、この基準書適用による当社および子会社の経営成績
および財政状態への影響は、今後の買収案件によります。
平成19年12月、米国財務会計基準書第160号（連結財務諸表における非支配持分－ARB第51号の改訂
－）が公表されました。この基準書は、子会社の非支配持分を資本のひとつの独立した構成要素として分
類することを要求しております。この基準書において、支配を維持したままの保有持分の増減は、資本取
引として会計処理されます。一方、支配の喪失を伴う取引では、認識される損益には、売却された一部の保
有持分に関連する実現損益や留保された持分の公正価額の再測定にかかる損益を含みます。この基準書
は、平成20年12月15日より後に開始する連結会計年度、および当該年度の期中期間から適用されます。こ
の基準書適用による当社および子会社の経営成績および財政状態への影響につきましては現在測定中で
あります。
平成20年3月、米国財務会計基準書第161号（デリバティブおよびヘッジ活動に関する開示－基準書第
133号の改訂－）が公表されました。この基準書は、デリバティブを保有する企業に対して、企業がデリバ
ティブを保有する理由とその利用方法、デリバティブおよび関連するヘッジ対象の米国財務会計基準書
第133号（デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理）に基づく会計処理方法、デリバティブおよ
び関連するヘッジ対象が企業の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに与える影響について、財
務諸表の利用者が理解できるような情報を開示することを要求しております。要求される開示は、表形式
によるデリバティブの公正価額およびそれらの損益、デリバティブ契約における信用リスクに関連した
偶発特性に関する情報、取引先の信用リスク、およびデリバティブを利用する企業の戦略や目的を含んで
おります。この基準書は、平成20年11月15日より後に開始する連結会計年度および期中期間から適用され
ます。この基準書適用による当社および子会社の経営成績および財政状態への重要な影響はないと考え
ております。

(ad) 表示区分の変更について

前連結会計年度の連結財務諸表は、当連結会計年度の表示に合わせて、一部の金額について表示区分の
変更を行っております。
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３　買収

前連結会計年度の当社および子会社による買収の取得価額総額は57,941百万円であり、主に現金により

支払われました。これらの買収により計上された営業権は18,600百万円であり、税務上控除できません。当

該取引において営業権以外の無形資産を4,253百万円取得しており、そのうち1,312百万円は償却年数19年

の不動産管理業務受託契約であり、1,007百万円は耐用年数の確定しない商標権であります。当連結会計年

度に取得原価の配分が最終的に確定したため、営業権の金額を12,423百万円に修正しております。また、営

業権以外の無形資産の金額についても6,871百万円に修正しており、そのうち2,117百万円は償却年数15年

の顧客関係、1,312百万円は償却年数19年の不動産管理業務受託契約、1,138百万円は耐用年数の確定しない

商標権であります。当社はこれらの買収により、主に不動産事業の拡大を考えております。

当連結会計年度の当社および子会社による買収の取得価額総額は35,476百万円であり、現金等25,261百

万円および当社の普通株式10,215百万円にて支払われました。これらの買収により計上された営業権は

14,314百万円であり、税務上控除できません。当該取引において営業権以外の無形資産を388百万円取得し

ております。当連結会計年度末現在、一部の会社において、取得原価の配分が終了していないため、営業権以

外の無形資産および営業権の金額が変更される可能性があります。当社はこれらの買収により、主に不動産

事業の拡大を考えております。

営業権のセグメント区分は注記13　営業権およびその他の無形資産にて開示しております。
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４　キャッシュ・フローに関する情報

前連結会計年度および当連結会計年度の期中における現金支払額は以下のとおりであります。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

現金支払額：

　支払利息 88,671 113,941

　法人税等 94,718 142,751

　

現金支出を伴わない投資活動および財務活動は連結キャッシュ・フロー計算書に記載されておりませ

ん。現金支出を伴わない投資活動として、前連結会計年度および当連結会計年度の会社買収において、当社

および子会社はそれぞれ12,468百万円および19,957百万円の負債を引き受けました。また、当連結会計年度

の会社買収において、当社の株式10,215百万円を対価として支払いました。現金支出を伴わない財務活動と

して、前連結会計年度および当連結会計年度においてそれぞれ14,288百万円および4,209百万円の転換社債

型新株予約権付社債が普通株式に転換されました。

　

５　ファイナンス・リース投資

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在におけるファイナンス・リース投資の内訳は以下のとお

りであります。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

基本リース料 1,350,622 1,186,581

見積残存価額 55,983 57,581

初期直接費用 13,295 11,015

未実現リース益 △161,496 △157,049

合計 1,258,404 1,098,128

　

基本リース料(買取保証付残存価額を含む)は平成40年３月期までに回収する予定となっております。前

連結会計年度末および当連結会計年度末現在における今後５年間およびそれ以降の回収予定額は以下のと

おりであります。

　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 492,721 ―

平成21年 354,948 434,705

平成22年 227,677 300,384

平成23年 124,561 196,852

平成24年 52,682 102,531

平成25年 ― 50,190

平成25年以降 98,033 ―

平成26年以降 ― 101,919

合計 1,350,622 1,186,581

　

前連結会計年度および当連結会計年度において、ファイナンス・リース資産の処分に係わる重要な損益

は生じておりません。
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６　オペレーティング・リース投資

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在におけるオペレーティング・リース投資の内訳は以下の

とおりであります。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

輸送機器 529,654 578,988

測定・分析機器、情報関連機器 173,336 180,835

不動産他 477,351 594,169

小計 1,180,341 1,353,992

減価償却累計額 △337,946 △350,584

　差引残高 842,395 1,003,408

未収レンタル料 19,654 16,548

合計 862,049 1,019,956

　

オペレーティング・リース資産に含まれる賃貸不動産の売却損益は、連結損益計算書の賃貸不動産売却

益および非継続事業からの損益に区分して表示されております。

前連結会計年度および当連結会計年度における、オペレーティング・リース収益に含まれる賃貸不動産

以外の売却益はそれぞれ12,105百万円および15,217百万円であります。

オペレーティング・リース原価は減価償却費と保険料、固定資産税などの諸原価を含んでおります。減価

償却費と諸原価の内訳は以下のとおりであります。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

減価償却費 119,980 137,523

諸原価 42,034 47,755

合計 162,014 185,278

　

オペレーティング・リース契約には１ヶ月から20年の解約不能期間があるものがあり、前連結会計年度

末および当連結会計年度末現在における解約不能期間中の基本レンタル料回収予定額は以下のとおりであ

ります。

　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 131,269 ―

平成21年 88,730 132,378

平成22年 57,896 90,093

平成23年 31,063 57,887

平成24年 13,262 32,953

平成25年 ― 16,180

平成25年以降 24,033 ―

平成26年以降 ― 26,183

合計 346,253 355,674
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７　営業貸付金

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における営業貸付金の国内・海外および種類別内訳は以

下のとおりであります。
　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

国内貸付：

　個人向け―

　　住宅ローン 627,659 661,911

　　カードローン 335,288 343,963

　　その他 92,666 59,638

小計 1,055,613 1,065,512

　法人向け―

　　不動産業 620,946 844,985

　　商工業およびその他 1,302,595 1,318,621

小計 1,923,541 2,163,606

海外貸付(法人その他) 304,391 330,544

買取債権* 191,959 192,275

初期直接費用 14,822 14,373

合計 3,490,326 3,766,310

　* 買取債権とは、当初契約実行時より債務者の信用リスクが悪化し、取得時において契約上要求されている支払額の全

額は回収できないと想定される債権をいい、主として国内の住宅ローン債権および法人(不動産業、商工業およびそ

の他)向け債権が含まれております。

　

営業貸付金は、カードローン等を除き実質的にすべて契約上借り手に担保、あるいは保証人を設定して行

われております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における営業貸付金の買取債権および初期直接費用を除

いた国内貸付および海外貸付の今後５年間およびそれ以降の契約上の回収スケジュールは以下のとおりで

あります。
　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 768,810 ―

平成21年 576,558 882,597

平成22年 462,566 554,242

平成23年 291,948 496,252

平成24年 394,799 345,096

平成25年 ― 357,315

平成25年以降 788,864 ―

平成26年以降 ― 924,160

合計 3,283,545 3,559,662

　

前連結会計年度および当連結会計年度における連結損益計算書の貸付金および有価証券利息には、それ

ぞれ181,972百万円および204,577百万円の貸付金利息が含まれております。

貸付債権のうち、当社が予測可能な将来において第三者へ売却または証券化を行う意図と能力を有して

いるものは売却予定の貸付債権とみなされ、個別に低価法で評価されます。前連結会計年度末および当連結

会計年度末現在、営業貸付金にはそれぞれ52,811百万円および97,317百万円の売却予定貸付債権が含まれ

ております。

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

148/288



米国公認会計士協会意見書第03-3(譲渡により取得された貸付債権または負債証券の会計処理)では、当

初契約実行時より債務者の信用リスクが悪化し、取得時において契約上要求されている支払額の全額は回

収できないと想定される債権(以下、買取債権)につき、原則として期待キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額との差額を、当該買取債権の回収期間にわたり利息の増分として収益認識する方法が求められています。

ただし、増分利息計算に必要な期待キャッシュ・フローを合理的に見積もるための十分な情報を入手する

ことができない場合等上記の原則的方法に従って収益認識することが適切でない場合には、原価回収基準

または現金基準による方法の採用が認められています。

買取債権は債務不履行が引き続いている状態にあり、担保資産の処分以外に債務者より回収される見込

みがほとんどないものです。このような買取債権には概ね不動産担保が供されており、当社および子会社で

は債務者が行う任意売却手続きの手配や、担保権を行使した場合における不動産担保物件の修繕や改造お

よび居住者の立ち退き手続きならびに債権の第三者への譲渡など、様々な手段を講じて回収額の最大化を

図っております。時として、当社および子会社は回収額最大化のためこれら多くの手段を用いることがあり

ます。したがって、買取債権は法的には貸付債権として保有されますが、通常の回収手段により回収される

ことは期待できず、買取後の担保の回収にあたっては個別の方策が必要とされるため、回収額、回収時期、回

収方法を合理的に見積もることはできません。このため、当社および子会社は買取債権については原価回収

基準による方法で収益認識を行っております。前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における当

該買取債権の帳簿価額はそれぞれ191,959百万円および192,275百万円であり、前連結会計年度および当連

結会計年度において取得した当該買取債権にかかる取得時の公正価額はそれぞれ135,746百万円および

77,950百万円であります。

帳簿価額の全額は回収できないと判断した買取債権については減損したものと考えており、帳簿価額と

回収可能見込額との差額に対して評価性引当金を計上しています。ほとんどの場合、回収可能見込額は担保

価額に基づいています。前連結会計年度末および当連結会計年度末における評価性引当金を計上した買取

債権の金額はそれぞれ14,765百万円および14,594百万円であります。
　
前連結会計年度および当連結会計年度における買取債権にかかる貸倒引当金の推移は以下のとおりであ

ります。
　

前連結会計年度
（百万円）

当連結会計年度
（百万円）

貸倒引当金：

　期首残高 8,028 8,519

　繰入額 1,545 1,414

　取崩額 △1,049 △1,316

　その他* △5 △38

期末残高 8,519 8,579

*  その他には為替相場の変動額が含まれております。
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８　貸倒引当金

前連結会計年度および当連結会計年度における貸倒引当金の推移は以下のとおりであります。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

期首残高 97,002 89,508

繰入額 13,805 33,226

取崩額 △23,389 △20,310

繰り戻し額 2,059 1,742

その他* 31 △2,159

期末残高 89,508 102,007

*  その他には為替相場の変動および非継続事業からの損益への振替額が含まれております。
　
前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における貸倒引当金のファイナンス・リース投資および

営業貸付金に対する内訳は以下のとおりであります。
　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

区分：

　ファイナンス・リース投資 25,545 25,481

　営業貸付金 63,963 76,526

合計 89,508 102,007

　
米国財務会計基準書第114号(貸付金の減損に関する債権者の会計処理)において、減損した貸付金につい

ては、予想される将来のキャッシュ・フローを当初の契約利率で割り引いた現在価値に基づき評価するこ

とが求められており、実務上は簡便的に債権の市場価額または、担保依存のものは担保の公正価額により評

価することが容認されております。１つのグループとして評価される多数の同種小口の貸付金(契約条件の

緩和を行っていない個人向けの住宅ローンおよびカードローンが含まれております)やリース債権はこの

評価の対象外になっております。減損した営業貸付金を評価した結果、帳簿価額を下回った場合は貸倒引当

金の計上を行っております。

　当社および子会社は大口で均質でない営業貸付金については、元本および利息が支払期日より90日以上経

過しても回収されない場合、あるいは契約に従った回収条件に沿ってこれらの貸付金全額を回収すること

ができない可能性が高いと経営陣が判断した場合に減損したものと考えており、住宅ローンやカードロー

ンなど同種小口の貸付金については、これらの貸付金の契約条件の緩和により回収条件が変更された場合

において、減損したものと考えております。

減損したと考えられる営業貸付金の帳簿価額は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在でそれぞ

れ100,589百万円、165,283百万円であり、それらのうちそれぞれ67,934百万円、108,921百万円については評

価性引当金の設定が必要となっております。当社および子会社は前連結会計年度末および当連結会計年度

末現在でそれぞれ29,189百万円、38,081百万円の評価性引当金を計上しております。この評価性引当金は、

連結貸借対照表上、貸倒引当金に含めております。なお上記の金額には、注記７に記載されている、減損した

と考えられる買取債権の帳簿価額の全額が含まれております。

減損したと考えられる営業貸付金の期中平均残高は前連結会計年度および当連結会計年度でそれぞれ

91,037百万円、126,789百万円であります。

当社および子会社は前連結会計年度および当連結会計年度に減損した営業貸付金についてそれぞれ

2,388百万円、5,103百万円の貸付金収益を計上しており、そのうちそれぞれ1,752百万円、3,428百万円を現

金回収しております。

当社および子会社は、ファイナンス・リース投資および営業貸付金から生じる収益の計上を停止するま

での期間を90日としております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、収益計上を停止しているリース債権の残高はそれぞれ

21,149百万円、22,637百万円、収益計上を停止している同種小口の営業貸付金の残高はそれぞれ12,656百万

円、15,333百万円であります。
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９　投資有価証券

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における投資有価証券の内訳は以下のとおりでありま

す。
　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

短期売買目的有価証券 45,912 34,535

売却可能有価証券 649,897 884,777

その他の有価証券 179,772 202,472

合計 875,581 1,121,784

　
短期売買目的有価証券の売却損益および評価損益は、有価証券売却益(純額)に含まれております(注記22

参照)。

前連結会計年度および当連結会計年度における短期売買目的有価証券の評価損益はそれぞれ6,649百万

円の益および5,264百万円の損であります。

前連結会計年度および当連結会計年度における当社および子会社の売却可能有価証券の売却総額はそれ

ぞれ118,727百万円、198,584百万円、売却益総額はそれぞれ50,009百万円、8,534百万円、売却損総額はそれ

ぞれ368百万円、333百万円であります。売却した有価証券の原価は移動平均法で算定しております。

前連結会計年度および当連結会計年度に当社および子会社は、それぞれ5,592百万円、8,290百万円の有価

証券の評価損を一時的でない評価損として、連結損益計算書に計上いたしました。

その他の有価証券は、主に市場性のない株式、優先出資証券(ともに原価法を採用)および投資ファンド

(持分法適用)から構成されております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において、その他の有価証券のうち原価法により評価さ

れるものの帳簿残高はそれぞれ78,355百万円、106,652百万円であり、このうち減損の評価を行っていない

ものはそれぞれ76,328百万円、104,931百万円であります。減損の評価を行わなかったのは、投資の公正価額

に著しく不利な影響を及ぼす事象や状況の変化がみられず、かつ投資の公正価額を見積もることが実務上

困難なためであります。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における、売却可能有価証券の主な証券の種類別の償却

原価、未実現評価益総額、未実現評価損総額および公正価額の内訳は以下のとおりであります。

前連結会計年度末

償却原価
(百万円)

未実現
評価益総額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

公正価額
(百万円)

売却可能有価証券：

　　日本および海外の国債 1,200 74 △14 1,260

　　日本および海外の地方債 27,376 45 △256 27,165

　　社債 254,648 1,743 △1,547 254,844

　　モーゲージ担保証券
　　およびその他資産担保証券

232,059 12,324 △147 244,236

　　持分証券 39,964 83,307 △879 122,392

合計 555,247 97,493 △2,843 649,897

当連結会計年度末

償却原価
(百万円)

未実現
評価益総額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

公正価額
(百万円)

売却可能有価証券：

　　日本および海外の国債 26,599 167 △9 26,757

　　日本および海外の地方債 42,341 587 △2 42,926

　　社債 252,305 3,375 △3,162 252,518

　　モーゲージ担保証券
　　およびその他資産担保証券

456,347 7,729 △1,876 462,200

　　持分証券 54,701 49,848 △4,173 100,376

合計 832,293 61,706 △9,222 884,777
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前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において、未実現評価損を計上している売却可能有価証

券の、未実現評価損継続期間別の内訳は以下のとおりであります。
　

前連結会計年度末

12ヶ月未満 12ヶ月以上 合計

公正価額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

公正価額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

公正価額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

日本および海外の国債 ― ― 977 △14 977 △14

日本および海外の地方債 4,171 △14 18,127 △242 22,298 △256

社債 23,534 △81 127,244△1,466150,778△1,547

モーゲージ担保証券およびその
他資産担保証券

17,869 △86 8,195 △61 26,064 △147

持分証券 3,151 △862 75 △17 3,226 △879

合計 48,725△1,043154,618△1,800203,343△2,843

　

当連結会計年度末

12ヶ月未満 12ヶ月以上 合計

公正価額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

公正価額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

公正価額
(百万円)

未実現
評価損総額
(百万円)

日本および海外の国債 1,018 △9 ― ― 1,018 △9

日本および海外の地方債 853 △1 703 △1 1,556 △2

社債 56,091△1,786 54,147△1,376110,238△3,162

モーゲージ担保証券およびその
他資産担保証券

43,238△1,604 7,631 △272 50,869△1,876

持分証券 17,216△4,131 278 △42 17,494△4,173

合計 118,416△7,531 62,759△1,691181,175△9,222

　

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において、それぞれおよそ360銘柄および300銘柄が未実

現評価損を計上しております。これらの有価証券の未実現評価損総額は、金利や信用格差、市場動向など複

数の要素の変動に起因するものであります。その継続的なモニタリングプロセスの中で経営陣は、前連結会

計年度末および当連結会計年度末現在において、これらの有価証券に一時的でない公正価額の下落は存在

していないと結論付けました。当社および子会社は、これらの有価証券が償却原価まで回復するために十分

な期間、これらの有価証券を保有する能力と意図を有しております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における、売却可能有価証券に区分されている負債証券

の契約満期日ごとの内訳は以下のとおりであります。
　

前連結会計年度末 当連結会計年度末

償却原価
(百万円)

公正価額
(百万円)

償却原価
(百万円)

公正価額
(百万円)

売却可能有価証券：

　１年以内 21,320 21,499 70,147 69,335

　１年超５年以内 291,596 294,777 461,882 462,125

　５年超10年以内 154,931 160,980 154,443 158,523

　10年超 47,436 50,249 91,120 94,418

合計 515,283 527,505 777,592 784,401

　

モーゲージ担保証券のような満期一括回収でない有価証券は、上記の表では最終期日をもって分類して

おります。

一部の債券発行者は、繰上償還する権利を有しております。この権利の行使により上記の契約満期日と実

際の満期日が異なる場合があります。

前連結会計年度および当連結会計年度における連結損益計算書の貸付金および有価証券利息にはそれぞ

れ19,559百万円、22,443百万円の有価証券利息が含まれております。
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10　資産の証券化

当社および子会社はファイナンス・リース、営業貸付金(商業不動産担保ローンおよび個人向け不動産担

保ローン等)および投資有価証券といった金融資産を証券化しております。

証券化の過程で、これらの金融資産は信託や特別目的会社といった様々な事業体(以下、ＳＰＥ)に譲渡さ

れ、ＳＰＥはこれらの金融資産を担保にした信託受益権および証券を投資家に対し発行いたします。ＳＰＥ

に譲渡された資産から生じるキャッシュ・フローは、これらの信託受益権および証券の分配に使用されま

す。これらの資産は当社および子会社から隔離されており、投資家およびＳＰＥは譲渡された資産の債務者

および発行者の債務不履行に際し、当社および子会社の他の資産への請求権は持っておりません。

当社および子会社は対象となる資産に対する支配を放棄した時点で、その譲渡資産の受益持分以外の対

価を受領する売却取引として処理しております。また、これらのＳＰＥが米国財務会計基準書第140号(金融

資産の譲渡およびサービス業務ならびに負債の消滅に関する会計処理)に定義される一定の要件を満たす

適格なＳＰＥに該当する場合あるいは当社および子会社が米国財務会計基準審議会解釈指針第46号(2003

年12月改訂)(変動持分事業体の連結)で規定される主たる受益者に該当しない場合には、当社および子会社

はこれらのＳＰＥを連結しておりません。当社および子会社は多くの場合、信託受益権の形でＳＰＥの持分

を継続して保有いたします。その継続して保有する持分は譲渡した資産の権益を含んでおり、多くの場合、

他の持分よりも劣後しております。

当社および子会社が継続して保有する持分は、譲渡した資産の貸倒リスク、金利変動リスクおよび期限前

弁済リスクの影響を受けます。特に劣後持分は、譲渡された資産の貸倒および期限前弁済によるキャッシュ

・フローの減少リスクを最初に被るため、優先持分とは異なる貸倒リスクおよび期限前弁済リスクにさら

されております。また、投資家に対して契約利率による配当を支払った後に残る余剰資金の多くの部分は、

当社および子会社へ劣後持分の配当として支払われます。当社および子会社は、定期的にこれらの継続して

保有する持分の公正価額を見積もり、回収可能性を評価しております。

前連結会計年度および当連結会計年度におけるこれらの売却取引に関する情報は以下のとおりでありま

す。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

ファイナンス・リース：

　売却された債権 167,567 116,445

　上記にかかる売却益 4,237 1,688

　継続して保有する持分 26,608 17,074

営業貸付金：

　売却された債権 88,150 59,161

　上記にかかる売却益 3,146 1,155

　継続して保有する持分 19,495 7,253

投資有価証券：

　売却された債券 12,519 10,851

　上記にかかる売却益 379 638

　継続して保有する持分 4,207 830

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

153/288



ファイナンス・リースの証券化に関して、前連結会計年度および当連結会計年度に連結貸借対照表上に

計上された継続して保有する持分からの収益は、それぞれ6,484百万円、6,826百万円であり、連結損益計算

書上、ファイナンス・リース収益に含まれております。営業貸付金の証券化に関しては、それぞれ1,715百万

円、2,365百万円の継続して保有する持分からの収益が、連結損益計算書上、貸付金および有価証券利息に含

まれております。投資有価証券の証券化に関しては、それぞれ4,141百万円、3,902百万円の継続して保有す

る持分からの収益が、連結損益計算書上、貸付金および有価証券利息に含まれております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、当社および子会社が実行した証券化に関連する、重要な

サービス資産・負債はありません。

前連結会計年度および当連結会計年度に実行した証券化による継続して保有する持分の算定にあたり使

用した経済的な前提条件は以下のとおりであります。

　
　

前連結会計年度

ファイナンス・
リース

営業貸付金

投資有価証券商業不動産
担保ローン

個人向け不動産
担保ローン

その他*

予想貸倒率 0.29―1.36％1.04―5.00％1.05―1.18％ ― 2.19―5.00％

割引率 3.40―6.61％1.25―2.46％0.99―1.12％8.57―8.85％0.50―8.51％

期限前返済率(年率換算) 1.36―6.02％20.67―32.74％7.06―7.26％ ― 20.67―34.89％

  *　 その他について、子会社は予想貸倒率および期限前返済率を独立した前提条件として考慮しておりませんが、割引

率を見積もる際に貸倒および期限前返済の影響を考慮しております。

　

　
　

当連結会計年度

ファイナンス・
リース

営業貸付金

投資有価証券商業不動産
担保ローン

個人向け不動産
担保ローン

予想貸倒率 0.20―1.27％5.04―5.25％ 0.59％5.04―5.25％

割引率 2.23―9.80％2.71―2.76％ 1.75％2.71―9.04％

期限前返済率(年率換算) 2.00―4.92％22.19―23.43％4.48％22.19―23.43％
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前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の連結貸借対照表には、継続して保有する持分がそれぞ

れ計上されており、これらの公正価額を見積もる際に使用した鍵となる経済的な前提条件、およびその前提

条件が10％または20％不利な方向に変動した場合に公正価額へ与える影響は以下のとおりであります。

　

前連結会計年度

ファイナンス・
リース

営業貸付金

投資有価証券商業不動産
担保ローン

個人向け不動産
担保ローン

その他*

予想貸倒率 0.29―1.39％0.20―5.00％0.67―1.14％ ― 2.50―5.00％

割引率 2.63―7.29％0.67―2.48％1.96―6.25％ 8.77％0.67―8.50％

期限前返済率(年率換算) 0.21―6.18％23.74―61.15％0.88―7.30％ ― 26.13―43.50％

　

ファイナンス・
リース
(百万円)

営業貸付金(百万円)
投資有価証券
(百万円)商業不動産

担保ローン
個人向け不動産
担保ローン

その他

継続して保有する持分の
公正価額

69,703 7,988 23,619 5,995 46,875

継続して保有する持分の
帳簿価額

61,900 6,280 21,706 5,995 39,422

加重平均残存期間(年) 1.1―4.1 1.9 10.1―27.5 1.8 2.8―6.3

予想貸倒率：

　＋10％ 706 7 11 ― 3

　＋20％ 1,410 14 22 ― 6

割引率：

　＋10％ 765 17 388 187 929

　＋20％ 1,520 33 760 278 1,785

期限前返済率：

　＋10％ 150 157 289 ― 15

　＋20％ 299 313 559 ― 30
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当連結会計年度

ファイナンス・
リース

営業貸付金

投資有価証券商業不動産
担保ローン

個人向け不動産
担保ローン

その他*

予想貸倒率 0.19―1.46％0.35―5.50％0.59―0.97％ ― 1.54―5.50％

割引率 2.12―10.83％0.92―2.99％2.41―6.25％ 8.77％0.92―9.00％

期限前返済率(年率換算) 0.21―6.22％24.60―32.03％0.93―5.39％ ― 30.73―32.03％

　

ファイナンス・
リース
(百万円)

営業貸付金(百万円)
投資有価証券
(百万円)商業不動産

担保ローン
個人向け不動産
担保ローン

その他

継続して保有する持分の
公正価額

68,131 6,561 24,796 6,660 36,214

継続して保有する持分の
帳簿価額

61,220 6,527 23,501 6,660 35,669

加重平均残存期間(年) 2.9―3.7 2.3 14.2―26.5 0.1 2.0―4.3

予想貸倒率：

　＋10％ 577 33 38 ― 18

　＋20％ 1,166 66 65 ― 35

割引率：

　＋10％ 731 20 622 1,026 629

　＋20％ 1,448 39 1,206 1,115 1,223

期限前返済率：

　＋10％ 161 610 234 ― 72

　＋20％ 320 701 449 ― 87

　

上記のリスク感応度テストは、仮定によるものであり、慎重に取り扱う必要があります。予測の10％の変

化をもとに公正価額の変動を見積もっておりますが、予測の変化と公正価額の変化の関係は直線的ではな

いため通常はその延長で単純には推定することができません。同様に上記の表では、特定の予測の変動が継

続して保有する持分の公正価額の変動に与える影響を他の予測の変動を考慮せずに計算しておりますが、

現実には１つの要素の変動が結果的に他の要素を変動させ、感応度を増大または中和いたします。

　

前連結会計年度および当連結会計年度に発生した証券化活動に関するＳＰＥとのキャッシュ・フローの

受取(支払)の要約は以下のとおりであります。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

新規売却による受取 265,188 188,035

サービス業務手数料 290 422

継続して保有する持分による受取 37,923 24,096

不適格化および未収発生債権の買戻し △13,410 △12,757
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前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における未収および貸倒に関する定量的な情報および証

券化により売却された金融資産とともに管理される他の資産の情報は以下のとおりであります。

　

前連結会計年度末 当連結会計年度末

債権の
元本の合計
(百万円)

支払期日を
90日経過した
債権の元本
および
減損した
営業貸付金
(百万円)

貸倒額
(百万円)

債権の
元本の合計
(百万円)

支払期日を
90日経過した
債権の元本
および
減損した
営業貸付金
(百万円)

貸倒額
(百万円)

資産の種類：

　　ファイナンス・
　　リース

1,514,82021,149 7,1211,357,91622,637 8,085

営業貸付金 3,644,683113,245 14,2093,918,518180,616 10,483

管理されている資産と
証券化により売却された
資産の合計

5,159,503134,394 21,3305,276,434203,253 18,568

　　減：証券化により
　　　　売却された資産

△410,773 △411,996

連結財務諸表の残高 4,748,730 4,864,438

　

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において証券化により売却されたファイナンス・リース

および営業貸付金の資産残高の合計は444,051百万円、455,242百万円であります。上記の表には、サービシ

ング以外の継続介入のない残高33,278百万円、43,246百万円は含まれておりません。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において証券化により売却された投資有価証券の資産残

高は41,535百万円、46,707百万円であり、上記の表には含まれておりません。

当社および子会社は別の形式であるために売却処理されず担保付借入処理となるファイナンス・リー

ス、営業貸付金および投資有価証券の証券化を行っております。前連結会計年度末および当連結会計年度末

現在、連結貸借対照表上、長期借入債務に含まれているこれらの証券化に伴う支払債務はそれぞれ260,529

百万円、374,920百万円であります。ファイナンス・リース投資に含まれている上記支払債務の対象債権は

117,578百万円、178,459百万円、営業貸付金に含まれている対象債権は270,106万円、284,168百万円であり

ます。また、投資有価証券に含まれている対象資産は当連結会計年度末現在において14,731百万円でありま

す。

なお、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、連結貸借対照表上、その他資産にはこれらの証券

化に伴う信託勘定に含まれる現金準備金が7,160百万円、12,418百万円あります。

　

前へ　　　次へ
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11　特別目的事業体を利用した取引

当社および子会社は、通常の営業活動において特別目的会社、組合および信託(以下、ＳＰＥ)を利用して

おります。これらのＳＰＥは、必ずしも議決権が存在するわけではなく、議決権により支配されているわけ

ではありません。米国財務会計基準審議会解釈指針第46号(2003年12月改訂)(変動持分事業体の連結)は、解

釈指針の適用範囲のＳＰＥの連結について取り扱っております。一般的に適用範囲のＳＰＥは、(a)リスク

を負担する出資の合計が、出資者を含む他者からの追加的な劣後金融支援なしでは営業活動のための資金

調達を行うのに十分ではないか、(b)リスクを負担する出資者がグループとして(1)直接または間接的に事

業体の活動の意思決定を行う議決権または同様の権利、(2)事業体の予想損失を引き受ける義務、または、

(3)予想残余利益を受け取る権利、を持っておりません。解釈指針には、いくつかの除外事項があります。解

釈指針の適用範囲の事業体は変動持分事業体(ＶＩＥ)と呼ばれます。予想損失の過半数を負担するまたは

予想残余利益の過半数を享受するまたはその両方の変動持分保有者は、事業体の主たる受益者と定義され

ます。ＶＩＥは、主たる受益者により連結されます。

当社および子会社にとって重要なＳＰＥの情報は以下のとおりであります。

(a) 顧客の資産の流動化のためのＳＰＥ

当社および子会社は、顧客の特定の資産の流動化に基づきストラクチャードファイナンスを行う際に

ＳＰＥを利用します。ＳＰＥは、典型的には顧客からの倒産隔離のストラクチャーを提供するために使用

され、ＳＰＥを利用した取組は、顧客からの要請によるものです。そのような顧客から流動化用の資産を

取得するＳＰＥは、金融機関よりノンリコース・ローンを借り入れ、顧客より出資を受けます。流動化対

象資産からのキャッシュ・フローにより、ＳＰＥはローンを返済し、十分な資金があれば、出資者に分配

を行います。

当社および子会社は、そのようなＳＰＥに対しノンリコース・ローン供与および出資を行っており、前

連結会計年度末および当連結会計年度末現在、ノンリコース・ローンの残高はそれぞれ26,492百万円お

よび2,642百万円、出資残高はそれぞれ13,757百万円および14,882百万円となっております。当社および

子会社のリスクは、これらの貸付金および出資の額に限定されております。

これらのＳＰＥの総資産は、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、132,328百万円および

97,697百万円であります。これらのＳＰＥのうち、連結となったものはありません。

(b) 顧客の不動産購入および不動産開発のためのＳＰＥ

顧客、当社および子会社は、不動産の取得および開発プロジェクトのために設立されたＳＰＥを使用し

ます。このような場合、顧客は、顧客から倒産隔離されたＳＰＥを設立し、出資を行います。ＳＰＥは、不動

産の取得および開発プロジェクトを行います。

当社および子会社は、そのようなＳＰＥに対し、ノンリコース・ローン供与および特定社債の購入、出

資を行っております。これらのＳＰＥのうち連結となったものの総資産は、前連結会計年度末および当連

結会計年度末現在、それぞれ24,015百万円および22,212百万円であり、連結貸借対照表上、主にオペレー

ティング・リース投資およびその他営業資産に含まれております。

また、これらのうち連結されなかったＳＰＥに対するノンリコース・ローンおよび特定社債の残高は、

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ33,636百万円および16,387百万円となってお

り、出資残高はそれぞれ22,539百万円および42,082百万円となっております。当社および子会社のリスク

は、これらの貸付金および出資の額に限定されております。これらのＳＰＥの総資産は、前連結会計年度

末および当連結会計年度末現在、118,629百万円および451,282百万円であります。

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

158/288



(c) 不動産関連事業に関連して当社および子会社が不動産を取得するためのＳＰＥ

当社および子会社は、外部の金融機関によりノンリコース・ローンにより資金調達を行うため、あるい

は不動産に必要な管理業務を簡略化するためＳＰＥを設立して不動産を取得します。当社および子会社

は、議決権を保有しない場合でも、そのようなＳＰＥの劣後持分が実質的にすべて当社および子会社に対

して発行されていることにより、当社および子会社のために支配され、利用されているので、ＳＰＥを連

結しております。

そのようなＳＰＥの総資産は、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ118,499百万

円および222,584百万円であります。これらの総資産は、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在

の連結貸借対照表上、主にオペレーティング・リース投資、その他資産およびその他営業資産に含まれて

おります。

一部のＳＰＥは、外部の金融機関よりノンリコース・ローンにより資金調達を行っており、前連結会計

年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ24,380百万円および103,941百万円のＳＰＥの資産を担保

に供しております。ノンリコース・ローンの貸し手は、当社および子会社の他の資産に対して請求権を

持っておりません。

(d) 企業の再生支援事業のためのＳＰＥ

金融機関、当社および子会社は、企業の再生支援事業のために設立されたＳＰＥを使用します。ＳＰＥ

は、金融機関を含む顧客、当社および子会社から出資を受け、再生の可能性のある企業向けの貸付債権を

買い取ります。債権回収業務は主に当社の子会社が行います。

当社および子会社は、このようなＳＰＥの出資持分の大部分を保有しているため、ＳＰＥを連結してお

ります。

そのようなＳＰＥの総資産は、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ23,601百万円

および21,622百万円であり、連結貸借対照表上、主に営業貸付金に含まれております。

上記ＳＰＥの一部は、外部の金融機関よりノンリコース・ローンにより資金調達を行っており、前連結

会計年度末および当連結会計年度末現在、1,250百万円および714百万円のＳＰＥの資産を担保に供して

おります。ノンリコース・ローンの貸し手は、当社および子会社の他の資産に対して請求権を持っており

ません。

(e) 貸付債権を購入するためのＳＰＥ

当社は、貸付債権を買い取るためにＳＰＥを利用します。ＳＰＥは顧客により設立され、顧客の保有す

る債権を信託財産として受け入れます。債権回収業務は顧客が行います。

当社は、このようなＳＰＥの信託受益持分のすべてを顧客より買い取っているため、ＳＰＥを連結して

おります。

そのようなＳＰＥの総資産は、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、131,127百万円および

120,197百万円であり、連結貸借対照表上、主に営業貸付金に含まれております。

(f) 有価証券投資を行うためのＳＰＥ

当社および子会社は、主に株式や債券に投資する様々なＳＰＥ、いわゆる投資ファンドの持分を取得し

ております。これらのＳＰＥは、当社および子会社から独立している運営会社等によって管理・運営され

ております。

これらのうち一部のＳＰＥについては、当社が出資持分の大部分を保有しているために連結しており

ます。

そのようなＳＰＥの総資産は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、33,912百万円および

42,026百万円であり、連結貸借対照表上、主にその他営業資産および関連会社投資に含まれております。

(g) 組合ストラクチャー

日本において、当社の子会社は自らの子会社のＳＰＥが営業者となっている組合として知られる契約

構造を利用した投資商品を顧客に提供しています。第三者にリースする目的の飛行機またはその他大型

の物件を購入するための資金調達の手段として、当社および子会社は、組合の組成に必要な資金を部分的

に提供する投資家に組合商品を組成し販売します。残りの購入資金は、単独または複数の金融機関からノ

ンリコース・ローンを組合が行います。組合投資家および組合への貸し手は、購入および賃貸活動に関す

る組合の経済的なリスクおよびリワードを留保しており、すべての関連した利益または損失は、組合の投

資家の財務諸表に計上されます。当社および子会社は、商品の組成および販売に責任を持ち、サービサー

および組合の業務の管理者となります。組成および管理に対する報酬は、連結財務諸表に認識されます。

当社および子会社は、組合または関係するＳＰＥに関する保証、その他の財務上の重要な責任またはエク

スポージャーを持っておりません。

これらのＳＰＥの多くについては、当社および子会社が主たる受益者ではないため連結しておりませ

ん。
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12　関連会社投資

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における関連会社投資の内訳は以下のとおりでありま

す。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

株式(持分法評価額) 356,895 319,840

貸付金 10,867 7,923

合計 367,762 327,763

　

一部の関連会社は、株式市場に上場しております。これらの関連会社の帳簿価額および時価は、前連結会

計年度末現在99,052百万円および165,038百万円であり、当連結会計年度末現在119,312百万円および

76,337百万円であります。

前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および子会社は関連会社よりそれぞれ3,781百万円

および5,781百万円の配当金(投資の終了に伴う回収金額を含む)を受け取っております。

関連会社投資における取得日の純資産を超過する部分の取得金額の残高は前連結会計年度末および当連

結会計年度末現在、それぞれ41,587百万円および4,038百万円であります。

オリックス不動産投資法人は、当社の子会社と資産運用委託契約を締結し、前連結会計年度においては

1,314百万円、当連結会計年度においては1,323百万円をそれぞれ支払っております。

当社および子会社は前連結会計年度および当連結会計年度において、オリックス不動産投資法人に対し

て、オペレーティング・リースに供しているオフィスビルを売却した結果、それぞれ22,642百万円および

13,682百万円の売却益を認識し、連結損益計算書において賃貸不動産売却益に計上いたしました。なお当該

売却益は、オリックス不動産投資法人に対する持分相当額を控除しております。

当社は、前連結会計年度および当連結会計年度において、それぞれ取得した関連会社１社の資産および負

債の評価が完了し、これら投資先の純資産の公正価額が購入価額を超過しているものと判断されました。こ

のため、前連結会計年度および当連結会計年度において、取得時における投資先の資産負債の純額にかかる

当該超過額のうち、当社の持分相当額については固定資産から控除し、その残額の税額相当額をそれぞれ

396百万円および646百万円控除後にて、異常利益としてそれぞれ573百万円および933百万円を計上いたし

ました。

当連結会計年度において、当社および子会社は、株式会社大京が行った株式交換により同社に対する持分

を追加取得しました。この株式交換の結果として、第三者の持分比率が増加し、当社および子会社の同社に

対する持分比率は43％から41％に低下しましたが、同社の１株当たりの発行価額が当社および子会社の１

株当たりの平均投資簿価を2,377百万円上回っていたため、投資簿価の修正が必要となり、同額の利益を計

上いたしました。
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関連会社投資のうち、重要な部分を占める会社は、株式会社大京(持分比率41％)および富士火災海上保険

株式会社(26％)であります。なお、当社は当連結会計年度において、当社が保有する韓国の生命保険会社で

あるKorea Life Insurance Co.,Ltd.の株式120,700,000株(17％)全部について韓国のハンファグループへ

売却いたしました。

前連結会計年度および当連結会計年度において、持分法によって評価されているすべての関連会社の財

務諸表を合算・要約したものは次のとおりです(関連会社の経営成績の数値は、当社および子会社が投資し

た日以降の利用可能な財務諸表の期間について反映しております。)。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

経営成績：

　営業収益 2,128,620 1,738,670

　税引前当期純利益 199,030 206,009

　当期純利益 148,643 158,949

財政状態：

　総資産 8,970,148 4,326,436

　負債合計 7,912,866 3,298,243

　株主資本 1,057,282 1,028,193

当社および子会社は上記に記載した取引を除き、これらの会社との重要な取引はありません。
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13　営業権およびその他の無形資産
前連結会計年度および当連結会計年度におけるセグメントごとの営業権の推移は以下のとおりでありま
す。
　

前連結会計年度

法人金融
サービス
事業
(百万円)

自動車
事業
(百万円)

レンタル
事業
(百万円)

不動産関連
ファイ
ナンス事業
(百万円)

不動産
事業
(百万円)

生命保険
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

米州
(百万円)

アジア・
大洋州・
欧州
(百万円)

合計
(百万円)

期首残高 421 281 ― ― 3,2674,4522,01252,5362,03465,003

取得額 ― ― ― ― 15,455 ― 3,145 ― ― 18,600

減損額 △1 ― ― ― ― ― △15 ― ― △16

その他の増減額* 5 1 ― ― △4 ― △19 170 227 380

期末残高 425 282 ― ― 18,7184,4525,12352,7062,26183,967

　
当連結会計年度

法人金融
サービス
事業
(百万円)

自動車
事業
(百万円)

レンタル
事業
(百万円)

不動産関連
ファイ
ナンス事業
(百万円)

不動産
事業
(百万円)

生命保険
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

米州
(百万円)

アジア・
大洋州・
欧州
(百万円)

合計
(百万円)

期首残高 425 282 ― ― 18,7184,4525,12352,7062,26183,967

取得額 ― ― ― ― 5,639 ― 7,3061,369 ― 14,314

減損額 ― ― ― ― ― ― △955 ― ― △955

その他の増減額* △52 ― ― ― △6,512 ― △450△7,975△141△15,130

期末残高 373 282 ― ― 17,8454,45211,02446,1002,12082,196

*　その他の増減額には、為替による影響額および他勘定への振替額が含まれております。

　
前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の無形資産の内訳は以下のとおりであります。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

償却しない無形資産：

　商標権 25,282 20,525

　その他 3,258 534

　計 28,540 21,059

償却すべき無形資産(取得価額)：

　ソフトウェア 54,665 58,556

　その他 12,199 12,849

　計 66,864 71,405

　償却累計額 △40,662 △44,493

　差引残高 26,202 26,912

合計 54,742 47,971

無形資産の償却費は、前連結会計年度および当連結会計年度にそれぞれ8,859百万円および8,899百万円
であります。
今後５年間の無形資産の見積償却費は、それぞれ平成21年３月期に7,744百万円、平成22年３月期に5,876
百万円、平成23年３月期に4,068百万円、平成24年３月期に3,173百万円、平成25年３月期に1,483百万円であ
ります。
当社および子会社は、無形資産について減損判定を実施した結果、当連結会計年度において4,109百万円
の減損を認識し、販売費および一般管理費に2,910百万円、非継続事業からの損益として1,199百万円計上い
たしました。減損金額のうち、2,654百万円は商標権の減損、1,455百万円は企業買収における売主との契約
が終了したことによる減損であります。なお、当該減損は「法人金融サービス事業」セグメントに2,910百
万円、「その他の事業」セグメントに1,199百万円含まれております。
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14　短期および長期借入債務

短期借入債務は、銀行からの手形借入、当座借越、コマーシャル・ペーパーおよびミディアム・ターム・

ノートで構成されております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末における短期借入債務の内訳および加重平均利率(約定ベー

ス)は以下のとおりであります。
　

前連結会計年度末 当連結会計年度末

金額(百万円) 加重平均利率(％) 金額(百万円) 加重平均利率(％)

国内の、主に銀行からの短期借入債務 224,284 1.7 385,654 1.5

海外の、主に銀行からの短期借入債務 278,613 5.7 269,895 4.5

国内のコマーシャル・ペーパー 671,316 0.6 661,550 0.8

国内のミディアム・ターム・ノート ― ― 13,048 2.5

海外のコマーシャル・ペーパー 178 1.9 ― ―

合計 1,174,391 2.0 1,330,147 1.8

　

前連結会計年度末および当連結会計年度末における長期借入債務の内訳、加重平均利率(約定ベース)お

よび返済期限は以下のとおりであります。

　

前連結会計年度末 当連結会計年度末

金額
(百万円)

加重平均
利率(％)

返済期限
金額
(百万円)

加重平均
利率(％)

返済期限

銀行からの借入(固定金利) 216,0242.5
平成20年から
平成33年まで

296,3982.5
平成21年から
平成33年まで

銀行からの借入(変動金利) 1,504,9931.5
平成20年から
平成26年まで

1,637,3001.5
平成21年から
平成32年まで

保険会社およびその他の金融機関か
らの借入(固定金利)

433,7531.4
平成20年から
平成28年まで

445,9821.5
平成21年から
平成30年まで

保険会社およびその他の金融機関か
らの借入(変動金利)

277,3551.2
平成20年から
平成29年まで

313,5531.3
平成21年から
平成33年まで

無担保社債 1,041,6801.7
平成20年から
平成28年まで

1,232,6781.7
平成21年から
平成30年まで

無担保新株予約権付割引社債 47,904 0.0平成35年 37,750 0.0平成35年

無担保ミディアム・ターム・ノート 80,819 5.7
平成20年から
平成24年まで

123,6063.5
平成21年から
平成30年まで

ファイナンス・リースの証券化に伴
う支払債務

79,635 1.5
平成20年から
平成28年まで

108,2461.4
平成21年から
平成28年まで

貸付債権および投資有価証券の証券
化に伴う支払債務

180,8941.0
平成20年から
平成28年まで

266,6741.3
平成21年から
平成36年まで

合計 3,863,0571.6 4,462,1871.6
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前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の長期借入債務の今後５年間およびそれ以降の返済スケ

ジュールは以下のとおりであります。

　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 657,241 ―

平成21年 667,371 747,504

平成22年 769,271 1,003,379

平成23年 753,286 980,090

平成24年 649,283 864,215

平成25年 ― 503,383

平成25年以降 366,605 ―

平成26年以降 ― 363,616

合計 3,863,057 4,462,187

　
銀行、保険会社およびその他の金融機関からの借入、社債については、主として満期日において元本一括

返済、半年ごとの利払契約となっております。また、ミディアム・ターム・ノートについては満期日元本一

括返済、主として半年ごとの利払契約となっております。

無担保新株予約権付割引社債は、平成14年６月に発行した400百万米ドル(622百万米ドルの割引発行)の

米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債であります。本社債には当連結会計年度末現在、

当社普通株式約2,252,000株相当の新株予約権が付されており、１株当たりの行使価額は127.44米ドルであ

ります。本新株予約権には、(1)前四半期末から遡って30取引日のうち、20取引日以上の東京証券取引所にお

ける当社株式の終値が、決められた転換トリガー価格を上回った場合(転換トリガー価格は、発行日を含む

四半期の140.48米ドルから、満期日を含む四半期の355.05米ドルまで上昇する予定です)、(2)当社格付また

は当社の長期債務(シニア)格付が一定の水準を下回った場合、(3)繰上償還がなされる場合、(4)特定の企業

間取引が発生した場合、に行使することが可能になるという転換制限条項が付いております。

当社および子会社が発行した社債およびミディアム・ターム・ノートの前連結会計年度および当連結会

計年度における発行差金および発行費の償却額は、それぞれ3,797百万円および3,184百万円であります。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における当社および子会社のコミットメント・ライン総

額はそれぞれ767,004百万円および689,698百万円であり、そのうち利用可能額はそれぞれ673,978百万円お

よび480,250百万円であります。前連結会計年度末および当連結会計年度末現在におけるコミットメント・

ライン利用可能額のうちそれぞれ156,000百万円および114,887百万円は長期コミットメント・ラインであ

ります。

一部の借入債務やコミットメント・ラインには財務制限条項が付されており、なかには自己資本比率維

持などの財務制限条項の遵守や一定の格付を維持することが条件のものも一部あります。当連結会計年度

末現在、当社および子会社はこの財務制限条項に抵触しておりません。
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銀行借入約定書には、一定の状況下で銀行は、借入債務に対して追加担保を要求することができ、返済期

日が到来した長期および短期借入債務と預金を相殺する権利を有し、また債務不履行になった場合や、その

他の特定の事象が発生した場合には、銀行に対するすべての債務を預金と相殺する権利を銀行が有する旨

の規定があります。

注記10　資産の証券化に記載の売却処理されず担保付借入処理となる資産、および注記11　特別目的事業

体を利用した取引に記載のＳＰＥが保有している資産に加えて、金融機関からの長期および短期借入債務

には前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、以下の資産を担保に供しております。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

基本リース債権、営業貸付金、
オペレーティング・リース投資

70,736 101,822

投資有価証券
(うち、買戻条件付売却による調達額)

77,408
(76,769)

60,729
(50,117)

関連会社投資 30,094 41,697

その他営業資産、社用資産(帳簿価額) 14,950 10,340

合計 193,188 214,588

　

当連結会計年度末現在、投資有価証券等35,767百万円を主に取引保証金として差し入れております。

また、有価証券売買の仲介業務における顧客との契約のもとに売却や担保差入が可能な有価証券を受け

入れており、当連結会計年度末現在、これらの時価は32,233百万円であり、このうち担保に供されているも

のの時価は23,100百万円であります。

銀行および一部の保険会社からの長期および短期借入債務は、借入契約上、貸し手の要請があった場合に

は基本リース債権、営業貸付金を担保に差し入れることとなっております。しかしながら、今日まで当社は

借入先からそのような要請を受けたことはありません。
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15　預金
前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における預金の内訳は以下のとおりです。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

定期預金 400,331 436,971

その他の預金 46,143 33,712

合計 446,474 470,683

　
口座残高が10百万円以上の定期預金(譲渡性預金を含む)の合計額は、前連結会計年度末および当連結会
計年度末において、それぞれ272,771百万円、298,741百万円です。
前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の定期預金の今後の満期スケジュールは以下のとおりで
す。
　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 170,281 ―

平成21年 46,664 173,280

平成22年 99,401 117,242

平成23年 19,315 48,627

平成24年 64,670 62,565

平成25年 ― 35,247

平成26年以降 ― 10

合計 400,331 436,971

　
16　販売費および一般管理費
前連結会計年度および当連結会計年度における販売費および一般管理費の内訳は以下のとおりでありま
す。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

人件費 138,794 141,985

販売費 34,730 38,025

管理費 71,399 81,758

減価償却費 3,664 4,095

合計 248,587 265,863

　
17　法人税等
前連結会計年度および当連結会計年度における税引前当期純利益および法人税等の内訳は以下のとおり
であります。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

税引前当期純利益：

　　国内 246,931 193,200

　　海外 69,418 56,566

合計 316,349 249,766

法人税等：

　当期分―

　　国内 104,951 104,688

　　海外 12,639 4,762

小計 117,590 109,450

　繰延分―

　　国内 △3,696 △26,938

　　海外 12,426 16,472

小計 8,730 △10,466

法人税等 126,320 98,984
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前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および国内子会社は、法人税が30％、住民税が約

６％および事業税が約８％課されており、これに基づいて計算された標準税率は40.9％であります。

前連結会計年度および当連結会計年度における標準税率による法人税等と連結上の法人税等の差異調整

表は以下のとおりであります。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

税引前当期純利益 316,349 249,766

標準税率による法人税等 129,387 102,154

税金増加(減少)要因：

　評価性引当金の増減額 220 1,359

　損金不算入項目 2,348 2,067

　税率が標準税率より低い海外子会社
　および国内生命保険事業子会社の影響

△1,765 △1,480

　その他(純額) △3,870 △5,116

法人税等 126,320 98,984

実効税率は、主に損金不算入項目、評価性引当金の増減額、税率が標準税率より低い海外子会社および国

内生命保険事業子会社などの要因により標準税率とは相違しております。

　

前連結会計年度および当連結会計年度における法人税等総額は以下のとおりであります。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

法人税等 126,320 98,984

非継続事業からの損益にかかる法人税等 6,962 14,631

異常損益項目―関連会社取得時利益―にかかる法人税等 396 646

その他の包括利益(損失)にかかる法人税等：

　未実現有価証券評価益(△損) 14,921 △24,665

　最小年金債務調整額 391 ―

　確定給付年金制度 2,587 △5,350

　為替換算調整勘定 599 △10,964

　未実現デリバティブ評価益(△損) △1,473 931

法人税等総額 150,703 74,213
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前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の繰延税金資産・負債となる一時差異の税効果は以下の

とおりであります。
　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

資産：

　繰越欠損金 33,854 51,989

　貸倒引当金 31,227 40,044

　その他営業資産 3,870 3,915

　未払費用 10,222 9,634

　その他 37,669 54,777

繰延税金資産―総額 116,842 160,359

控除：評価性引当金 △23,233 △41,565

繰延税金資産―評価性引当金控除後 93,609 118,794

負債：

　ファイナンス・リース投資 84,285 70,777

　オペレーティング・リース投資 27,575 44,823

　投資有価証券 31,788 11,775

　繰延保険募集費用 13,374 14,781

　保険契約債務 11,052 15,727

　未分配利益 77,677 56,135

　前払年金費用 17,350 14,438

　その他 47,937 61,964

繰延税金負債―総額 311,038 290,420

繰延税金負債(純額) 217,429 171,626

　
評価性引当金は、主として税務上の繰越欠損金を有する連結子会社の繰延税金資産に対するものです。繰

延税金資産の実現可能性の評価において、繰延税金資産の一部または全部が実現しない見込みが実現する

見込みより大きいかどうかを考慮しております。繰延税金資産の最終的な実現可能性は、それらの一時差異

が控除可能であり繰越欠損金が利用可能な期間中に将来の課税所得を発生させることができるかによりま

す。この評価には、繰延税金負債の実現スケジュール、将来の予想課税所得および租税計画が考慮されます。

過去の課税所得水準および繰延税金資産の控除可能期間における将来予想課税所得に基づいて、当社およ

び子会社が当連結会計年度末現在の評価性引当金相殺後の控除可能な一時差異および繰越欠損金による利

益を実現させる可能性は、実現できない可能性よりも大きいと判断しております。しかしながら、繰越期間

中における将来の課税所得の予想額が減少した場合には、実現可能と考えられる金額が近い将来減少する

可能性があります。前連結会計年度および当連結会計年度における評価性引当金の増減額は、それぞれ

7,137百万円および18,332百万円の増加であります。

当社が永久的に再投資すると考えている海外子会社の未分配利益は、前連結会計年度末および当連結会

計年度末現在で、それぞれ126,475百万円および120,427百万円であり、これらの未分配利益から生じる繰延

税金負債は認識しておりません。当社は、それらの未分配利益に対する未認識の繰延税金負債の金額につい

ては、実務上困難なので、計算しておりません。繰延税金負債は、当社が永久的に再投資しないことを決定し

たときに認識されます。
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一部の子会社は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ総額104,470百万円および

155,043百万円の繰越欠損金を有しております。欠損金の繰越期限は以下のとおりであります。
　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 ― ―

平成21年 6,821 5,885

平成22年 1,508 1,647

平成23年 1,973 2,361

平成24年 22,386 17,736

平成25年 ― 31,491

平成25年以降 71,782 ―

平成26年以降 ― 95,923

合計 104,470 155,043

　
前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の連結貸借対照表に含まれる繰延税金資産・負債は以下

のとおりであります。
　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

その他資産 27,305 30,888

未払法人税等：繰延分 244,734 202,514

繰延税金負債(純額) 217,429 171,626

　
当社および子会社は、当連結会計年度期首より米国財務会計基準審議会解釈指針第48号（法人税等の不

確実性に関する会計処理－米国財務会計基準書第109号の解釈指針）を適用しております。当連結会計年度

期首および当連結会計年度末現在の未認識税金ベネフィットについては、重要なものはありません。また、

当連結会計年度末以降の今後12ヶ月間において、未認識の税金ベネフィットの合計額が著しく増減する可

能性は低いと考えております。 

　当連結会計年度期首および当連結会計年度末現在の連結貸借対照表および当連結会計年度の連結損益計

算書で認識された法人税等にかかる課徴金および利息費用の金額に重要性はありません。 

　当社および子会社は日本および海外各国で税務申告を行っております。当社および主要な日本の子会社は

平成18年3月期以前の税務申告について、通常の税務調査は終了しております。また、米国の子会社において

は、平成14年3月期以降の税務申告が、税務当局の調査対象となっております。 
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18　年金制度

当社および一部の子会社は、実質的に全従業員を対象とした拠出型および非拠出型の年金制度を採用し

ております。拠出型年金制度には、確定給付型と確定拠出型があります。この制度により従業員は、定年退職

時に一括で退職金を受け取るか、分割で年金を受け取る権利が付与されております。確定給付型年金制度に

は勤続年数と退職時の給与に基づいて支払金額を決定するもの(最終給与比例方式による制度)および

キャッシュバランスプランがあります。

一部の子会社については従来、最終給与比例方式による税制適格退職年金制度および退職一時金制度を

有しておりましたが、当連結会計年度に、当該制度を改定してキャッシュバランスプランおよび確定拠出型

年金制度に移行いたしました。

当社および子会社の積立方針は、年金数理計算された金額を毎年積み立てるというものです。年金資産は

主として債券や市場性のある株式で運用されております。

平成19年３月31日に、当社および子会社は米国財務会計基準書第158号(給付建年金および他の退職後給

付制度に関する雇用主の会計処理－米国財務会計基準書第87号、88号、106号および第132号(Ｒ)の改訂－)

の積立状況の認識および開示に関する規定を適用し、年金資産の公正価額と給付債務の差額として測定さ

れる年金制度の積立超過額または積立不足額を、連結貸借対照表において、資産または負債として認識して

おります。また、基準書第158号の適用と連結貸借対照表における制度の積立状況の認識に伴い、これまで未

認識であった年金数理上の純損失、過去勤務費用および移行時純債務をその他の包括利益(損失)累計額(税

効果控除後)に計上しております。これらの金額は、米国財務会計基準書第87号(事業主の年金会計)の認識

基準に従い、期間純年金費用として認識されます。
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前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の確定給付型の年金制度の積立状況は以下のとおりで、

そのほとんどが国内制度で占められております。

　
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

給付債務の変動：

　期首給付債務 48,007 49,787

　勤務費用 2,630 2,753

　利息費用 1,228 1,256

　制度改定 ― △43

　年金数理上の損失(利益) △556 568

　為替相場の変動 16 △707

　給付費 △1,675 △1,520

　制度の清算 ― 21

　買収およびその他 137 343

　　期末給付債務 49,787 52,458

年金資産の変動：

　期首年金資産公正価額 79,879 89,362

　年金資産の実現収益 4,870 △8,965

　事業主の拠出額 5,970 6,275

　給付費 △1,370 △1,442

　為替相場の変動 13 △491

　買収およびその他 ― 53

　　期末年金資産公正価額 89,362 84,792

　　積立状況 39,575 32,334

連結貸借対照表に認識された金額の内訳：

　前払年金費用(「前払費用」に含む) 42,420 34,928

　未払年金費用(「未払費用」に含む) △2,845 △2,594

　　正味認識額 39,575 32,334

　

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在におけるその他の包括利益(損失)累計額(税効果控除前)

の内訳は以下のとおりです。
　

前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

過去勤務費用 13,644 12,757

年金数理上の純損失 △7,067 △19,261

移行時純債務 △386 △382

その他の包括利益(損失)累計額(税効果控除前) 6,191 △6,886
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翌連結会計年度に期間純年金費用として認識されると見込まれる上記の過去勤務費用、年金数理上の純

損失および移行時純債務の金額は、それぞれ1,208百万円(費用のマイナス)、724百万円および３百万円で

す。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における確定給付型の年金制度の累積給付債務は、それ

ぞれ42,145百万円および43,968百万円です。

年金資産を超過する累積給付債務を有する年金制度の予測給付債務、累積給付債務、年金資産の合計は、

前連結会計年度末現在でそれぞれ5,950百万円、5,534百万円および3,105百万円であり、当連結会計年度末

現在でそれぞれ5,475百万円、5,145百万円および2,883百万円です。

　

前連結会計年度および当連結会計年度の期間純年金費用の内訳は以下のとおりです。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

勤務費用 2,630 2,753

利息費用 1,228 1,256

年金資産の期待収益 △1,932 △2,147

移行時債務の当期償却額 2 △2

年金数理上の純損失の当期償却額 302 30

過去勤務費用の当期償却額 △1,209 △1,208

制度の縮小および制度の清算 2 1

　　期間純年金費用 1,023 683

　
確定給付型の年金制度の測定日は主として、３月31日です。

数値算出に使用した国内および海外制度の重要な前提条件は以下のとおりです。
　
国内

前連結会計年度 当連結会計年度

給付債務の決定に使用した前提条件(加重平均)

　　割引率 2.2％ 2.2％

　　昇給率 6.2％ 6.2％

期間純年金費用の決定に使用した前提条件(加重平均)

　　割引率 2.2％ 2.2％

　　昇給率 6.0％ 6.2％

　　年金資産長期期待収益率 2.2％ 2.2％

　

海外

前連結会計年度 当連結会計年度

給付債務の決定に使用した前提条件(加重平均)

　　割引率 6.0％ 6.5％

　　昇給率 0.6％ 0.7％

期間純年金費用の決定に使用した前提条件(加重平均)

　　割引率 5.8％ 6.0％

　　昇給率 0.5％ 0.6％

　　年金資産長期期待収益率 8.2％ 8.2％
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年金資産長期期待収益率については、年金資産のポートフォリオの内容およびこれらのポートフォリオ

から生じる長期期待収益率に基づいて毎期決定しております。長期期待収益率は、従業員が勤務の結果とし

て生じる給付を受けるまでの期間に、実際に資産から生じる長期の収益率に近似するように設定されます。

その設定にあたっては、年金資産のポートフォリオから生じた過去の実際の収益や様々な資産から生じる

個々の独立した予定利率を含む、多くの要素を用いております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における、当社および一部の子会社の年金制度における

年金資産の構成は以下のとおりです。

　

前連結会計年度末 当連結会計年度末

持分証券 53.3％ 33.0％

負債証券 33.3％ 47.5％

生保一般勘定 3.2％ 5.6％

短期金融資産 4.3％ 4.3％

その他 5.9％ 9.6％

合計 100.0％ 100.0％

　

表中の生保一般勘定とは、生命保険会社が複数の契約の資金を合同運用する勘定であり、元本および一定

の予定利率が保証されております。

当社および一部の子会社の投資政策は、将来にわたる年金給付を確実に行うために必要とされる年金資

産を確保すべく策定されております。年金資産の長期期待収益率を満たすための最適な資産の組み合わせ

である政策ポートフォリオを策定し、これに基づく資産配分の維持に努めております。運用結果については

外部コンサルタントによる運用モニタリングを定期的に行い、必要があれば政策ポートフォリオを見直し

ております。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において、当社および一部の子会社が年金資産として保

有している持分証券には、オリックス不動産投資法人の投資口がそれぞれ231百万円および118百万円含ま

れております。

当社および一部の子会社は翌連結会計年度に確定給付型の年金制度に対して、5,830百万円の拠出を見込

んでおります。

当連結会計年度末現在における今後５年間およびその後５年間の予想給付費支払額合計は以下のとおり

です。

　

期末日　３月31日
当連結会計年度末
(百万円)

平成21年 1,813

平成22年 1,573

平成23年 1,603

平成24年 1,711

平成25年 1,756

平成26年―平成30年 10,092

合計 18,548

　

さらに、一部の子会社の取締役・監査役に対しては内部積立型制度により退職金が一括支給されます。こ

の制度のもとで必要な金額は、期末日までの勤続年数および給与を基準にして算定され、全額計上済みで

す。

前連結会計年度および当連結会計年度における確定給付型の制度を含むすべての年金制度にかかる費用

は、それぞれ2,578百万円および2,978百万円です。
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19　株式による報酬制度

当社は、取締役、執行役、監査役、および特定の従業員へのインセンティブとして複数の株式による報酬制

度を導入しております。

　

　ストックオプション制度

平成11年、平成12年および平成13年３月期において、当社は取締役、執行役および特定の従業員に対しス

トックオプションを付与しております。平成13年３月期付与分に３年の確定期間がある以外はただちに受

給権が確定し、その権利行使可能期間はそれぞれ付与日から9.75年、9.7年、10年となっております。この制

度のもと、平成11年、平成12年および平成13年３月期における権利付与者はそれぞれ、合計で146,000株、

145,000株および316,700株の自己株式を購入する権利を有しております。

平成14年３月期に、当社は確定期間が２年で権利行使可能期間が付与日から10年の別のオプションを付

与しております。この制度では、当社は、当社の取締役、執行役および特定の従業員に合計300,900株の当社

の普通株式を行使価額で購入できる新株引受権を発行いたしました。

平成15年３月期以降、当社は確定期間が1.67年から1.92年の期間で、権利行使可能期間が付与日から9.67

年から9.92年の期間を有している新株予約権を付与しております。これらの新株予約権は当社の普通株式

を行使価額で購入することができ、当社、子会社および関連会社等資本関係のある会社の取締役、執行役、監

査役および特定の従業員に付与されております。当連結会計年度における、当社の新株予約権の概要は以下

のとおりです。

　

　

実施年度 権利行使期間
当初付与株式数
（株）

行使価格
（円）

平成15年３月期 平成16年６月27日から平成24年６月26日 453,300 7,452

平成16年３月期 平成17年６月26日から平成25年６月25日 516,000 7,230

平成17年３月期 平成18年６月24日から平成26年６月23日 528,900 12,121

平成18年３月期 平成19年６月22日から平成27年６月21日 477,400 19,550

平成19年３月期 平成20年６月21日から平成28年６月20日 194,200 30,626

平成20年３月期 平成21年７月５日から平成29年６月22日 144,980 32,072

　

また、翌連結会計年度にも、当社の特定の従業員、子会社および関連会社等資本関係のある会社の取締役

および特定の従業員に対して上限122,000株相当の新株予約権を付与するための総会議案が、平成20年６月

24日に開催された定時株主総会にて可決されました。当社の取締役および執行役については、34,800株相当

の新株予約権を付与するための議案が、報酬委員会にて承認されました。
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ストックオプション制度において、行使価額は付与日における市場価額と同額あるいは上回る価額で、東

京証券取引所における当社の株価に連動して決定されております。

当連結会計年度におけるストックオプション制度の状況は以下のとおりです。
　

株式数
(株)

加重平均
行使価格*
(円)

加重平均
残存年数
(年)

本源的価値合計
(百万円)

期首現在未行使残高 1,389,320 16,594

権利付与 144,980 32,072

権利行使 △153,500 14,144

権利喪失または期限切れ △7,200 23,877

期末現在未行使残高 1,373,600 18,463 6.36 ―

期末現在行使可能残高 1,039,500 14,353 5.64 ―

*  付与されたオプションの行使価額は、１株につき1.2株の割合で平成12年５月19日に実施された株式分割に伴い平成
12年４月１日に調整されております。

　

当社は、ストックオプション行使により、前連結会計年度および当連結会計年度に、それぞれ6,040百万円

および2,171百万円の現金を受け取っております。

前連結会計年度および当連結会計年度に行使されたストックオプションの本源的価値合計は、それぞれ

11,387百万円および2,303百万円です。

　

公正価額は、以下の前提条件のもと、見積もっております。当社は、二項モデルを使用して見積もっており

ます。
　

前連結会計年度 当連結会計年度

付与日における公正価額 9,310円 12,640円

無リスク資産の金利 0.18―1.85％ 0.60―1.91％

見積株価変動率 42.00％ 42.00％

見積配当率 0.360％ 0.430％

　

前連結会計年度および当連結会計年度において、当社はストックオプション制度にかかる報酬費用を、そ

れぞれ3,515百万円および2,150百万円計上しております。

当連結会計年度末において、権利未確定のストックオプションのうち、計上されていない株式に基づく報

酬費用は1,352百万円であります。この報酬費用が計上される予想加重平均期間は、1.1年です。

　

　株式報酬制度

当社は、当社の取締役および執行役等を対象とする株式報酬制度を導入しております。株式報酬制度は、

当社所定の基準によるポイントを付与し、退任時に累積ポイントにその時点の株価を乗じた金額を支給す

るものです。この制度では、源泉税控除後の支給金額で、当社から当社の普通株式を退任時株価で購入する

義務を付しております。当社は、これらの普通株式を、自己株式あるいは必要に応じて新株発行により調達

しております。当連結会計年度に、当社は30,708ポイントを付与しております。なお、当連結会計年度に退任

した取締役および執行役に対し13,865ポイント相当の現金を支給し、同時に株式購入が行われました。当連

結会計年度末現在の残高は69,458ポイントです。

前連結会計年度および当連結会計年度において、当社は株式報酬制度にかかる報酬費用を、それぞれ833

百万円および793百万円計上しております。
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20　その他の包括利益(△損失)累計額

前連結会計年度および当連結会計年度のその他の包括利益(損失)累計額の推移は以下のとおりでありま

す。包括利益(損失)とその内訳は、税効果控除後で連結資本勘定計算書に記載しております。

　

前連結会計年度

未実現有価

証券評価益

(百万円)

最小年金

債務調整額

(百万円)

確定給付

年金制度

(百万円)

為替換算

調整勘定

(百万円)

未実現

デリバティブ

評価益(△損)

(百万円)

その他の包括

利益(△損失)

累計額

(百万円)

期首残高 50,856 △632 ― △26,132 3,511 27,603

未実現有価証券評価益(△損)

(税金相当額△35,954百万円控除後)
52,925 52,925

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額21,033百万円控除後)
△30,787 △30,787

最小年金債務調整額

(税金相当額１百万円控除後)
△5 △5

為替換算調整勘定

(税金相当額△222百万円控除後)
2,722 2,722

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額△377百万円控除後)
790 790

未実現デリバティブ評価益(△損)

(税金相当額1,178百万円控除後)
△1,782 △1,782

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額295百万円控除後)
△454 △454

期中増減額 22,138 △5 ― 3,512 △2,236 23,409

米国財務会計基準書第158号適用による

調整額 (税金相当額△2,979百万円控除後)
― 637 3,604 ― ― 4,241

期末残高 72,994 ― 3,604 △22,620 1,275 55,253

　

当連結会計年度

未実現有価

証券評価益

(百万円)

最小年金

債務調整額

(百万円)

確定給付

年金制度

(百万円)

為替換算

調整勘定

(百万円)

未実現

デリバティブ

評価益(△損)

(百万円)

その他の包括

利益(△損失)

累計額

(百万円)

期首残高 72,994 ― 3,604 △22,620 1,275 55,253

未実現有価証券評価益(△損)

(税金相当額23,159百万円控除後)
△33,751 △33,751

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額1,506百万円控除後)
△2,957 △2,957

確定給付年金制度

(税金相当額4,865百万円控除後)
△7,032 △7,032

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額485百万円控除後)
△695 △695

為替換算調整勘定

(税金相当額9,101百万円控除後)
△28,490 △28,490

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額1,863百万円控除後)
△2,692 △2,692

未実現デリバティブ評価益(△損)

(税金相当額△889百万円控除後)
965 965

　当期利益への組替修正額

　(税金相当額△42百万円控除後)
104 104

期中増減額 △36,708 ― △7,727 △31,182 1,069 △74,548

期末残高 36,286 ― △4,123 △53,802 2,344 △19,295
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21　資本の部

前連結会計年度および当連結会計年度における発行済株式数の変動は以下のとおりです。
　

前連結会計年度 当連結会計年度

期首残高 90,289,655株 91,518,194株

新株引受権および新株予約権行使による増加 424,440株 136,700株

転換社債の株式への転換による増加 804,099株 213,279株

事業買収における株式交換に伴う増加 ― 324,894株

期末残高 91,518,194株 92,193,067株

　
平成18年５月１日より施行された会社法では、利益剰余金の配当をする際には、配当により減少する剰余

金の額に10％を乗じて得た金額を資本準備金および利益準備金の合計額が資本金の25％に達するまで利益

準備金として計上し、それらはともに配当原資にはできず、資本金への組み入れや剰余金への取崩しは株主

総会の決議によらなければならないとされております。また、新株発行の際には、払込価額の１／２以上を

資本金に組み入れることが義務付けられております。当社はこの規定に従い、転換社債の普通株式への転換

額と新株引受権および新株予約権の行使を含む新株発行額は、資本金と資本準備金それぞれに同額を計上

しております。

取締役会は、当連結会計年度末現在の株主に対して総額23,529百万円の現金配当を行うことを平成20年

５月に決議いたしました。未払配当金と配当に伴う株主資本の減少額は、取締役会決議の行われた期に反映

されます。

日本の会社法に従った分配可能額は、日本の会計基準による当社の個別財務諸表をもとに計算されます。

当連結会計年度末現在における分配可能額は233,202百万円です。

当連結会計年度末の利益剰余金には、持分法適用会社の未分配利益に対する当社および子会社の持分相

当額48,663百万円が含まれております。

当連結会計年度末現在の連結子会社の制限された株主資本は、連結株主資本の25％を下回っております。

制限された株主資本には、生命保険、銀行、証券仲介業の規制により制限されている44,928百万円が含まれ

ます。

なお、当連結会計年度において、当社は事業買収における株式交換への充当など機動的な資本政策の遂行

のため、30,000百万円の自己株式を市場買付けにより取得いたしました。また平成20年４月にも、同様の理

由により、29,290百万円の自己株式を市場買付けにより取得しております。

　また、利益準備金2,220百万円全額について、資本の部の表示の簡素化を目的として、利益準備金の額を減

少しその他の利益剰余金に振り替えるための総会議案が、平成20年６月24日に開催された定時株主総会に

て可決されました。

　

22　有価証券等仲介手数料および売却益

前連結会計年度および当連結会計年度における有価証券等仲介手数料および売却益の内訳は以下のとお

りであります。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

有価証券等仲介手数料 7,851 6,879

有価証券売却益(純額) 62,833 16,642

合計 70,684 23,521

　
トレーディング活動――前連結会計年度および当連結会計年度における有価証券売却益(純額)にはそれ

ぞれ、短期売買目的有価証券のトレーディング利益(純額)が、7,586百万円および同損失(純額)が4,712百万

円含まれております。また前連結会計年度および当連結会計年度にはデリバティブのトレーディング損失

(純額)が、178百万円および同利益(純額)が6,807百万円含まれております。
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23　生命保険事業

前連結会計年度および当連結会計年度の生命保険料収入および運用益の内訳は以下のとおりです。

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

生命保険料収入 121,373 120,527

生命保険事業にかかる運用益 11,462 8,089

合計 132,835 128,616

　

連結損益計算書上、生命保険費用に含まれている生命保険事業の給付および経費は契約期間にわたり保

険料収入に対応するように計上しております。この処理を行うために将来の保険給付に備えて保険契約準

備金を積み立てるとともに、契約時に一時に発生する募集費用(主として、代理店手数料、その他保険証券の

発行および保険引き受けにかかる諸経費)の繰延および償却を行っております。

これらの募集費用は、保険契約期間にわたり保険料収入の認識に応じて償却しております。前連結会計年

度および当連結会計年度における償却額はそれぞれ10,989百万円および10,446百万円です。

　

24　その他の営業

前連結会計年度および当連結会計年度におけるその他の営業収入およびその他の営業費用の内訳は以下

のとおりであります。

　

その他の営業収入：

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

建物総合管理および建築・設備工事などの関連サービスの収入 37,119 35,418

自動車リースのリース物件にかかるメンテナンスサービスからの収入 43,254 44,865

Ｍ＆Ａ、財務アドバイザリーおよび財務リストラクチャリング業務に
かかる手数料収入およびその他関連収入

55,170 53,302

その他 132,477 166,776

合計 268,020 300,361

　

その他の営業費用：

　
前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

建物総合管理および建築・設備工事などの関連サービスの費用 34,511 30,797

自動車リースのリース物件にかかるメンテナンスサービスからの費用 33,361 36,524

その他 72,725 103,155

合計 140,597 170,476

　

その他の項目は、ゴルフ場、ホテル、研修所からの収入および費用、不動産関連ビジネスからの営業損益、

保険およびその他金融商品販売にかかる手数料などであり、これらは前連結会計年度および当連結会計年

度において、その他の営業収入および費用の10％を超えるものではありません。

前連結会計年度および当連結会計年度において、その他営業資産に含まれる運営資産の売却による重要

な損益は生じておりません。
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25　長期性資産評価損

米国財務会計基準書第144号(長期性資産の減損または処分の会計処理)に従って、当社および子会社は、

減損していることを示唆する状況や環境の変化が生じた資産について回収可能性の判定を実施しておりま

す。当該資産の利用や最終処分の結果から得られる割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低

い場合は、帳簿価額の回収が困難であるとみなし、見積公正価額が帳簿価額を下回る場合には、見積公正価

額まで評価減しております。公正価額は、同種の資産の売却を含む最近の取引事例やその他の評価技法に基

づき、独立した鑑定機関や内部の不動産鑑定士によって評価されます。

前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および子会社は、長期性資産の帳簿価額と見積公正

価額との差異について、それぞれ3,163百万円および2,169百万円の評価損を認識し、長期性資産評価損およ

び非継続事業からの損益として計上いたしました(うち、長期性資産評価損への計上額は、1,027百万円およ

び1,742百万円)。

なお、当連結会計年度に計上した評価損は「不動産事業」セグメントで2,143百万円、「不動産関連ファ

イナンス事業」セグメントで20百万円、「レンタル事業」セグメントで６百万円です。詳細は、以下のとお

りであります。

　

独身寮――当社および子会社は、国内において企業に独身寮を賃貸する事業を行っております。前連結会

計年度においては、売却予定の９物件および稼動状況の悪化に伴いキャッシュ・フローが減少した１物件

について合計1,558百万円の評価損を計上いたしました。当連結会計年度においては、売却予定の２物件お

よびキャッシュ・フローが減少した１物件について合計588百万円の評価損を計上いたしました。

　

オフィスビル――前連結会計年度においては、キャッシュ・フロー損失が一時的ではないと予想される

物件について150百万円の評価損を計上いたしました。当連結会計年度においては、評価損の計上はありま

せんでした。

　

ホテルおよび商業施設――前連結会計年度においては、キャッシュ・フローの悪化が認められた２物件

について合計391百万円の評価損を計上いたしました。当連結会計年度においては、評価損の計上はありま

せんでした。

　

賃貸マンション――前連結会計年度は、個々の物件のキャッシュ・フロー減少に伴い、15戸の物件につい

て合計33百万円の評価損を計上いたしました。当連結会計年度においては、評価損の計上はありませんでし

た。

　

その他――前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および子会社は、主に開発中および未開

発の土地を含む上記以外の不動産に関してそれぞれ1,031百万円および1,581百万円の評価損を計上いたし

ました。
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26　非継続事業

米国財務会計基準書第144号（長期性資産の減損または処分の会計処理）は、売却された、または売却等

による処分予定の事業に重要な継続的関与がない場合、当該事業の損益を非継続事業として組替再表示を

行うことを要求しております。この基準に基づき、当社および子会社は、売却された、または売却等による処

分予定の子会社および事業ならびに一部の不動産にかかる売却益および事業活動から生じた損益につい

て、連結損益計算書上、非継続事業からの損益として報告しております。それらの事業および不動産から生

じた前連結会計年度の収益および費用につきましても同様に連結損益計算書上組替再表示しております。

当社および子会社は、前連結会計年度に企業再生ビジネスの一環として保有していた国内子会社および

大洋州にあるマージン事業部門を売却いたしました。これらの売却の結果、当社および子会社は当該子会社

および事業の売却に関して、合計で5,666百万円の売却益を計上いたしました。また、当社は欧州にある連結

子会社について当連結会計年度に清算手続きを開始いたしました。さらに、当社は売却処分を意思決定した

重要な継続的関与がない国内子会社について、当連結会計年度末現在の連結貸借対照表上、それぞれ2,527

百万円および2,195百万円をその他受取債権および棚卸資産に、また2,437百万円を支払手形および未払金

等に含めております。なお、当社は当該国内子会社にかかる譲渡契約を平成20年４月25日付で締結しており

ます。

当社および子会社は、賃貸用の商業ビルやオフィスビルなど様々な不動産を所有しております。前連結会

計年度および当連結会計年度において、当社および子会社はこのような賃貸不動産に関してそれぞれ

10,999百万円および42,148百万円の売却益を計上しております。さらに、当社および子会社は売却処分を意

思決定した重要な継続的関与がない不動産について、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の連

結貸借対照表上、それぞれ12,529百万円および28,048百万円を、主にオペレーティング・リース投資に含め

ております。 

前連結会計年度および当連結会計年度の非継続事業からの損益は以下のとおりであります。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

営業収益 42,455 63,036

非継続事業からの損益* 17,710 36,431

法人税等 △6,962 △14,631

非継続事業からの損益(税効果控除後) 10,748 21,800

*  非継続事業からの損益には、前連結会計年度および当連結会計年度において、それぞれ16,665百万円および42,148百

万円の売却益が含まれております。
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27　１株当たり情報

前連結会計年度および当連結会計年度における基本的および希薄化後１株当たり利益の調整計算は以下

のとおりです。
　

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

継続事業からの利益 185,185 146,864

希薄化効果：

　　　転換社債 1,699 1,232

希薄化後１株当たり利益の計算に用いる
継続事業からの利益

186,884 148,096

　
　

前連結会計年度 当連結会計年度

加重平均株式数 90,260千株 91,150千株

希薄化効果：

　　　新株引受権および新株予約権 764千株 395千株

　　　転換社債 3,215千株 2,379千株

　　　自己株式 102千株 51千株

希薄化後１株当たり利益の計算に用いる加重平均株式数 94,341千株 93,975千株

　
　

前連結会計年度(円) 当連結会計年度(円)

１株当たり継続事業からの利益：

　　　基本的 2,051.67 1,611.23

　　　希薄化後 1,980.93 1,575.91

　

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在における１株当たり株主資本は、以下のとおりです。
　

前連結会計年度末(円) 当連結会計年度末(円)

１株当たり株主資本　　　　　　　　　　　　　　 13,089.83 14,010.62

　

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

181/288



28　デリバティブとヘッジ活動

(a) リスク管理方針

当社および子会社は、資産・負債管理により金利リスクを管理しております。金利変動により不利な影

響が及ばないように金利リスクをヘッジするためにデリバティブを利用しています。金利変動の結果、

ヘッジ対象の資産、負債の公正価額またはキャッシュ・フローは上昇、または下降しますが、ヘッジ手段

のデリバティブを利用することにより、そのような変動は通常減殺されます。当社および子会社が金利リ

スク管理の一部として利用しているデリバティブには、金利スワップ、金利キャップ等があります。

当社および子会社は、外貨建ての営業取引、海外投資に伴う為替変動リスクに対して、原則的に外貨建

借入、為替予約および通貨スワップ等を利用してヘッジしております。また海外子会社についても同様

に、各地域の資産通貨に合わせて負債を構成することを原則としております。

デリバティブを利用することにより、当社および子会社は、取引相手方の不履行が起こった場合として

の信用リスクにさらされております。当社および子会社は、デリバティブの取引相手方も含めての取引内

容の承認、取引相手方ごとの想定元本、時価、取引の種類等に関するモニタリング等を定期的に行い、信用

リスクを管理しております。

(b) キャッシュ・フロー・ヘッジ

当社および子会社は、金利スワップ契約、通貨スワップ契約および先物為替予約を利用して、変動金利

の借入金や予定取引から発生するキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジしております。当連結会計

年度末現在における金利スワップ契約は最長で平成32年までの契約期間となっております。その他の包

括利益(損失)累計額に計上された累積的損益のうち、454百万円の益および104百万円の損はそれぞれ前

連結会計年度および当連結会計年度において損益に再分類され、税効果控除前の金額で、それぞれその他

の営業収入、その他の営業費用に計上されております。前連結会計年度および当連結会計年度に、キャッ

シュ・フロー・ヘッジの非有効部分から生じた損益の合計はそれぞれ７百万円および４百万円の損であ

り、それぞれその他の営業費用に計上されております。当連結会計年度末現在のその他の包括利益(損失)

累計額に含まれている未実現デリバティブ評価益のうち、税効果控除後で約６百万円の益は平成21年３

月期中に損益に再分類されその他の営業収入に計上される予定です。

(c) 公正価値ヘッジ

当社および子会社は、金利変動によるリスクおよび為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、

公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブを利用しています。当社および子会社は、外貨建てのリー

ス債権、営業貸付金等の営業資産および借入金の為替変動リスクをヘッジするために通貨スワップ契約

および先物為替予約を利用しております。また、当社および海外子会社が発行する固定金利のミディアム

・ターム・ノートの金利変動に伴う公正価額の変動をヘッジするために金利スワップ契約を利用してお

ります。なお、海外子会社が現地通貨建て以外でミディアム・ターム・ノートを発行した場合には、通貨

スワップ契約を用いて為替変動リスクをヘッジしております。前連結会計年度および当連結会計年度に

おいて、公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブに関連するヘッジの非有効部分から生じた損益

はそれぞれ449百万円の損および108百万円の益であり、それぞれその他の営業費用、その他の営業収入に

計上されております。

(d) 海外子会社の純投資ヘッジ

当社は、海外子会社への純投資の為替変動リスクをヘッジする目的で、先物為替予約、海外子会社の現

地通貨による借入金を利用しております。これらのヘッジ手段の評価損益は、その他の包括利益(損失)累

計額の為替換算調整勘定に計上され、前連結会計年度および当連結会計年度にはそれぞれ2,965百万円の

評価損および21,172百万円の評価益を計上いたしました。

(e) トレーディング目的およびその他のデリバティブ

当社の一部の子会社は、主として先物契約を利用したトレーディング活動を行っております。また、当

社および子会社は米国財務会計基準書第133号(デリバティブおよびヘッジ活動に関する会計処理)の

ヘッジ会計の要件を満たしていない金利スワップ契約、キャップ契約、先物為替予約をリスク管理の一環

として保有しております。
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下記の表は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在のデリバティブの想定元本に関する開示で

す。デリバティブの想定元本は契約者間で受け払いされる金額ではないため、市場リスクまたは信用リス

クを表すものではありません。

　

前連結会計年度末 当連結会計年度末

(百万円) (百万円)

金利リスク管理：

　金利スワップ契約 352,970 366,327

　オプション、キャップの買建 13,283 110

為替リスク管理：

　先物為替予約 149,416 154,490

　先物契約 244 212

　通貨スワップ契約 246,598 246,213

トレーディング目的のデリバティブ：

　先物契約 583,901 118,213

　オプション、キャップの買建 893 1,321

　オプション、キャップの売建 676 1,276

　先物為替予約 26,086 14,866

　

29　重要な信用リスクの集中

当社および子会社は、予備審査、与信限度額、担保や保証の要求、相殺権の設定、継続的な監視など与信管

理に関して様々な方針および手続を確立しております。当社および子会社の主な金融商品は、所有権により

保全されているファイナンス・リース投資および担保物件により保全されている営業貸付金であり、必要

な場合には保証も取得しております。担保の価値や適正性は継続的に監視されております。したがって、担

保等で保全されている営業取引に関しては、契約相手先の債務不履行により生ずる貸倒損失のリスクは軽

微であると考えております。当社および子会社は、倒産やその他の損失が生じた場合、担保権を行使してお

ります。しかしながら大幅な地価の下落により、担保不動産の公正価額が担保設定額を下回る場合には、予

想を超える損失を被るリスクが生じます。

前連結会計年度末および当連結会計年度末現在において、一債務者に対し連結総資産の１％を超える信

用リスクの集中はありません。当社および子会社の与信を地域的に見ると、前連結会計年度末現在ですべて

の金融商品から生じる信用リスクの85％にあたる５兆5,890億円が、当連結会計年度末現在で87％にあたる

６兆930億円が日本国内の顧客に対するものであります。海外において最も信用リスクが集中しているのは

米国であり、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、それぞれ4,750億円および4,290億円でありま

す。

当社および子会社は主に法人向けのファイナンス・リースおよびオペレーティング・リース取引を行っ

ており、対象となるリース資産は事務機器、情報関連機器、輸送機器および不動産等であります。前連結会計

年度末および当連結会計年度末現在において、一部の種類の物件に対し連結総資産の10％を超える投資の

集中はありません。
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30　金融商品の見積公正価額

以下の情報は連結財務諸表上の帳簿価額と、市場価額または公正価額との関連性について理解を高める

ために開示するものであります。

この開示は、ファイナンス・リース投資、子会社・関連会社投資、年金債務、保険契約を除く金融商品およ

びデリバティブを含んでおります。
　
前連結会計年度末
　

帳簿価額
(百万円)

見積公正価額
(百万円)

トレーディング目的の金融商品

短期売買目的有価証券 45,912 45,912

先物契約：

　資産 561 561

　負債 122 122

オプションおよびその他のデリバティブ：

　資産 831 831

　負債 115 115

非トレーディング目的の金融商品

資産：

　現金および現金等価物 215,163 215,163

　使途制限付現金 121,569 121,569

　定期預金 913 913

　営業貸付金(貸倒引当金控除後) 3,426,363 3,402,275

　投資有価証券：

　　時価評価可能 649,897 649,897

　　時価評価不可能 179,772 179,772

負債：

　短期借入債務 1,174,391 1,174,391

　預金 446,474 453,006

　長期借入債務 3,863,057 3,854,913

先物為替予約：

　資産 1,814 1,814

　負債 1,148 1,148

通貨スワップ契約：

　資産 2,343 2,343

　負債 6,615 6,615

金利スワップ契約：

　資産 3,043 3,043

　負債 596 596

オプションおよびその他のデリバティブ：

　資産 ― ―
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当連結会計年度末

　
帳簿価額
(百万円)

見積公正価額
(百万円)

トレーディング目的の金融商品

短期売買目的有価証券 34,535 34,535

先物契約：

　資産 368 368

　負債 149 149

オプションおよびその他のデリバティブ：

　資産 456 456

　負債 290 290

非トレーディング目的の金融商品

資産：

　現金および現金等価物 320,655 320,655

　使途制限付現金 143,883 143,883

　定期預金 511 511

　営業貸付金(貸倒引当金控除後) 3,689,784 3,634,014

　投資有価証券：

　　時価評価可能 884,777 884,777

　　時価評価不可能 202,472 202,472

負債：

　短期借入債務 1,330,147 1,330,147

　預金 470,683 478,600

　長期借入債務 4,462,187 4,422,115

先物為替予約：

　資産 2,425 2,425

　負債 878 878

通貨スワップ契約：

　資産 14,605 14,605

　負債 14,695 14,695

金利スワップ契約：

　資産 759 759

　負債 2,525 2,525
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公正価額の見積もりは、入手可能な市場情報、当社や子会社が新規契約を行う際の適用利率に基づく割引

現在価値、その他の評価方法によって決定されております。市場価額を容易に入手できない場合は、経営者

が公正価額を見積もっております。そのためその見積もりは、当該金融商品が現在または将来の市場におい

て取引されるべき金額とは異なる場合があります。金融商品から生ずるキャッシュ・フローを確実に予想

することができないため、異なる前提条件や評価方法を使用した場合には、算出される公正価額の見積もり

に重要な影響を与える可能性があります。

　

公正価額の見積もり

見積もることが可能な各種の金融商品の公正価額は、以下の評価方法や重要な前提によって見積もられ

ております。

現金および現金等価物、使途制限付現金、定期預金、短期借入債務――現金および現金等価物、使途制限付

現金、定期預金、短期借入債務に関しては、比較的契約期間が短期のため、帳簿価額を合理的な公正価額と見

なしております。

営業貸付金――大きな信用リスクの変化がなく、短期間で金利見直しが行われている変動金利貸付金に

ついては、帳簿価額を合理的な公正価額と見なしております。また、買取債権についても帳簿価額を合理的

な公正価額と見なしております。住宅ローン等の同種の中長期の固定金利貸付金の公正価額の見積もりに

関しては、期末日時点で当社および子会社が信用状況および残期間の類似した顧客との契約を新たに行う

場合の利子率を用いて、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて計算を行っております。

投資有価証券――公正価額を帳簿価額としている短期売買目的有価証券や売却可能有価証券は、通常、公

表市場価額やディーラーから提供される相場表をもとにして公正価額の見積もりを行っております。満期

保有目的有価証券については、公表市場価額がある場合には、その価額をもとにして公正価額の見積もりを

行っております。公表市場価額のない場合には、同種の証券の公表市場価額や帳簿価額(帳簿価額が見積公

正価額に近似していると考えられる場合)を用いて公正価額を見積もっております。

当社および子会社は、その他の有価証券については、実務上困難なので、公正価額を見積もっておりませ

ん。その他の有価証券は、主に市場性のない株式、優先出資証券および投資ファンドです。これらは、公表市

場価額が存在せず、また個別に異なる性質を有するため、多大なコスト負担なしに公正価額は見積もれませ

ん。

預金――要求払預金については、帳簿価額を合理的な公正価額と見なしております。定期預金の公正価額

の見積もりは、将来のキャッシュ・フローを割り引いて計算を行っております。その割引率は、現在類似し

た平均残存期間で預金を受け入れる際に使用する金利を用いております。

長期借入債務――短期間で金利の見直しがされている変動金利長期借入債務については、帳簿価額を合

理的な見積公正価額と見なしております。中長期の固定金利借入債務の公正価額の見積もりは、将来の

キャッシュ・フローを割り引いて計算しております。その割引率は、当社および子会社が現時点での類似し

た条件で平均残余期間の借入を新たに行う時に金融機関により提示されると思われる借入金利を用いてお

ります。

デリバティブ――デリバティブに関しては、主に当社および子会社が期末日にそれらの契約を終わらせ

る場合の受取・支払額より見積もった価額を公正価額としており、未決済契約の未実現損益を考慮した金

額となっております。当社および子会社のデリバティブの公正価額の見積もりに際しては、主に期末日現在

の金利をもとに将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた金額を用いております。
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31　契約債務、保証債務および偶発債務

契約債務――前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、当社および子会社が行っているリース資

産の買付予約額はそれぞれ13,744百万円、13,072百万円であります。

解約不可能期間中の基本レンタル料の支払予定は以下のとおりであります。なお、最も長い契約は平成39

年３月期まで続きます。
　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 3,299 ―

平成21年 2,735 3,453

平成22年 2,212 2,674

平成23年 1,653 2,001

平成24年 1,114 1,371

平成25年 ― 1,152

平成25年以降 8,527 ―

平成26年以降 7,089

合計 19,540 17,740

　

当社および子会社は、主に解約可能な事務所の賃貸借契約を締結しており、前連結会計年度および当連結

会計年度に全体でそれぞれ8,279百万円および9,895百万円の賃借料を支払っております。

当社および子会社は、解約不可能なシステム運用・管理のアウトソーシング契約を締結しており、前連結

会計年度および当連結会計年度に全体でそれぞれ3,166百万円および2,673百万円の委託料を支払っており

ます。これらの契約のうち最も長いものは、平成24年３月期まで続きます。前連結会計年度および当連結会

計年度末現在における今後の支払予定額は以下のとおりです。
　

期末日　３月31日
前連結会計年度末
(百万円)

当連結会計年度末
(百万円)

平成20年 2,682 ―

平成21年 1,121 1,016

平成22年 963 857

平成23年 574 530

平成24年 227 227

合計 5,567 2,630

　

当社および子会社は、不動産開発案件の見積建設費用にかかるコミットメントおよびその他のコミット

メント契約を結んでおり、前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の総額はそれぞれ231,785百万円

および332,045百万円であります。

当社および子会社は、契約上合意された条件に合致する限りにおいて、顧客に将来貸付を行うカードロー

ンなどのコミットメント契約およびファンドに将来投資を行うコミットメント契約を結んでおります。未

実行枠は前連結会計年度末および当連結会計年度末現在、371,504百万円および457,498百万円であります。

保証――当社および子会社は、米国財務会計基準審議会解釈指針第45号(保証人の会計処理および保証に

関する開示)に従い、解釈指針第45号に該当する保証契約の公正価額を、契約の開始時点において、連結貸借

対照表に負債計上しております。前連結会計年度末および当連結会計年度末現在の、保証契約の支払限度額

と、負債計上されている帳簿価額は以下のとおりです。
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保証の種類

前連結会計年度末 当連結会計年度末

保証の
支払限度額
(百万円)

保証債務の
帳簿価額
(百万円)

保証の
支払限度額
(百万円)

保証債務の
帳簿価額
(百万円)

住宅ローン保証 28,949 4,448 25,097 3,805

一般個人ローン保証 21,483 2,167 31,635 3,266

事業性資金債務保証 276,494 15,107 242,746 14,783

その他 452 10 413 5

合計 327,378 21,732 299,891 21,859

　

住宅ローン保証：当社および子会社は、日本の金融機関が第三者に対し融資した住宅ローンの返済を保

証しております。当社および子会社は、それらのローンの延滞が主として３ヶ月以上になった場合に、債務

者に代わって債務を履行します。住宅ローンには通常、当該不動産が担保として差し入れられております。

当社および子会社が債務者に代わり債務を履行する場合、当社および子会社はその担保資産を得ることが

できます。

一般個人ローン保証：子会社は、日本の金融機関が行ったカードローン等について、債務者の支払を保証

しております。子会社は、それらのローンの延滞が主として３ヶ月以上になった場合に、その債務者に代わ

り債務を履行します。

事業性資金債務保証：当社および子会社は、金融機関が顧客に対し融資した資金の返済を保証しており

ます。当社および子会社は、債務者である顧客が、契約に基づいて元本もしくは利息の支払を行わなかった

場合に、債務者に代わり債務を履行します。一部の契約については、債務者である顧客の営業資産が融資の

担保に差し入れられております。当社および子会社が債務者に代わり債務を履行する場合、当社および子会

社はその担保資産を得ることができます。また、金融機関が顧客に対し融資した資金の返済を保証する契約

には、保証履行額が保証料の範囲に限定されている契約が含まれております。当連結会計年度末現在の当該

保証契約の総額は1,168,200百万円であり、上表に含まれる保証債務の帳簿価額は9,444百万円であります。

その他：その他の債務保証契約には、債権の代理回収契約に伴う支払保証があります。この契約において

当社および子会社は、第三者の債務を回収し、また回収できなかった場合には債務者に代わり、債権者に支

払を行います。

訴訟――当社および子会社は通常の営業の中で生じる損害賠償請求に係わっておりますが、経営者は当

社の財政状態および経営成績に重要な影響を与える訴訟等はないと考えております。
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32　セグメント情報

以下に報告されているセグメントの財務情報は、経営陣による業績の評価および経営資源の配分の決定

に定期的に使用されているものです。報告セグメントは、主として、国内事業につきましては事業の種類に

よって、海外事業につきましては地域によって分割されています。法人金融サービス事業および不動産関連

ファイナンス事業につきましては、経営管理上は地域の所在および営業資産の種類等によってさらにいく

つかのセグメントに分割されておりますが、取引の性質、顧客のタイプおよび経済環境が類似しているため

合算して報告しております。

法人金融サービス事業では主に融資事業、リース事業および金融商品販売などの手数料ビジネスを行っ

ております。自動車事業は、自動車リース事業とレンタカー事業を営んでおります。レンタル事業は、計測機

器・パソコン等の情報関連機器のレンタル事業およびリース事業を営んでおります。不動産関連ファイナ

ンス事業は、不動産ファイナンス事業、個人向け住宅ローン事業、商業用不動産担保ローンの証券化事業お

よびサービサー(債権回収)事業を行っております。不動産事業はマンション分譲事業、オフィスビル・物流

施設などの開発・賃貸事業、ホテル・ゴルフ場・研修所等の運営事業、高齢者向け住宅の開発・運営事業、

建物総合管理および関連サービス事業、不動産投資法人(ＲＥＩＴ)の資産運用・管理事業を営んでおりま

す。生命保険事業は、通信販売や代理店を利用した保険の募集および関連事業を行っております。米州およ

びアジア・大洋州・欧州の２つの海外セグメントでは、法人向けファイナンス事業、投資銀行業務、不動産

関連事業および船舶・航空機関連事業を営んでおります。量的基準で報告セグメントに該当しない事業は、

その他の事業として報告されており、金融商品取引業、ベンチャーキャピタル業、カードローン事業、プリン

シパルインベストメント事業およびその他新規事業等が含まれています。各セグメントの営業活動に直接

関連している人件費を含み、販売費および一般管理費の大部分は各セグメントに集計され、計上されており

ます。

当社は、当連結会計年度より経営管理区分の見直しを行っており、従来その他の事業部門に含まれていた

持分法適用会社のリース事業について、法人金融サービス事業部門に含めて開示しております。なお、当連

結会計年度の表示に合わせ、前連結会計年度も同様に組替再表示しております。
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前連結会計年度および当連結会計年度のセグメント情報は以下のとおりであります。

前連結会計年度

　

国内事業部門 海外事業部門

合計
(百万円)

法人金融
サービス
事業
(百万円)

自動車
事業
(百万円)

レンタル
事業
(百万円)

不動産関連
ファイ
ナンス事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

生命保険
事業
(百万円)

その他の
事業*
(百万円)

米州
(百万円)

アジア・
大洋州・
欧州
(百万円)

営業収益 123,328146,96667,85982,345245,336132,060145,443119,940103,5931,166,870

利息収益 47,709 ― 7 64,3421,596 ― 40,10840,3168,429202,507

支払利息 16,6463,531 897 11,6396,034 106 5,98118,75916,55780,150

減価償却費・
その他償却費

21,24043,14134,9301,8219,589 28 4,733 154 35,363150,999

重要な非現金項目

　貸倒引当金繰入額 5,415△1,009△2,0591,641 284 △409 8,1541,143 645 13,805

　長期性資産評価損 ― ― ― 18 944 ― ― 65 ― 1,027

　保険契約債務減少額 ― ― ― ― ― 11,762 ― ― ― 11,762

持分法投資利益および
関連会社株式売却損益

△377 22 22 762 273 1,6157,781△537 18,81328,374

非継続事業からの損益 714 ― ― 3,6464,908 ― 2,9522,8682,62217,710

セグメント利益 58,23128,22410,86944,68251,2369,92160,38731,31537,763332,628

セグメント資産 1,861,403510,805121,6211,517,927901,237511,051773,595487,900625,0367,310,575

長期性資産残高 13,718174,04474,14512,998602,629 ― 38,02925,743154,9871,096,293

長期性資産支出額 2,33990,67944,0266,943158,422 ― 7,73821,05068,608399,805

関連会社投資 17,158 88 119 545 72,7839,171123,5515,871125,297354,583

*　その他の事業における営業収益およびセグメント利益には、株式会社あおぞら銀行株式の売却益が含まれておりま

す。

　

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

190/288



当連結会計年度

　

国内事業部門 海外事業部門

合計
(百万円)

法人金融
サービス
事業
(百万円)

自動車
事業
(百万円)

レンタル
事業
(百万円)

不動産関連
ファイ
ナンス事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

生命保険
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

米州
(百万円)

アジア・
大洋州・
欧州
(百万円)

営業収益 131,139158,09378,31791,179278,096128,742126,343101,739121,9881,215,636

利息収益 58,334 2 2 80,3292,593 ― 41,42438,9127,074228,670

支払利息 24,5175,5131,26620,24711,840 151 7,88519,23518,589109,243

減価償却費・
その他償却費

19,12452,03337,5903,43313,595 52 7,094 815 40,614174,350

重要な非現金項目

　貸倒引当金繰入額 14,803 536 △32 2,266 61 737 9,8982,5672,39033,226

　長期性資産評価損 ― ― 6 ― 1,736 ― ― ― ― 1,742

　保険契約債務減少額 ― ― ― ― ― 5,567 ― ― ― 5,567

持分法投資利益および
関連会社株式売却損益

△636 11 50 787 20,470△135 16,443 229 21,90059,119

非継続事業からの損益 △102 ― ― 723 37,342 ― △6,0604,570 △42 36,431

セグメント利益 35,93225,57711,65842,08980,7787,31824,72016,19845,391289,661

セグメント資産 1,965,200519,643130,1711,932,8741,053,364480,745745,318452,976598,4867,878,777

長期性資産残高 19,636210,29994,12852,991712,258 ― 58,71532,284165,5261,345,837

長期性資産支出額 1,745100,97264,74439,058186,069 ― 13,09323,11072,653501,444

関連会社投資 15,868 98 243 388 97,1793,307141,1124,31357,332319,840

　

これらの表で報告されているセグメント情報は、連結損益計算書において非継続事業からの損益として

分類された取引も含んでおります。

セグメントの会計方針は税金費用、少数株主利益、非継続事業からの損益および異常損益項目の取り扱い

を除き、注記２の「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。セグメント情報では税引前当期

純利益で業績を評価しているため、税金費用はセグメント損益に含まれておりません。税引後で連結財務諸

表に認識される少数株主利益、非継続事業からの損益、異常損益項目は税引前のベースに修正されておりま

す。また一部の有価証券評価損や一部の為替差損益、一部の長期性資産評価損など、経営者がセグメントの

業績評価にあたって考慮していない損益はセグメント損益に含まれておらず、本社部門の項目として扱っ

ております。

各セグメントに帰属させている資産は、連結財務諸表上の営業資産(ファイナンス・リース投資、営業貸

付金、オペレーティング・リース投資、投資有価証券、その他営業資産)および棚卸資産、賃貸資産前渡金(そ

の他資産に含まれる)、関連会社投資(関連会社貸付金を除く)であります。なお、社用資産の減価償却費はセ

グメント損益に含まれておりますが、対応する資産はセグメント資産に含まれておりません。しかし、これ

らの影響額は軽微であります。

セグメント数値と連結財務諸表数値との調整は以下のとおりであります。調整が重要な項目は営業収益、

セグメント利益およびセグメント資産であります。その他の項目はセグメント数値と連結財務諸表の数値

との間に重要な差異はありません。
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　　 前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(百万円)

営業収益

　セグメント収益合計 1,166,870 1,215,636

　　本社部門保有の営業資産にかかる収入 545 1,454

　　非継続事業からの営業収益 △42,455 △63,036

　連結財務諸表上の営業収益 1,124,960 1,154,054

セグメント利益

　セグメント利益合計 332,628 289,661

　　本社部門の支払利息および一般管理費 △3,554 △933

　　本社部門の有価証券の評価損 △227 △2,115

　　本社部門の長期性資産評価損 ― ―

　　本社部門の有価証券売却損益 △2,012 △130

　　本社部門のその他の損益 2,380 △4,204

　　非継続事業からの損益(税効果控除前) △17,710 △36,431

　　少数株主利益 4,844 3,918

　連結財務諸表上の税引前当期純利益 316,349 249,766

セグメント資産

　セグメント資産合計 7,310,575 7,878,777

　　現金および現金等価物・使途制限付現金・定期預金 337,645 465,049

　　貸倒引当金 △89,508 △102,007

　　その他受取債権 212,324 284,286

　　その他の本社資産 436,151 468,865

　連結財務諸表上の総資産 8,207,187 8,994,970

　
米国財務会計基準書第131号(企業のセグメント情報および関連情報の開示)は企業全体の情報として、製

品・サービス別の外部顧客からの収益の開示を要求しています。連結損益計算書の営業収益は取引別に分

類されているため、要求されている情報を含んでいます。前連結会計年度および当連結会計年度において単

独で営業収益の10％を超える顧客は存在しません。

基準書第131号は企業全体の情報として、地域別の情報の開示を要求しています。当社のセグメントは国

内事業についてはサービスの種類で、海外事業については地域によって決定されているため、開示には地域

別の情報が含まれております。外部顧客からの収益が重要な国は日本と米国であり、米州の営業収益の大部

分が米国におけるものであります。外部顧客からの収益を各セグメントに帰属させる基準は、主に在外子会

社・在外関連会社の所在地によっております。

前連結会計年度および当連結会計年度における海外顧客の所在国別に分類した売上高はつぎのとおりで

あります。
　

前連結会計年度

米州 アジア・大洋州・欧州 計

Ⅰ　海外営業収益(百万円) 110,651 108,291 218,942

Ⅱ　連結営業収益(百万円) 1,124,960

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

9.9 9.6 19.5

　
当連結会計年度

米州 アジア・大洋州・欧州 計

Ⅰ　海外営業収益(百万円) 90,260 136,175 226,435

Ⅱ　連結営業収益(百万円) 1,154,054

Ⅲ　連結営業収益に占める
　　海外営業収益の割合(％)

7.8 11.8 19.6

　

前へ
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

連結財務諸表注記「14　短期および長期借入債務」に記載しております。

　

【借入金等明細表】

連結財務諸表注記「14　短期および長期借入債務」に記載しております。

　

【評価性引当金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

その他*
(百万円)

当期末残高
(百万円)

リストラ費用

　事務所賃貸借契約解除債務 664 1 △82 △83 500

　退職金及び他の従業員解雇給付 ― 66 △39 △3 24

　その他の費用 ― 6 ― △1 5

繰延税金資産に対する
評価性引当金

23,233 5,279 △2,753 15,806 41,565

(注) １　リストラ費用のその他(*)は、為替相場の変動による影響額であります。

２　繰延税金資産に対する評価性引当金のその他は、為替相場の変動および買収による影響額であります。

　

(2) 【その他】

該当ありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

資産の部

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 76,650 194,850

　２　受取手形 ※１ 0 ―

　３　割賦債権 ※12 163,709 166,015

　４　営業貸付金
※3,
5,6

1,668,720 2,109,697

　５　賃貸料等未収入金 29,476 18,585

　６　有価証券 19,085 56,138

　７　商品 3 3

　８　前払費用 37,270 37,270

　９　繰延税金資産 16,458 14,362

　10　未収収益 5,692 4,414

　11　関係会社短期貸付金 785,419 626,532

　12　その他 52,972 64,591

　13　貸倒引当金 △48,117 △67,729

　　　流動資産合計 2,807,34253.17 3,224,73154.55

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　(イ)賃貸資産

　　１　賃貸資産 ※２ 558,240 484,838

　　２　賃貸資産前渡金 3,211 2,262

　　　(賃貸資産計) 561,452 487,101

　　(ロ)社用資産 ※２

　　１　建物 2,434 2,818

　　２　構築物 78 87

　　３　備品 1,574 1,523

　　４　土地 1,717 1,881

　　５　建設仮勘定 237 ―

　　　(社用資産計) 6,042 6,311

　　　　有形固定資産合計 567,49410.75 493,4138.35

　(2) 無形固定資産

　　１　ソフトウェア 6,637 6,398

　　２　商標権 176 154

　　３　電信電話加入権等 213 212

　　　　無形固定資産合計 7,0260.13 6,7650.11
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　　　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　(3) 投資その他の資産
　　１　投資有価証券 ※3,4 674,827 504,223
　　２　関係会社株式 ※3,4 331,789 348,839
　　３　その他の関係会社
　　　　有価証券

― 218,362

　　４　出資金 7,004 64
　　５　従業員長期貸付金 210 193
　　６　関係会社長期貸付金 ※３ 858,190 1,060,894

　　７　固定化営業債権
※5,
 11

3,486 5,505

　　８　差入保証金 16,416 19,294
　　９　繰延税金資産 ― 31,370
　　10　その他 26,453 28,989
　　11　貸倒引当金 △20,538 △31,252
　　　　投資その他の資産合計 1,897,84135.95 2,186,48536.99
　　　　固定資産合計 2,472,36246.83 2,686,66345.45
　　資産合計 5,279,705100.00 5,911,395100.00

負債の部
Ⅰ　流動負債
　１　支払手形 ※13 463 ―
　２　買掛金 ※13 23,128 19,746
　３　短期借入金 ※３ 179,714 353,377
　４　一年内返済予定の
　　　長期借入金

312,727 325,390

　５　コマーシャルペーパー 769,200 729,300
　６　一年内償還予定の社債 160,000 209,600
　７　一年内支払予定の債権
　　　証券化に伴う支払債務

※3,
15

125,634 129,876

　８　未払法人税等 39,592 34,048
　９　未払費用 25,794 28,185
　10　賃貸料等前受金 ※14 15,818 18,394
　11　営業預り金 53,698 90,949
　12　前受収益 59,349 58,659
　13　割賦未実現利益 31,982 40,125
　14　債務保証損失引当金 14,069 14,425
　15　その他 3,365 19,356
　　　流動負債合計 1,814,53934.37 2,071,43435.05

Ⅱ　固定負債
　１　社債 876,050 1,061,058
　２　新株予約権付社債 55,652 52,084
　３　長期借入金 1,729,348 1,910,964
　４　債権証券化に伴う
　　　支払債務

※3,
15

306,561 290,894

　５　受取保証金 24,072 24,458
　６　繰延税金負債 3,322 ―
　７　役員退職慰労引当金 4,414 3,707
　８　その他 547 574
　　　固定負債合計 2,999,96956.82 3,343,74256.56
　　負債合計 4,814,50891.19 5,415,17691.61
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

純資産の部

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 98,7551.87 102,1071.73

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 115,720 129,286

　　(2) その他資本剰余金 126 228

　　　　資本剰余金合計 115,8462.19 129,5152.19

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 2,220 2,220

　　(2) その他利益剰余金

　　　　別途積立金 130,423 130,423

　　　　繰越利益剰余金 75,983 136,043

　　　　利益剰余金合計 208,6263.95 268,6864.54

　４　自己株式 △3,118△0.05 △33,492△0.57

　　　株主資本合計 420,1107.96 466,8167.89

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

48,402 27,907

　２　繰延ヘッジ損益 △3,989 △738

　　　評価・換算差額等合計 44,4130.84 27,1680.46

Ⅲ　新株予約権 672 0.01 2,2340.04

　　純資産合計 465,1978.81 496,2198.39

　　負債・純資産合計 5,279,705100.00 5,911,395100.00
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１　賃貸料収入 ※１ 242,145 222,299

　２　割賦売上高 59,073 54,000

　３　営業貸付収益 57,621 79,961

　４　その他の売上高 ※２ 113,229472,069100.00 116,551472,812100.00

Ⅱ　売上原価

　１　賃貸原価 ※３ 202,097 189,445

　２　割賦原価 49,578 43,765

　３　資金原価 ※４ 20,917 32,093

　４　その他の売上原価 ※５ 64,564 337,15671.42 57,200 322,50468.21

　　　 売上総利益 134,91228.58 150,30731.79

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　広告宣伝費 2,921 ―

　２　貸倒引当金繰入額 14,760 17,377

　３　債務保証損失引当金
　　　繰入額

14,069 14,425

　４　役員退職慰労
　　　引当金繰入額

730 ―

　５　従業員給料手当・賞与 25,389 25,981

　６　退職給付費用 558 ―

　７　厚生福利費 5,405 6,105

　８　賃借料 4,261 ―

　９　事務委託費 10,936 11,523

　10　減価償却費 2,735 2,802

　11　その他 17,067 98,83520.94 25,734 103,94921.99

　　　 営業利益 36,0777.64 46,3589.80

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 ※６ 17,987 29,280

　２　有価証券収益 24,311 19,454

　３　受取配当金 ※６ 16,809 16,137

　４　有価証券利息 8,190 ―

　５　出資金収益 1,614 ―

　６　雑収入 1,571 70,48514.93 13,712 78,58416.62

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 23,302 23,011

　２　有価証券費用 10,259 14,153

　３　社債利息 ― 11,486

　４　社債発行費 1,230 ―

　５　出資金費用 964 ―

　６　為替差損 239 ―

　７　雑支出 451 36,4477.72 1,783 50,43410.66

　　　 経常利益 70,11514.85 74,50815.76
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　　　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　受取配当金 ※８ ― 46,465

　２　投資有価証券売却益 37,628 4,157

　３　関係会社株式売却益 3,591 41,2198.73 3,065 53,68811.35

Ⅶ　特別損失

　１　関係会社貸倒引当金
　　　繰入額

732 10,510

　２　投資有価証券評価損 365 3,055

　３　減損損失 ※７ 218 ―

　４　投資有価証券売却損 26 ―

　５　その他 ― 1,3430.28 1,483 15,0483.18

　　　 税引前当期純利益 109,99223.30 113,14823.93

　　　 法人税、住民税
　　　 及び事業税

54,972 61,986

　　　 法人税等調整額 △12,185 42,7879.06 △20,761 41,2258.72

　　　 当期純利益 67,20514.24 71,92215.21
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 88,458 105,423 69 105,492

事業年度中の変動額

　新株の発行 10,297 10,297 10,297

　自己株式の処分 56 56

事業年度中の変動額合計(百万円) 10,297 10,297 56 10,353

平成19年３月31日残高(百万円) 98,755 115,720 126 115,846

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,220 90 109,42337,780149,513△4,644 338,820

事業年度中の変動額

　新株の発行 20,594

　自己株式の処分 1,538 1,594

　特別償却準備金取崩(注) △90 90 ― ―

　別途積立金の積立(注) 21,000△21,000 ― ―

　剰余金の配当(注) △8,092 △8,092 △8,092

　当期純利益 67,205 67,205 67,205

　自己株式の取得 △11 △11

事業年度中の変動額合計(百万円) ― △90 21,000 38,203 59,113 1,526 81,290

平成19年３月31日残高(百万円) 2,220 ― 130,42375,983208,626△3,118 420,110

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 29,508 ― 29,508 ― 368,328

事業年度中の変動額

　新株の発行 20,594

　自己株式の処分 1,594

　特別償却準備金取崩(注) ―

　別途積立金の積立(注) ―

　剰余金の配当(注) △8,092

　当期純利益 67,205

　自己株式の取得 △11

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

18,894 △3,989 14,905 672 15,578

事業年度中の変動額合計(百万円) 18,894 △3,989 14,905 672 96,868

平成19年３月31日残高(百万円) 48,402 △3,989 44,413 672 465,197

(注)　平成18年５月の取締役会における利益処分項目であります。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 98,755 115,720 126 115,846

事業年度中の変動額

　新株の発行 3,351 3,351 3,351

　株式交換による増加 10,214 10,214

　自己株式の処分 102 102

事業年度中の変動額合計(百万円) 3,351 13,566 102 13,668

平成20年３月31日残高(百万円) 102,107 129,286 228 129,515

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,220 130,423 75,983 208,626 △3,118 420,110

事業年度中の変動額

　新株の発行 6,703

　株式交換による増加 10,214

　自己株式の処分 374 477

　剰余金の配当 △11,863 △11,863 △11,863

　当期純利益 71,922 71,922 71,922

　自己株式の取得 △30,749 △30,749

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 60,059 60,059 △30,374 46,705

平成20年３月31日残高(百万円) 2,220 130,423 136,043 268,686△33,492 466,816

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 48,402 △3,989 44,413 672 465,197

事業年度中の変動額

　新株の発行 6,703

　株式交換による増加 10,214

　自己株式の処分 477

　剰余金の配当 △11,863

　当期純利益 71,922

　自己株式の取得 △30,749

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△20,495 3,250 △17,244 1,561 △15,682

事業年度中の変動額合計(百万円) △20,495 3,250 △17,244 1,561 31,022

平成20年３月31日残高(百万円) 27,907 △738 27,168 2,234 496,219
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重要な会計方針

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評
価方法

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法
その他有価証券
　時価のあるもの
　　期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均
法により算定)

子会社株式及び関連会社株式
　　同左
その他有価証券
　時価のあるもの
　　同左

　時価のないもの
　　移動平均法による原価法(株式)
　　償却原価法(債券)

　時価のないもの
　　同左

２　デリバティブの評価基準及
び評価方法

時価法 　　同左

３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
　賃貸資産
　　リース資産
　　　リース期間を償却年数とし、リース

期間満了時のリース資産の見積
処分価額を残存価額とする定額
法によっております。

有形固定資産
　賃貸資産
　　リース資産
　　　リース期間を償却年数とし、リース

期間満了時のリース資産の見積
処分価額を残存価額とする定額
法によっております。

　　　なお、顧客の事故等のために将来の
リース債権の回収困難が見込ま
れる契約については、回収不能
に伴うリース資産の処分損失に
備えるため、減価償却費を追加
計上しており、当期における当
該減価償却費の計上額は2,041
百万円、その累計額は6,233百万
円であります。

　　　なお、顧客の事故等のために将来の
リース債権の回収困難が見込ま
れる契約については、回収不能
に伴うリース資産の処分損失に
備えるため、減価償却費を追加
計上しており、当期における当
該減価償却費の計上額は4,122
百万円、その累計額は7,573百万
円であります。

　　レンタル資産
　　　定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備
を除く)については定額法)に
よっております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

建物及び構築物 ２～50年

　　レンタル資産
　　　同左

　社用資産
定率法(ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物(附属設備を
除く)については定額法)によって
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

建物及び構築物 ３～62年

　社用資産
同左

(会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、当事業年
度より、平成19年４月１日以降に
取得した有形固定資産(リース資
産除く)について、改正後の法人税
法に基づく減価償却の方法に変更
しております。
当該変更が与える損益への影響は
軽微であります。
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(追加情報)
法人税法改正に伴い、平成19年３
月31日以前に取得した資産(リー
ス資産除く)については、改正前の
法人税法に基づく減価償却の方法
の適用により取得価額の５％に到
達した事業年度の翌事業年度よ
り、取得価額の５％相当額と備忘
価額との差額を５年間にわたり均
等償却し、減価償却費に含めて計
上しております。
当該変更が与える損益への影響は
軽微であります。

無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間(５
年)に基づく定額法によっておりま
す。

無形固定資産
　　同左

４　繰延資産の処理方法 社債発行費
　支出時に全額を費用処理しておりま
す。

社債発行費
　　同左

株式交付費
　支出時に全額を費用処理しておりま
す。

株式交付費
　　同左

５　外貨建の資産及び負債の本
邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物
為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。

　　同左

６　引当金の計上基準 貸倒引当金
　金銭債権の貸倒れによる損失に備え
るため、正常先債権及び要注意先債
権については貸倒実績率により、破
綻先債権等については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

貸倒引当金
　　同左

債務保証損失引当金 債務保証損失引当金

　債務保証等に係る損失に備えるため、
過去の損失率に基づいて算定した必
要額のほか、必要に応じて損失の発
生の可能性を検討して個別に算定し
た保証損失見込額を計上しておりま
す。

　　同左

退職給付引当金 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事
業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき退職給付
引当金又は前払年金費用として計上
しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間による定額法に
より費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間による定額
法により翌事業年度から費用処理す
ることとしております。

　　同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金
　平成15年６月に役員退職慰労金制度
を廃止し、その時点の未精算の役員
退職慰労金の支給に備えるため、当
社所定の基準による見積額を計上し
ております。

　また、当社は平成17年６月に役員報酬
の改定を行い、一部の報酬につきま
しては、株式による報酬(株式報酬)
制度を導入いたしました。当該制度
は、当社所定の基準によるポイント
を付与し、退任時に累積ポイントに
その時点の株価を乗じた金額を支給
するものです。この制度では、源泉税
控除後の支給金額で、当社から自社
株式を退任時株価で購入する義務を
付しております。従いまして、役員退
任時の株式報酬の支給に備えるた
め、期末要支給見積額を役員退職慰
労引当金として計上しております。

　　同左

７　収益及び費用の計上基準 リース取引のリース料収入の計上方法
　リース期間の経過に伴い、役務の提供
に対応して契約上収受すべき月当た
りのリース料額を収入として計上し
ております。支払期日未到来の未収
収益は、貸借対照表の賃貸料等未収
入金に含めて表示しております。

リース取引のリース料収入の計上方法
　　同左

割賦販売取引の売上高及び売上原価の
計上方法
　割賦販売に係る債権総額を実行時に
割賦債権として計上し、支払期日到
来基準により割賦売上高及びそれに
対応する割賦原価を計上しておりま
す。

　なお、支払期日未到来の割賦債権に対
応する割賦未実現利益は繰延べ経理
しております。

割賦販売取引の売上高及び売上原価の
計上方法
　　同左

金融費用の計上方法
　金融費用は、営業収益に対応する金融
費用とその他の金融費用を区分計上
することとしております。

　その配分方法は、総資産を営業取引に
基づく資産とその他の資産に区分
し、その資産残高を基準として営業
資産に対応する金融費用は資金原価
として売上原価に、その他の資産に
対応する金融費用を営業外費用に計
上しております。

　なお、資金原価は、営業資産に係る金
融費用からこれに対応する預金の受
取利息等を控除して計上しておりま
す。

金融費用の計上方法
　　同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

８　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

　　同左

９　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　　原則として繰延ヘッジ処理を採用

しております。

(1) ヘッジ会計の方法

　　　原則として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、振当処理の

要件を満たしている通貨スワッ

プについては振当処理によって

おります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：外貨建借入金、

　　　　　　　　通貨スワップ、

　　　　　　　　金利スワップ及び

　　　　　　　　為替予約

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段：同左

　　ヘッジ対象：在外子会社等に対する

投資への持分、貸付

金、借入金及び社債

　　　ヘッジ対象：同左

(3) ヘッジ方針

　　社内の市場リスク管理規則に基づ

き、金利変動リスクについて資産

・負債管理をとおしてリスクを適

切にコントロールする方針とし、

また為替変動リスクについては、

基本的にこれを負わない方針と

し、資産と負債の通貨ポジション

を管理しております。

(3) ヘッジ方針

　　当社の社内管理規定に基づき、金利

変動リスクならびに為替変動リス

クを把握、管理し、デリバティブ等

によりこれらのリスクに適切に対

応する方針としております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計または相場変動と、ヘッ

ジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計または相場変動を比較し、

両者の変動額を基礎としてヘッジ

有効性を評価する等の合理的な方

法を取引毎またはヘッジカテゴ

リー毎に定め、定期的に有効性を

評価しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　同左

10　その他財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

　　なお、未払消費税等は貸借対照表上、

流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

消費税等の会計処理

　　同左
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(会計処理の変更)

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準

当事業年度より「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準」(企
業会計基準第５号　平成17年12月９日)
及び「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等の適用指針」(企
業会計基準適用指針第８号　平成17年
12月９日)を適用しております。
従来の資本の部の合計に相当する金

額は468,513百万円であります。
なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資
産の部については、改正後の財務諸表
等規則により作成しております。

―――――

ストック・オプション等に関す
る会計基準

当事業年度より「ストック・オプ
ション等に関する会計基準」(企業会
計基準第８号　平成17年12月27日)及び
「ストック・オプション等に関する会
計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第11号　平成18年５月31日)を適
用しております。
これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は672百万円減少し
ております。

―――――

繰延資産の会計処理に関する当
面の取扱い

当事業年度より「繰延資産の会計処
理に関する当面の取扱い」(実務対応
報告第19号　平成18年８月11日)を適用
しております。
これによる営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益への影響はありませ
ん。
なお、社債発行差金は、前事業年度に

おいて繰延資産に含めておりました
が、当事業年度は47,866百万円を新株
予約権付社債から控除して表示してお
ります。

―――――

金融商品に関する会計基準 ――――― 当事業年度より改正後の「金融商品
に関する会計基準」(企業会計基準第
10号　最終改正平成20年３月10日)及び
「金融商品会計に関する実務指針」
(会計制度委員会報告第14号　最終改正
平成20年３月25日)を適用しておりま
す。これにより、信託受益権の一部が有
価証券として取り扱われなくなったた
め、当事業年度から、従来貸借対照表上
「投資その他の資産」の「投資有価証
券」として表示しておりました金額
(163,544百万円)を、「営業貸付金」に
含めて表示しております。また、従来損
益計算書上「営業外収益」に含めてお
りました「有価証券利息」の金額
(5,669百万円)を、「売上高」の「営業
貸付収益」に含めて表示しておりま
す。これによる経常利益への影響はあ
りません。
なお、前事業年度における「投資有

価証券」に含まれる当該金額は
174,950百万円、「営業外収益」の「有
価証券利息」に含まれる当該金額は
5,564百万円であります。
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(表示方法の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

――――― (貸借対照表)

当事業年度より、従来貸借対照表上「投資有価証券」に

含めて表示しておりました「その他の関係会社有価証

券」を、当社の投資状況をより明瞭に表示するため、区分

掲記しております。

なお、前事業年度における、「投資有価証券」に含まれ

る当該金額は、199,162百万円であります。

　

(損益計算書)

前事業年度において、区分掲記しておりました「広告宣

伝費」(当事業年度3,432百万円)、「退職給付費用」(当事

業年度311百万円)、「賃借料」(当事業年度4,522百万円)

については、販売費及び一般管理費の総額の100分の５以

下であるため、当事業年度より販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しております。

　

前事業年度において、区分掲記しておりました「有価証

券利息」(当事業年度7,802百万円)については、営業外収

益の総額の100分の10以下であるため、当事業年度より営

業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。

　

前事業年度において、営業外費用の「支払利息」に含め

て表示しておりました「社債利息」は、重要性が増したた

め区分掲記しております。

なお、前事業年度における、「支払利息」に含まれる当

該金額は、8,221百万円であります。

　

前事業年度において、区分掲記しておりました「社債発

行費」(当事業年度1,536百万円)、「出資金費用」(当事業

年度13百万円)については、営業外費用の総額の100分の10

以下であるため、当事業年度より営業外費用の「雑支出」

に含めて表示しております。

　

前事業年度において、区分掲記しておりました「減損損

失」(当事業年度569百万円)、「投資有価証券売却損」(当

事業年度172百万円)については、特別損失の総額の100分

の10以下であるため、当事業年度より特別損失の「その

他」に含めて表示しております。

　

(追加情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(営業貸付金)

　ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付

日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づい

て、参加者に売却したものとして会計処理した貸付金の元

本の期末残高の総額は、139,246百万円であります。

(営業貸付金)

　ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付

日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号に基づい

て、参加者に売却したものとして会計処理した貸付金の元

本の期末残高の総額は、117,080百万円であります。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　このほかリース・割賦販売契約に基づいて、顧客よ
り預っている手形は次のとおりであります。

リース契約に基づく預り手形 40,102百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 21,505百万円

※１　このほかリース・割賦販売契約に基づいて、顧客よ
り預っている手形は次のとおりであります。

リース契約に基づく預り手形 25,034百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 13,822百万円

※２　ａ) 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで
あります。

賃貸資産の減価償却累計額 1,174,629百万円

社用資産の減価償却累計額 3,894百万円

※２　ａ) 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで
あります。

賃貸資産の減価償却累計額 1,124,448百万円

社用資産の減価償却累計額 4,089百万円

　　　ｂ) この賃貸資産に見合うリース契約に基づくリース
債権は、633,270百万円であり、このうち一年以内
に入金期日の到来するリース料金額は203,297百
万円であります。

　　　ｂ) この賃貸資産に見合うリース契約に基づくリース
債権は、525,158百万円であり、このうち一年以内
に入金期日の到来するリース料金額は180,034百
万円であります。

　　　ｃ) 賃貸資産の内訳は「⑤附属明細表　有形固定資産
等明細表」を参照。

　　　ｃ) 賃貸資産の内訳は「⑤附属明細表　有形固定資産
等明細表」を参照。

※３　担保に供している資産及び対応する債務は次のとお
りであります。

　　　ａ) 担保に供している資産

関係会社株式 12百万円

※３　担保に供している資産及び対応する債務は次のとお
りであります。

　　　ａ) 担保に供している資産

関係会社株式 10百万円

投資有価証券 10,352百万円

　　　ｂ) 担保提供資産に対応する債務

関係会社の借入金 7,440百万円

　　　ｂ) 担保提供資産に対応する債務

関係会社の借入金 12,150百万円

短期借入金 8,004百万円

上記資産の他、営業貸付金8,500百万円、投資有
価証券174,950百万円、関係会社長期貸付金
14,377百万円の譲渡を金融取引として会計処理
しております。これにより一年内支払予定の債権
証券化に伴う支払債務28,188百万円及び債権証
券化に伴う支払債務137,755百万円が計上されて
おります。

上記資産の他、営業貸付金203,673百万円、投資
有価証券3,176百万円、関係会社長期貸付金
14,377百万円の譲渡を金融取引として会計処理
しております。これにより一年内支払予定の債権
証券化に伴う支払債務36,717百万円及び債権証
券化に伴う支払債務145,324百万円が計上されて
おります。

※４　投資有価証券には、貸付有価証券473百万円、関係会
社株式には、貸付有価証券8,788百万円が含まれて
おります。

※４　投資有価証券には、貸付有価証券211百万円、関係会
社株式には、貸付有価証券9,790百万円が含まれて
おります。

※５　営業貸付金及び固定化営業債権のうち、破綻先債権
額は3,486百万円、延滞債権額は16,217百万円であ
ります。

　　　なお、破綻先債権とは、相当期間未収が継続するなど未
収利息を不計上とすることが認められる貸付金(以
下、「未収利息不計上貸付金」という)のうち、破産
債権、更生債権その他これらに準ずる債権でありま
す。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破
綻先債権に該当しないものであります。

　　　営業貸付金及び固定化営業債権のうち、３ヶ月以上延
滞債権額は8,071百万円であります。

　　　なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払
いが、約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞してい
る貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

　　　営業貸付金及び固定化営業債権のうち、貸出条件緩和
債権額は、9,636百万円であります。

※５　営業貸付金及び固定化営業債権のうち、破綻先債権
額は5,505百万円、延滞債権額は20,702百万円であ
ります。

　　　なお、破綻先債権とは、相当期間未収が継続するなど未
収利息を不計上とすることが認められる貸付金(以
下、「未収利息不計上貸付金」という)のうち、破産
債権、更生債権その他これらに準ずる債権でありま
す。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破
綻先債権に該当しないものであります。

　　　営業貸付金及び固定化営業債権のうち、３ヶ月以上延
滞債権額は9,239百万円であります。

　　　なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払
いが、約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞してい
る貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

　　　営業貸付金及び固定化営業債権のうち、貸出条件緩和
債権額は、6,101百万円であります。
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当事業年度
(平成20年３月31日)

　　　なお、貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進す
ることなどを目的に、金利減免等、債務者に有利と
なる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債
権及び３ヶ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。

　　　なお、貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進す
ることなどを目的に、金利減免等、債務者に有利と
なる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債
権及び３ヶ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。

※６　主に証書貸付けによるものであります。 ※６　主に証書貸付けによるものであります。

　７ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は63,373
百万円であります。

　　　なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人
の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件
としているものが含まれているため、必ずしも全額
が貸出実行されるものではありません。

　７ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は29,244
百万円であります。

　　　なお、上記貸出コミットメント契約においては、借入人
の資金使途、信用状態等に関する審査を貸出の条件
としているものが含まれているため、必ずしも全額
が貸出実行されるものではありません。

　８　関係会社に対する負債は、短期借入金等合計で73,251
百万円あります。

　８　関係会社に対する負債は、短期借入金等合計で72,225
百万円あります。

　９　偶発債務
　　　関係会社及び従業員の借入金等の債務に対する保証を

次のとおり行っております。

会社名

保証金額

円貨額
(百万円)

主な外貨額

ORIX USA Corporation242,698US$1,396,849千

XING LONG MARITIME S.A.101,421US$370,671千

ORIX Australia 
Corporation Limited

56,536A$ 420,364千

ORIX Leasing Malaysia 
Berhad

48,463RM 1,415,815千

PT.ORIX Indonesia 
Finance

32,488
US$
Rp

147,367千
567,000,000千

ORIX Taiwan 
Corporation

22,142NT$6,202,304千

ORIX Auto Leasing
Korea Corporation

22,131
W
US$

115,114,389千

 65,000千

オリックス・トレード・

インターナショナル㈲
20,865US$ 91,246千

ORIX New Zealand
Limited

19,524NZ$231,800千

ORIX CAPITAL RESOURCES
LIMITED

13,124US$ 2,271千

ORIX Australia 
(Securities) Pty Limited12,835A$ 19,250千

ORIX Auto Leasing
(Thailand) Co.,Ltd.

11,230THB 2,364,000千

従業員(住宅資金等) 360

その他75,284件 358,981

計 962,804 ―

　９　偶発債務
　　　関係会社及び従業員の借入金等の債務に対する保証を

次のとおり行っております。

会社名

保証金額

円貨額
(百万円)

主な外貨額

ORIX USA Corporation271,657US$1,750,761千

XING LONG MARITIME S.A.174,482US$528,843千

ORIX Australia 
Corporation Limited

51,316A$ 446,553千

ORIX Leasing Malaysia 
Berhad

48,470RM 1,545,132千

PT.ORIX Indonesia 
Finance

31,328
US$
Rp

186,000千
855,689,354千

ORIX Capital Korea
Corporation

27,614W 179,000,000千

ORIX Taiwan 
Corporation

20,973NT$6,355,579千

ORIX New Zealand
Limited

17,581NZ$221,400千

ORIX Finance Corp. 15,640US$156,112千

ORIX Australia 
(Securities) Pty Limited11,262A$ 47,224千

ORIX Auto Leasing
(Thailand) Co.,Ltd.

10,515THB 2,195,000千

従業員(住宅資金等) 334

その他78,012件 357,486

計 1,038,664 ―

　10　買付予約高

　　　リース契約及び割賦販売契約の成約による購入資産の

買付予約高は、3,346百万円であります。

　10　買付予約高

　　　リース契約及び割賦販売契約の成約による購入資産の

買付予約高は、1,978百万円であります。
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(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

※11　固定化営業債権は、財務諸表等規則第32条第１項第

10号の債権であります。

※11　固定化営業債権は、財務諸表等規則第32条第１項第

10号の債権であります。

※12　割賦販売の契約に基づいて一年を超えて入金期日の

到来する割賦債権金額は111,134百万円でありま

す。

※12　割賦販売の契約に基づいて一年を超えて入金期日の

到来する割賦債権金額は134,184百万円でありま

す。

※13　支払手形及び買掛金は賃貸資産及び割賦商品の購入

に基づいて発生したものであります。

※13　買掛金は賃貸資産及び割賦商品の購入に基づいて発

生したものであります。

※14　この中には受取保証金のうち一年以内にリース料に

充当される予定の299百万円が含まれております。

※14　この中には受取保証金のうち一年以内にリース料に

充当される予定の359百万円が含まれております。

※15　一年内支払予定の債権証券化に伴う支払債務及び債

権証券化に伴う支払債務は、当社のリース債権の証

券化等に伴い発生した債務であります。

※15　一年内支払予定の債権証券化に伴う支払債務及び債

権証券化に伴う支払債務は、当社のリース債権の証

券化等に伴い発生した債務であります。

　16　期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって、ま

た期末日に期日到来するリース料等の口座振替入

金の処理は入金日をもって、それぞれ決済処理して

おります。

　　　なお、当事業年度末日は金融機関の休業日のため、次の

とおり賃貸料等未収入金等が期末残高に含まれて

おります。

割賦債権 2,258百万円

営業貸付金 8,457百万円

賃貸料等未収入金 10,593百万円

未収収益 2,668百万円

その他 7百万円

―――――
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(損益計算書関係)
　

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　賃貸料収入の内訳は、次のとおりであります。
リース料収入 237,379百万円
レンタル料収入 4,765百万円

計 242,145百万円

※１　賃貸料収入の内訳は、次のとおりであります。
リース料収入 218,669百万円
レンタル料収入 3,629百万円

計 222,299百万円
※２　その他の売上高は、賃貸契約の満了・中途解約に伴

う賃貸物件の売却額、解約弁済金、商品売上高、受取
手数料等であります。

※２　その他の売上高は、賃貸契約の満了・中途解約に伴
う賃貸物件の売却額、解約弁済金、商品売上高、受取
手数料等であります。

※３　賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。
　　(1) リース原価

減価償却費 192,081百万円

固定資産税等諸税 6,758百万円

保険料 969百万円
その他 453百万円

計 200,262百万円

※３　賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。
　　(1) リース原価

減価償却費 179,826百万円

固定資産税等諸税 6,347百万円

保険料 873百万円
その他 465百万円

計 187,512百万円
(2) レンタル原価 1,834百万円

合計 202,097百万円

(2) レンタル原価 1,933百万円

合計 189,445百万円
※４　資金原価は、「重要な会計方針７」に記載している

金融費用であり、その内訳は次のとおりでありま
す。
借入金利息 9,630百万円

社債利息 5,483百万円

コマーシャルペーパー利息 1,343百万円

社債発行差金償却 1,802百万円
その他支払利息 2,694百万円

計 20,954百万円
受取利息 37百万円

差引計 20,917百万円

※４　資金原価は、「重要な会計方針７」に記載している
金融費用であり、その内訳は次のとおりでありま
す。
借入金利息 15,052百万円

社債利息 9,350百万円

コマーシャルペーパー利息 3,163百万円

社債発行差金償却 1,377百万円
その他支払利息 3,273百万円

計 32,217百万円
受取利息 124百万円

差引計 32,093百万円
※５　その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約に

伴う賃貸物件の処分原価(帳簿価額)、商品売上原
価、支払手数料等であります。

※５　その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約に
伴う賃貸物件の処分原価(帳簿価額)、商品売上原
価、支払手数料等であります。

※６　関係会社に対する売上高等
　　　関係会社との取引に係わる収益は、次のとおりであり

ます。
受取利息 17,944百万円

受取配当金 15,457百万円

※６　関係会社に対する売上高等
　　　関係会社との取引に係わる収益は、次のとおりであり

ます。
受取利息 29,145百万円

受取配当金 13,968百万円
※７　減損損失
　　　　当社は、賃貸用不動産及び遊休資産(主として首都圏

・近畿圏に所在する土地及び建物)について、個々
の物件単位でグルーピングを行っております。

　　　　資産の稼動状況の悪化に伴う将来キャッシュフロー
の減少等により、当社は賃貸用不動産について218
百万円の減損損失を特別損失に計上しております。

　　　　減損損失の種類毎の内訳は、賃貸用不動産が賃貸マン
ション26百万円、独身寮188百万円、土地および駐車
場３百万円となっております。

　　　　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額、ある
いは使用価値により測定しております。

　　　　回収可能価額を正味売却価額により測定している場
合には主に最近の取引事例や独立した鑑定機関ま
たは内部の鑑定士による評価額を、使用価値により
測定している場合には将来キャッシュ・フローを
7.48％で割引いて算出した価額を使用しておりま
す。

  　　　　　　　　 ―――――

※８　関係会社からの受取配当金であります。臨時巨額に
つき通常の受取配当金とは区分し、特別利益に計上し
ております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 90,289 1,228 ― 91,518

　
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。

新株予約権の行使による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424千株

2007年満期転換社債の転換による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 211千株

2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の転換による増加　 592千株

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 377,492 362 114,240 263,614

　
(変動事由の概要) 

増減数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取による増加　　　　　　　 362株

単元未満株式の売渡請求による減少　　　　　　30株

ストック・オプション行使による減少　　 112,100株

株式報酬制度による減少　　　　　　　　　 2,110株

　
３　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(百万円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

2022年６月14日満期米ドル建転換制
限条項付転換社債型新株予約権付割
引社債

普通株式 3,135,170― 592,8942,542,276 ―

平成18年新株予約権 ― ― ― ― ― 672

合計 3,135,170― 592,8942,542,276672

(注) １　当事業年度中の減少は、2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の

転換によるものであります。

２　平成18年新株予約権の権利行使開始日は、平成20年６月21日であります。
　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年５月18日
取締役会

普通株式 8,092 90.00平成18年３月31日 平成18年５月18日

　
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月17日
取締役会

普通株式 利益剰余金 11,863 130.00平成19年３月31日 平成19年５月17日
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 91,518 674 ― 92,193

　
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。

新株予約権の行使による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136千株

株式交換による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 324千株

2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の転換による増加　 213千株

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 263,614 1,460,818 28,228 1,696,204

　
(変動事由の概要) 

増減数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取による増加　　　　　　　　　　328株

株式交換時買取請求による増加　　　　　　　　 32,140株

取締役会決議による自己株式取得による増加　1,428,350株

単元未満株式の売渡請求による減少　　　　　　　　 88株

ストック・オプション行使による減少　　　　　 16,800株

株式報酬制度による減少　　　　　　　　　　　 11,340株

　
３　新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(百万円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

2022年６月14日満期米ドル建転換制
限条項付転換社債型新株予約権付割
引社債

普通株式 2,542,276― 289,9942,252,282 ―

平成18年新株予約権 ― ― ― ― ― 1,556

平成19年新株予約権 ― ― ― ― ― 677

合計 2,542,276― 289,9942,252,2822,234

(注) １　当事業年度中の減少は、2022年６月14日満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の新株

予約権の行使及び社債の一部償還によるものであります。

２　平成18年新株予約権の権利行使開始日は、平成20年６月21日であります。

３　平成19年新株予約権の権利行使開始日は、平成21年７月５日であります。
　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月17日
取締役会

普通株式 11,863 130.00平成19年３月31日 平成19年５月17日

　
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月22日
取締役会

普通株式 利益剰余金 23,529 260.00平成20年３月31日 平成20年５月22日
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１　借手側(当社が借手となっているリース取引)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

備品等

取得価額相当額 34百万円

減価償却累計額相当額 12百万円

期末残高相当額 21百万円

　　　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

　　　　　　いため、支払利子込み法により算定しております。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計

未経過リース料期末残高相当額 1,201百万円 1,464百万円 2,665百万円

　　　(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

　　　　　　占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

２　貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

　(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

情報・事務
用機器

産業・土木・
建設機械

その他 合計

取得価額 959,922百万円269,669百万円459,167百万円1,688,760百万円

減価償却累計額 600,329百万円225,215百万円336,802百万円1,162,347百万円

期末残高 359,593百万円44,454百万円122,365百万円526,413百万円

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計

未経過リース料期末残高相当額 171,709百万円402,923百万円574,632百万円

　　　　このうち転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の期末残高相当額は2,562百万円(うち１

　　　　年以内1,157百万円)であります。なお借手側の残高相当額は同一であります。

　(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 237,379百万円

減価償却費 192,081百万円

受取利息相当額 46,432百万円

　(4) 利息相当額の算定方法

　　　利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

オペレーティング・リース取引

１　借手側(当社が借手となっているリース取引)

１年以内 １年超 合計

未経過リース料 3百万円 11百万円 14百万円

２　貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

１年以内 １年超 合計

未経過リース料 1,638百万円 3,477百万円 5,115百万円
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当事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１　借手側(当社が借手となっているリース取引)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

備品等

取得価額相当額 34百万円

減価償却累計額相当額 19百万円

期末残高相当額 15百万円

　　　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計

未経過リース料期末残高相当額 576百万円 941百万円 1,517百万円

　　　(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 6百万円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

２　貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

　(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

情報・事務
用機器

産業・土木・
建設機械

その他 合計

取得価額 881,648百万円255,448百万円419,937百万円1,557,035百万円

減価償却累計額 582,769百万円215,135百万円318,880百万円1,116,785百万円

期末残高 298,879百万円40,313百万円101,057百万円440,249百万円

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計

未経過リース料期末残高相当額 161,518百万円323,293百万円484,811百万円

　　　　このうち転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の期末残高相当額は1,458百万円(うち１

年以内552百万円)であります。なお借手側の残高相当額は同一であります。

　(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 218,669百万円

減価償却費 179,826百万円

受取利息相当額 42,176百万円

　(4) 利息相当額の算定方法

　　　利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

オペレーティング・リース取引

１　借手側(当社が借手となっているリース取引)

１年以内 １年超 合計

未経過リース料 6百万円 16百万円 22百万円

２　貸手側(当社が貸手となっているリース取引)

１年以内 １年超 合計

未経過リース料 1,007百万円 4,354百万円 5,362百万円
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(有価証券関係)

前事業年度(平成19年３月31日現在)

・子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　
貸借対照表
計上額

時価 差額

関連会社株式 44,711百万円 146,418百万円 101,707百万円

　

当事業年度(平成20年３月31日現在)

・子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　
貸借対照表
計上額

時価 差額

関連会社株式 46,412百万円 62,626百万円 16,213百万円

　

(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　繰延税金資産

　　貸倒引当金損金算入限度超過額 17,204百万円

　　投資有価証券・関係会社株式
　　評価損

8,774百万円

　　債務保証損失引当金 5,726百万円

　　減損損失 4,312百万円

　　未払事業税 3,146百万円

　　賃貸資産減価償却費損金
　　算入限度超過額

2,351百万円

　　未払賞与 2,157百万円

　　役員退職慰労引当金 1,796百万円

　　その他 10,555百万円

　繰延税金資産合計 56,026百万円

　繰延税金負債

　　その他有価証券評価差額金 △33,220百万円

　　退職給付引当金 △9,669百万円

　繰延税金負債合計 △42,890百万円

　繰延税金資産の純額 13,136百万円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　繰延税金資産

　　貸倒引当金 32,858百万円

　　投資有価証券・関係会社株式
　　評価損

12,507百万円

　　債務保証損失引当金 5,871百万円

　　減損損失 3,684百万円

　　賃貸資産減価償却費 2,460百万円

　　未払事業税 2,894百万円

　　未払賞与 1,783百万円

　　役員退職慰労引当金 1,509百万円

　　その他 12,425百万円

　繰延税金資産合計 75,993百万円

　繰延税金負債

　　その他有価証券評価差額金 △19,153百万円

　　退職給付引当金 △11,106百万円

　繰延税金負債合計 △30,260百万円

　繰延税金資産の純額 45,733百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため、注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率 40.7％

　　(調整)

　　受取配当金等永久に益金に算入されない
　　項目

△5.0

　　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9

　　その他 △0.2

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.4％
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　ストック・オプションにかかる当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　672百万円

　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1) ストック・オプションの内容

平成10年ストック・オプション 平成11年ストック・オプション 平成12年ストック・オプション

決議年月日 平成10年６月26日 平成11年６月29日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 18名
当社使用人 ６名

当社取締役 ９名
当社使用人 12名

当社取締役 10名
当社使用人 468名

株式の種類及び付与数(注） 普通株式　146,000株 普通株式　145,000株 普通株式　316,700株

付与日 平成10年10月１日 平成11年10月16日 平成12年７月19日

権利確定条件

― ― 平成15年６月29日以前に当社
または当社子会社等の使用人
の地位を自己の都合により退
職していないことを要するこ
ととします。

対象勤務期間 ― ―
平成12年７月19日
平成15年６月29日

権利行使期間
平成10年10月１日
平成20年６月26日

平成11年10月16日
平成21年６月29日

平成15年６月30日
平成22年６月29日

　
平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

決議年月日 平成13年６月28日 平成14年６月26日 平成15年６月25日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ９名
当社使用人 558名

当社取締役 10名
当社監査役 ３名
その他当社割当名簿
に記載の者

860名

当社取締役 12名
当社執行役 15名
その他当社割当名簿
に記載の者

993名

株式の種類及び付与数(注） 普通株式　300,900株 普通株式　453,300株 普通株式　516,000株

付与日 平成13年７月12日 平成14年11月５日 平成15年８月６日

権利確定条件

平成15年６月28日以前に当社
または当社子会社等の使用人
の地位を自己の都合により退
職していないことを要するこ
ととします。

新株予約権者は、平成16年６月
26日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の地位を自己の
都合により退職していないこ
とを要することとします。

新株予約権者は、平成17年６月
25日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の地位を自己の
都合により退職していないこ
とを要することとします。

対象勤務期間
平成13年７月12日
平成15年６月28日

平成14年11月５日
平成16年６月26日

平成15年８月６日
平成17年６月25日

権利行使期間
平成15年６月29日
平成23年６月28日

平成16年６月27日
平成24年６月26日

平成17年６月26日
平成25年６月25日

　　 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月21日 平成18年７月４日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 12名
当社執行役 17名
その他当社割当名簿
に記載の者

1,077名

当社取締役 12名
当社執行役 19名
その他当社割当名簿
に記載の者

1,160名

当社取締役 11名
当社執行役 18名
その他当社割当名簿
に記載の者

1,268名

株式の種類及び付与数(注） 普通株式　528,900株 普通株式　477,400株 普通株式　194,200株

付与日 平成16年８月４日 平成17年９月22日 平成18年７月19日

権利確定条件

新株予約権者は、平成18年６月
23日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

新株予約権者は、平成19年６月
21日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

新株予約権者は、平成20年６月
20日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

対象勤務期間
平成16年８月４日
平成18年６月23日

平成17年９月22日
平成19年６月21日

平成18年７月19日
平成20年６月20日

権利行使期間
平成18年６月24日
平成26年６月23日

平成19年６月22日
平成27年６月21日

平成20年６月21日
平成28年６月20日

（注）株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成19年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算し記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成10年ストック・オプション 平成11年ストック・オプション 平成12年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 - - -

　付与 - - -

　失効 - - -

　権利確定 - - -

　未確定残 - - -

権利確定後(株)

　前事業年度末 19,600 71,500 153,600

　権利確定 19,600 71,500 153,600

　権利行使 14,000 31,300 66,800

　失効 - - 100

　未行使残 5,600 40,200 86,700

　
平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 - - -

　付与 - - -

　失効 - - -

　権利確定 - - -

　未確定残 - - -

権利確定後(株)

　前事業年度末 135,700 137,500 231,600

　権利確定 135,700 137,500 231,600

　権利行使 44,300 41,200 96,200

　失効 300 900 900

　未行使残 91,100 95,400 134,500

　
平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 515,900 473,700 -

　付与 - - 194,200

　失効 - 3,900 1,340

　権利確定 515,900 3,600 40

　未確定残 - 466,200 192,820

権利確定後(株)

　前事業年度末 - - -

　権利確定 515,900 3,600 40

　権利行使 239,100 3,600 40

　失効 - - -

　未行使残 276,800 - -
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②　単価情報

平成10年ストック・オプション 平成11年ストック・オプション 平成12年ストック・オプション

権利行使価格(円) 7,784 10,393 16,272

行使時平均株価(円) 32,846 32,481 32,386

付与日における公正な評価単価

(円)
- - -

　
平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利行使価格(円) 12,329 7,452 7,230

行使時平均株価(円) 32,856 32,779 33,222

付与日における公正な評価単価

(円)
- - -

　
平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利行使価格(円) 12,121 19,550 30,626

行使時平均株価(円) 32,060 32,778 34,600

付与日における公正な評価単価

(円)
- - 9,310

　

３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当事業年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。

①使用した評価技法　　　二項モデル

②主な基礎数値及び見積方法

　
株価変動性 (注)１ 42％

予想残存期間 -

予想配当 (注)２ 90円／株

無リスク利子率 (注)３ 0.18％～1.85％

(注) １　９年11ヶ月間(平成８年８月から平成18年７月まで)の株価実績に基づき算定しております。

２　平成18年３月期の配当実績によっております。

３　予想残存期間に対応する国債の利回りであります。

　

４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　総付与数から、実績に基づく見積もりで計算した失効率分を控除して計算しております。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　ストック・オプションにかかる当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　1,564百万円

　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1) ストック・オプションの内容

平成10年ストック・オプション 平成11年ストック・オプション 平成12年ストック・オプション

決議年月日 平成10年６月26日 平成11年６月29日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 18名
当社使用人 ６名

当社取締役 ９名
当社使用人 12名

当社取締役 10名
当社使用人 468名

株式の種類及び付与数(注） 普通株式　146,000株 普通株式　145,000株 普通株式　316,700株

付与日 平成10年10月１日 平成11年10月16日 平成12年７月19日

権利確定条件

― ― 平成15年６月29日以前に当社
または当社子会社等の使用人
の地位を自己の都合により退
職していないことを要するこ
ととします。

対象勤務期間 ― ―
平成12年７月19日
平成15年６月29日

権利行使期間
平成10年10月１日
平成20年６月26日

平成11年10月16日
平成21年６月29日

平成15年６月30日
平成22年６月29日

　
平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

決議年月日 平成13年６月28日 平成14年６月26日 平成15年６月25日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ９名
当社使用人 558名

当社取締役 10名
当社監査役 ３名
その他当社割当名簿
に記載の者

860名

当社取締役 12名
当社執行役 15名
その他当社割当名簿
に記載の者

993名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　300,900株 普通株式　453,300株 普通株式　516,000株

付与日 平成13年７月12日 平成14年11月５日 平成15年８月６日

権利確定条件

平成15年６月28日以前に当社
または当社子会社等の使用人
の地位を自己の都合により退
職していないことを要するこ
ととします。

新株予約権者は、平成16年６月
26日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の地位を自己の
都合により退職していないこ
とを要することとします。

新株予約権者は、平成17年６月
25日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の地位を自己の
都合により退職していないこ
とを要することとします。

対象勤務期間
平成13年７月12日
平成15年６月28日

平成14年11月５日
平成16年６月26日

平成15年８月６日
平成17年６月25日

権利行使期間
平成15年６月29日
平成23年６月28日

平成16年６月27日
平成24年６月26日

平成17年６月26日
平成25年６月25日

　　 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月21日 平成18年７月４日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 12名
当社執行役 17名
その他当社割当名簿
に記載の者

1,077名

当社取締役 12名
当社執行役 19名
その他当社割当名簿
に記載の者

1,160名

当社取締役 11名
当社執行役 18名
その他当社割当名簿
に記載の者

1,268名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　528,900株 普通株式　477,400株 普通株式　194,200株

付与日 平成16年８月４日 平成17年９月22日 平成18年７月19日

権利確定条件

新株予約権者は、平成18年６月
23日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

新株予約権者は、平成19年６月
21日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

新株予約権者は、平成20年６月
20日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

対象勤務期間
平成16年８月４日
平成18年６月23日

平成17年９月22日
平成19年６月21日

平成18年７月19日
平成20年６月20日

権利行使期間
平成18年６月24日
平成26年６月23日

平成19年６月22日
平成27年６月21日

平成20年６月21日
平成28年６月20日
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　 平成19年ストック・オプション

決議年月日 平成19年７月４日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 11名
当社執行役 18名
その他当社割当名簿
に記載の者

479名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　144,980株

付与日 平成19年７月19日

権利確定条件

新株予約権者は、平成21年７月
４日以前においては、新株予約
権行使時において、当社または
当社子会社等の使用人の地位
を自己の都合により退職して
いないことを要することとし
ます。

対象勤務期間
平成19年７月19日
平成21年７月４日

権利行使期間
平成21年７月５日
平成29年６月22日

（注）株式数に換算して記載しております。

　

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

220/288



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成20年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算し記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成10年ストック・オプション 平成11年ストック・オプション 平成12年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 - - -

　付与 - - -

　失効 - - -

　権利確定 - - -

　未確定残 - - -

権利確定後(株)

　前事業年度末 5,600 40,200 86,700

　権利確定 - - -

　権利行使 3,700 8,500 4,600

　失効 - - 600

　未行使残 1,900 31,700 81,500

　
平成13年ストック・オプション 平成14年ストック・オプション 平成15年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 - - -

　付与 - - -

　失効 - - -

　権利確定 - - -

　未確定残 - - -

権利確定後(株)

　前事業年度末 91,100 95,400 134,500

　権利確定 - - -

　権利行使 5,400 8,200 19,700

　失効 - - -

　未行使残 85,700 87,200 114,800

　
平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 - 466,200 192,820

　付与 - - -

　失効 - 600 2,320

　権利確定 - 465,600 300

　未確定残 - - 190,200

権利確定後(株)

　前事業年度末 276,800 - -

　権利確定 - 465,600 300

　権利行使 42,500 60,600 300

　失効 900 1,700 -

　未行使残 233,400 403,300 -
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　 平成19年ストック・オプション

権利確定前(株)

　前事業年度末 ―

　付与 144,980

　失効 1,080

　権利確定 ―

　未確定残 143,900

権利確定後(株)

　前事業年度末 ―

　権利確定 ―

　権利行使 ―

　失効 ―

　未行使残 ―

　

②　単価情報

平成10年ストック・オプション平成11年ストック・オプション平成12年ストック・オプション

権利行使価格(円) 7,784 10,393 16,272

行使時平均株価(円) 15,483 24,637 29,014

付与日における公正な評価単価

(円)
― ― ―

　
平成13年ストック・オプション平成14年ストック・オプション平成15年ストック・オプション

権利行使価格(円) 12,329 7,452 7,230

行使時平均株価(円) 29,570 24,159 27,446

付与日における公正な評価単価

(円)
― ― ―

　
平成16年ストック・オプション平成17年ストック・オプション平成18年ストック・オプション

権利行使価格(円) 12,121 19,550 30,626

行使時平均株価(円) 30,480 30,863 31,500

付与日における公正な評価単価

(円)
― ― 9,310

　
平成19年ストック・オプション

権利行使価格(円) 32,072

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正な評価単価

(円)
12,640

　

３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。

①使用した評価技法　　　二項モデル

②主な基礎数値及び見積方法

　
株価変動性 (注)１ 42％

予想残存期間 -

予想配当 (注)２ 130円／株

無リスク利子率 (注)３ 0.60％～1.91％

(注) １　９年11ヶ月間(平成９年８月から平成19年７月まで)の株価実績に基づき算定しております。

２　平成19年３月期の配当実績によっております。

３　予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
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４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　総付与数から、実績に基づく見積もりで計算した失効率分を控除して計算しております。
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 5,090.42円１株当たり純資産額 5,458.59円

１株当たり当期純利益 744.39円１株当たり当期純利益 789.04円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

736.05円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

782.92円

(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益

　当期純利益(百万円) 67,205 71,922

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る当期純利益(百万円) 67,205 71,922

　普通株式の期中平均株式数(千株) 90,282 91,151

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　当期純利益調整額(百万円) △8 1,659

　　(うち社債発行差額の償却額(税額相当額控除
　　後)(百万円))

(△8) (1,659)

　普通株式増加数(千株) 1,010 2,833

　　(うち転換社債(千株)) (134) (2,379)

　　(うち新株予約権(千株)) (876) (453)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

(新株予約権付社債)

2022年６月14日満期米ドル

建転換制限条項付転換社債

型新株予約権付割引社債

　

───―

詳細については、第４　提出

会社の状況　１　株式等の状

況　(2)新株予約権等の状況

に記載のとおりでありま

す。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表
計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

㈱あおぞら銀行 149,974,50044,392

天安中国投資有限公司 105,000,0009,229

㈱ジェーシービー 223,200 7,812

OMAN National Investment Corporation Holding1,914,2126,891

㈱みずほフィナンシャルグループ
第11回第11種優先株式

3,000 3,000

㈱プロスペクト 6,378 1,789

㈱オービック 100,000 1,768

㈱九州リースサービス 5,500,0001,540

クオリカプス㈱　Ｂ種優先株式 30,000 1,517

㈱ワキタ 1,926,0051,145

その他320銘柄 27,299,27519,157

計 291,976,57098,244

(注)　端株株式は切り捨てて表示しております。

　

【債券】

　

銘柄
券面総額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

有価証券
その他
有価証券

平塚ホールディング特定目的会社第１回一般担保付特定社債 15,000 15,000

セントレジャーホールディング特定目的会社変動利付金九十億
第二回特定社債

9,000 9,000

東京開発Ｏ特定目的会社第１回一般担保付特定社債 7,400 7,400

六本木ホールディング特定目的会社第１回一般担保付特定社債 6,440 6,440

東京開発Ｋ特定目的会社第１回一般担保付特定社債 6,250 6,250

ハルアセット特定目的会社第４回一般担保付特定社債 5,400 5,400

ポラリス・キャピタル・パートナーズ二号特定目的会社
第１回一般担保付特定社債

1,969 1,977

特定目的会社ゴールド第１回Ａ号一般担保付特定社債 1,856 1,856

ポラリス・キャピタル・パートナーズ特定目的会社
第１回一般担保付特定社債

1,276 1,281

その他９銘柄 1,532 1,533

小計 56,125 56,138
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銘柄
券面総額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ニューシティ・フォー特定目的会社第２回一般担保付特定社債 18,000 18,000

MGケイアイアール特定目的会社第２回Ａ号一般担保付特定社債 17,580 17,580

ジャパン・アセット・フォーティーン・ホールディング
特定目的会社第１回Ａ号一般担保付特定社債

12,560 12,560

RD Legend アルファ特定目的会社第１回一般担保付特定社債11,300 11,301

RW2特定目的会社第１回一般担保付特定社債 10,000 10,032

QW-レッド特定目的会社第１回一般担保付特定社債 9,500 9,500

シトラス六本木特定目的会社第１回一般担保付特定社債 9,400 9,400

RW1特定目的会社第１回一般担保付特定社債 8,900 8,923

ARC-CapitaLand Three特定目的会社第１回一般担保付特定社債8,100 8,100

MG白金台特定目的会社第１回Ａ号一般担保付特定社債 7,688 7,688

神宮ホールディング特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

7,650 7,650

リーズ特定目的会社第１回一般担保付Ｃ号特定社債 7,500 7,500

ORIX-NRL信託18Ａ号受益権 7,326 7,326

MGノーザンストーン特定目的会社第２回一般担保付特定社債 7,150 7,150

ジーティースリー特定目的会社第１回一般担保付特定社債 7,000 7,025

イチローファイブ特定目的会社第２回Ａ号一般担保付特定社債 5,900 5,900

特定目的会社JRIC１第１回一般担保付特定社債(Ａ) 5,200 5,209

ジャパン・アセット・エイト・ホールディング特定目的会社
第２回Ａ号一般担保付特定社債

5,200 5,200

特定目的会社JRIC2第１回一般担保付特定社債(Ａ) 4,400 4,408

MG東扇島特定目的会社第１回Ａ号一般担保付特定社債 4,230 4,230

ケーエージー・トゥエルブ・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

4,070 4,070

ORIX-GH信託Ｂ号受益権 3,998 3,980

ジャパン・アセット・フォーティーン・ホールディング
特定目的会社第１回Ｂ号一般担保付特定社債

3,840 3,840

MG目黒タワー特定目的会社第１回Ｂ号一般担保付特定社債 3,740 3,740

龍ヶ崎エス・シー特定目的会社第１回一般担保付特定社債 3,361 3,361

特定目的会社有楽町TMK第１回一般担保付特定社債 3,275 3,279

MGケイアイアール特定目的会社第２回Ｂ号一般担保付特定社債 3,201 3,201

下総武蔵特定目的会社第１回Ａ号一般担保付特定社債 3,200 3,200

ジャパン・アセット・スリー・ホールディング特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

3,176 3,176

MGランド特定目的会社第２回Ａ号一般担保付特定社債 3,150 3,150

ケーエージー・イレブン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

3,123 3,123

MMP REIT One特定目的会社第１回一般担保付特定社債 3,100 3,105

東京タワーズ・プロパティー・ファンド特定目的会社
第１回一般担保付特定社債

3,100 3,100

特定目的会社エスパス２号第１回一般担保付特定社債 2,880 2,891

サバティーニ特定目的会社第１回一般担保付特定社債 2,800 2,800

RP-10特定目的会社第１回一般担保付Ａ号特定社債 2,694 2,694

コンソラーレ特定目的会社第１回Ｂ号特定社債 2,440 2,440

ケーエージー・セブン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

2,335 2,335
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銘柄
券面総額
(百万円)

貸借対照表
計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

芝ホールディング特定目的会社第１回Ｂ号一般担保付特定社債 2,280 2,280

MG白金台特定目的会社第１回Ｂ号一般担保付特定社債 2,150 2,150

特定目的会社アールエルエー第１回一般担保付特定社債 2,100 2,100

ケーエージーⅠホールディング特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

2,080 2,080

イチローファイブ特定目的会社第２回Ｂ号一般担保付特定社債 2,000 2,000

ORSO FUNDING CMBS 8 CLASS-D 2,000 2,000

Union Investment Real Estate 2　特定目的会社
第１回一般担保付特定社債

1,805 1,806

リプラス・レジデンシャル・コンストラクション７号
特定目的会社第１回一般担保付特定社債

1,772 1,794

芝ホールディング特定目的会社第１回Ｃ号一般担保付特定社債 1,770 1,770

特定目的会社KLファンドツー第２回一般担保付特定社債 1,760 1,760

湘南ファンド第１号特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

1,753 1,753

PP浅草橋オフィス特定目的会社第１回一般担保付特定社債 1,700 1,700

ORIX-NRL信託18 Ｂ号受益権 1,542 1,542

相模特定目的会社第２回Ａ号一般担保付特定社債 1,600 1,600

ジャパン・アセット・エイト・ホールディング特定目的会社
第２回Ｂ号第１回一般担保付特定社債

1,500 1,500

ケーエージー・サーティーン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

1,470 1,470

小川町ホールディング特定目的会社
第１回Ａ号一般担保付特定社債

1,410 1,410

美倉ホールディング特定目的会社第１回一般担保付特定社債 1,400 1,404

ニューシティ・ツー特定目的会社第１回一般担保付特定社債 1,400 1,400

Union Investment Real Estate 1　特定目的会社
第１回一般担保付特定社債

1,268 1,269

特定目的会社Ken-1GP第１回一般担保付特定社債 1,250 1,250

CapitaRetail CK特定目的会社第１回Ｂ号特定社債 1,200 1,200

特定目的会社北品川キャピタル第１回一般担保付特定社債 1,156 1,156

MGランド特定目的会社第２回Ｂ号一般担保付特定社債 1,150 1,150

ライズ・プロパティ特定目的会社第１回一般担保付特定社債 1,130 1,133

神宮ホールディング特定目的会社
第１回Ｂ号一般担保付特定社債

1,090 1,090

特定目的会社KLファンドワン第１回一般担保付特定社債 1,069 1,069

その他29銘柄 11,063 11,042

小計 285,940286,055

計 342,066342,194

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

227/288



【その他】
　

種類及び銘柄
投資口数等
(口)

貸借対照表
計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(優先出資法に規定する優先出資証券)１銘柄 1,115,540 999

(資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券)

ケーエージー・スリー・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

188,600 9,430

ケーエージー・フォーティーン・インベストメント
特定目的会社第１回ジュニアＡ号優先出資証券

146,000 7,300

特定目的会社ジョイントアーク09第２回優先出資証券 69,400 3,470

ケーエージー・トゥエルブ・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

62,600 3,130

ケーエージー・ナイン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

61,200 3,060

ケーエージー・イレブン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

46,680 2,334

ケーエージー・シックス・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

43,300 2,165

特定目的会社ジョイントアーク09第１回優先出資証券 42,260 2,113

龍ヶ崎エス・シー特定目的会社第１回Ａ号優先出資証券 40,862 2,043

ケーエージーⅠホールディング特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

34,667 1,733

ケーエージー・セブン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

31,300 1,565

ケーエージー・ヒロシマ・ホールディング特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

29,000 1,450

Union Investment Real Estate　２特定目的会社
第１回Ａ号 優先出資証券

26,904 1,345

ケーエージー・フォー・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

25,720 1,286

セレグナ・リテール・ファンド特定目的会社
第１回優先出資証券

25,440 1,272

ケーエージー・サーティーン・インベストメント特定目的会社
第１回Ａ号優先出資証券

23,400 1,170

その他９銘柄 80,365 4,018

(信託の受益権等)

MSP1-Trust Certificates B ― 5,773

オルソ・ABS・ファンディング・トラスト1-SFFC
Ｄ号信託受益権

― 2,614

MSP1-Trust Certificates C ― 2,399

JLOC XXX サテライト信託メザニン受益権１号 ― 1,975

貸付債権信託受益権(５銘柄) ― 7,811

(新株引受権証券)２銘柄 40 660

(新株予約権証券)６銘柄 17,501,702115

(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券)
26銘柄

4,773 2,869
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種類及び銘柄
投資口数等
(口)

貸借対照表
計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資)

Longreach Capital Partners 1, L.P.10 8,534

Lehman Brothers Offshore Real Estate
Mezzanine Partners(NorBan), L.P.

― 7,072

エス・ティー・エイチ合同会社匿名組合 ― 2,923

KKR 2006 Fund, L.P. ― 2,896

㈲オーク・デベロップメント匿名組合 ― 2,374

J.C. FLOWERS Ⅱ L.P. ― 2,129

UNISON CAPITAL PARTNERS Ⅱ, L.P. ― 2,036

Carlyle-DDI Pocket Partners, L.P. ― 1,972

MCo1号投資事業有限責任組合 50 1,754

合同会社アルカディアオフィス匿名組合 ― 1,502

Greater Pacific Capital (Cayman), L.P.― 1,236

Carlyle Japan Partners, L.P. ― 1,190

㈲クロスゲート匿名組合 ― 1,100

その他49組合への出資 6,175 9,095

計 ― 119,923

(注)　投資口数等は小数点以下の端数を切り捨てて表示しております。
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

(イ)賃貸資産

　１　情報関連機器・
　　　事務用機器

959,92276,387154,661881,648582,769119,377298,879

　２　産業工作機械 258,79811,64526,188244,256207,79215,07736,463

　３　土木建設機械 10,870 1,630 1,308 11,192 7,343 1,144 3,849

　４　輸送用機器 4,749 235 622 4,363 2,789 372 1,574

　５　医療機器 100,2421,334 12,56789,01082,577 5,873 6,432

　６　商業・サービス
　　　業用機械設備

303,03222,08044,900280,211204,90333,79875,308

　７　その他 51,143 8,535 13,32646,35228,609 4,182 17,742

　８　レンタル資産 44,10924,41516,27452,251 7,662 778 44,588
(569)

　　　計 1,732,870146,264269,8481,609,2861,124,448180,604484,838
(569)

(ロ)賃貸資産前渡金 3,211 12,00312,952 2,262 ― ― 2,262

(ハ)社用資産

　１　建物 4,092 699 52 4,739 1,921 286 2,818

　２　構築物 149 22 0 171 83 12 87

　３　備品 3,739 398 528 3,608 2,085 393 1,523

　４　土地 1,717 164 ― 1,881 ― ― 1,881

　５　建設仮勘定 237 ― 237 ― ― ― ―

　　　計 9,936 1,284 819 10,401 4,089 692 6,311

有形固定資産計 1,746,018159,552283,6201,621,9501,128,537181,296493,413
(569)

無形固定資産

　ソフトウェア ― ― ― 24,09017,692 2,056 6,398

　商標権 ― ― ― 230 76 23 154

　電信電話加入権等 ― ― ― 289 76 30 212

無形固定資産計 ― ― ― 24,61017,845 2,110 6,765

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　賃貸資産の当期増減は、主に賃貸取引の成約、実行、終了等に伴うものであります。

２　無形固定資産については、資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略いたしました。

３　「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金
※１

68,655 98,982 11,629 57,026 98,982

債務保証損失引当金 14,069 14,425 14,069 ― 14,425

役員退職慰労引当金
※２

4,414 382 386 702 3,707

(注)　※１　当期増加額には、債務保証損失引当金からの振替額14,069百万円を含んでおります。

当期減少額(その他)は洗替計算によるものであります。

当期末残高は、貸借対照表の流動資産及び投資その他の資産に対する貸倒引当金の合計額であります。

※２　当期減少額(その他)は、株式報酬制度に伴う引当金の株価の下落による影響であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a) 流動資産

①　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 22

預金

　当座預金 33,044

　普通預金 54,115

　通知預金 107,400

　定期預金 260

　その他 7

　計 194,828

合計 194,850

　

②　割賦債権

ア　主な相手先別内訳
　

相手先 金額(百万円)

ソフトバンクモバイル㈱ 15,478

イー・モバイル㈱ 9,397

大和システム㈱ 5,928

大成商事㈱ 5,385

大和リビング㈱ 3,955

その他 125,870

合計 166,015

　

イ　滞留状況
　

期首残高
(百万円)
　
(イ)

当期発生高
(百万円)
　
(ロ)

当期減少高
(百万円)
　
(ハ)

当期末残高
(百万円)
　
(ニ)

平均滞留月数(月)
(イ)＋(ロ)

×12ヶ月
(ハ)

163,709 80,752 78,445 166,015 37.40
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③　営業貸付金
　

相手先 金額(百万円)

合同会社ダブルブリッジ 23,395

シーガル・ホールディング・リミテッド 14,779

ＴＴリテール合同会社 13,000

㈲リプラスロード８ 12,000

合同会社コミュニティ・カー・ディーラーズ 11,800

その他 2,034,723

合計 2,109,697

　

④　関係会社短期貸付金
　

関係会社名 金額(百万円)

オリックス不動産㈱ 153,497

オリックス自動車㈱ 145,175

オリックス・クレジット㈱ 84,866

オリックス債権回収㈱ 65,186

オリックス・アルファ㈱ 59,818

その他 117,987

合計 626,532
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(b) 固定資産

①　関係会社株式

　

銘柄 金額(百万円)

子会社株式

　ORIX USA Corporation 46,588

　オリックス信託銀行㈱ 35,405

　ORIX Investment and Management Private Limited 16,416

　オリックス生命保険㈱ 15,978

　オリックス・インテリア㈱ 11,059

　その他 132,304

　計 257,753

関連会社株式

　㈱大京 47,801

　富士火災海上保険㈱ 18,172

　INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL SERVICES
　LIMITED

5,451

　STX Enpaco Co., Ltd. 2,522

　MAF ORIX Finance PJSC 1,877

　その他 15,260

　計 91,085

合計 348,839

　

②　関係会社長期貸付金

　

関係会社名 金額(百万円)

オリックス不動産㈱ 541,000

オリックス・クレジット㈱ 139,480

オリックス自動車㈱ 80,000

オリックス債権回収㈱ 75,000

オリックス・アルファ㈱ 73,000

その他 152,414

合計 1,060,894
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(c) 流動負債

①　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

東銀リース㈱ 2,462

イー・モバイル㈱ 2,128

日本ヒューレット・パッカード㈱ 1,756

ジェイアール西日本ファイナンス㈱ 1,174

㈱関電Ｌ＆Ａ 1,050

その他 11,174

合計 19,746

　

②　短期借入金

　

借入先 金額(百万円)

外国銀行 161,411

都市銀行 30,000

地方銀行 15,000

信託銀行 15,000

その他の銀行 48,000

その他 83,965

(小計) (353,377)

１年内返済予定の長期借入金 325,390

合計 678,767

　

③　コマーシャルペーパー

　

返済期限 金額(百万円) 使途

平成20年４月 334,700 借入金返済資金等

　 〃 　５月 188,800 〃

　 〃 　６月 147,800 〃

　 〃 　７月 13,900 〃

　 〃 　８月 21,100 〃

　 〃 　９月 14,500 〃

　 〃 　10月以降 8,500 〃

合計 729,300 ―
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(d) 固定負債

①　社債

　

銘柄 金額(百万円)

普通社債
(204,100)
1,207,400

変動利付社債
(5,500)
63,258

合計
(209,600)
1,270,658

(注) １　金額欄の(　)内書は１年内償還予定額で、貸借対照表では、「一年内償還予定の社債」に表示しております。

２　決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。

　
１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

209,600 259,000 258,500 353,300 123,758 66,5001,270,658

　

②　長期借入金

　

借入先 金額(百万円)

都市銀行
(43,001)
526,901

地方銀行
(61,460)
468,490

信託銀行
(109,300)
386,750

その他の銀行
(17,000)
175,619

保険会社
(40,042)
299,342

その他
(54,586)
379,251

合計
(325,390)
2,236,354

(注) １　金額欄の(　)内書は１年内返済予定額で、貸借対照表では、「一年内返済予定の長期借入金」に表示しておりま

す。

２　決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

　
１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

325,390 522,305 527,565 395,316 334,521 131,2542,236,354
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③　債権証券化に伴う支払債務

　

支払期限 金額(百万円) 使途

１年以内 129,876 借入金返済資金等

２年以内 111,971 〃

３年以内 66,615 〃

４年以内 39,106 〃

５年以内 23,012 〃

５年超 50,187 〃

合計 420,770 ―

(注)　支払期限が１年以内のものは、流動負債の「一年内支払予定の債権証券化に伴う支払債務」に計上しております。
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(3) 【その他】

株式交換により当社の完全子会社となった株式会社インターネット総合研究所の最近２連結会計年度

に係る連結財務諸表は、以下のとおりであります。

連結財務諸表

①　連結貸借対照表

　
前連結会計年度
(平成18年６月30日)

当連結会計年度
(平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 14,940,408 4,872,048

　２　受取手形及び売掛金 ※２ 8,990,536 2,883,129

　３　たな卸資産 9,804,864 583,728

　４　繰延税金資産 163,713 108,868

　５　前払費用 2,235,035 1,444,694

　６　その他 180,039 124,953

　　　貸倒引当金 △20,426 △30,293

　　流動資産合計 36,294,17063.6 9,987,12953.3

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物及び構築物 340,877 441,983

　　　　減価償却累計額 △118,520222,356 △183,166258,817

　　(2) 機械装置及び運搬具 16,695 13,864

　　　　減価償却累計額 △10,438 6,256 △9,561 4,302

　　(3) 航空機 1,143,666 ―

　　　　減価償却累計額 △171,549972,116 ― ―

　　(4) 工具器具備品 971,690 1,057,805

　　　　減価償却累計額 △599,948371,741 △697,066360,739

　　(5) 建設仮勘定 3,125,405 23,388

　　有形固定資産合計 4,697,8768.2 647,2473.5

　２　無形固定資産

　　(1) のれん 8,610,030 1,678,903

　　(2) その他 202,284 123,423

　　無形固定資産合計 8,812,31515.4 1,802,3279.6

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 2,959,605 2,486,121

　　(2) 関係会社株式 ※1,2 2,618,814 3,200,134

　　(3) 繰延税金資産 177,084 69,716

　　(4) 差入保証金 ※２ 1,400,210 538,318

　　(5) その他 74,554 14,346

　　　　貸倒引当金 △13,125 △8,053

　　投資その他の資産合計 7,217,14312.7 6,300,58333.6

　　固定資産合計 20,727,33536.3 8,750,15746.7

Ⅲ　繰延資産 31,4380.1 ― ―

　　資産合計 57,052,943100.0 18,737,286100.0
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　 前連結会計年度
(平成18年６月30日)

当連結会計年度
(平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※３ 13,970,316 1,409,682

　２　短期借入金 ※２ 1,282,451 4,621,482

　３　未払金 562,673 415,166

　４　未払法人税等 997,527 119,239

　５　賞与引当金 ― 28,428

　６　役員賞与引当金 38,000 35,000

　７　返品調整引当金 2,058 2,241

　８　受注損失引当金 ― 2,187

　９　ポイント引当金 ― 12,814

１０　アフターサービス引当金 ― 3,000

１１　その他 371,284 465,642

　　流動負債合計 17,224,31130.2 7,114,88538.0

Ⅱ　固定負債

　１　新株予約権付社債 4,500,000 69,982

　２　長期借入金 2,033,933 8,980

　３　繰延税金負債 35,598 14,283

　４　退職給付引当金 154,198 296,647

　５　役員退職慰労引当金 102,900 22,111

　６　その他 23,049 248

　　固定負債合計 6,849,68012.0 412,2532.2

　　負債合計 24,073,99142.2 7,527,13940.2
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　 前連結会計年度
(平成18年６月30日)

当連結会計年度
(平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 9,444,40416.5 9,465,47350.5

　２　資本剰余金 12,500,45321.9 14,029,26374.9

　３　利益剰余金 3,415,1196.0 △13,889,890△74.1

　４　自己株式 △7,623△0.0 △8,007△0.1

　　　株主資本合計 25,352,35344.4 9,596,83951.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

37,1550.1 3,5300.0

　２　為替換算調整勘定 10,7230.0 18,5680.1

　　　評価・換算差額等合計 47,8780.1 22,0980.1

Ⅲ　少数株主持分 7,578,71913.3 1,591,2098.5

　　　純資産合計 32,978,95257.8 11,210,14759.8

　　　負債純資産合計 57,052,943100.0 18,737,286100.0
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②　連結損益計算書

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高
　　　事業収入 68,366,49968,366,499100.015,354,10915,354,109100.0

Ⅱ　売上原価
　　　事業原価 58,957,71058,957,71086.212,030,54312,030,54378.4
　　　売上総利益 9,408,78813.8 3,323,56521.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

5,921,4388.7 4,699,81530.6

　営業利益又は営業損失(△) 3,487,3495.1 △1,376,249△9.0

Ⅳ　営業外収益
　１　受取利息及び配当金 24,154 18,702
　２　のれん償却額 6,213 6,397
　３　持分法による投資利益 196,555 615,149
　４　受取業務手数料 37,626 24,362
　５　雑収入 21,476286,0260.4 78,627743,2394.8

Ⅴ　営業外費用
　１　支払利息 38,603 68,893
　２　新株発行費 101,323 ―
　３　社債発行費償却 15,897 6,739
　４　組合損失 37,156 35,811
　５　支払手数料 216,595 43,426
　６　雑損失 8,802 418,3770.6 36,954191,8251.2
　経常利益又経常損失(△) 3,354,9984.9 △824,834△5.4

Ⅵ　特別利益
　１　貸倒引当金戻入益 2,439 4,376
　２　関係会社持分変動益 1,124,698 ―
　３　固定資産売却益 ※４ 2,437 484
　４　投資有価証券売却益 57,321 97,662
　５　関係会社株式売却益 7,140,167 764,537
　６　その他特別利益 22,0028,349,06712.3 101,852968,9126.3

Ⅶ　特別損失
　１　固定資産売却損 ※４ 483 733
　２　固定資産除却損 ※３ 133,185 46,208
　３　減損損失 ※５ 290,949 85,446
　４　投資有価証券評価損 1,261,006 151,495
　５　関係会社株式持分変動損 ― 36,908
　６　たな卸資産評価損 34,157 31,089
　７　関係会社株式評価損 ― 14,380,332
　８　のれん償却費 ― 1,083,721
　９　貸倒損失 2,669,710 ―
  10　その他特別損失 1,394,2175,783,7118.5 16,39915,832,335103.1

税金等調整前当期純利益又は　　　
税金等調整前当期純損失(△)

5,920,3548.7 △15,688,257
△

102.2

　　法人税、住民税及び事業税 2,351,423 386,207
　　法人税等調整額 △263,0572,088,3663.1 50,469436,6772.8

　　少数株主利益 739,6841.1 139,4030.9

当期純利益又は当期純損失(△) 3,092,3024.5 △16,264,338
△

105.9

,
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③　連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年６月30日残高(千円) 3,920,0007,073,521 356,733 △5,406 11,344,848

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 5,523,7445,523,588 ― ― 11,047,332

　資本準備金組入 659 △659 ― ― ―

　剰余金の配当 ― △95,997 ― ― △95,997

　役員賞与の支給 ― ― △34,514 ― △34,514

　当期純利益 ― ― 3,092,302 ― 3,092,302

　自己株式の取得 ― ― ― △2,216 △2,216

　子会社減少による異動 ― ― 597 ― 597

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

5,524,4045,426,9313,058,385 △2,216 14,007,505

平成18年６月30日残高(千円) 9,444,40412,500,4533,415,119 △7,623 25,352,353

　

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日残高(千円) 53,918 9,729 63,648 ― 11,408,496

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― ― 11,047,332

　資本準備金組入 ― ― ― ― ―

　剰余金の配当 ― ― ― ― △95,997

　役員賞与の支給 ― ― ― ― △34,514

　当期純利益 ― ― ― ― 3,092,302

　自己株式の取得 ― ― ― ― △2,216

　子会社減少による異動 ― ― ― ― 597

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△16,763 994 △15,769 7,578,7197,562,950

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△16,763 994 △15,769 7,578,71921,570,455

平成18年６月30日残高(千円) 37,155 10,723 47,878 7,578,71932,978,952
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当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日残高(千円) 9,444,40412,500,4533,415,119 △7,623 25,352,353

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 21,069 1,528,810 ― ― 1,549,879

　剰余金の配当 ― ― △237,723 ― △237,723

　当期純損失 ― ― △16,264,338 ― △ 16,264,338

　自己株式の取得 ― ― ― △384 △384

　子会社減少による異動 ― ― △802,947 ― △802,947

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

21,069 1,528,810△17,305,009 △384 △15,755,513

平成19年６月30日残高(千円) 9,465,47314,029,263△13,889,890 △8,007 9,596,839

　

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年６月30日残高(千円) 37,155 10,723 47,878 7,578,71932,978,952

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― ― 1,549,879

　剰余金の配当 ― ― ― ― △237,723

　当期純損失 ― ― ― ― △16,264,338

　自己株式の取得 ― ― ― ― △384

　子会社減少による異動 △611 589 △22 △6,270,066△7,073,036

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△33,013 7,254 △25,758 282,556 256,797

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△33,625 7,844 △25,780△5,987,510△21,768,804

平成19年６月30日残高(千円) 3,530 18,568 22,098 1,591,20911,210,147
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④　連結キャッシュ・フロー計算書
　

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純利益 5,920,354 △15,688,257

　　　減価償却費 1,766,289 1,937,465

　　　繰延資産の償却費 37,747 7,349

　　　引当金の増加額 44,813 47,866

　　　受取利息及び受取配当金 △24,154 △18,702

　　　支払利息 38,603 68,893

　　　為替差益 △2,190 ―

　　　営業外支払手数料 216,595 43,426

　　　持分法による投資利益 △196,555 △615,149

　　　組合損失 37,156 35,811

　　　新株発行費 79,710 ―

　　　株式交付費 ― 2,315

　　　債務保証履行損失 511,426 ―

　　　売上債権の増加額(△)又は減少額 △2,371,411 324,888

　　　たな卸資産の増加額(△)又は減少額 △5,966,879 176,678

　　　仕入債務の増加額又は減少額(△) 10,221,625 △693,988

　　　その他の流動資産の減少額 148,359 1,027,008

　　　その他の流動負債の増加額
　　　又は減少額(△)

122,688 △228,826

　　　役員賞与の支払額 △55,000 ―

　　　その他の資金の増減を伴わない損益
　　　(純額)

※４ △6,036,266 13,764,133

　　　　小計 4,492,913 190,911

　　利息及び配当金の受取額 22,294 24,505

　　利息の支払額 △47,131 △75,826

　　法人税等の支払額 △1,671,489 △642,842

　　債務保証の履行支出 △511,426 ―

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,285,160 △503,251
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　 前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産及び無形固定資産の
　　　取得による支出

△3,891,122 △390,414

　　　固定資産の除却・売却による収入
　　　又は支出(△)

736,316 △28,747

　　　投資有価証券及び関係会社株式等の
　　　取得による支出

△1,694,438 △366,447

　　　投資有価証券、関係会社株式及び
　　　出資金等の売却・譲渡による収入

4,478,481 1,277,715

　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の
　　　取得による支出

※２ △9,065,267 △190,869

　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の
　　　取得による現金同等物の増加

※２ 209,059 230,581

　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の
　　　売却による収入

※３ 1,582,459 ―

　　　保証金の返還収入 ― 1,000,000

　　　その他の投資活動によるもの(純額) △197,571 △36,809

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △7,842,082 1,495,008

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金純増加又は純減少(△) △2,350,000 3,402,010

　　　長期借入による収入 2,000,000 ―

　　　長期借入金の返済による支出 △445,551 △628,560

　　　新株予約権付社債の発行による収入 10,874,852 ―

　　　社債の償還による支出 △90,000 △4,500,000

　　　固定資産購入未払金の支払 △283,699 ―

　　　新株の発行による収入 47,332 39,822

　　　自己株式取得による支出 △2,216 △384

　　　少数株主の払込収入 5,108,100 39,329

　　　少数株主への配当支払 △42,851 △17,336

　　　配当金の支払額 △95,997 △237,723

　　　その他の財務活動によるもの(純額) △216,595 △43,426

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 14,503,373 △1,946,267

Ⅳ　現金及び現金同等物にかかる換算差額 1,996 8,854

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額
　　(△)

8,948,448 △945,656

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,991,960 14,940,408

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の
　　減少額

― 9,122,703

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 14,940,408 4,872,048

　

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

245/288



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　21社
主要な会社名

　・㈱アイ・アール・アイコマースア
ンドテクノロジー

　・㈱IRIユビテック
　・㈱IRIコミュニケーションズ※４
　・㈱ブロードバンドタワー※３
　・ファイバーテック㈱
　・㈱プロデュース・オン・デマンド
　・IRI Finance and Technology 
　　Asia Ltd.
　・㈱アイ・エックス・アイ※１
　・㈱イード※２
※１　㈱アイ・エックス・アイは、当連
結会計年度に公開買付により取得
し、連結子会社と致しました。

※２　㈱イードは、当連結会計年度に当
社連結子会社の㈱アイ・アール・
アイコマースアンドテクノロジー
が第三者割当増資を引受けにより
取得し、連結子会社と致しました。

※３　㈱ブロードバンドタワーは、当連
結会計年度中に所有株式の一部を
売却し、連結子会社ではなくなり
ました。

※４　㈱IRIコミュニケーションズ(現
㈱ブロードバンドセキュリティ)
は、当連結会計年度末に所有株式
の全てを売却し、連結子会社では
なくなりました。

(1) 連結子会社の数　23社
主要な会社名

　・㈱アイ・アール・アイコマースア
ンドテクノロジー

　・㈱IRIユビテック
　・ファイバーテック㈱
　・㈱プロデュース・オン・デマンド
　・IRI Finance and Technology 
　　Asia Ltd.
　・㈱アイ・エックス・アイ※３
　・㈱イード
　・セーバー㈱※１
　・グローバルナレッジネットワーク
㈱※２

※１　セーバー㈱は、当連結会計年度に
株式交換により発行済株式の100%
を取得し、連結子会社と致しまし
た。

※２　グローバルナレッジネットワー
ク㈱は、当連結会計年度に新株予
約権を行使することにより発行済
株式の73.12%を取得し、連結子会
社と致しました。

※３　㈱アイ・エックス・アイに関す
る取扱いは、当社有価証券報告書
の「第５[経理の状況]－３(株）
アイ・エックス・アイに関する事
項－(2)当連結会計年度の連結財
務諸表作成上の取扱い」に記載の
とおりであります。

　
　
　

(2) 非連結子会社名
会社名

　　㈱インターネット・ジーアイエス

(2) 非連結子会社名
会社名

　　㈱インターネット・ジーアイエス※
１

　　Ubiteq Solutions Vietnam, Ltd.
※１　㈱インターネット・ジーアイエ
スは、当連結会計年度に精算致し
ました。

連結の範囲から除いた理由
　　非連結子会社の総資産、売上高、当期
純損益、利益剰余金等は、いずれも連
結財務諸表に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

連結の範囲から除いた理由
　　同左

２　持分法の適用に関する事
項

(1) 持分法適用の非連結子会社数
　　　　　　　　　　　　　　１社

会社名

　　㈱インターネット・ジーアイエス

(1) 持分法適用の非連結子会社数
　　　　　　　　　　　　　　１社

会社名

　　㈱インターネット・ジーアイエス※
１

※１　㈱インターネット・ジーアイエ
スは、当連結会計年度に精算致し
ました。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(2) 持分法適用の関連会社数　10社
主要な会社名

　・㈱ベルハート
　・モバイル・インターネットキャピ
タル㈱

　・㈱テレワーク総合研究所※３
　・上海佳路技術発展有限公司
　・日本インターネットエクスチェン
ジ㈱※１

　・㈱ブロードバンドタワー※２
※１　日本インターネットエクスチェ
ンジ㈱は、前連結会計年度末に増
資引受を行い関連会社といたしま
した。

※２　連結子会社であった㈱ブロード
バンドタワーは、当連結会計年度
に所有株式の一部を売却し、関連
会社となりました。

※３　㈱テレワーク総合研究所は、当連
結会計年度中に解散し、清算致し
ました。

(2) 持分法適用の関連会社数　11社
主要な会社名

　・㈱ベルハート※１
　・モバイル・インターネットキャピ
タル㈱

　・上海佳路技術発展有限公司※２
　・日本インターネットエクスチェン
ジ㈱

　・㈱ブロードバンドタワー
※１　㈱ベルハートは、当連結会計年度
に当社持分を全て譲渡し関連会社
ではなくなりました。
 

※２　上海佳路技術発展有限公司は、当
連結会計年度に当社持分を全て譲
渡し関連会社ではなくなりまし
た。

(3) 　持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係る財務諸

表を使用しております。

(3) 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。

主要な会社名 決算日

㈱プロデュース・オン・デ

マンド
12／31

IRI Finance and 

Technology Asia Ltd.
12／31

㈱アイ・エックス・アイ ３／31

㈱イード ３／31

　連結財務諸表を作成するにあたって

は、連結決算日現在で決算に準じた仮

決算を行なった財務諸表を基礎として

おります。

　連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。

主要な会社名 決算日

㈱プロデュース・オン・デ

マンド
12／31

IRI Finance and 

Technology Asia Ltd.
12／31

㈱アイ・エックス・アイ ３／31

　連結財務諸表を作成するにあたって

は、連結決算日現在で決算に準じた仮

決算を行なった財務諸表を基礎として

おります。

　なお、前連結会計年度仮決算を行なっ

ていた㈱イードは、決算期を変更し、差

異は解消いたしました。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

４　会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　・有価証券

　　その他有価証券

　　時価のあるもの：

決算期末日の市場価格に基づく

時価法

(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算定している。)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　・有価証券

　　その他有価証券

　　時価のあるもの：同左

同左

　　時価のないもの：移動平均法による

原価法

　　　投資事業組合への出資金は、組合財

産の持分相当額を出資金として

計上し、組合契約に規定される

決算報告に基づく純損益の持分

相当額を当連結会計年度の損益

として計上する方法(純額方式)

によっております。

　　時価のないもの：同左

　　　同左

　・たな卸資産　　

　　商品・製品・　：主に総平均法に

　　原材料　　　　　よる原価法

　　仕掛品　　　　：主に個別法による原価

法

　　貯蔵品　　　　：主に総平均法による原

価法

　・たな卸資産　　

　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　　有形固定資産：減価償却方法と主な

償却年数は以下のとおりであり

ます。

建物及び構築物

　主として定率法(10～31年)

機械装置及び運搬具

　定率法(10年)

航空機

　定額法(８年)

工具器具備品

　定率法(４～15年)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　　有形固定資産：減価償却方法と主な

償却年数は以下のとおりであり

ます。

建物及び構築物

　同左

機械装置及び運搬具

　同左

工具器具備品

　同左

なお、平成19年４月１日以降

取得のものについて、一部の

子会社では改正後の法人税法

に基づく定率法を採用してお

ります。

　　無形固定資産：減価償却方法と主な

償却年数は以下のとおりであり

ます。

のれん

　定額法(１～20年)

ソフトウェア

　販売目的のソフトウェアに

ついては主に、販売可能期間

(２～５年)に基づく定額法ま

たは見込販売数量に基づく償

却額と見込有効期間(最長３

年)に基づく均等配分額とを

比較していずれか大きい額を

償却する方法

　自社利用ソフトウェアにつ

いては、利用可能期間に基づ

く定額法(５年)

　　無形固定資産：減価償却方法と主な

償却年数は以下のとおりであり

ます。

のれん

　同左

ソフトウェア

　自社利用ソフトウェアにつ

いては、利用可能期間に基づ

く定額法(５年)　

(3) 重要な繰延資産の処理方法

　　新株発行費：支出時に全額費用とし

て処理しておりま

す。

　　　　　　　　なお、㈱アイ・エックス・ア

イは３年均等償却し

ております。

　　社債発行費：３年間で毎期均等額を

償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

　　株式交付費：支出時に全額費用とし

て処理しておりま

す。

　　　　　　　　

　　社債発行費：　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(4) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　同左

　②　   　　―――― 　②　賞与引当金

　従業員への賞与支給に備える

ため、支給見込額に基づいて計

上しております。

　③　役員賞与引当金

　役員賞与支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上しており

ます。

　③　役員賞与引当金

　　　同左

　④　返品調整引当金

　製品の返品による損失に備え

るため、過去の返品実績率に基

づく返品損失見込額を計上して

おります。

　④　返品調整引当金

　　　同左

　⑤　   　　―――― 　⑤　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に

備えるため、発生原価見込額が

受注額を超過する可能性が高い

ものについて、損失見込額を計

上しております。

　⑥　   　　―――― 　⑥　ポイント引当金

　インセンティブ目的でポイン

トを付与する取引について、ポ

イント利用に備えるため、将来

における利用見込額を計上して

おります。

　⑦　   　　―――― 　⑦　アフターサービス引当金

　製品販売後の無償サービス義

務が発生する可能性のある取引

について、過去の発生実績率に

基づく見積額を計上しておりま

す。

　⑧　退職給付引当金

　退職給付制度を導入している

子会社については、従業員の退

職給付に備えるため、連結会計

年度末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に基づ

き、連結会計年度末において発

生していると認められる額を計

上しております。

　⑧　退職給付引当金

　　　同左

　⑨　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金について内規

による定めのある子会社では、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

　⑨　役員退職慰労引当金

　　　同左
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前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)
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(5) 重要なリース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

(5) 重要なリース取引の処理方法

　　同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

　　・　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

　　・消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。なお、資産に係る

控除対象外消費税等は、発生事業

年度の費用として処理しておりま

す。

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんは、取得時点の

子会社の事業計画、業績の状況を検討

の上、個別に合理的な期間(１～20年)

を設定し、定額法で償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金および現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資を範囲としておりま

す。

同左
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(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(1) 固定資産の減損に係る会計基準

　　　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会　平成14年８月９日))

および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業

会計基準適用指針第６号)を適用しております。これ

により税金等調整前当期純利益が290,949千円減少

しております。なお、減損損失累計額については、該

当各資産の金額から直接控除しております。

(1)                  ――――

(2) 役員賞与に関する会計基準

　　　当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号)を適用しております。この結果、従来の

方法に比べて営業利益、経常利益および税金等調整

前当期純利益が110,500千円減少しております。

(2)                  ――――

(3) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

　　　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号)および「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準適用指針第８号)を適用しております。これ

により損益に与える影響はなく、また、従来の資本の

部に相当する金額は、25,400,232千円であります。

　　　なお、連結貸借対照表の表示について、当連結会計年

度は、連結財務諸表規則の改正により、改正後の連結

財務諸表規則を適用しております。

(3)                  ――――

(4) 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正

　　　当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委

員会　最終改正平成17年12月27日　企業会計基準第１

号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　最終

改正平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第２

号)を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

　　　なお、連結貸借対照表の表示について、当連結会計年

度は、連結財務諸表規則の改正により、改正後の連結

財務諸表規則を適用しております。

(4)                  ――――

(5) ストック・オプション等に関する会計基準等

　　　当連結会計年度から「ストック・オプション等に関

する会計基準(企業会計基準委員会　平成17年12月27

日　企業会計基準第８号)」及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針(企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針

第11号)」を適用しております。

　　　これによる損益に与える影響はありません。

(5)                  ――――

　

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)
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(6)                   ――――(6) 企業結合に係る会計基準
　　　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準（企

業会計審議会　平成15年10月31日）」及び「事業分

離等に関する会計基準（企業会計基準第７号　平成

17年12月27日）」並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準

適用指針第10号　最終改正平成18年12月22日）」を

適用しております。。

　　　これによる損益に与える影響はありません。

(7)                   ――――

　　　

(7) 法人税法改正にともなう減価償却資産の償却方法の

変更について

　　　法人税法（所得税法等の一部を改正する法律　平成19

年３月30日　法律第６号および法人税法施行令を改

正する政令　平成19年３月30日　政令第83号）に伴

い、平成19年４月１日以降取得した減価償却資産に

ついて、改正後の償却方法へ変更した子会社があり

ますが、これに伴う損益への影響は軽微であります。
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(表示方法の変更)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(連結貸借対照表)

「営業権」、「連結調整勘定」は、改正後の連結財務諸表

規則の適用に伴い、当連結会計年度末残高について、「営

業権」と「連結調整勘定」を合算して「のれん」と表示

しております。

なお、当連結会計年度末における従来の「営業権」、「連

結調整勘定」に相当する金額は、それぞれ以下のとおり

であります。

　　　　営業権　　　　　　 33,311千円

　　　　連結調整勘定　　8,576,719千円

繰延資産に属する資産は、全て資産総額の100分の１以下

であるため、当連結会計年度より繰延資産として一括掲

記することに致しました。

なお、当連結会計年度における科目別内訳は以下のとお

りです。

　　　　社債発行費　　　　　6,739千円

　　　　その他　　　　　　 24,698千円

(連結キャッシュフロー計算書)

当連結会計年度より、「営業権の償却額」および「連結

調整勘定の償却額」は、ともに減価償却資産の償却費で

あるため「減価償却費」として一括して表示しておりま

す。

なお、当連結会計年度におけるそれぞれの金額は以下の

とおりであります。

営業権の償却額 208,019千円

連結調整勘定の償却額 810,898千円

当連結会計年度より、営業活動によるキャッシュフロー

の一覧性を高めるため、発生が経常的でないと考えられ

る資金の増減を伴わない損益について一括表示し、その

主な内訳を注記する方法へ変更致しました。

―――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成18年６月30日)

当連結会計年度
(平成19年６月30日)

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 2,618,814千円

　

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資有価証券(株式) 3,200,134千円

　

※２　担保提供資産

受取手形及び売掛金 81,350千円(注)

　　　　(注)リース債務に対するものであります。

※２　担保提供資産

受取手形及び売掛金　注１ 89,562千円

関係会社株式　注２ 1,639,243千円

差入保証金 104,962千円

　　　対応債務

短期借入金 4,597,318千円

　注１　リース債務352,000千円対するものでありま

す。

　注２　関係会社株式の内訳は、以下のとおりであり

ます。

(株)IRIユビテック 14,350株

(株)ブロードバンドタワー 37,300株

　なお、子会社(株)IRIユビテックの帳簿価額は、

連結決算上、資本項目と相殺消去されておりま

す。

※３　　　　　　　　――――― ※３　期末日満期手形の会計処理

　　　　手形交換日をもって決済処理をすることにより、連

結会計年度末日の受取手形及び支払手形の残高に

含まれる期末日満期手形の金額は、以下のとおり

であります。

支払手形 45,222千円

　　　　なお、満期日に決済処理し、連結会計年度末日の受取

手形及び支払手形の残高から除いた期末日満期手

形の残高はありません。
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 636,397千円

給与 1,407,872千円

のれん償却費 767,689千円

　

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 484,870千円

給与 1,263,638千円

のれん償却費 613,531千円

　

※２　　一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は

次のとおりであります。

一般管理費 195,445千円

　

※２　　一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は

次のとおりであります。

一般管理費 139,594千円

　

※３　　固定資産除却損の主な内容は以下のとおりであり

ます。

建物及び構築物 55,895千円

工具器具備品 55,883千円

　

※３　　固定資産除却損の主な内容は以下のとおりであり

ます。

建物及び構築物 11,151千円

工具器具備品 6,392千円

その他の固定資産 4,000千円

廃棄費用・原状回復費用等 24,664千円

　

※４　　固定資産売却益および固定資産売却損は、主に所

有する機器(工具器具備品)の一部譲渡により生じ

たものであります。

　

※４　　固定資産売却益および固定資産売却損は、主に所

有する機器(工具器具備品)の一部譲渡により生じ

たものであります。

　

※５　減損損失

　　　　当社グループは、管理会計上の事業区分を基準に資

産のグルーピングを行い、以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所 減損損失 摘要

VAS事業営業権
東京都

新宿区
261,821千円※１

その他

ソフトウェア、

工具器具備品、

その他の無形固

定資産

東京都

新宿区

他

29,127千円

　　　※１　VAS事業は、IPネットワーク事業に属する、

ISP(インターネットサービスプロバイダ)

向けにダイヤルアップ接続サービスを提

供する事業でありましたが、成長性の高い

事業へ経営資源を集中して競争力を高め

るため事業を譲渡することが決定された

ことに伴い、この事業に属する資産を回収

可能額まで減額し、減少額を特別損失に計

上いたしました。なお、回収可能性は、正味

売却価額により測定しており、営業譲渡契

約上の譲渡価格としております。

※５　減損損失

　　　　当社グループは、管理会計上の事業区分を基準に資

産のグルーピングを行い、以下の資産について減

損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所 減損損失 摘要

IPネット
トワーク

ソフトウェア 60,622千円

事業に係

る一部の
サービス

工具器具備品
東京都

新宿区
13,912千円

製品 その他固定資産 10,912千円

　　　　該当ソフトウェア製品は、当面の事業計画に基づく

販売見込が不透明で該当事業区分に属する資産の

回収可能性が不明であるため、この事業に属する

固定資産の回収可能額はないものとして減少額を

特別損失に計上いたしました。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　
前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 192,018.92 283,492.57 ― 475,511.49

　
変動事由の概要

増加数の主な内容は、次のとおりであります。

　株式分割による増加　　　　　　　　　192,018.92株

　新株発行による増加　　　　　　　　　 91,473.65株

　 (うち、新株予約権付社債の権利行使　 90,169.65株)

　 (うち、ストックオプションの行使　　　1,304.00株)

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24.86 40.51 ― 65.37

　
変動事由の概要

増加数の主な内容は、次のとおりであります。

　株式分割による増加　　　　　　　　　　　 24.86株

　端株の買取による増加　　　　　　　　　　 15.65株

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項は、ありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成17年９月22日
定時株主総会

普通株式 資本剰余金 95,997 500平成17年６月30日 平成17年９月23日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年９月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 237,723 500平成18年６月30日 平成18年９月27日
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当連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 475,511.49 11,587.00 ― 487,098.49

　
変動事由の概要

増加数の主な内容は、次のとおりであります。

　新株発行による増加　　　　　　　　　　 　 11,587.00株

　 (うち、新株予約権付社債の権利行使　 　　 10,327.00株)

　 (うち、ストックオプションの行使　　　　　 1,260.00株)

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 65.37 3.00 ― 68.37

　
変動事由の概要

増加数の主な内容は、次のとおりであります。

　端株の買取による増加　　　　　　　　　　 　　 3.00株

　
３　新株予約権等に関する事項

区分
新株予約権の
内訳

新株予約権の目的と
なる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計　
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
期間増加

当連結会計
期間減少

当連結会計
年度末

提出会社
(親会社)

新株予約権　注
１

普通株式 35,230 ― 35,230 ― ―

連結子会社 ―

合計 35,230 ― 35,230 ― ―

注１　平成16年12月１日に発行した円貨建転換社債型新株予約権付社債に係るものであり、当連結会計年度中に

　　　全て償還いたしました。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年９月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 237,723 500平成18年６月30日 平成18年９月27日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項は、ありません。

　

次へ
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

※１　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 14,940,408千円

有価証券勘定 ―千円

計 14,940,408千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

―千円

現金及び現金同等物 14,940,408千円

　

※１　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,872,048千円

有価証券勘定 ―千円

計 4,872,048千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

―千円

現金及び現金同等物 4,872,048千円

　

※２　　株式の取得により、連結子会社となった会社の資

産・負債の内訳

　　　㈱アイ・エックス・アイ及びその子会社　４社

流動資産 8,565,679千円

連結調整勘定 8,799,891千円

その他の固定資産 1,672,226千円

繰延資産 9,422千円

流動負債 △4,450,051千円

固定負債 △351,957千円

少数株主持分 △2,580,877千円

　小計 11,664,332千円

現金及び現金同等物 △2,599,065千円

取得による支出 9,065,267千円

　　　㈱イード及びその子会社　１社

流動資産 1,029,382千円

連結調整勘定 60,177千円

その他の固定資産 90,052千円

繰延資産 195千円

流動負債 △240,023千円

固定負債 △283,498千円

少数株主持分 △192,184千円

　小計 464,100千円

現金及び現金同等物 △658,860千円

取得による収入 194,760千円

　　　cbook24.com㈱

流動資産 58,758千円

連結調整勘定 3,229千円

その他の固定資産 2,867千円

流動負債 △30,449千円

少数株主持分 △14,244千円

　小計 20,160千円

現金及び現金同等物 △34,458千円

取得による収入 14,298千円
　

※２　　株式の取得により、連結子会社となった会社の資

産・負債の内訳

　　　セーバー㈱及びその子会社　１社

流動資産 205,621千円

のれん 1,298,654千円

その他の固定資産 49,679千円

流動負債 △46,213千円

　小計 1,507,742千円

現金及び現金同等物 △1,507,742千円

取得支出総額 ―千円

現金及び現金同等物 △122,997千円

取得による収入 122,997千円

　　　グローバルナレッジネットワーク㈱

流動資産 1,088,440千円

のれん 1,697,240千円

その他の固定資産 220,644千円

繰延資産 70,827千円

流動負債 △1,020,268千円

固定負債 △1,406,881千円

　小計 650,003千円

予約権行使 △650,003千円

取得支出総額 ―千円

現金及び現金同等物 △107,583千円

取得による収入 107,583千円

　　　㈱日本エンジニアリングシステム

流動資産 497,946千円

のれん 76,033千円

その他の固定資産 56,943千円

流動負債 △251,224千円

固定負債 △53,701千円

少数株主持分 △12,498千円

　取得支出総額 313,500千円

現金及び現金同等物 △122,630千円

取得による支出 190,869千円
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　 前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

※３　　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産負債の内訳

　　　㈱ブロードバンドタワー及びその子会社　１社

流動資産 △1,271,746千円

固定資産 △2,703,668千円

流動負債 680,853千円

固定負債 38,971千円

少数株主持分 2,780,364千円

関係会社株式 2,353,745千円

　小計 △1,878,520千円

株式売却収入 3,454,744千円

売却による収入 1,576,223千円

　　　㈱IRIコミュニケーションズ(現㈱ブロードバンドセ

キュリテイ)

流動資産 △508,899千円

固定資産 △450,892千円

流動負債 363,180千円

固定負債 6,370千円

少数株主持分 596,476千円

売却による収入 6,236千円

※３                 ――――

※４　　その他、資金の増減を伴わない損益(純額)の主な

内容

関係会社株式売却益 △7,140,167千円

関係会社株式持分変動益 △1,124,698千円

投資有価証券売却益 △57,321千円

固定資産売却益 △2,437千円

投資有価証券評価損 1,261,006千円

関係会社株式売却損 535,098千円

減損損失 290,949千円

固定資産除却損 133,669千円

たな卸資産評価損・廃棄損 35,914千円

固定資産評価損 31,719千円

※４　　その他、資金の増減を伴わない損益(純額)の主な

内容

関係会社株式売却益 △764,537千円

投資有価証券売却益 △97,662千円

社債発行差金戻入益 △52,028千円

関係会社株式評価損 14,380,332千円

投資有価証券評価損 151,495千円

減損損失 85,446千円

関係会社株式持分変動損 36,908千円

固定資産除却損 27,452千円
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(借主側)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(借主側)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

１　　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

工具器具
備品
(千円)

機械装置
及び運搬具
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額

833,28636,364869,651

減価償却
累計額
相当額

260,98818,496279,484

期末残高
相当額

572,29817,867590,166

　

工具器具
備品
(千円)

機械装置
及び運搬
具(千円)

ソフト　
ウェア　　
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額

775,56426,64716,788818,999

減価償却
累計額
相当額

344,70417,05213,924375,681

期末残高
相当額

430,8599,5942,863443,318

　

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 189,724千円

１年超 412,043千円

合計 601,767千円

　

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 197,979千円

１年超 265,033千円

合計 463,012千円

リース資産減損勘定の残高 860千円

　

３　　支払リース料、減価償却費相当額及び

　　支払利息相当額

支払リース料 359,822千円

減価償却費相当額 333,183千円

支払利息相当額 34,181千円

　

３　　支払リース料、減価償却費相当額及び

　　支払利息相当額

支払リース料 241,502千円

減価償却費相当額 217,178千円

支払利息相当額 30,067千円

減損損失 850千円

　

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　同左

５　利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法に

よっております。

５　利息相当額の算定方法

　　同左
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分

前連結会計年度
(平成18年６月30日)

当連結会計年度
(平成19年６月30日)

取得原価
(千円)

連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるもの

①　株式 30,471 97,083 66,612 4,200 4,875 675

計 30,471 97,083 66,612 4,200 4,875 675

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えないもの

①　株式 500,028156,586△343,442236,79655,300△181,496

計 500,028156,586△343,442236,79655,300△181,496

合計 530,499253,669△276,829240,99660,175△180,821

　

２　時価評価されていない有価証券

　

その他有価証券

前連結会計年度
(平成18年６月30日)

連結貸借対照表計上額(千円)

当連結会計年度
(平成19年６月30日)

連結貸借対照表計上額(千円)

①　非上場株式 1,720,043 1,717,910

②　債券 200,000 ―

③　組合契約出資持分 785,892 708,035

合計 2,705,935 2,425,946

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

(千円)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

(千円)

売却額 59,668 266,811

売却益の合計額 57,321 97,662

売却損の合計額 20,154 ―
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(デリバティブ取引関係)

当社及び連結子会社はデリバティブ取引を行っておりませんので、前連結会計年度及び当連結会計

年度において該当事項はありません。
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(ストック・オプション関係)

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) 旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権

　

ストックオプション
の内容 (注)２

決議年月日 平成11年10月28日 平成13年４月26日 平成14年３月15日

付与対象者の区分
及び人数(名)

取締役　　　　　 6
従業員　　　　　32

取締役　　　　　 2
従業員　　　　　43

取締役　　　　　 5
従業員　　　　　59

目的となる
株式の種類

普通株式 普通株式 普通株式

付与数(株) 1,309 303 538

付与日 平成11年11月５日 平成13年５月15日 平成14年３月29日

権利確定条件 ― ― ―

対象勤務期間 ― ― ―

権利行使期間
平成13年11月１日
～平成18年10月31日

平成15年６月１日
～平成23年４月25日

平成16年５月１日
～平成21年４月30日

ストックオプション
の数 (注)３

権利確定前

期首(株) ― ― ―

付与(株) ― ― ―

失効(株) ― ― ―

権利確定(株) ― ― ―

未確定残(株) ― ― ―

権利確定後

期首(株) 884 1,416 2,644

権利確定(株) ― ― ―

権利行使(株) 724 ― 220

失効(株) ― 24 20

未行使残(株) 160 1,392 2,404

単価情報 (注)４

権利行使価格(円) 8,334 254,313 51,895

行使時平均株価(円) 155,857 ― 156,512

付与日における
公正な評価単価(円)

― ― ―

(注) １　全て、「ストックオプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。

２　付与対象者及び付与数は、決議時点での対象者数と付与数であります。

３　ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の株式数であ

ります。

４　権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の行使価格であります。
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(2) 新株予約権

　

ストック

オプショ

ンの内容

(注)２

決議年月日
平成14年

９月20日

平成14年

９月20日

平成15年

９月18日

平成15年

９月18日

平成16年

９月22日

平成17年

９月22日

平成17年

９月22日

付与対象者の

区分及び人数

(名)

取締役　　 3

従業員　　72

監査役　　 1

関係会社

の取締役
2

関係会社

の従業員
10

従業員　　12 取締役　　10

従業員　　69

取締役　　10

従業員　　54

監査役　　 4

取締役　　10

従業員　　18

監査役　　 4

取締役　　10

従業員　　16

監査役　　 4

従業員　　 8

目的となる

株式の種類

(株)

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(個) 332 62 992 400 920 765 32

付与日
平成14年

10月２日

平成15年

２月18日

平成15年

10月１日

平成16年

３月４日

平成16年

11月10日

平成17年

12月15日

平成18年

４月25日

権利確定条件 ― ― ― ― ― ― ―

対象勤務期間 ― ― ― ― ― ― ―

権利行使期間

平成16年

11月１日

～平成21年

　10月31日

平成17年

４月１日

～平成22年

　３月31日

平成16年

４月１日

～平成22年

　３月31日

平成16年

10月１日

～平成23年

　４月30日

平成17年

４月１日

～平成23年

　11月30日

平成18年

４月１日

～平成24年

　11月30日

平成18年

11月１日

～平成25年

　４月30日

ストック

オプショ

ンの数

(注)３

権利確定前

期首(株) ― ― ― ― ― ― ―

付与(株) ― ― ― ― ― 765 32

失効(株) ― ― ― ― ― ― ―

権利確定

(株)
― ― ― ― ― 765 ―

未確定残

(株)
― ― ― ― ― ― 32

権利確定後

期首(株) 1,560 240 7,512 2,984 1,800 ― ―

権利確定

(株)
― ― ― ― ― 765 ―

権利行使

(株)
80 32 216 32 ― ― ―

失効(株) 8 16 32 64 ― ― ―

未行使残

(株)
1,472 192 7,264 2,888 1,800 765 ―

単価情報

(注)４

権利行使

価格(円)
22,948 26,000 108,750116,382117,400166,000142,000

行使時

平均株価(円)
143,691153,482137,064118,909 ― ― ―

付与日におけ

る公正な評価

単価(円)

― ― ― ― ― ― ―

(注) １　全て、「ストックオプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。

２　付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数であります。

３　ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の株式数であ

ります。

４　権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された分割について調整後の行使価格であります。
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当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

ストックオプションの内容、規模及びその変動状況並びに評価単価等の見積方法

(1) 提出会社（当社）

ストック

オプショ

ンの内容

(注)２

決議年月日

(株主総会）

平成11年

10月28日

平成13年

４月26日

平成14年

３月15日

平成14年

９月20日

平成14年

９月20日

平成15年

９月18日

平成15年

９月18日

平成16年

９月22日

平成17年

９月22日

平成17年

９月22日

付与対象者

の区分及び

人数(名)

取締役  6取締役  2取締役  5取締役  3従業員 12取締役  10取締役  10取締役  10取締役  10従業員  8

従業員 32従業員 43従業員 59従業員 72 従業員　69従業員　54従業員　18従業員　16

監査役　1 監査役  4監査役   4監査役   4

関係会社

の取締役 2

関係会社

の従業員10

目的となる

株式の種類

(株)

普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(個) ― ― ― 332 62 992 400 920 765 32

付与数(株) 1,309　 303 538 332 62 992 800 920 765 32

付与日
平成11年

11月５日

平成13年

５月15日

平成14年

３月29日

平成14年

10月２日

平成15年

２月18日

平成15年

10月１日

平成16年

３月４日

平成16年

11月10日

平成17年

12月15日

平成18年

４月25日

権利確定

条件
― ― ― ― ― ― ― ― (注)３ (注)３

対象勤務

期間
― ― ― ― ― ― ― ―

平成17年

12月15日

～

平成19年

12月１日

(注)３

平成18年

４月25日

～

平成20年

５月１日

(注)３

権利行使

期間

平成13年

11月１日

～

平成18年　

10月31日

平成15年

６月１日

～

平成23年

４月25日

平成16年

５月１日

～

平成21年　

４月30日

平成16年

11月１日

～

平成21年

10月31日

平成17年

４月１日

～

平成22年　

３月31日

平成16年

４月１日

～

平成22年　

10月31日

平成16年

10月１日

～

平成23年　

４月30日

平成17年

４月１日

～

平成23年　

11月30日

平成18年

４月１日

～

平成24年　

11月30日

平成18年

11月１日

～

平成25年　

４月30日

ストック

オプショ

ンの数

(注)４

権利確定前

前連結会計年

度末(株)
― ― ― ― ― ― ― ― 385 32

付与(株) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― ― ― ― ― ― 66 8

権利確定(株) ― ― ― ― ― ― ― ― ― 10

当連結会計年

度末残(株)
― ― ― ― ― ― ― ― 319 14

権利確定後

前連結会計年

度末(株)
160 1,3922,4041,472 192 7,2642,8881,800 380 ―

権利確定(株) ― ― ― ― ― ― ― ― ― 10

権利行使(株) 160 ― 406 576 80 ― 24 14 ― ―

失効(株) ― 72 50 24 ― 272 136 14 ― 5

当連結会計年

度末(株)
― 1,3201,948 872 112 6,9922,7281,772 380 5

単価情報

(注)５

権利行使価格

(円)
8,334254,31351,89522,94826,000108,750116,382117,400166,000142,000

行使時平均株価

(円)
105,378 ― 72,44375,38966,669 ― 78,15778,157 ― ―

付与日における

公正な評価単価

(円)

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　全て、「ストックオプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。なお当社は、

平成19年11月１日付をもってオリックス㈱の完全子会社となる予定であり、効力発生日前までに、権利行使さ

れていないストックオプション全てを放棄、無償取得等の方法により、消滅させる予定であります。

２　付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数であります。

３　新株予約権の割当契約を対象者と締結しており、契約により権利行使が制限される期間が存在する場合には勤

務条件が付されているものとみなしております。

４　ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の株式数

を記載しております。

５　権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の行使価格を記載し

ております。
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(2) 連結子会社

①(株)IRIユビテック（公開企業）

ストック

オプション

の内容

(注)２

決議年月日

(株主総会）
平成16年６月14日平成16年９月16日 平成16年12月１日 平成17年９月16日 平成17年９月16日

付与対象者の

区分及び人数

(名)

取締役　 5 取締役　10 従業員　97 取締役　 5 従業員 　8

監査役　 2 監査役　 3 監査役　 1

従業員　97 従業員　14 従業員　18

目的となる

株式の種類(株)
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(個) 894 398 400 449 151

付与数(株) 44,700 19,900 20,000 449 151

付与日 平成16年７月23日平成16年11月26日平成17年２月18日平成17年11月30日平成18年４月28日

権利確定条件 (注)３ (注)３ (注)３ (注)３ (注)３

対象勤務期間

平成16年７月23日

～

平成18年６月30日

平成16年11月26日

～

平成18年９月30日

平成17年２月18日

～

平成18年12月１日

平成17年11月30日

～

平成19年９月30日

平成18年４月28日

～

平成19年９月30日

権利行使期間

平成18年７月１日

～

平成26年６月13日

平成17年３月１日

～

平成26年９月15日

平成18年12月１日

～

平成26年11月30日

平成19年10月１日

～

平成27年９月15日

平成19年10月１日

～

平成27年９月15日

ストック

オプション

の数

(注)３

(注)４

権利確定前

前連結会計年度末

(株)
1,646 80 782 874 151

付与(株) ― ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― 98 57

権利確定(株) 1,646 80 782 ― ―

当連結会計年度末

(株)
― ― ― 776 94

権利確定後

前連結会計年度末

(株)
― 60 ― ― ―

権利確定(株) 1,646 80 782 ― ―

権利行使(株) 524 12 50 ― ―

失効(株) 92 8 128 ― ―

当連結会計年度末

(株)
1,030 120 604 ― ―

単価情報

(注)５

権利行使価格(円) 56,450 125,000 125,000 706,000 760,000

行使時平均株価

(円)
297,863 269,371 219,046 ― ―

付与日における公

正な評価単価(円)
― ― ― ― ―

(注) １　全て、「ストックオプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。

２　付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数であります。

３　新株予約権の割当契約を対象者と締結しており、契約により権利行使が制限される期間が存在する場合には勤

務条件が付されているものとみなしております。

４　ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式併合、株式分割について調整後

の株式数を記載しております。

５　権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式併合、株式分割について調整後の行使価格

を記載しております。
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②(株)プロデュースオンデマンド（未公開企業）

ストック

オプション

の内容

 

決議年月日

(株主総会）

平成13年

10月31日

平成17年

６月10日

平成17年

６月10日

平成18年

３月27日

平成18年

３月27日

平成18年

10月13日

付与対象者の区分及

び人数(名)

(注)２

取締役　1 取締役　4 取締役　1 取締役　 3 従業員　5 従業員　5

従業員　7 従業員 14 従業員　5 監査役　 1

従業員　10

目的となる株式の種

類(株)
普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

付与数(個) ― 703 130 235 16 82

付与数(株) 68 703 130 235 16 82

付与日
平成13年

10月31日

平成17年

７月１日

平成17年

12月12日

平成18年

４月３日

平成18年

６月19日

平成18年

10月16日

権利確定条件 ― (注)３ (注)３ (注)３ (注)３ (注)３

対象勤務期間 ―

平成17年

７月１日

～平成19年

６月30日

(注)３

平成17年

12月12日

～平成19年

12月11日

(注)３

平成18年

４月３日

～平成20年

４月２日

(注)３

平成18年

６月19日

～平成20年

６月18日

(注)３

平成18年

10月16日

～平成20年

10月15日

(注)３

権利行使期間

平成15年

11月１日

～平成18年

  10月31日

平成17年

７月１日

～平成27年

  ６月９日

平成17年

12月12日

～平成27年

　６月９日

平成18年

４月３日

～平成28年

　３月26日

平成18年

６月19日

～平成28年

　３月26日

平成18年

10月16日

～平成28年

　10月12日

ストック

オプション

の数

(注)３

(注)４

権利確定前

前連結会計年度末

(株)
― 1,082 240 470 32 ―

付与(株) ― ― ― ― ― 82

失効(株) ― 60 ― ― 16 64

権利確定(株) ― ― ― ― ― ―

当連結会計年度末

(株)
― 1,022 240 470 16 18

権利確定後

前連結会計年度末

(株)
112 ― ― ― ― ―

権利確定(株) ― ― ― ― ― ―

権利行使(株) 112 ― ― ― ― ―

失効(株) ― ― ― ― ― ―

当連結会計年度末

(株)
― ― ― ― ― ―

単価情報

(注)５

権利行使価格(円)　 17,858 25,000 25,000 42,750 42,750 58,000

行使時平均株価(円) ― ― ― ― ― ―

付与日における公正

な評価単価(円)
― ― ― ― ― 0

ストックオプションの公正な評価単価の

見積方法
― ― ― ― ― (注)６

当連結会計年度末におけるストックオプ

ションの本源的価値合計額(千円)　
― ― ― ― ― 0

ストックオプションの権利確定数の見積

方法
― ― ― ― ― ―

(注) １　当連結会計年度（平成19年６月期）において存在したストックオプションについて記載しております。

２　付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数であります。

３　新株予約権の割当契約を対象者と締結しており、契約により権利行使が制限される期間が存在する場合には勤

務条件が付されているものとみなしております。

４　ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の株式数

を記載しております。

５　権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の行使価格を記載し

ております。

６　ストックオプションは、公正な評価単価に替えて、付与日におけるストックオプションの単位当たりの本源的

価値の見積りに基づいて会計処理を行なっております。なお、本源的価値の見積時における自社株式の評価に

は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法を用いております。

EDINET提出書類

オリックス株式会社(E04762)

有価証券報告書

268/288



③(株)アイ アール アイコマースアンドテクノロジー（未公開企業）

ストック
オプション
の内容

決議年月日(株主総会） 平成18年３月28日 平成19年３月19日

付与対象者の区分及び人数又は件数
(名又は件)　(注)２

　関係会社
　の取締役　　　3

　取引先　　　　1

目的となる株式の種類(株) 普通株式 普通株式

付与数(個) 149 400

付与数(株) 149 400

付与日 平成18年４月１日 平成19年４月１日

権利確定条件 (注)３ ―

対象勤務期間
平成18年４月１日
～平成20年３月31日

(注)３
―

権利行使期間
平成20年４月１日
～平成28年３月25日

日本国内の証券取引所に
おける上場日から５年間

ストック
オプションの数
(注)３
(注)４

権利確定前

前連結会計年度末(株) 596 ―

付与(株) ― 400

失効(株) ― ―

権利確定(株) ― ―

当連結会計年度末(株) 596 400

権利確定後

前連結会計年度末(株) ― ―

権利確定(株) ― ―

権利行使(株) ― ―

失効(株) ― ―

当連結会計年度末(株) ― ―

単価情報(注)５

権利行使価格(円) 37,500 50,000

行使時平均株価(円) ― ―

付与日における公正な評価単価(円) ― 0

ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 ― (注)６

当連結会計年度末におけるストックオプションの本源的価値合
計額(千円)

― 0

ストックオプションの権利確定数の見積方法 ― ―

(注) １　当連結会計年度（平成19年６月期）において存在したストックオプションについて記載しております。

２　付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数であります。

３　新株予約権の割当契約を対象者と締結しており、契約により権利行使が制限される期間が存在する場合には勤

務条件が付されているものとみなしております。

４　ストックオプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の株式数

を記載しております。

５　権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の行使価格を記載し

ております。

６　ストックオプションは、公正な評価単価に替えて、付与日におけるストックオプションの単位当たりの本源的

価値の見積りに基づいて会計処理を行なっております。なお、本源的価値の見積時における自社株式の評価に

は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法と純資法を併用した方法を用いております。

次へ
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　　退職金規定に基づく社内積み立ての退職一時金制度

を採用し、主に期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法によっております。

　　　なお、退職一時金制度を廃止した会社については、廃

止時点における要支給額を将来の退職事由に応じて

支払うものとしております。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　同左

２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 154,198千円

退職給付引当金 154,198千円

２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 296,647千円

退職給付引当金 296,647千円

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 14,674千円

退職給付費用 14,674千円

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 33,601千円

退職給付費用 33,601千円
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１　　繰延税金資産、繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

　未払費用 128,410千円

　減価償却超過額 82,600千円

　資産の評価損否認額 937,777千円

　引当金繰入超過額 147,661千円

　繰越欠損金 1,212,344千円

　その他 4,988千円

　小計 2,513,782千円

　控除－評価引当額 △2,172,984千円

　差引 340,797千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額 △25,251千円

　その他 △10,347千円

　合計 △35,598千円
　

１　　繰延税金資産、繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

　未払費用 38,509千円

　減価償却超過額 259,296千円

　資産の評価損否認額 1,365,993千円

　引当金繰入超過額 217,801千円

　繰越欠損金 7,775,214千円

　その他 24,973千円

　小計 9,681,788千円

　控除－評価引当額 △9,503,204千円

　差引 178,584千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額 △14,283千円

　合計 △14,283千円
　

２　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

　繰延税金資産評価引当額 3.8％

　税率の差異 1.7％

　連結調整勘定の償却費 5.5％

　関係会社株式持分変動益 △7.7％

　関係会社売却損益の修正消去(純額) △8.3％

　その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

35.3％

２　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 △40.7％

　繰延税金資産評価引当額 41.5％

　税率の差異 2.2％

　連結調整勘定の償却費 4.4％

　関係会社株式評価損の修正消去 △3.6％

　その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

2.8％
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(セグメント情報)

 [事業の種類別セグメント情報]

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

　
IPネットワ
ーク事業
(千円)

IPプラット
フォーム
事業(千円)

IPエンタープ
ライジング
事業(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高
及び営業損益

売上高

(1) 外部売上高に
対する売上高

10,389,1097,147,47550,590,732239,18168,366,499― 68,366,499

(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

253,78528,628 ― ― 282,414(282,414)―

計 10,642,8947,176,10450,590,732239,18168,648,913(282,414)68,366,499

営業費用 10,490,8096,839,82546,668,891402,20564,401,731477,41764,879,149

営業利益又は
営業損失

152,084336,2793,921,841△163,0234,247,181(759,832)3,487,349

Ⅱ　資産、
　　減価償却費、
　　減損損失
　　及び資本的支出

資産 2,536,1575,776,32937,677,9392,385,49348,375,9198,677,02457,052,943

減価償却費 743,742264,401735,93316,0731,760,1516,1381,766,289

減損損失 285,7663,035 ― ― 288,8012,148290,949

資本的支出 725,93874,77411,971,9761,45912,774,1492,58212,776,731

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な内容

　　(1) IPネットワーク事業　　　　：インターネットに関わるネットワークの設計／構築／運用のコンサルティング

およびその請負

　　(2) IPプラットフォーム事業　　：ネットワークに関連する端末系プラットフォーム・通信システムの開発

　　(3) IPエンタープライジング事業：エンタープライズ顧客に対するIPネットワークソリューションとIPネット

ワークサービスの提供

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は763,777千円であり、そのうち主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,379,100千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

　

IPネットワ
ーク事業
(千円)

IPプラット
フォーム
事業(千円)

IPエンタープ
ライジング
事業(千円)

IPシナジー
ファイナンス
事業(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ売上高及び
　営業損益

売上高

(1)外部売上高に 

   対する売上高 5,225,6827,017,9962,869,993200,00040,43715,354,109― 15,354,109
(2)セグメント間
   の内部売上高

   又は振替高 19,16338,740 ― ― ― 57,903(57,903) ―

計 5,244,8467,056,7362,869,993200,00040,43715,412,012(57,903)15,354,109

営業費用 5,724,6106,878,1602,849,169861,24677,35016,390,537339,82016,730,358

  営業利益又は
  営業損失

△479,764178,57620,823△661,246△36,913△978,524(397,724)△1,376,249

Ⅱ資産、
　減価償却費、
　減損損失及び
　資本的支出

資産 2,992,2004,762,0982,381,8251,543,52367,04211,746,6906,990,59618,737,286

減価償却費 1,458,002278,096194,552 ― 2,1351,932,7864,6781,937,465

減損損失 85,446 ― ― ― ― 85,446 ― 85,446

資本的支出 1,562,25882,5771,748,310― 2,2393,395,38518,4093,413,795

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な内容

　　(1) IPネットワーク事業　　　　：IPに準拠したネットワークの設計・構築・運用に関する事業

　　(2) IPプラットフォーム事業　　：IPに関連したネットワーク機器及びシステムの設計・製造に関する事業

　　(3) IPエンタープライジング事業：IPに関連した企業顧客向けのIT教育・業務システムコンサルティングに関

する事業

　　(4) IPシナジーファイナンス事業：IPに関連した企業を対象とし、技術経営コンサルティングを対象企業の企

業価値向上のための付加価値として行う投資事業

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は405,166千円であり、そのうち主なも

のは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,990,874千円であり、その主なものは、親会社で

の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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(事業区分の方法の変更)

　
　従来、「その他の事業」に含めていた「IPシナジーファイナンス事業」は、その重要性が増したため、

当連結会計年度より事業セグメントとして独立表示いたしました。

　なお、前連結会計年度に「IPシナジーファイナンス事業」を独立表示した場合は、以下のとおりであ

ります。
　

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

　

IPネットワ
ーク事業
(千円)

IPプラット
フォーム
事業(千円)

IPエンタープ
ライジング
事業(千円)

IPシナジー
ファイナンス
事業(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ売上高及び
　営業損益

売上高

(1)外部売上高に 

   対する売上高 10,389,1097,147,47550,590,732200,00039,18168,366,499― 68,366,499
(2)セグメント間
   の内部売上高

   又は振替高 253,78528,628 ― ― ― 282,414(282,414)―

計 10,642,8947,176,10450,590,732200,00039,18168,648,913(282,414)68,366,499

営業費用 10,490,8096,839,82546,668,891358,48543,71964,401,731477,41764,879,149

  営業利益又は
  営業損失

152,084336,2793,921,841△158,485△4,5374,247,181(759,832)3,487,349

Ⅱ資産、
　減価償却費、
　減損損失及び
　資本的支出

資産 2,536,1575,776,32937,677,9392,280,278105,21548,375,9198,677,02457,052,943

減価償却費 743,742264,401735,93315,835 2381,760,1516,1381,766,289

減損損失 285,7663,035 ― ― ― 288,8012,148290,949

資本的支出 725,93874,77411,971,976― 1,45912,774,1492,58212,776,731
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 [所在地別セグメント情報]

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

全セグメントの売上高および全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれ

も90％を超えているため、所在地別セグメント情報を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

全セグメントの売上高および全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれ

も90％を超えているため、所在地別セグメント情報を省略しております。

　

 [海外売上高]

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

 [関連当事者との取引]

前連結会計年度(自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日)

役員及び個人株主等

　

属性 会社等の名称 事業の内容又は職業 取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 金木良道
グローバルナレッジネット
ワーク㈱代表取締役

利息の受取 2,836投資有価証券 200,000

その他流動資産 5,769

(注)　グローバルナレッジネットワーク㈱の代表取締役就任日は平成18年４月25日であり、取引金額は、代表取締役就任

後の日数に基づき計算しております。

なお、投資有価証券の取得並びに利率、償還、その他の条件は代表取締役就任前に一般の取引条件に基づき決定さ

れたものであります。

　

当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

開示すべき事項はありません。
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(企業結合等関係)

当連結会計年度(自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日)

　　当連結会計年度においてパーチェス法を適用した企業結合は以下のとおりであります。

　

被取得企業の名称 セーバー（株）　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧
セーバーホールディングス（株））

グローバルナレッジネットワーク（株）

事業内容
モバイルプロダクト＆ソリューション事
業、動画修復事業

企業向IT教育事業

企業結合を行なった　　　　　　主
な理由

携帯電話向コンテンツ流通に関する技術
・ノウハウをグループ内に取り込むこと
であります。

IT／ネットワーク市場が拡大し、労働市
場流動化と教育の外注化を背景に、成長
と拡大が見込まれるIT教育サービス事業
へ事業展開を行なうことであります。

企業結合日 平成18年７月１日 平成18年７月３日

企業結合の法的形式 株式交換による完全子会社化
株式取得（新株予約権の権利行使）によ
る子会社化

取得した議決権比率 100.0％ 73.1％

連結財務諸表に含まれる
被取得企業の業績の期間

平成18年７月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　～
平成19年６月３０日

平成18年７月１日　　　　　　　　　　　　～平成19
年６月３０日

被取得企業の取得原価及び
その内訳

1,507,742千円 650,003千円

内訳 内訳

　株式取得費用 1,507,742千円　株式取得費用 650,003千円

株式の種類別交換比率
　普通株式 １：2.6    ――――

セーバーホールディングス１株に対し、当
社株式2.6株割当

交換比率の算定方法

株式市価法およびディスカウント・
キャッシュフロー法による評価を総合的
に勘案して、当社およびセーバーホール
ディングスの株式交換比率の適正な範囲
を算定いたしました。

   ――――

交付株式数及び評価額
　

10,327株    ――――

146,000円／１株

のれんの金額 1,298,654千円 1,697,240千円

発生原因
今後の事業展開に寄って期待される将来
の収益に関連して発生したものでありま
す。

同左

償却方法 定額法 同左

償却期間 ３年 10年

企業結合日の資産負債
及びその内訳

資産 255,301千円資産 1,379,912千円

　流動資産 205,621千円　流動資産 1,088,440千円

　固定資産 49,679千円　固定資産 220,644千円

　繰延資産 70,827千円

負債 46,213千円負債 2,427,149千円

　流動負債 46,213千円　流動負債 1,020,268千円

　固定負債 1,406,881千円
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(１株当たり情報)

　

項目
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１株当たり純資産額 53,424.00円 19,750.19円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

6,893.95円 △33,492.56円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
6,644.92円

　潜在株式調整後１株当たり当期

純利益は、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載してお

りません。

　当社は、平成17年４月20日開催の取

締役会決議に基づき、平成17年６月

30日を基準日として、平成17年８月

19日付で１株を２株にする株式分割

を行ないましたが、この株式分割が

前期首に行なわれたと仮定した場合

における１株当たり情報の各数値は

それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度

　１株当たり純資産額 29,661.07円

　１株当たり
　当期純利益

1,483.55円

　潜在株式調整後
　１株当たり
　当期純利益

1,437.97円

算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 

　

連結貸借対照表の
純資産の部の合計額

32,978,952千円

普通株主に関連
しない金額

7,578,719千円

(うち、少数株主持分 7,578,719千円)

普通株式に係る
純資産額

25,400,232千円

期末普通株式の数 475,446.12株

　

連結貸借対照表の
純資産の部の合計額

11,210,147千円

普通株主に関連
しない金額

1,591,209千円

(うち、少数株主持分1,591,209千円)

普通株式に係る
純資産額

9,618,938千円

期末普通株式の数 487,030.12株

２　１株当たり当期純利益又は１株

当たり当期純損失及び潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金

額

連結損益計算書上の
当期純利益

3,092,302千円

普通株主に帰属
しない金額

―千円

普通株式に係る
当期純利益

3,092,302千円

普通株式の
期中平均株式数

448,553.10株

当期純利益調整額 35,805千円

普通株式増加数 11,422株

(うち、新株引受権 　　2,052株)

(うち、新株予約権 　　9,370株)

連結損益計算書上の
当期純損失

16,264,338千円

普通株主に帰属
しない金額

―千円

普通株式に係る
当期純損失

16,264,338千円

普通株式の
期中平均株式数

485,610.47株

 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めない潜在株式の概要

　新株引受権１種類(新株予約権の目

的となる株式の数1,392株)

　新株予約権１種類(新株予約権の目

的となる株式の数765株)

　　―――
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１　簡易株式交換による会社等の買収について

　　　平成18年７月１日、当社は、平成18年４月20日開催の

取締役会決議に基づき締結した株式交換契約により

セーバーホールディングス㈱の株主に対し10,327株

の新株を発行し、同社株式の100％を取得いたしまし

た。

　　　セーバーホールディングス㈱およびその子会社２社

の概要は以下のとおりです。

商　号
セーバー

ホールディングス㈱
セーバー㈱

セーバー
テクノロジーズ㈱

所在地 東京都千代田区 東京都渋谷区 愛知県松山市

株主構成 諸戸清光(41.5％)
セーバーホールディ
ングス㈱(100.0％)

セーバーホールディ
ングス㈱(100.0％)

諸戸精孝(20.9％)

三井物産㈱(14.9％)

その他(22.7％)

(平成18年６月30日現在)

業績等
(千円)

平成18年６月期(見込) 平成18年３月期 平成18年６月期(見込)

売上高 88,900 355,401 52,686

経常損益 23,232 △14,737 12,934

当期純損益 18,500 △12,150 10,767

総資産 234,881 203,527 11,855

純資産 206,148 155,451 10,767

１　関係会社の異動について

　　　当社は、平成19年７月９日、当社グループ事業の本業

であるIT事業に経営資源を集中させるため、当社が

保有している連結子会社ファイバーテック㈱の全株

式を譲渡する契約を締結し、同社は株式譲渡日であ

る平成19年７月10日もって当社の子会社ではなくな

りました。なお、譲渡契約等の概要は、以下のとおり

です。

　・異動する子会社の概要

商　　号 ファイバーテック㈱

所 在 地 東京都千代田区神田錦町３-21

代 表 者 三池信也

設　　立 平成10年10月15日

事業内容
極細径内視鏡を中心とする医
療機器の開発・製造・販売

　・譲渡契約の概要

譲渡先及び ㈱フジクラ　　   39,683株

譲渡株数 三池信也　 1,000株

譲渡価額 834,753千円

譲 渡 益 475,527千円

　　　　セーバーホールディングス㈱は傘下に100％子会社

であるセーバー㈱およびセーバーテクノロジーズ

㈱を有する純粋持株会社であります。セーバー

ホールディングスグループは、携帯電話向けのコ

ンテンツ(動画、音声、静止画、記述言語)の変換、端

末ごとの最適化および配信管理に特化したシステ

ムの開発・販売を行っており、携帯電話向けコン

テンツ流通に関する技術・ノウハウをグループ内

に取り込み、モバイルインターネット分野におけ

るIPテクノロジーやサービスの革新を積極的に進

める予定であります。

２　関係会社の異動について

　　　当社は、平成18年１月20日に取得したグローバルナ

レッジネットワーク㈱の新株予約権付社債および新

株予約権について、平成18年７月３日、新株予約権付

社債に付された新株予約権の全部(200百万円)およ

び新株予約権の一部(450百万円)を行使したことに

伴い13,546株(73.1％)を取得し、同社は当社の子会

社となりました。

所在地 東京都渋谷区

業績等(千円) 売上高 1,515,063

平成18年６月期

(見込)

経常損益 △107,748

当期純損益 △108,292

総資産 1,782,878

純資産 △1,092,563

　　　なお当社グループは、事業シナジーが見込まれる企業

へのインキュベーションを積極的に実施しており、

ITプロフェッショナル育成を通して企業の競争力と

なる人材開発を支援し、顧客企業から高い評価を受

ける同社と、顧客基盤を相互に活用することで、事業

の拡大を進める予定であります。

２　訴訟の提起について

　　　当社は、平成19年9月20日、㈱シーエーシー他を相手方

として損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所へ提起い

たしました。概要は以下のとおりです。

　・訴訟を提起した相手方

　㈱シーエーシー

　新日本監査法人

　元㈱アイ・エックス・アイ代表取締役

　同取締役（㈱シーエーシーからの派遣）

　同監査役（同上）

　・訴訟の内容

・証券取引法第21条、第22条、第24条の４に基づ

　く損害賠償請求

・民法第95条（錯誤）による無効

・民法709条（不法行為）による損害賠償請求

　・損害賠償請求額　　　　合計金14,380,332,960円

　・訴訟提起に至った経緯および理由

　当社は平成17年８月に実施した公開買付および平

成18年３月の第三者割当増資の引受などにより、合

計143億８千万円を出捐して㈱アイ・エックス・ア

イ（以下IXI）株式を取得いたしましたが、同社は平

成19年１月に大阪地方裁判所において民事再生手続

開始決定を受け破綻いたしました。

　この破綻は、IXIが㈱シーエーシーの子会社であっ

た当時から、不正な循環取引を大規模かつ恒常的に

行ない続け、IXIの有価証券報告書に記載された売上

高の大半が係る不正な循環取引に基づいて架空に計

上されたものであった事に原因があり、当社が取得

した時点において既に、正常な取引通念に照らして

実質的に無価値の状態であったことから、当社が

被った損害の賠償等を求める訴えを提起いたしまし

た。
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前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

―――― ３　株式交換契約の承認について

　　　平成19年９月26日、当社第11期定時株主総会におい

て、当社およびオリックス㈱が平成19年６月21日に

締結した株式交換契約が承認されました。

　これにより、平成19年11月１日をもって株式交換に

より当社はオリックス㈱の完全子会社となる予定で

あります。なお、株式交換契約および完全親会社とな

るオリックス㈱の概要は以下のとおりです。

　・株式交換契約の概要

株式交換契約の締結 平成19年６月21日

株式交換契約承認
株主総会

平成19年９月26日

株式交換予定日
（効力発生日）

平成19年11月１日

株券交付日
平成19年12月下旬（予

定）

株式交換比率 １：0.667

当社普通株式１株に対
し、オリックス普通株
式0.667株が、割当交付
されます。

　・オリックス㈱の概要

事業内容 多角的金融サービス業

設立年月日 昭和39年４月17日

本店所在地 東京都港区

代表者役職・氏名
取締役兼代表執行役社長　

藤木保彦
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⑤　連結附属明細表

 [社債明細表]

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

当社
円貨建転換社債
型新株予約権付
社債(注)１

平成16年12月１日 4,500,000 ― ― なし 平成19年11月30日

グローバルナ
レッジネット
ワーク(株)

第１回無担保転
換社債型新株予
約権付社債　 　
(注)２

平成16年３月５日 ― 69,9826.5なし 平成21年８月31日

合計 4,500,00069,982 ― ― ―

(注) １　円貨建転換社債型新株予約権付社債は、当連結会計年度中に全額償還いたしました。

　　 ２　新株予約権付社債に関する事項は以下のとおりであります。

　

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額 無償

行使価額 406,875円

社債発行価額の総額 69,982千円

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 ―千円

新株予約権の付与割合 100％

新株予約権の行使期間
平成16年３月５日から
平成21年８月30日

　
３　社債の連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。

　
１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

― ― 69,982 ― ―

　

 [借入金等明細表]

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,000,0004,603,438 2.64
平成19年12月20日
～平成24年２月29日

(注)３　　　

１年以内に返済予定の長期借入金 282,451 18,044 2.40
平成20年６月30日
～平成20年７月22日

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

2,033,933 8,980 2.05
平成20年７月22日
～平成21年9月28日

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 3,316,3844,630,462 ― ―

(注) １　平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

す。

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金(千円) 1,420 7,560 ― ―

３　期限の利益を喪失した、債務超過の子会社に係る長期借入金について、短期借入金に含めております。

　

前へ
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、5,000株券、10,000株券、10株
未満券

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 10株

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱UFJ信託銀行株式会社

　　取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 　　全国各支店
野村證券株式会社　　　　　　全国本支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

株券喪失登録に伴う
手数料

無料

単元未満株式の
買取り・売渡し

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱UFJ信託銀行株式会社

　　取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 　　全国各支店
野村證券株式会社　　　　　　全国本支店

　　買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法 東京都および大阪市において発行する日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) 　　単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができ

ません。

(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4)その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。
　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
　
(1)有価証券報告書

及びその添付書類
事業年度
(第44期)

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

　　平成19年６月27日
　　関東財務局長に提出。

(2)有価証券報告書の訂正報告者
　上記有価証券報告書の訂正報告書であります。

　　平成19年７月10日
　　関東財務局長に提出。

(3)発行登録書(普通社債)及びその添付書類 　　平成19年６月27日
　　関東財務局長に提出。

(4)発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類 　　平成19年４月11日
　　平成19年５月18日
　　平成19年７月18日
　　平成19年８月30日
　　平成19年９月20日
　　平成19年11月14日
　　平成20年１月15日
　　平成20年３月17日
及び平成20年６月10日
　　関東財務局長に提出。

(5)訂正発行登録書(普通社債) 　　平成19年５月11日
　　平成19年７月５日
　　平成19年７月10日
　　平成19年７月18日
　　平成19年10月25日
　　平成19年11月７日
　　平成19年11月14日
　　平成19年12月13日
　　平成19年12月21日
　　平成20年１月８日
　　平成20年１月11日
　　平成20年３月12日
　　平成20年３月14日
　　平成20年６月２日
及び平成20年６月９日
　　関東財務局長に提出。

(6)有価証券届出書
(ストックオプションによる新株予約権付与)及び
その添付書類

　　平成19年７月４日
　　関東財務局長に提出。

(7)有価証券届出書の訂正届出書
(ストックオプションによる新株予約権付与)

　　平成19年７月５日
及び平成19年７月18日
　　関東財務局長に提出。

(8)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号
(財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象)
の規定に基づく臨時報告書であります。

　　平成19年10月25日
　　関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号
(代表執行役の異動)の規定に基づく
臨時報告書であります。

　　平成19年12月13日
　　関東財務局長に提出。

　(9)半期報告書 (第45期中) 自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

　　平成19年12月21日
　　関東財務局長に提出。
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(10)自己株券買付状況報告書 　　平成19年12月７日
　　平成20年１月11日
　　平成20年２月13日
　　平成20年３月11日
　　平成20年４月14日
　　平成20年５月14日
及び平成20年６月９日
　　関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月26日

オリックス株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　天　　野　　秀　　樹　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　羽　　太　　典　　明　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　畑　　岡　　　 哲　　　 ㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるオリックス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（連結財

務諸表注記１参照）に準拠して、オリックス株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
(注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月26日

オリックス株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　天　　野　　秀　　樹　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　浜　　嶋　　哲　　三　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　畑　　岡　　　 哲　　　 ㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているオリックス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及

び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（連結財

務諸表注記１参照）に準拠して、オリックス株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
(注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月26日

オリックス株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　天　　野　　秀　　樹　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　羽　　太　　典　　明　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　畑　　岡　　　 哲　　　 ㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるオリックス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、オリックス株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
(注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月26日

オリックス株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　天　　野　　秀　　樹　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　浜　　嶋　　哲　　三　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　畑　　岡　　　 哲　　　 ㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているオリックス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第45期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、オリックス株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
(注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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